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１．食料の備蓄・炊き出し（温かい食事の提供）について

2

〇 炊出しその他による食品の供与は、避難者に対し応急的に炊出し等による食品の提供を行い、一時的に被災者の食生活を確保
することが目的。
〇 令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループが同年１１月に能登半島地震の対応を踏まえた各種取組
の実施や避難所の在り方の見直しについてとりまとめ。（令和６年能登半島地震を踏まえた差災害対応の在り方について（報告
書））
内閣府においては、この報告書等の提言を踏まえ、令和６年12月に「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指
針」を改定しており、食事の提供について、メニューの多様化、適温食の提供等により食事の質を確保するようお願いしたい。

【実施にあたってのポイント・留意点】（取組指針より）
〇食料・飲料水
１．平常時における主な対応
・ 指定避難場所にはあらかじめ応急的に必要な食料・飲料水を備蓄し、備蓄しない場合は指定避難所が開設された場合に備えて、食料・

     飲料水の物資供給計画を作成すること。
・ 備蓄食料については、近年の食生活の向上と保存食の多様化を踏まえ、乾パン等の画一的なものだけにならないように検討すること。

２．発災後における主な対応
・ 食事の提供にあたり、管理栄養士の活用等によりメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、要配慮者に対する配慮、複数
メニューの提供等、質の確保についても配慮すること。
・ ボランティア等による炊き出しや飲食業協同組合による調理人の派遣、キッチンカー等の活用、学校給食施設等の利用等による多様な供

     給方法の確保に努めるとともに、セントラルキッチン方式を活用すること。
・ キッチンカー等関係事業者と協定を締結するなど、平時からの連携体制を構築し、災害発生時には温かい食事を速やかに提供すること。

〇食物アレルギー（後掲）
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避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針
（平成25年８月（令和６年12月改定）内閣府（防災担当））（抄）１/２

3

第１ 平時における対応
４ 避難所における備蓄等
（１）食料・飲料水の備蓄

指定避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる食料・飲料水の備蓄に努めること。また、指定した
避難所に食料・飲料水を備蓄しない場合は、指定避難所が開設された場合に備えて、食料・飲料水の供給計画を作成すること。
 その際、 食物アレルギーを有する避難者にも配慮し、アルファー米等の白米と牛乳アレルギー対応ミルク等を備蓄すること。なお、
備蓄食料については、近年の食生活の向上と保存食の多様化を踏まえ、乾パン等の画一的なものだけにならないよう検討するこ
と。食物アレルギー対応食品等についても、必要な方に確実に届けられるなど、要配慮者の利用にも配慮すること。また、避難所
を運営する職員の食料等の確保を検討しておくこと。

（２）（略）
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避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針
（平成25年８月（令和６年12月改定）内閣府（防災担当））（抄）２/２

4

第２ 発災後における対応
   ８ 食事の質の確保
（１） 食事の提供にあたり、管理栄養士の活用等によりメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、要配慮者 （咀嚼機能低下

者、疾病上の食事制限者、食物アレルギーを有する者等）に対する配慮、複数メニューの提供等、質の確保についても配慮すること。また、
提供メニューについては、農林水産省や学会、大学等の推奨メニューや、スフィア基準・厚生労働省のエネルギー摂取目安を参考にしながら、
食材の入手状況や避難者の状況を踏まえて検討すること。

（２）ボランティア等による炊き出しや飲食業協同組合による調理人の派遣、キッチンカー等の活用、特定給食施設（特に学校給食室）の利
用等による多様な供給方法の確保に努めるとともに、セントラルキッチン方式を活用することや、被災地の地元事業者が営業を再開するなど
災害の発生から一定の期間が経過した段階においては食事等の提供契約を順次地元事業者等へ移行させることなどにより、適温食の確保
に配慮すること。

（３）また、被災者自らが生活を再開していくという観点や、メニューの多様化や適温食の確保を図るという観点からも、避難所となっている学校の
給食室等における炊事する場の確保、炊き出し設備の確保、食材や燃料の提供、ボランティア等の協力や避難所内の互助体制等の環境
づくりを進めること。

（４） キッチンカー等関係事業者と協定を締結するなど、平時からの連携体制を構築し、災害発生時には温かい食事を速やかに提供すること。

 ９ 食物アレルギーを有する者等への食料や食事に関する配慮
（１）食事の原材料表示

食物アレルギーを有する避難者が食料や食事を安心して食べることができるよう、避難所で提供する食事の原材料表示を示した包装や食
      材料を示した献立表を掲示し、避難者が確認できるようにすること。
（２） 避難者自身によるアレルギーを起こす原因食品の情報提供

避難所において、食物アレルギーを有する避難者の誤食事故の防止に向けた工夫として、配慮願いたい旨を周囲に伝えるために、周りから
目視で確認できるよう食物アレルギーの対象食料が示されたビブス、アレルギーサインプレート等を活用すること。

（３）各避難所における管理栄養士等への相談
食物アレルギーをはじめとした個別の対応が必要な要配慮者に食料や食事の提供を行う場合、各避難所における要配慮者の食事ニーズ

の把握やアセスメントの実施のため、保健衛生関係部局が管理栄養士等の専門職種に相談できるように努めること。
（４） 文化・宗教上の理由による食事への配慮

文化・宗教上の理由から外国人等の避難者が食べることができない食料がある場合、当該避難者に対し、可能な限り配慮することが望ま
       しいこと。
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２．能登半島地震における食事提供について

5

○ 食事については、スープ、レトルトの親子丼、カレー、魚の煮物といった温めて食べられるものなど、避難生活の長期化に応じた様々
な物資をプッシュ型で支援。

○ また、自衛隊やNPOなどによる炊き出しやキッチンカーの活用による食事の提供が行われてきたほか、セントラルキッチン方式で各避
難所に配食することで食事支援を効率的に行うといった新たな取組が行われた。

野菜ジュースや缶詰などの支援物資 業者による炊出し（七尾市） キッチンカー（石川県）

提供される弁当の例（能登町） セントラルキッチンでの炊き出しの様子

※町飲食店組合の炊き出しのみでは行
き届かない避難所・在宅避難者につ
いては、従来通り、ボランティア・
NPO等による炊き出しを実施

町飲食店
組合

避難所

避難所

避難所

『セントラルキッチン』（穴水町）
※料理人、運送ｽﾀｯﾌ
を雇用している場
合もある

集会所
（在宅避難者）

集会所
（在宅避難者）
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３．キッチンカーによる炊き出しへの対応
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【輪島市等におけるキッチンカーによる炊き出し支援状況調査】
・ 令和６年９月20日からの大雨（能登地方）での民間事業者によるキッチンカーによる炊き出し状況を調査。
避難者に対する食事支援において積極的に活用され、メニューの多様化、温かい食事の提供につながっている。
※キッチンカーにより提供された食事の例：かつ丼、タコライス、焼きそば等、様々な食事が1度に数百食提供。

【災害対応車両登録制度】
・ 令和７年６月１日より、災害対応車両登録制度が開始しており、発災時は、協定を締結しているキッチンカー事業者を活用するほ
か、当該制度によりニーズに合うキッチンカー（または調整法人）を検索し、派遣を依頼ができる。

（詳細はリーフレットを参照【参考資料１】）
・ 災害対応車両検索システム（D-TRACE）を参照し、災害時に関わらず、平時から所有者又は調整法人と連携するなどに利用す
るとともに、未登録のキッチンカー事業者があれば登録するよう呼びかけいただくようお願いしたい。
・ なお、キッチンカーでの食事提供に要した食事代、光熱費、人件費等の費用（これらを包含した金額として１食あたり単価が決まっ
 ている場合、当該単価に提供食数を乗じた金額）は災害救助費の対象となる。
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４．セントラルキッチン方式による炊き出しへの対応

7

【能登地震におけるセントラルキッチン方式の活用事例の調査】
能登半島地震では、セントラルキッチン方式により安定した適温食の確保が行われたことから、令和６年度、内閣府において、３市町
（穴水町、輪島市、珠洲市）でセントラルキッチン方式等により炊き出しを実施した関係者にヒアリングを行い、実際の流れを中心に取
りまとめたところ。ヒアリングの内容からセントラルキッチン方式の活用にあたり、主に以下の３つの観点を検討する必要があると思われ、事
例も合わせて整理する。なお、同調査の結果はHP※に掲載されているので参考とされたい。
１ 調理場所の確保

火力や水の確保できる調理場所や難しい場合の対応方法などを整理しておくことが考えらえる。
事例：公共施設の調理場、デイサービスセンター等を活用

２ 調理・配送人員の確保
地域の飲食業協同組合等と事前に協定を締結するなどにより、発災時に調理・配送を行う人員を確保することが考えられる。
事例：地元飲食店の調理人等により実施

３ 献立の検討・食材の調達
栄養面を考えた献立を考える者や食材の調達方法など整理しておくことが考えられる。
事例：献立は調理人が作成し、自治体の管理栄養士が確認、食材は調理人が調達した場合も自治体が確保した場合もあった。

※「災害時のセントラルキッチン方式を中心とした食事支援の実施方法・タイムラインの実際例
（令和６年能登半島地震被災地３市町でのヒアリング結果より）」【参考資料２】

【プッシュ型支援における内閣府備蓄物資の分散備蓄整備】
大規模災害発災時に、被災自治体の要請を待たず国が物資を調達し被災自治体へ支援をする「プッシュ型支援」に

ついて、より迅速かつ確実な物資支援を可能とするため、キッチン資機材についても全国８地域の各拠点に新たに購
入し、分散して備蓄を行う。【参考資料３】

〇 セントラルキッチン方式による炊き出しは、複数の避難所等に配布するための食事を１カ所で数百食調理することにより、効率的な
炊き出しが可能となる。また管理栄養士や調理人が入ることにより、栄養バランスがとれ、多様なメニューの食事の提供が可能となるなど

  の点で有効と考えられる。
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５．学校給食施設等の活用について

8

【避難所における適切な食事の提供のための学校給食施設等の活用に関する検討状況調査】
【調査結果】（令和７年２月時点）

 ※活用に合意している学校の割合が高い都道府県
①京都府 78.4% ②群馬県 71.8% ③三重県 58.3％ ④富山県 53.4% ⑤愛媛県 48.3%

（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

数 割合 数 割合 (％) 数 割合 (％) 数 割合 (％)
890 43.9% 103 11.6% 132 6.5% 537 26.5%

1.うち、活用に合意してい
る給食施設

全国合計
（平均）

学校から独立し
た給食施設
（共同調理場
等）

2. うち、活用の合意に向
けて打合せ中の給食施設

3.うち、本通知を周知済の
給食施設（1.及び2.を除
く）

うち、避難者が調理を行う
ことを予定している給食施
設

数
2,026

（１）避難所となる学校の給食施設

数 割合 (％) 数 割合 (％) 数 割合 (％)
6,813 26.7% 1,938 7.6% 6,122 24.0%

数
25,54928,667

全国合計
（平均）

うち、食事の提供が可能
となる設備が備わってい
る学校

避難所となる
学校 1. うち、活用に合意して

いる学校
2. うち、活用の合意に向
けて打合せ中の学校

3.うち、本通知を周知済の
学校（1.及び2.を除く）

数

〇 災害発生時における避難所の運営の際、食事の質の確保に当たっては、学校給食施設等の活用も有効な手段の一つとなることか
ら、使用する際の安全面・衛生面の確保等を確認するほか、役割分担・費用負担等について、あらかじめ防災担当部局と教育委員
会との間で共通認識を持つことができるよう、平時から連携できる体制を整えておくようお願いしたい。【関係事務連絡：参考資料４～６】


まとめ（簡易版）

				（１）避難所となる学校の給食施設

				全国合計
（平均） ゼンコクゴウケイ ヘイキン		避難所となる
学校 ヒナンショ ガッコウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校

														1. うち、活用に合意している学校				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウ				3.うち、本通知を周知済の学校（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ オヨ

						数 カズ				数 カズ				数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

						1,503				1,275				602		47.2%		42		3.3%		212		16.6%

						418				373				175		46.9%		30		8.0%		125		33.5%

						420				321				36		11.2%		26		8.1%		59		18.4%

						551				489				43		8.8%		31		6.3%		53		10.8%

						310				293				59		20.1%		37		12.6%		57		19.5%

						339				249				47		18.9%		9		3.6%		77		30.9%

						561				488				151		30.9%		19		3.9%		261		53.5%

						722				651				99		15.2%		37		5.7%		166		25.5%

						486				408				124		30.4%		20		4.9%		90		22.1%

						470				422				303		71.8%		9		2.1%		26		6.2%

						1,347				1,271				413		32.5%		83		6.5%		310		24.4%

						1,250				1,097				216		19.7%		125		11.4%		206		18.8%

						2,085				1,874				561		29.9%		61		3.3%		222		11.8%

						1,323				1,312				203		15.5%		23		1.8%		129		9.8%

						688				512				105		20.5%		98		19.1%		59		11.5%

						294				294				157		53.4%		24		8.2%		40		13.6%

						318				285				119		41.8%		4		1.4%		2		0.7%

						272				260				48		18.5%		7		2.7%		205		78.8%

						243				210				95		45.2%		0		0.0%		93		44.3%

						539				511				127		24.9%		15		2.9%		81		15.9%

						557				426				153		35.9%		25		5.9%		248		58.2%

						796				662				157		23.7%		51		7.7%		272		41.1%

						1,399				1,395				249		17.8%		185		13.3%		245		17.6%

						459				374				218		58.3%		7		1.9%		41		11.0%

						356				286				94		32.9%		43		15.0%		30		10.5%

						510				408				302		74.0%		4		1.0%		39		9.6%

						1,526				1,526				131		8.6%		179		11.7%		1,026		67.2%

						1,144				1,038				127		12.2%		58		5.6%		252		24.3%

						313				312				68		21.8%		19		6.1%		58		18.6%

						331				329				78		23.7%		47		14.3%		70		21.3%

						127				113				47		41.6%		41		36.3%		14		12.4%

						307				268				30		11.2%		1		0.4%		25		9.3%

						561				519				124		23.9%		29		5.6%		96		18.5%

						675				617				142		23.0%		122		19.8%		222		36.0%

						396				310				107		34.5%		1		0.3%		36		11.6%

						264				263				42		16.0%		3		1.1%		156		59.3%

						235				156				6		3.8%		6		3.8%		27		17.3%

						448				435				210		48.3%		34		7.8%		58		13.3%

						267				258				116		45.0%		38		14.7%		13		5.0%

						1,090				962				198		20.6%		173		18.0%		187		19.4%

						272				222				23		10.4%		48		21.6%		1		0.5%

						457				449				136		30.3%		17		3.8%		95		21.2%

						447				350				57		16.3%		22		6.3%		55		15.7%

						355				352				159		45.2%		9		2.6%		127		36.1%

						330				317				75		23.7%		15		4.7%		26		8.2%

						563				385				54		14.0%		39		10.1%		189		49.1%

						343				222				27		12.2%		22		9.9%		41		18.5%

						28,667				25,549				6,813		26.7%		1,938		7.6%		6,122		24.0%



				（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

				全国合計
（平均） ゼンコクゴウケイ ヘイキン		学校から独立した給食施設
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バナド

										1.うち、活用に合意している給食施設								2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設 カツヨウ ゴウイ ム ダ チュウ キュウショク シセツ スウ				3.うち、本通知を周知済の給食施設（1.及び2.を除く）

														うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ

						数 カズ				数 カズ		割合 ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

						2,026				890		43.9%		103		11.6%		132		6.5%		537		26.5%





まとめ

						（１）避難所となる学校の給食施設																																（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

						都道府県 トドウフケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ																														都道府県 トドウフケン		学校から独立した
給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バナド

												うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数																																1.うち、活用に合意している給食施設数								2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ				3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く）				調整未実施の学校数
（1.及び2.及び3.を除く）

																1. うち、活用に合意している  学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ				3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ				調整未実施の学校数
（1.及び2.及び3.を除く） チョウセイ ミジッシ ガッコウスウ オヨ オヨ ノゾ																				うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

								数 カズ				数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ										数 カズ				数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

		1				北海道 ホッカイドウ		1,503				1,275		84.8%		602		47.2%		42		3.3%		212		16.6%		419		32.9%				1				北海道 ホッカイドウ		137				57		41.6%		15		26.3%		10		7.3%		47		34.3%		23		16.8%		1,275		1,275		100.0%		137				137		100.0%

		2				青森県 アオモリケン		418				373		89.2%		175		46.9%		30		8.0%		125		33.5%		43		11.5%				2				青森県 アオモリケン		36				18		50.0%		1		5.6%		2		5.6%		18		50.0%		0		0.0%		373		373		100.0%		36				38		105.6%

		3				岩手県 イワテケン		420				321		76.4%		36		11.2%		26		8.1%		59		18.4%		200		62.3%				3				岩手県 イワテケン		48				14		29.2%		4		28.6%		5		10.4%		12		25.0%		17		35.4%		321		321		100.0%		48				48		100.0%

		4				宮城県 ミヤギケン		551				489		88.7%		43		8.8%		31		6.3%		53		10.8%		362		74.0%				4				宮城県 ミヤギケン		47				11		23.4%		0		0.0%		1		2.1%		10		21.3%		25		53.2%		532		489		100.0%		47				47		100.0%

		5				秋田県 アキタケン		310				293		94.5%		59		20.1%		37		12.6%		57		19.5%		140		47.8%				5				秋田県 アキタケン		38				4		10.5%		0		0.0%		6		15.8%		11		28.9%		17		44.7%		293		293		100.0%		38				38		100.0%

		6				山形県 ヤマガタケン		339				249		73.5%		47		18.9%		9		3.6%		77		30.9%		116		46.6%				6				山形県 ヤマガタケン		22				10		45.5%		0		0.0%		0		0.0%		5		22.7%		7		31.8%				249		100.0%						22		100.0%

		7				福島県 フクシマケン		561				488		87.0%		151		30.9%		19		3.9%		261		53.5%		57		11.7%				7				福島県 フクシマケン		50				14		28.0%		1		7.1%		3		6.0%		20		40.0%		13		26.0%		488		488		100.0%		50				50		100.0%

		8				茨城県 イバラキケン		722				651		90.2%		99		15.2%		37		5.7%		166		25.5%		349		53.6%				8				茨城県 イバラキケン		49				18		36.7%		0		0.0%		2		4.1%		14		28.6%		15		30.6%				651		100.0%						49		100.0%

		9				栃木県 トチギケン		486				408		84.0%		124		30.4%		20		4.9%		90		22.1%		174		42.6%				9				栃木県 トチギケン		27				8		29.6%		0		0.0%		0		0.0%		15		55.6%		4		14.8%		408		408		100.0%		27				27		100.0%

		10				群馬県 グンマケン		470				422		89.8%		303		71.8%		9		2.1%		26		6.2%		84		19.9%				10				群馬県 グンマケン		35				26		74.3%		0		0.0%		2		5.7%		3		8.6%		4		11.4%		422		422		100.0%		35				35		100.0%

		11				埼玉県 サイタマケン		1,347				1,271		94.4%		413		32.5%		83		6.5%		310		24.4%		465		36.6%				11				埼玉県 サイタマケン		100				43		43.0%		14		32.6%		2		2.0%		19		19.0%		36		36.0%		1,271		1,271		100.0%		100				100		100.0%

		12				千葉県 チバケン		1,250				1,097		87.8%		216		19.7%		125		11.4%		206		18.8%		550		50.1%				12				千葉県 チバケン		60				29		48.3%		3		10.3%		0		0.0%		21		35.0%		10		16.7%				1,097		100.0%						60		100.0%

		13				東京都 トウキョウト		2,085				1,874		89.9%		561		29.9%		61		3.3%		222		11.8%		1,030		55.0%				13				東京都 トウキョウト		39				19		48.7%		6		31.6%		1		2.6%		5		12.8%		14		35.9%		1,787		1,874		100.0%		38				39		100.0%

		14				神奈川県 カナガワケン		1,323				1,312		99.2%		203		15.5%		23		1.8%		129		9.8%		957		72.9%				14				神奈川県 カナガワケン		28				18		64.3%		0		0.0%		2		7.1%		3		10.7%		5		17.9%				1,312		100.0%						28		100.0%

		15				新潟県 ニイガタケン		688				512		74.4%		105		20.5%		98		19.1%		59		11.5%		250		48.8%				15				新潟県 ニイガタケン		49				33		67.3%		0		0.0%		8		16.3%		4		8.2%		4		8.2%		512		512		100.0%		49				49		100.0%

		16				富山県 トヤマケン		294				294		100.0%		157		53.4%		24		8.2%		40		13.6%		73		24.8%				16				富山県 トヤマケン		11				4		36.4%		0		0.0%		0		0.0%		3		27.3%		4		36.4%		294		294		100.0%		11				11		100.0%

		17				石川県 イシカワケン		318				285		89.6%		119		41.8%		4		1.4%		2		0.7%		160		56.1%				17				石川県 イシカワケン		31				22		71.0%		0		0.0%		0		0.0%		4		12.9%		5		16.1%		404		285		100.0%		31				31		100.0%

		18				福井県 フクイケン		272				260		95.6%		48		18.5%		7		2.7%		205		78.8%		0		0.0%				18				福井県 フクイケン		16				8		50.0%		0		0.0%		2		12.5%		6		37.5%		0		0.0%				260		100.0%						16		100.0%

		19				山梨県 ヤマナシケン		243				210		86.4%		95		45.2%		0		0.0%		93		44.3%		22		10.5%				19				山梨県 ヤマナシケン		31				20		64.5%		3		15.0%		0		0.0%		15		48.4%		0		0.0%		210		210		100.0%		31				35		112.9%

		20				長野県 ナガノケン		539				511		94.8%		127		24.9%		15		2.9%		81		15.9%		288		56.4%				20				長野県 ナガノケン		54				23		42.6%		7		30.4%		5		9.3%		19		35.2%		7		13.0%		638		511		100.0%		54				54		100.0%

		21				岐阜県 ギフケン		557				426		76.5%		153		35.9%		25		5.9%		248		58.2%		0		0.0%				21				岐阜県 ギフケン		62				34		54.8%		4		11.8%		6		9.7%		22		35.5%		0		0.0%		426		426		100.0%		62				62		100.0%

		22				静岡県 シズオカケン		796				662		83.2%		157		23.7%		51		7.7%		272		41.1%		182		27.5%				22				静岡県 シズオカケン		60				24		40.0%		3		12.5%		0		0.0%		16		26.7%		20		33.3%		662		662		100.0%		60				60		100.0%

		23				愛知県 アイチケン		1,399				1,395		99.7%		249		17.8%		185		13.3%		245		17.6%		716		51.3%				23				愛知県 アイチケン		75				30		40.0%		4		13.3%		13		17.3%		26		34.7%		6		8.0%		1,395		1,395		100.0%		75				75		100.0%

		24				三重県 ミエケン		459				374		81.5%		218		58.3%		7		1.9%		41		11.0%		108		28.9%				24				三重県 ミエケン		31				20		64.5%		6		30.0%		2		6.5%		4		12.9%		5		16.1%		374		374		100.0%		31				31		100.0%

		25				滋賀県 シガケン		356				286		80.3%		94		32.9%		43		15.0%		30		10.5%		119		41.6%				25				滋賀県 シガケン		23				18		78.3%		6		33.3%		2		8.7%		1		4.3%		2		8.7%		286		286		100.0%		23				23		100.0%

		26				京都府 キョウトフ		510				408		80.0%		320		78.4%		4		1.0%		39		9.6%		45		11.0%				26				京都府 キョウトフ		19				5		26.3%		0		0.0%		1		5.3%		7		36.8%		6		31.6%				408		100.0%						19		100.0%

		27				大阪府 オオサカフ		1,526				1,526		100.0%		131		8.6%		179		11.7%		1,026		67.2%		190		12.5%				27				大阪府 オオサカフ		25				12		48.0%		1		8.3%		4		16.0%		9		36.0%		0		0.0%		1,526		1,526		100.0%		25				25		100.0%

		28				兵庫県 ヒョウゴケン		1,144				1,038		90.7%		127		12.2%		58		5.6%		252		24.3%		601		57.9%				28				兵庫県 ヒョウゴケン		52				30		57.7%		5		16.7%		2		3.8%		17		32.7%		3		5.8%		1,038		1,038		100.0%		52				52		100.0%

		29				奈良県 ナラケン		313				312		99.7%		68		21.8%		19		6.1%		58		18.6%		167		53.5%				29				奈良県 ナラケン		23				16		69.6%		1		6.3%		2		8.7%		1		4.3%		4		17.4%		312		312		100.0%		23				23		100.0%

		30				和歌山県 ワカヤマケン		331				329		99.4%		78		23.7%		47		14.3%		70		21.3%		134		40.7%				30				和歌山県 ワカヤマケン		24				9		37.5%		2		22.2%		2		8.3%		3		12.5%		10		41.7%				329		100.0%						24		100.0%

		31				鳥取県 トットリケン		127				113		89.0%		47		41.6%		41		36.3%		14		12.4%		11		9.7%				31				鳥取県 トットリケン		25				13		52.0%		1		7.7%		7		28.0%		2		8.0%		3		12.0%		113		113		100.0%		25				25		100.0%

		32				島根県 シマネケン		307				268		87.3%		30		11.2%		1		0.4%		25		9.3%		212		79.1%				32				島根県 シマネケン		36				9		25.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		16.7%		21		58.3%		268		268		100.0%		36				36		100.0%

		33				岡山県 オカヤマケン		561				519		92.5%		124		23.9%		29		5.6%		96		18.5%		270		52.0%				33				岡山県 オカヤマケン		41				15		36.6%		2		13.3%		0		0.0%		16		39.0%		10		24.4%		519		519		100.0%		41				41		100.0%

		34				広島県 ヒロシマケン		675				617		91.4%		142		23.0%		122		19.8%		222		36.0%		131		21.2%				34				広島県 ヒロシマケン		49				26		53.1%		0		0.0%		3		6.1%		3		6.1%		17		34.7%		617		617		100.0%		49				49		100.0%

		35				山口県 ヤマグチ ケン		396				310		78.3%		107		34.5%		1		0.3%		36		11.6%		166		53.5%				35				山口県 ヤマグチ ケン		28				16		57.1%		0		0.0%		0		0.0%		7		25.0%		5		17.9%		310		310		100.0%		28				28		100.0%

		36				徳島県 トクシマケン		264				263		99.6%		42		16.0%		3		1.1%		156		59.3%		62		23.6%				36				徳島県 トクシマケン		23				10		43.5%		0		0.0%		0		0.0%		13		56.5%		0		0.0%		263		263		100.0%		23				23		100.0%

		37				香川県 カガワケン		235				156		66.4%		6		3.8%		6		3.8%		27		17.3%		117		75.0%				37				香川県 カガワケン		29				8		27.6%		0		0.0%		1		3.4%		7		24.1%		13		44.8%		156		156		100.0%		29				29		100.0%

		38				愛媛県 エヒメケン		448				435		97.1%		210		48.3%		34		7.8%		58		13.3%		133		30.6%				38				愛媛県 エヒメケン		53				35		66.0%		0		0.0%		3		5.7%		15		28.3%		0		0.0%		435		435		100.0%		53				53		100.0%

		39				高知県 コウチケン		267				258		96.6%		116		45.0%		38		14.7%		13		5.0%		91		35.3%				39				高知県 コウチケン		39				18		46.2%		1		5.6%		6		15.4%		11		28.2%		4		10.3%		258		258		100.0%		39				39		100.0%

		40				福岡県 フクオカケン		1,090				962		88.3%		198		20.6%		173		18.0%		187		19.4%		404		42.0%				40				福岡県 フクオカケン		50				26		52.0%		5		19.2%		0		0.0%		5		10.0%		19		38.0%				962		100.0%						50		100.0%

		41				佐賀県 サガケン		272				222		81.6%		23		10.4%		48		21.6%		1		0.5%		150		67.6%				41				佐賀県 サガケン		23				5		21.7%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		18		78.3%		222		222		100.0%		23				23		100.0%

		42				長崎県 ナガサキケン		457				449		98.2%		136		30.3%		17		3.8%		95		21.2%		201		44.8%				42				長崎県 ナガサキケン		50				9		18.0%		0		0.0%		4		8.0%		9		18.0%		28		56.0%		449		449		100.0%		50				50		100.0%

		43				熊本県 クマモトケン		447				350		78.3%		57		16.3%		22		6.3%		55		15.7%		216		61.7%				43				熊本県 クマモトケン		71				32		45.1%		5		15.6%		4		5.6%		29		40.8%		6		8.5%		350		350		100.0%		71				71		100.0%

		44				大分県 オオイタケン		355				352		99.2%		159		45.2%		9		2.6%		127		36.1%		57		16.2%				44				大分県 オオイタケン		35				17		48.6%		0		0.0%		1		2.9%		17		48.6%		0		0.0%		352		352		100.0%		35				35		100.0%

		45				宮崎県 ミヤザキケン		330				317		96.1%		75		23.7%		15		4.7%		26		8.2%		201		63.4%				45				宮崎県 ミヤザキケン		29				10		34.5%		1		10.0%		6		20.7%		4		13.8%		9		31.0%		317		317		100.0%		29				29		100.0%

		46				鹿児島県 カゴシマケン		563				385		68.4%		54		14.0%		39		10.1%		189		49.1%		103		26.8%				46				鹿児島県 カゴシマケン		78				28		35.9%		0		0.0%		9		11.5%		15		19.2%		26		33.3%		385		385		100.0%		78				78		100.0%

		47				沖縄県 オキナワケン		343				222		64.7%		27		12.2%		22		9.9%		41		18.5%		132		59.5%				47				沖縄県 オキナワケン		65				16		24.6%		2		12.5%		3		4.6%		18		27.7%		28		43.1%		222		222		100.0%		65				65		100.0%

						合計 ゴウケイ		28,667				25,549		89.1%		6,831		26.7%		1,938		7.6%		6,122		24.0%		10,658		41.7%								合計 ゴウケイ		2,026				890		43.9%		103		11.6%		132		6.5%		537		26.5%		467		23.1%		20,483		25,549		100.0%		1,757				2,026		100.0%



						未提出 ミテイシュツ

						一部市区町村未提出 イチブ シクチョウソン ミテイシュツ
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避難所における適切な食事の提供のための学校給食施設等の活用に関する検討状況		




まとめ (公表用)

						（１）避難所となる学校の給食施設																										（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

						都道府県 トドウフケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ																								都道府県 トドウフケン		学校から独立した
給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バナド

												うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数																										1.うち、活用に合意している給食施設数								2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ				3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く）

														1. うち、活用に合意している  学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ				3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ																				うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

								数 カズ				数 カズ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ										数 カズ				数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

		1				北海道 ホッカイドウ		1,503				1,275		602		47.2%		42		3.3%		212		16.6%				1				北海道 ホッカイドウ		137				57		41.6%		15		26.3%		10		7.3%		47		34.3%

		2				青森県 アオモリケン		418				373		175		46.9%		30		8.0%		125		33.5%				2				青森県 アオモリケン		36				18		50.0%		1		5.6%		2		5.6%		18		50.0%

		3				岩手県 イワテケン		420				321		36		11.2%		26		8.1%		59		18.4%				3				岩手県 イワテケン		48				14		29.2%		4		28.6%		5		10.4%		12		25.0%

		4				宮城県 ミヤギケン		551				489		43		8.8%		31		6.3%		53		10.8%				4				宮城県 ミヤギケン		47				11		23.4%		0		0.0%		1		2.1%		10		21.3%

		5				秋田県 アキタケン		310				293		59		20.1%		37		12.6%		57		19.5%				5				秋田県 アキタケン		38				4		10.5%		0		0.0%		6		15.8%		11		28.9%

		6				山形県 ヤマガタケン		339				249		47		18.9%		9		3.6%		77		30.9%				6				山形県 ヤマガタケン		22				10		45.5%		0		0.0%		0		0.0%		5		22.7%

		7				福島県 フクシマケン		561				488		151		30.9%		19		3.9%		261		53.5%				7				福島県 フクシマケン		50				14		28.0%		1		7.1%		3		6.0%		20		40.0%

		8				茨城県 イバラキケン		722				651		99		15.2%		37		5.7%		166		25.5%				8				茨城県 イバラキケン		49				18		36.7%		0		0.0%		2		4.1%		14		28.6%

		9				栃木県 トチギケン		486				408		124		30.4%		20		4.9%		90		22.1%				9				栃木県 トチギケン		27				8		29.6%		0		0.0%		0		0.0%		15		55.6%

		10				群馬県 グンマケン		470				422		303		71.8%		9		2.1%		26		6.2%				10				群馬県 グンマケン		35				26		74.3%		0		0.0%		2		5.7%		3		8.6%

		11				埼玉県 サイタマケン		1,347				1,271		413		32.5%		83		6.5%		310		24.4%				11				埼玉県 サイタマケン		100				43		43.0%		14		32.6%		2		2.0%		19		19.0%

		12				千葉県 チバケン		1,250				1,097		216		19.7%		125		11.4%		206		18.8%				12				千葉県 チバケン		60				29		48.3%		3		10.3%		0		0.0%		21		35.0%

		13				東京都 トウキョウト		2,085				1,874		561		29.9%		61		3.3%		222		11.8%				13				東京都 トウキョウト		39				19		48.7%		6		31.6%		1		2.6%		5		12.8%

		14				神奈川県 カナガワケン		1,323				1,312		203		15.5%		23		1.8%		129		9.8%				14				神奈川県 カナガワケン		28				18		64.3%		0		0.0%		2		7.1%		3		10.7%

		15				新潟県 ニイガタケン		688				512		105		20.5%		98		19.1%		59		11.5%				15				新潟県 ニイガタケン		49				33		67.3%		0		0.0%		8		16.3%		4		8.2%

		16				富山県 トヤマケン		294				294		157		53.4%		24		8.2%		40		13.6%				16				富山県 トヤマケン		11				4		36.4%		0		0.0%		0		0.0%		3		27.3%

		17				石川県 イシカワケン		318				285		119		41.8%		4		1.4%		2		0.7%				17				石川県 イシカワケン		31				22		71.0%		0		0.0%		0		0.0%		4		12.9%

		18				福井県 フクイケン		272				260		48		18.5%		7		2.7%		205		78.8%				18				福井県 フクイケン		16				8		50.0%		0		0.0%		2		12.5%		6		37.5%

		19				山梨県 ヤマナシケン		243				210		95		45.2%		0		0.0%		93		44.3%				19				山梨県 ヤマナシケン		31				20		64.5%		3		15.0%		0		0.0%		15		48.4%

		20				長野県 ナガノケン		539				511		127		24.9%		15		2.9%		81		15.9%				20				長野県 ナガノケン		54				23		42.6%		7		30.4%		5		9.3%		19		35.2%

		21				岐阜県 ギフケン		557				426		153		35.9%		25		5.9%		248		58.2%				21				岐阜県 ギフケン		62				34		54.8%		4		11.8%		6		9.7%		22		35.5%

		22				静岡県 シズオカケン		796				662		157		23.7%		51		7.7%		272		41.1%				22				静岡県 シズオカケン		60				24		40.0%		3		12.5%		0		0.0%		16		26.7%

		23				愛知県 アイチケン		1,399				1,395		249		17.8%		185		13.3%		245		17.6%				23				愛知県 アイチケン		75				30		40.0%		4		13.3%		13		17.3%		26		34.7%

		24				三重県 ミエケン		459				374		218		58.3%		7		1.9%		41		11.0%				24				三重県 ミエケン		31				20		64.5%		6		30.0%		2		6.5%		4		12.9%

		25				滋賀県 シガケン		356				286		94		32.9%		43		15.0%		30		10.5%				25				滋賀県 シガケン		23				18		78.3%		6		33.3%		2		8.7%		1		4.3%

		26				京都府 キョウトフ		510				408		302		74.0%		4		1.0%		39		9.6%				26				京都府 キョウトフ		19				5		26.3%		0		0.0%		1		5.3%		7		36.8%

		27				大阪府 オオサカフ		1,526				1,526		131		8.6%		179		11.7%		1,026		67.2%				27				大阪府 オオサカフ		25				12		48.0%		1		8.3%		4		16.0%		9		36.0%

		28				兵庫県 ヒョウゴケン		1,144				1,038		127		12.2%		58		5.6%		252		24.3%				28				兵庫県 ヒョウゴケン		52				30		57.7%		5		16.7%		2		3.8%		17		32.7%

		29				奈良県 ナラケン		313				312		68		21.8%		19		6.1%		58		18.6%				29				奈良県 ナラケン		23				16		69.6%		1		6.3%		2		8.7%		1		4.3%

		30				和歌山県 ワカヤマケン		331				329		78		23.7%		47		14.3%		70		21.3%				30				和歌山県 ワカヤマケン		24				9		37.5%		2		22.2%		2		8.3%		3		12.5%

		31				鳥取県 トットリケン		127				113		47		41.6%		41		36.3%		14		12.4%				31				鳥取県 トットリケン		25				13		52.0%		1		7.7%		7		28.0%		2		8.0%

		32				島根県 シマネケン		307				268		30		11.2%		1		0.4%		25		9.3%				32				島根県 シマネケン		36				9		25.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		16.7%

		33				岡山県 オカヤマケン		561				519		124		23.9%		29		5.6%		96		18.5%				33				岡山県 オカヤマケン		41				15		36.6%		2		13.3%		0		0.0%		16		39.0%

		34				広島県 ヒロシマケン		675				617		142		23.0%		122		19.8%		222		36.0%				34				広島県 ヒロシマケン		49				26		53.1%		0		0.0%		3		6.1%		3		6.1%

		35				山口県 ヤマグチ ケン		396				310		107		34.5%		1		0.3%		36		11.6%				35				山口県 ヤマグチ ケン		28				16		57.1%		0		0.0%		0		0.0%		7		25.0%

		36				徳島県 トクシマケン		264				263		42		16.0%		3		1.1%		156		59.3%				36				徳島県 トクシマケン		23				10		43.5%		0		0.0%		0		0.0%		13		56.5%

		37				香川県 カガワケン		235				156		6		3.8%		6		3.8%		27		17.3%				37				香川県 カガワケン		29				8		27.6%		0		0.0%		1		3.4%		7		24.1%

		38				愛媛県 エヒメケン		448				435		210		48.3%		34		7.8%		58		13.3%				38				愛媛県 エヒメケン		53				35		66.0%		0		0.0%		3		5.7%		15		28.3%

		39				高知県 コウチケン		267				258		116		45.0%		38		14.7%		13		5.0%				39				高知県 コウチケン		39				18		46.2%		1		5.6%		6		15.4%		11		28.2%

		40				福岡県 フクオカケン		1,090				962		198		20.6%		173		18.0%		187		19.4%				40				福岡県 フクオカケン		50				26		52.0%		5		19.2%		0		0.0%		5		10.0%

		41				佐賀県 サガケン		272				222		23		10.4%		48		21.6%		1		0.5%				41				佐賀県 サガケン		23				5		21.7%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

		42				長崎県 ナガサキケン		457				449		136		30.3%		17		3.8%		95		21.2%				42				長崎県 ナガサキケン		50				9		18.0%		0		0.0%		4		8.0%		9		18.0%

		43				熊本県 クマモトケン		447				350		57		16.3%		22		6.3%		55		15.7%				43				熊本県 クマモトケン		71				32		45.1%		5		15.6%		4		5.6%		29		40.8%

		44				大分県 オオイタケン		355				352		159		45.2%		9		2.6%		127		36.1%				44				大分県 オオイタケン		35				17		48.6%		0		0.0%		1		2.9%		17		48.6%

		45				宮崎県 ミヤザキケン		330				317		75		23.7%		15		4.7%		26		8.2%				45				宮崎県 ミヤザキケン		29				10		34.5%		1		10.0%		6		20.7%		4		13.8%

		46				鹿児島県 カゴシマケン		563				385		54		14.0%		39		10.1%		189		49.1%				46				鹿児島県 カゴシマケン		78				28		35.9%		0		0.0%		9		11.5%		15		19.2%

		47				沖縄県 オキナワケン		343				222		27		12.2%		22		9.9%		41		18.5%				47				沖縄県 オキナワケン		65				16		24.6%		2		12.5%		3		4.6%		18		27.7%

						合計 ゴウケイ		28,667				25,549		6,813		26.7%		1,938		7.6%		6,122		24.0%								合計 ゴウケイ		2,026				890		43.9%		103		11.6%		132		6.5%		537		26.5%



						（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

						全国合計 ゼンコクゴウケイ		学校から独立した
給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バナド

												1.うち、活用に合意している給食施設数						2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ				3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く）

														うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

								数 カズ				数 カズ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

								2,026				890		103		11.6%		132		6.5%		537		26.5%
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01北海道

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				北海道 ホッカイドウ		177				164		24		9		131

				札幌市 サッポロシ		293				293		293		0		0

				南幌町 ナンポロチョウ		2				2		2		0		0

				奈井江町 ナイエチョウ		2				2		2		0		0

				上砂川町 カミスナガワチョウ		2				2		0		0		0

				由仁町 ユニチョウ		2				2		2		0		0

				長沼町 ナガヌマチョウ		2				0		0		0		0

				栗山町 クリヤマ チョウ		4				4		4		0		0

				浦臼町 ウラウスチョウ		2				2		0		0		0

				新十津川町 シントツカワチョウ		3				0		0		0		0

				妹背牛町 モセウシチョウ		2				0		0		0		0

				秩父別町 チップベツチョウ		2				0		0		0		0

				雨竜町 ウリュウチョウ		1				0		0		0		0

				北竜町 ホクリュウチョウ		2				0		0		0		0

				沼田町 ヌマタチョウ		2				0		0		0		0

				岩見沢市 イワミザワシ		18				0		0		0		0

				夕張市 ユウバリシ		2				2		0		0		2

				美唄市 ビバイシ		4				0		0		0		0

				芦別市 アシベツシ		3				3		0		0		3

				三笠市 ミカサ シ		5				5		0		0		0

				滝川市 タキカワシ		10				10		0		0		0

				歌志内市 ウタシナイシ		1				1		1		0		0

				深川市 フカガワシ		10				10		0		0		0

				恵庭市 エニワシ		13				0		0		0		0

				江別市 エベツシ		25				0		0		0		0

				当別町 トウベツチョウ		3				3		3		0		0

				北広島市 キタヒロシマシ		14				14		14		0		0

				新篠津村 シンシノツムラ		2				2		0		2		0

				千歳市 チトセシ		28				28		0		0		0

				石狩市 イシカリシ		17				17		0		0		0

				余市町 ヨイチチョウ		7				7		0		0		0

				赤井川村 アカイガワムラ		3				3		0		0		3

				古平町 フルビラマチ		2				2		2		0		0

				積丹町 シャコタンチョウ		5				0		0		0		0

				神恵内村 カモエナイムラ		2				2		2		0		0

				泊村 トマリムラ		2				0		0		0		0

				岩内町 イワナイチョウ		4				4		0		0		0

				共和町 キョウワチョウ		4				4		0		0		0

				倶知安町 ク		6				0		0		0		0

				喜茂別町 キモベツチョウ		1				0		0		0		0

				留寿都村 ルスツムラ		3				3		0		0		3

				真狩村 マッカリムラ		3				0		0		0		0

				ニセコ町 チョウ		4				4		4		0		0

				蘭越町 ランコシチョウ		3				3		3		3		0

				黒松内町 クロマツナイチョウ		4				4		4		0		0

				寿都町 スッツチョウ		3				3		0		0		0

				島牧村 シママキムラ		2				0		0		0		0

				小樽市 オタルシ		28				28		0		0		0

				豊浦町 トヨウラチョウ		4				4		1		3		0

				伊達市 ダテ シ		8				8		0		0		0

				むかわ町 チョウ		4				4		0		4		0

				日高町 ヒダカチョウ		7				7		0		0		7

				平取町 ビラトリチョウ		7				7		7		0		0

				新冠町 ニイカップチョウ		2				2		0		0		0

				新ひだか町 シン チョウ		6				6		6		0		0

				浦河町 ウラカワ マチ		7				7		0		0		7

				様似町 サマニチョウ		2				2		0		0		0

				えりも町 チョウ		4				4		0		0		4

				函館市 ハコダテシ		55				54		0		0		0

				北斗市 ホクトシ		16				16		0		0		0

				松前町 マツマエチョウ		3				3		0		0		0

				福島町 フクシマチョウ		3				0		0		0		0

				知内町 シリウチチョウ		3				3		3		0		0

				木古内町 キコナイチョウ		1				1		0		0		1

				七飯町 ナナエチョウ		7				7		7		0		0

				鹿部町 シカベチョウ		2				2		2		0		0

				森町 モリ マチ		8				8		0		8		0

				八雲町 ヤクモチョウ		9				9		9		0		0

				長万部町 オシャマンベチョウ		2				2		0		0		0

				江差町 エサシチョウ		5				5		5		0		0

				上ノ国町 カミ クニチョウ		3				3		3		0		0

				厚沢部町 アッサブチョウ		4				4		0		0		4

				乙部町 オトベチョウ		3				3		3		0		0

				奥尻町 オクシリチョウ		3				3		0		0		0

				今金町 イマカネチョウ		3				3		3		0		0

				せたな町 チョウ		6				6		0		0		0

				鷹栖町 タカスチョウ		1				1		0		0		0

				東神楽町 ヒガシカグラ チョウ		4				4		4		0		0

				当麻町 トウマチョウ		3				3		0		0		0

				比布町 ピップチョウ		1				1		1		0		0

				愛別町 アイベツチョウ		2				2		2		0		0

				上川町 カミカワチョウ		2				2		0		0		2

				東川町 ヒガシカワチョウ		5				5		5		0		0

				美瑛町 ビエイチョウ		7				7		7		0		0

				上富良野町 カミフラノマチ		4				4		0		0		0

				中富良野町 ナカフラノチョウ		4				4		4		0		0

				南富良野町 ミナミフラノチョウ		3				3		3		0		0

				占冠村 シムカップムラ		2				2		2		0		0

				和寒町 ワッサムチョウ		2				2		0		0		0

				剣淵町 ケンブチチョウ		3				3		0		0		0

				下川町 シモカワチョウ		2				2		2		0		0

				美深町 ビフカチョウ		4				1		1		0		0

				音威子府村 オトイネップムラ		1				1		1		0		0

				中川町 ナカガワチョウ		1				1		0		0		0

				幌加内町 ホロカナイチョウ		3				0		0		0		0

				士別市 シベツシ		11				0		0		0		0

				名寄市 ナヨロシ		3				0		0		0		0

				富良野市 フラノシ		10				10		0		0		0

				旭川市 アサヒカワシ		77				77		0		0		0

				留萌市 ルモイシ		8				0		0		0		0

				増毛町		1				1		0		0		0

				小平町		3				0		0		0		0

				苫前町		3				3		0		0		0

				羽幌町		6				6		0		6		6

				初山別村		2				0		0		0		0

				遠別町		2				2		2		0		0

				天塩町		3				3		3		0		0

				稚内市		9				9		9		0		0

				猿払村		5				5		5		0		0

				浜頓別町		2				0		0		0		0

				中頓別町		2				2		0		0		2

				枝幸町		10				10		2		0		8

				豊富町		4				4		4		0		0

				礼文町		5				5		5		0		0

				利尻町		3				3		3		0		0

				利尻富士町		4				4		4		0		0

				幌延町		3				3		3		0		0

				北見市 キタミシ		36				36		0		0		0

				網走市		14				14		14		0		0

				紋別市 モンベツシ		8				8		8		0		0

				大空町 オオゾラチョウ		5				5		1		0		0

				美幌町 ビホロチョウ		5				5		0		0		0

				津別町 ツベツチョウ		2				2		0		0		0

				斜里町 シャリチョウ		4				4		0		0		0

				清里町 キヨサトチョウ		2				2		0		0		0

				小清水町 コシミズチョウ		2				2		0		0		0

				訓子府町 クンネップチョウ		3				3		0		0		0

				置戸町 オケトチョウ		2				2		0		0		0

				佐呂間町 サロマチョウ		4				4		4		0		0

				遠軽町 エンガルチョウ		12				12		12		0		0

				湧別町 ユウベツチョウ		5				5		0		0		0

				滝上町 タキノウエチョウ		2				2		2		0		0

				興部町 オコッペチョウ		3				3		3		0		0

				西興部村 ニシオコッペムラ		2				2		2		0		0

				雄武町 オウムチョウ		3				3		0		0		0

				音更町 オトフケチョウ		16				16		0		0		16

				士幌町 シホロチョウ		5				5		5		0		0

				上士幌町 カミシホロチョウ		2				2		2		0		0

				鹿追町 シカオイチョウ		7				7		0		7		0

				新得町 シントクチョウ		5				5		0		0		0

				清水町 シミズチョウ		4				4		0		0		0

				芽室町 メムロチョウ		7				0		0		0		0

				中札内村 ナカサツナイムラ		3				3		3		0		0

				更別村 サラベツムラ		3				0		0		0		0

				大樹町 タイキチョウ		2				2		0		0		0

				広尾町 ヒロオチョウ		3				0		0		0		0

				幕別町 マクベツチョウ		12				12		0		0		0

				池田町 イケダチョウ		2				2		2		0		0

				豊頃町 トヨコロチョウ		3				3		0		0		0

				浦幌町 ウラホロチョウ		4				0		0		0		0

				本別町 ホンベツチョウ		5				5		0		0		0

				足寄町 アショロチョウ		2				0		0		0		0

				陸別町 リクベツチョウ		2				0		0		0		0

				帯広市 オビヒロシ		39				0		0		0		0

				釧路市 クシロシ		41				41		41		0		0

				釧路町 クシロチョウ		0				0		0		0		0

				厚岸町		5				5		0		0		4

				浜中町 ハマナカチョウ		0				0		0		0		0

				標茶町		8				8		8		0		0

				弟子屈町		6				6		6		0		0

				鶴居村		5				5		5		0		0

				白糠町		3				0		0		0		0

				根室市		9				9		0		0		9

				別海町 ベツカイチョウ		16				0		0		0		0

				中標津町 ナカシベツチョウ		7				7		0		0		0

				標津町		4				0		0		0		0

				羅臼町		3				3		3		0		0

				合計 ゴウケイ		1503				1275		602		42		212



		（２）　学校から独立した給食+A178:H314施設（共同調理場等） カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツスウ

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				札幌市 サッポロシ		0				0		0		0		0

				南幌町 ナンポロチョウ		1				1		1		0		0

				由仁町 ユニチョウ		1				1		1		0		0

				長沼町 ナガヌマチョウ		1				0		0		0		1

				栗山町 クリヤマチョウ		1				1		1		0		1

				月形町 ツ		1				0		0		0		1

				新十津川町 シントツカワチョウ		1				0		0		0		1

				岩見沢市 イワミザワシ		1				1		0		0		0

				美唄市 ビバイシ		1				0		0		0		0

				芦別市 アシベツシ		1				1		0		0		1

				赤平市 アカビラシ		1				0		0		1		0

				三笠市 ミカサ シ		1				0		0		0		1

				砂川市 スナガワ シ		1				1		0		0		0

				歌志内市 ウタシナイシ		1				0		0		0		1

				深川市 フカガワ シ		1				1		0		0		0

				恵庭市 エニワシ		2				0		0		0		0

				江別市 エベツシ		2				0		0		0		2

				当別町 トウベツチョウ		1				1		1		0		0

				北広島市 キタヒロシマシ		3				1		0		0		2

				新篠津村 シンシノツムラ		1				0		0		1		0

				千歳市 チトセシ		1				0		0		0		0

				石狩市 イシカリシ		2				0		0		0		2

				仁木町 ニキチョウ		1				0		0		0		0

				古平町 フルビラマチ		1				1		0		0		0

				積丹町 シャコタンチョウ		1				0		0		0		1

				神恵内村 カモエナイムラ		1				1		1		0		0

				泊村 トマリムラ		1				0		0		0		0

				共和町 キョウワチョウ		1				1		0		0		0

				倶知安町 ク		1				0		0		0		1

				京極町 キョウゴクチョウ		1				0		0		0		1

				留寿都村 ルスツムラ		1				1		0		0		0

				真狩村 マッカリムラ		1				0		0		0		0

				ニセコ町 チョウ		1				1		0		0		0

				蘭越町 ランコシチョウ		1				1		1		1		0

				黒松内町 クロマツナイチョウ		1				0		0		0		0

				寿都町 スッツチョウ		1				1		0		1		0

				島牧村 ムラ		1				0		0		0		0

				小樽市 オタルシ		1				1		0		0		0

				室蘭市 ムロランシ		1				0		0		0		1

				苫小牧市 トマコマイシ		2				2		0		0		0

				登別市 ノボリベツ シ		1				1		0		0		0

				伊達市 ダテ シ		1				1		0		0		0

				豊浦町 トヨウラチョウ		1				1		0		0		0

				洞爺湖町 トウヤコチョウ		2				0		0		0		2

				白老町 シラオイチョウ		1				1		0		0		0

				安平町 アビラチョウ		1				0		0		0		0

				厚真町 アツマチョウ		1				1		0		0		0

				むかわ町 チョウ		2				2		2		0		0

				新ひだか町 シン チョウ		1				1		0		0		0

				浦河町 ウラカワ マチ		1				0		0		0		1

				函館市 ハコダテシ		0

岡部＿加奈: 学校の敷地内				0		0		0		0

				北斗市 ホクトシ		2				0		0		0		2

				松前町 マツマエチョウ		0

岡部＿加奈: 中学校に併設（同一敷地内）				0		0		0		0

				福島町 フクシマチョウ		1				0		0		1		0

				知内町 シリウチチョウ		1				1		0		0		0

				木古内町 キコナイチョウ		1				0		0		0		1

				七飯町 ナナエチョウ		1				1		0		0		0

				鹿部町 シカベチョウ		1				1		0		0		0

				森町 モリ マチ		1				0		0		1		0

				八雲町 ヤクモチョウ		1				0		0		0		1

				長万部町 オシャマンベチョウ		1				0		0		0		1

				江差町・上ノ国町 エサシチョウ カミ クニチョウ		1				0		0		0		0

				厚沢部町 アッサブチョウ		1				1		0		0		0

				乙部町 オトベチョウ		1				1		0		0		0

				今金町 イマカネチョウ		1				1		0		0		0

				せたな町 チョウ		1				1		1		0		0

				鷹栖町 タカスチョウ		1				1		1		0		0

				当麻町 トウマチョウ		1				0		0		0		0

				上川町 カミカワチョウ		1				1		0		0		0

				上富良野町 カミフラノマチ		1				1		0		0		0

				南富良野町 ミナミフラノチョウ		1				1		0		0		0

				剣淵町 ケンブチ チョウ		1				0		0		0		0

				美深町 ビフカ チョウ		1				0		0		0		1

				幌加内町 ホロカナイチョウ		1				1		0		0		0

				士別市 シベツシ		1				0		0		0		0

				名寄市 ナヨロシ		1				1		0		0		1

				富良野市 フラノシ		1				0		0		0		0

				旭川市 アサヒカワシ		1				0		0		0		0

				留萌市 ルモイシ		1				1		0		0		0

				小平町		1				0		0		0		0

				苫前町		1				0		0		0		0

				羽幌町		1				0		0		0		1

				遠別町		1				0		0		0		0

				稚内市		1				0		0		0		0

				猿払村		1				1		1		0		0

				浜頓別町		1				1		0		0		0

				中頓別町		1				0		0		0		1

				枝幸町		1				1		1		0		0

				豊富町		1				1		0		0		0

				礼文町 レブンチョウ		0				0		0		0		0

				利尻町・利尻富士町 リシリチョウ		1				0		0		0		1

				幌延町		1				1		1		0		0

				北見市 キタミシ		1				0		0		0		0

				網走市		0				0		0		0		0

				紋別市 モンベツシ		1				1		0		0		0

				大空町 オオゾラチョウ		1				1		0		0		0

				美幌町 ビホロチョウ		1				1		0		0		0

				津別町 ツベツチョウ		0				0		0		0		0

				斜里町 シャリチョウ		0				0		0		0		0

				清里町 キヨサトチョウ		0				0		0		0		0

				小清水町 コシミズチョウ		0				0		0		0		0

				訓子府町 クンネップチョウ		0				0		0		0		0

				置戸町 オケトチョウ		0				0		0		0		0

				佐呂間町 サロマチョウ		0				0		0		0		0

				遠軽町 エンガルチョウ		2				2		2		0		0

				湧別町 ユウベツチョウ		1				0		0		0		0

				滝上町 タキノウエチョウ		0				0		0		0		0

				興部町 オコッペチョウ		1				0		0		0		0

				西興部村 ニシオコッペムラ		0				0		0		0		0

				雄武町 オウムチョウ		0				0		0		0		0

				音更町 オトフケチョウ		0				0		0		0		0

				士幌町 シホロチョウ		1				0		0		1		1

				上士幌町 カミシホロチョウ		1				0		0		1		1

				鹿追町 シカオイチョウ		1				1		0		1		0

				新得町 シントクチョウ		1				1		0		0		0

				清水町 シミズチョウ		1				0		0		0		0

				芽室町 メムロチョウ		1				0		0		0		1

				中札内村 ナカサツナイムラ		1				0		0		0		1

				更別村 サラベツムラ		1				0		0		0		1

				大樹町 タイキチョウ		1				0		0		0		1

				広尾町 ヒロオチョウ		1				0		0		0		0

				幕別町 マクベツチョウ		2				0		0		0		0

				池田町 イケダチョウ		1				1		0		0		0

				豊頃町 トヨコロチョウ		1				0		0		0		1

				浦幌町 ウラホロチョウ		1				0		0		0		1

				本別町 ホンベツチョウ		1				0		0		0		1

				足寄町 アショロチョウ		1				1		0		0		0

				陸別町 リクベツチョウ		1				0		0		0		1

				帯広市 オビヒロシ		1				1		0		0		0

				釧路市 クシロシ		3				0		0		0		3

				釧路町 クシロチョウ		1				0		0		0		0

				厚岸町		1				0		0		0		1

				浜中町		1				0		0		0		0

				標茶町		1				1		0		0		0

				弟子屈町		1				0		0		1		0

				鶴居村 ツルイムラ		0				0		0		0		0

				白糠町		1				0		0		0		1

				根室市		0				0		0		0		0

				別海町		1				0		0		0		1

				中標津町 ナカシベツチョウ		1				0		0		0		0

				標津町		1				0		0		0		0

				羅臼町		1				0		0		0		1

				合計 ゴウケイ		137				57		15		10		47









02山形県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

		1		青森市 アオモリシ		72				72		62		0		10

		2		弘前市 ヒロサキシ		47				47		0		0		4

Windows ユーザー: R7年度に避難所マニュアル整備の関係で各学校を訪問する予定であり、その際に学校側と直接話をしながら、本通知についても周知をする予定であるため、今回は県立高校分「4」として回答します。


		3		八戸市 ハチノヘシ		74				74		69		0		5

		4		黒石市 クロイシシ		7				7		0		0		7

		5		五所川原市 ゴショガワラシ		19				19		0		0		19

		6		十和田市 トワダシ		23				23		0		20		3

		7		三沢市 ミサワシ		14				14		0		0		14

		8		むつ市 シ		22				22		22		0		0

		9		つがる市 シ		13				6		0		0		6

		10		平川市 ヒラカワシ		12				12		0		0		12

		11		平内町 ヒラナイマチ		4				0		0		0		0

		12		今別町 イマベツマチ		2				0		0		0		0

		13		蓬田村 ヨモギタムラ		2				2		2		0		0

		14		外ヶ浜町 ソトガハママチ		4				0		0		0		0

		15		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		4				0		0		0		0

		16		深浦町 フカウラマチ		5				5		0		5		0

		17		西目屋村 ニシメヤムラ		1				0		0		0		0

		18		藤崎町 フジサキマチ		5				5		5		0		0

		19		大鰐町 オオワニマチ		2				2		0		0		2

		20		田舎館村 イナカダテムラ		2				2		1		0		1

		21		板柳町 イタヤナギマチ		5				5		5		0		0

		22		鶴田町 ツルタマチ		3				3		3		0		0

		23		中泊町 ナカドマリマチ		4				4		4		0		0

		24		野辺地町 ノヘジマチ		4				4		0		0		4

		25		七戸町 シチノヘマチ		7				7		0		0		7

		26		六戸町 ロクノヘマチ		5				0		0		0		0

		27		横浜町 ヨコハママチ		2				2		0		0		2

		28		東北町 トウホクマチ		5				5		0		5		0

		29		六ヶ所村 ロッカショムラ		7				7		0		0		7

		30		おいらせ町 マチ		9				1		0		0		1

		31		大間町 オオママチ		4				4		0		0		4

		32		東通村 ヒガシドオリムラ		2				2		0		0		2

		33		風間浦村 カザマウラムラ		2				2		2		0		0

		34		佐井村 サイムラ		3				2		0		0		2

		35		三戸町 サンノヘマチ		4				0		0		0		0

		36		五戸町 ゴノヘマチ		7				7		0		0		7

		37		田子町 タッコマチ		0				0		0		0		0

		38		南部町 ナンブチョウ		5				0		0		0		0

		39		階上町 ハシカミチョウ		6				6		0		0		6

		40		新郷村 シンゴウムラ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		418				373		175		30		125



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

		1		青森市 アオモリシ		3				3		0		0		0

		2		弘前市 ヒロサキシ		2				2		0		0		2

		3		八戸市 ハチノヘシ		3				0		0		0		3

		4		黒石市 クロイシシ		0				0		0		0		0

		5		五所川原市 ゴショガワラシ		1				0		0		0		1

		6		十和田市 トワダシ		1				0		0		1		0

		7		三沢市 ミサワシ		1				0		0		0		1

		8		むつ市 シ		3				3		0		0		0

		9		つがる市 シ		2				0		0		0		2

		10		平川市 ヒラカワシ		1				1		0		0		0

		11		平内町 ヒラナイマチ		1				0		0		0		1

		12		今別町 イマベツマチ		1				1		1		0		0

		13		蓬田村 ヨモギタムラ		0				0		0		0		0

		14		外ヶ浜町 ソトガハママチ		1				0		0		0		1

		15		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		1				1		0		0		0

		16		深浦町 フカウラマチ		0				0		0		0		0

		17		西目屋村 ニシメヤムラ		0				0		0		0		0

		18		藤崎町 フジサキマチ		1				1		0		0		0

		19		大鰐町 オオワニマチ		1				1		0		0		0

		20		田舎館村 イナカダテムラ		0				0		0		0		0

		21		板柳町 イタヤナギマチ		0				0		0		0		0

		22		鶴田町 ツルタマチ		1				1		0		0		0

		23		中泊町 ナカドマリマチ		1				1		0		0		0

		24		野辺地町 ノヘジマチ		1				0		0		0		1

		25		七戸町 シチノヘマチ		1				1		0		0		0

		26		六戸町 ロクノヘマチ		1				0		0		0		1

		27		横浜町 ヨコハママチ		1				0		0		0		1

		28		東北町 トウホクマチ		0				0		0		0		0

		29		六ヶ所村 ロッカショムラ		1				0		0		0		1

		30		おいらせ町 マチ		1				1		0		0		0

		31		大間町 オオママチ		0				0		0		0		0

		32		東通村 ヒガシドオリムラ		0				0		0		0		0

		33		風間浦村 カザマウラムラ		0				0		0		0		0

		34		佐井村 サイムラ		0				0		0		0		0

		35		三戸町 サンノヘマチ		1				0		0		0		1

		36		五戸町 ゴノヘマチ		1				0		0		0		1

		37		田子町 タッコマチ		1				0		0		0		1

		38		南部町 ナンブチョウ		1				1		0		0		0

		39		階上町 ハシカミチョウ		1				0		0		1		0

		40		新郷村 シンゴウムラ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		36				18		1		2		18







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



03岩手県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				岩手県 イワテケン		44				44		1		0		44

				盛岡市 モリオカシ		64				28		0		0		0

				宮古市 ミヤコシ		16				0		0		0		0

				大船渡市 オオフナトシ		11				11		0		0		0

				花巻市 ハナマキシ		24				24		1		0		0

				北上市 キタカミシ		23				23		0		0		0

				久慈市 クジシ		21				21		0		21		0

				遠野市 トオノシ		14				14		0		0		0

				一関市 イチノセキシ		30				30		0		0		0

				陸前高田市 リクゼンタカタシ		9				9		0		0		0

				釜石市 カマイシシ		12				12		0		0		0

				二戸市 ニノヘシ		7				0		0		0		0

				八幡平市 ハチマンタイシ		14				14		0		0		0

				奥州市 オウシュウシ		23				23		0		0		0

				滝沢市 タキザワシ		13				13		13		0		0

				雫石町 シズクイシチョウ		6				6		0		0		6

				葛巻町 クズマキチョウ		7				7		7		0		0

				岩手町 イワテ マチ		4				0		0		0		0

				紫波町 シワチョウ		8				0		0		0		0

				矢巾町 ヤハバチョウ		6				0		0		0		0

				西和賀町 ニシワガチョウ		4				0		0		0		0

				金ケ崎町 カネガサキチョウ		7				0		0		0		0

				平泉町 ヒライズミチョウ		3				3		0		3		0

				住田町 スミタチョウ		3				0		0		0		0

				大槌町 オオツチチョウ		4				4		0		0		0

				山田町 ヤマダマチ		3				3		0		0		0

				岩泉町 イワイズミチョウ		8				8		8		0		0

				田野畑村 タノハタムラ		1				1		0		0		0

				普代村 フダイムラ		2				2		2		2		2

				軽米町 カルマイマチ		4				4		4		0		0

				野田村 ノダムラ		2				0		0		0		0

				九戸村 クノヘムラ		6				0		0		0		0

				洋野町 ヒロノマチ		10				10		0		0		0

				一戸町 イチノヘマチ		7				7		0		0		7

				合計 ゴウケイ		420				321		36		26		59



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				岩手県 イワテケン		0				0		0		0		0

				盛岡市 モリオカシ		2				1		0		0		0

				宮古市 ミヤコシ		3				3		0		0		0

				大船渡市 オオフナトシ		4				0		0		0		0

				花巻市 ハナマキシ		2				0		0		0		0

				北上市 キタカミシ		3				0		0		0		0

				久慈市 クジシ		1				0		0		1		0

				遠野市 トオノシ		1				0		0		0		0

				一関市 イチノセキシ		6				0		0		0		0

				陸前高田市 リクゼンタカタシ		1				1		0		0		0

				釜石市 カマイシシ		1				1		0		0		0

				二戸市 ニノヘシ		1				0		0		0		1

				八幡平市 ハチマンタイシ		2				2		0		2		0

				奥州市 オウシュウシ		2				0		0		0		0

				滝沢市 タキザワシ		1				1		1		0		0

				雫石町 シズクイシチョウ		0				0		0		0		0

				葛巻町 クズマキチョウ		1				0		0		0		1

				岩手町 イワテ マチ		1				1		0		0		0

				紫波町 シワチョウ		1				0		0		0		1

				矢巾町 ヤハバチョウ		1				0		0		0		1

				西和賀町 ニシワガチョウ		1				0		0		0		0

				金ケ崎町 カネガサキチョウ		1				1		1		0		0

				平泉町 ヒライズミチョウ		0				0		0		0		0

				住田町 スミタチョウ		1				0		0		0		0

				大槌町 オオツチチョウ		1				0		0		0		1

				山田町 ヤマダマチ		1				0		0		0		1

				岩泉町 イワイズミチョウ		1				0		0		0		1

				田野畑村 タノハタムラ		1				0		0		0		0

				普代村 フダイムラ		1				2		2		2		2

				軽米町 カルマイマチ		1				1		0		0		0

				野田村 ノダムラ		1				0		0		0		0

				九戸村 クノヘムラ		1				0		0		0		0

				洋野町 ヒロノマチ		2				0		0		0		2

				一戸町 イチノヘマチ		1				0		0		0		1

				合計 ゴウケイ		48				14		4		5		12







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



04宮城県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				仙台市 センダイシ		188				188		0		0		0

				石巻市 イシノマキシ		49				49		0		0		0

				塩竈市 シオガマシ		12				10		0		0		0

				気仙沼市 ケセンヌマシ		23				23		2		21		0

				白石市 シロイシシ		15				0		0		0		0

				名取市 ナトリシ		18				18		0		0		18

				角田市 カクダシ		12				0		0		0		0

				多賀城市 タガジョウシ		10				10		0		10		0

				岩沼市 イワヌマシ		8				8		0		0		0

				登米市 トメ シ		30				30		0		0		0

				栗原市 クリハラシ		19				19		4		0		15

				東松島市 ヒガシマツシマシ		11				11		11		0		0

				大崎市 オオサキシ		38				29		0		0		0

				富谷市 トミヤシ		13				13		0		0		0

				蔵王町 ザオウマチ		8				8		0		0		0

				七ヶ宿町 シチカシュクマチ		2				2		0		0		0

				大河原町 オオガワラマチ		7				0		0		0		0

				村田町 ムラタマチ		5				0		0		0		0

				丸森町 マルモリマチ		4				0		0		0		0

				亘理町 ワタリチョウ		11				11		0		0		0

				山元町 ヤマモトチョウ		5				0		0		0		0

				松島町 マツシママチ		4				4		4		0		0

				七ヶ浜町 シチガハママチ		5				5		5		0		0

				利府町 リフチョウ		9				9		9		0		0

				大和町 タイワチョウ		8				8		8		0		0

				大郷町 オオサトチョウ		2				2		0		0		0

				大衡村 オオヒラムラ		2				2		0		0		2

				色麻町 シカマチョウ		1				0		0		0		0

				加美町 カミマチ		11				11		0		0		11

				涌谷町 ワクヤ チョウ		4				4		0		0		0

				美里町 ミサトマチ		9				7		0		0		7

				女川町 オナガワチョウ		2				2		0		0		0

				南三陸町 ミナミサンリクチョウ		6				6		0		0		0

				合計 ゴウケイ		551				489		43		31		53



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				仙台市 センダイシ		5				0		0		0		0

				石巻市 イシノマキシ		4				0		0		0		0

				塩竈市 シオガマシ		0				0		0		0		0

				気仙沼市 ケセンヌマシ		2				2		0		0		0

				白石市 シロイシシ		1				0		0		0		0

				名取市 ナトリシ		1				0		0		0		1

				角田市 カクダシ		1				1		0		0		0

				多賀城市 タガジョウシ		1				0		0		1		0

				岩沼市 イワヌマシ		0				0		0		0		0

				登米市 トメシ		5				0		0		0		0

				栗原市 クリハラシ		2				0		0		0		2

				東松島市 ヒガシマツシマシ		1				1		0		0		0

				大崎市 オオサキシ		4				0		0		0		0

				富谷市 トミヤシ		1				0		0		0		0

				蔵王町 ザオウマチ		1				0		0		0		0

				七ヶ宿町 シチカシュクマチ		1				0		0		0		0

				大河原町 オオガワラマチ		1				1		0		0		0

				村田町 ムラタマチ		1				1		0		0		0

				丸森町 マルモリマチ		1				0		0		0		0

				亘理町 ワタリチョウ		1				1		0		0		0

				山元町 ヤマモトチョウ		1				0		0		0		1

				松島町 マツシママチ		1				1		0		0		0

				七ヶ浜町 シチガハママチ		1				0		0		0		1

				利府町 リフチョウ		2				2		0		0		0

				大和町 タイワチョウ		1				0		0		0		1

				大郷町 オオサトチョウ		1				0		0		0		0

				大衡村 オオヒラムラ		1				0		0		0		1

				色麻町 シカマチョウ		1				1		0		0		0

				加美町 カミマチ		0				0		0		0		0

				涌谷町 ワクヤチョウ		1				0		0		0		1

				美里町 ミサトマチ		1				0		0		0		1

				女川町 オナガワチョウ		1				0		0		0		1

				南三陸町 ミナミサンリクチョウ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		47				11		0		1		10







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



05秋田県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				秋田市 アキタシ		69				56		0		0		9

				能代市 ノシロシ		17				17		0		0		4

				横手市 ヨコテシ		31				30		0		20		10

				大館市		31				31		0		0		2

				男鹿市		10				10		0		0		2

				湯沢市 ユザワシ		13				13		13

				鹿角市		11				11		0		0		11

				由利本荘市		23				22		0		0		0

				潟上市		13				13		0		0		4

				大仙市		29				29		29

				北秋田市		8				8		0		0		1

				にかほ市		8				8		0		0		8

				仙北市		12				12		0		12

				小坂町		2				1		0		1

				上小阿仁村		2				2		0		0		0

				藤里町 フジサトマチ		1				1		0		0		1

				三種町		8				8		8		0		0

				八峰町		3				3		0		0		0

				五城目町		2				1		0		0		1

				八郎潟町		2				2		0		0		2

				井川町		2				2		0		0		2

				大潟村		2				2		2

				美郷町		5				5		5

				羽後町		4				4		0		4

				東成瀬村		2				2		2

				合計 ゴウケイ		310				293		59		37		57



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				秋田県 アキタケン		0

				秋田市 アキタシ		1				0		0		0		0

				能代市 ノシロシ		3				0		0		0		0

				横手市 ヨコテシ		3				0		0		3

				大館市		6				0		0		0		6

				男鹿市		2				0		0		0		0

				湯沢市 ユザワシ		1				1		0

				鹿角市		1				1		0

				由利本荘市		1				0		0		0		0

				潟上市		0

				大仙市		4				0		0		0		0

				北秋田市		3				0		0		0		0

				にかほ市		2				0		0		0		2

				仙北市		1				0		0		1

				小坂町		0

				上小阿仁村		0

				藤里町 フジサトマチ		1				0		0		0		1

				三種町		1				0		0		1

				八峰町		1				0		0		0		0

				五城目町		2				0		0		0		0

				八郎潟町		0

				井川町		1				0		0		0		1

				大潟村		0

				美郷町		2				2

				羽後町		1				0		0		0		1

				東成瀬村		1				0		0		1

				合計 ゴウケイ		38				4		0		6		11







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



07福島県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				福島市		72				72		0		0		72

				会津若松市		33				33		0		0		0

				郡山市		86				85		77		0		8

				いわき市		81				81		0		0		81

				白河市		22				9		9		0		0

				須賀川市		30				28		0		0		28

				喜多方市		7				4		4		0		0

				相馬市		15				15		14		1		0

				二本松市		26				26		0		0		23

				田村市		6				6		0		0		6

				南相馬市		11				11		11		0		0

				伊達市		19				18		17		1		0

				本宮市		11				11		0		0		11

				桑折町		5				0		0		0		0

				国見町		2				0		0		0		0

				川俣町		3				0		0		0		0

				大玉村		0				0		0		0		0

				鏡石町		3				3		0		0		3

				天栄村		5				5		0		0		0

				下郷町		2				2		2		0		0

				檜枝岐村		1				1		0		0		0

				只見町		4				0		0		0		0

				南会津町		11				7		0		7		0

				北塩原村		4				2		0		0		0

				西会津町		1				1		1		0		0

				磐梯町		3				3		0		0		3

				猪苗代町		6				2		0		0		0

				会津坂下町		4				0		0		0		0

				湯川村		3				0		0		0		0

				柳津町		3				3		3		0		0

				三島町		2				0		0		0		0

				金山町		3				3		3		0		0

				昭和村		2				2		0		0		2

				会津美里町		8				8		0		7		1

				西郷村		7				7		0		0		7

				泉崎村		3				0		0		0		0

				中島村		3				0		0		0		0

				矢吹町		5				5		5		0		0

				棚倉町		6				6		0		0		6

				矢祭町		2				2		2		0		0

				塙町		3				0		0		0		0

				鮫川村		0				0		0		0		0

				石川町		3				2		0		0		0

				玉川村		3				0		0		0		0

				平田村		3				0		0		0		0

				浅川町		2				2		0		0		2

				古殿町		2				2		2		0		0

				三春町		8				6		0		0		0

				小野町		2				1		0		1		1

				広野町		2				2		0		0		0

				楢葉町		2				2		0		2		0

				富岡町		1				1		0		0		1

				川内村		1				1		1		0		0

				大熊町		1				0		0		0		0

				双葉町		0				0		0		0		0

				浪江町		1				1		0		0		1

				葛尾村		2				2		0		0		0

				新地町		4				4		0		0		4

				飯舘村		1				1		0		0		1

				合計 ゴウケイ		561				488		151		19		261



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				福島市		4				4		0		0		0

				会津若松市		3				0		0		0		0

				郡山市		2				2		0		0		2

				いわき市		7				0		0		0		7

				白河市		2				2		0		0		0

				須賀川市		1				0		0		0		1

				喜多方市		1				1		0		0		0

				相馬市		0				0		0		0		0

				二本松市		2				0		0		0		2

				田村市		1				0		0		0		1

				南相馬市		1				1		0		0		0

				伊達市		1				0		0		0		0

				本宮市		1				1		0		0		0

				桑折町		1				0		0		0		0

				国見町		1				0		0		0		1

				川俣町		1				0		0		0		1

				大玉村		1				0		0		0		0

				鏡石町		0				0		0		0		0

				天栄村		1				0		0		0		0

				下郷町		0				0		0		0		0

				檜枝岐村		0				0		0		0		0

				只見町		1				0		0		0		0

				南会津町		1				0		0		1		0

				北塩原村		0				0		0		0		0

				西会津町		1				1		0		0		0

				磐梯町		1				0		0		0		0

				猪苗代町		0				0		0		0		0

				会津坂下町		1				0		0		0		0

				湯川村		0				0		0		0		0

				柳津町		1				1		1		0		0

				三島町		0				0		0		0		0

				金山町		0				0		0		0		0

				昭和村		1				0		0		0		1

				会津美里町		1				0		0		1		0

				西郷村		1				0		0		0		1

				泉崎村		1				0		0		0		1

				中島村		1				0		0		0		0

				矢吹町		0				0		0		0		0

				棚倉町		1				0		0		0		1

				矢祭町		0				0		0		0		0

				塙町		1				0		0		0		0

				鮫川村		1				0		0		1		0

				石川町		0				0		0		0		0

				玉川村		1				0		0		0		0

				平田村		1				1		0		0		0

				浅川町		1				0		0		0		1

				古殿町		0				0		0		0		0

				三春町		0				0		0		0		0

				小野町		0				0		0		0		0

				広野町		1				0		0		0		0

				楢葉町		0				0		0		0		0

				富岡町		0				0		0		0		0

				川内村		0				0		0		0		0

				大熊町		0				0		0		0		0

				双葉町		0				0		0		0		0

				浪江町		0				0		0		0		0

				葛尾村		1				0		0		0		0

				新地町		0				0		0		0		0

				飯舘村		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		50				14		1		3		20











＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



08茨城県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				茨城県 イバラキ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				茨城県 イバラキケン		95				87		12		6		69

				水戸市 ミトシ		48				29		0		0		0

				笠間市 カサマシ		16				7		0		0		0

				ひたちなか市 シ		26				26		15		0		0

				常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ		15				15		0		0		15

				那珂市 ナカシ		16				16		1		1		14

				小美玉市 オミタマシ		9				9		0		0		0

				茨城町 イバラキマチ		6				6		0		0		0

				大洗町 オオアライマチ		4				3		3		0		0

				城里町 シロサトマチ		7				7		0		0		0

				東海村 トウカイムラ		8				8		0		0		0

				大子町 ダイゴマチ		10				10		0		0		0

				日立市 ヒタチシ		39				39		0		0		0

				常陸太田市 ヒタチオオタシ		15				0		0		0		15

				高萩市 タカハギシ		7				7		0		0		7

				北茨城市 キタイバラキシ		15				15		0		0		0

				鹿嶋市 カシマシ		2				2		0		0		0

				潮来市 イタコシ		9				9		0		9		0

				神栖市 カミスシ		25				25		25		0		0

				行方市 ナメカタシ		7				7		0		0		0

				鉾田市 ホコタシ		7				7		0		0		0

				土浦市 ツチウラシ		23				23		0		0		0

				石岡市 イシオカシ		19				19		0		0		0

				龍ケ崎市 リュウガサキシ		16				16		0		0		0

				取手市 トリデシ		20				12		12		0		0

				牛久市 ウシクシ		13				13		13		0		0

				つくば市 シ		54				54		0		0		0

				守谷市 モリヤシ		13				13		0		0		0

				稲敷市 イナシキシ		12				12		0		0		0

				かすみがうら市 シ		7				7		0		0		0

				つくばみらい市 シ		13				13		0		0		13

				美浦村 ミホムラ		4				4		4		0		0

				阿見町 アミマチ		10				0		0		0		0

				河内町 カワチマチ		1				1		0		0		0

				利根町 トネマチ		2				2		0		0		2

				古河市 コガシ		21				21		0		0		0

				結城市 ユウキシ		16				16		0		0		0

				下妻市 シモツマシ		12				12		0		0		0

				筑西市 チクセイシ		21				21		0		21		0

				坂東市 バンドウシ		12				12		0		0		12

				桜川市 サクラガワシ		13				13		0		0		0

				常総市 ジョウソウシ		18				18		0		0		18

				八千代町 ヤチヨマチ		7				7		7		0		0

				五霞町 ゴカマチ		2				1		0		0		1

				境町 サカイ マチ		7				7		7		0		0

				合計 ゴウケイ		722				651		99		37		166



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				茨城県 イバラキ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				茨城県 イバラキケン		0				0		0		0		0

				水戸市 ミトシ		1				0		0		0		0

				笠間市 カサマシ		2				0		0		0		0

				ひたちなか市 シ		1				0		0		0		0

				常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ		2				0		0		0		2

				那珂市 ナカシ		1				0		0		0		1

				小美玉市 オミタマシ		1				1		0		0		0

				茨城町 イバラキマチ		1				1		0		0		0

				大洗町 オオアライマチ		0				0		0		0		0

				城里町 シロサトマチ		1				1		0		0		0

				東海村 トウカイムラ		0				0		0		0		0

				大子町 ダイゴマチ		1				1		0		0		0

				日立市 ヒタチシ		2				0		0		0		0

				常陸太田市 ヒタチオオタシ		1				0		0		0		1

				高萩市 タカハギシ		1				0		0		0		1

				北茨城市 キタイバラキシ		1				1		0		0		0

				鹿嶋市 カシマシ		1				0		0		0		1

				潮来市 イタコシ		1				1		0		0		0

				神栖市 カミスシ		3				3		0		0		0

				行方市 ナメカタシ		2				0		0		0		2

				鉾田市 ホコタシ		1				0		0		0		0

				土浦市 ツチウラシ		1				1		0		0		0

				石岡市 イシオカシ		2				0		0		0		0

				龍ケ崎市 リュウガサキシ		1				0		0		0		1

				取手市 トリデシ		1				1		0		0		0

				牛久市 ウシクシ		0				0		0		0		0

				つくば市 シ		4				0		0		0		0

				守谷市 モリヤシ		1				1		0		0		0

				稲敷市 イナシキシ		2				0		0		0		0

				かすみがうら市 シ		0				0		0		0		0

				つくばみらい市 シ		1				0		0		0		1

				美浦村 ミホムラ		0				0		0		0		0

				阿見町 アミマチ		1				1		0		0		0

				河内町 カワチマチ		0				0		0		0		0

				利根町 トネマチ		0				0		0		0		0

				古河市 コガシ		1				0		0		0		0

				結城市 ユウキシ		1				1		0		0		0

				下妻市 シモツマシ		0				0		0		0		0

				筑西市 チクセイシ		2				2		0		2		0

				坂東市 バンドウシ		2				0		0		0		2

				桜川市 サクラガワシ		1				1		0		0		0

				常総市 ジョウソウシ		2				0		0		0		2

				八千代町 ヤチヨマチ		1				0		0		0		0

				五霞町 ゴカマチ		0				0		0		0		0

				境町 サカイ マチ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		49				18		0		2		14







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



09栃木県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				宇都宮市 ウツノミヤシ		94				94		94		0		0

				足利市 アシカガシ		31				31		0		0		0

				栃木市 トチギシ		47				11		0		0		0

				佐野市 サノシ		23				23		0		0		23

				鹿沼市 カヌマシ		31				31		5		0		25

				日光市 ニッコウシ		30				30		0		0		0

				小山市 オヤマシ		41				41		0		0		0

				真岡市 モオカシ		28				28		0		0		24

				大田原市 オオタワラシ		25				18		0		0		0

				矢板市 ヤイタシ		8				8		0		8		0

				那須塩原市 ナスシオバラシ		27				0		0		0		0

				さくら市 シ		8				6		0		0		6

				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		6				6		0		0		6

				下野市 シモツケシ		12				8		0		0		0

				上三川町 カミノカワマチ		11				11		11		0		0

				益子町 マシコマチ		8				8		8		0		0

				茂木町 モテギマチ		6				6		6		0		0

				市貝町 イチカイマチ		4				4		0		0		0

				芳賀町 ハガマチ		4				4		0		0		0

				壬生町 ミブマチ		10				8		0		8		0

				野木町 ノギマチ		7				7		0		0		0

				塩谷町 シオヤマチ		4				4		0		4		0

				高根沢町 タカネザワマチ		7				7		0		0		0

				那須町 ナスマチ		8				8		0		0		0

				那珂川町 ナカガワマチ		6				6		0		0		6

				合計 ゴウケイ		486				408		124		20		90











		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				宇都宮市 ウツノミヤシ		1				1		0		0		0

				足利市 アシカガシ		1				0		0		0		1

				栃木市 トチギシ		4				0		0		0		0

				佐野市 サノシ		2				0		0		0		2

				鹿沼市 カヌマシ		2				2		0		0		2

				日光市 ニッコウシ		3				0		0		0		3

				小山市 オヤマシ		0				0		0		0		0

				真岡市 モオカシ		2				0		0		0		2

				大田原市 オオタワラシ		1				0		0		0		0

				矢板市 ヤイタシ		0				0		0		0		0

				那須塩原市 ナスシオバラシ		3				0		0		0		3

				さくら市 シ		1				0		0		0		1

				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1				0		0		0		1

				下野市 シモツケシ		1				0		0		0		0

				上三川町 カミノカワマチ		1				1		0		0		0

				益子町 マシコマチ		1				1		0		0		0

				茂木町 モテギマチ		1				1		0		0		0

				市貝町 イチカイマチ		0				0		0		0		0

				芳賀町 ハガマチ		0				0		0		0		0

				壬生町 ミブマチ		0				0		0		0		0

				野木町 ノギマチ		0				0		0		0		0

				塩谷町 シオヤマチ		1				1		0		0		0

				高根沢町 タカネザワマチ		1				1		0		0		0

				那須町 ナスマチ		0				0		0		0		0

				那珂川町 ナカガワマチ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		27		8		8		0		0		15







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



10群馬県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設

				群馬県 グンマ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				前橋市				67		67		52		0		0

				高崎市				80		80		80		0		0

				桐生市				30		30		30		0		0

				伊勢崎市				41		41		41		0		0

				太田市				48		48		41		7		0

				沼田市				16		16		16		0		0

				館林市				16		16		0		0		0

				渋川市				27		0		0		0		0

				藤岡市				16		16		0		0		0

				富岡市				17		17		0		0		0

				安中市				19		19		0		0		19

				みどり市				12		5		0		0		0

				榛東村				3		3		0		0		3

				吉岡町				3		3		0		0		0

				上野村				2		0		0		0		0

				神流町				2		2		2		0		0

				下仁田町				3		0		0		0		0

				南牧村				1		1		0		0		0

				甘楽町				4		4		4		0		0

				中之条町				4		4		3		1		0

				長野原町				3		3		0		0		0

				嬬恋村				3		3		0		0		3

				草津町				2		2		2		0		0

				高山村				2		2		1		0		1

				東吾妻町				6		6		0		0		0

				片品村				2		0		0		0		0

				川場村				2		1		1		0		0

				昭和村				0		0		0		0		0

				みなかみ町				6		0		0		0		0

				玉村町				7		7		7		0		0

				板倉町				4		4		3		1		0

				明和町				4		4		4		0		0

				千代田町				3		3		3		0		0

				大泉町				9		9		7		0		0

				邑楽町				6		6		6		0		0

				合計 ゴウケイ				470		422		303		9		26



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				群馬県 グンマ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				前橋市				6		6		0		0		0

				高崎市				0		0		0		0		0

				桐生市				1		1		0		0		0

				伊勢崎市				4		4		0		0		0

				太田市				0		0		0		0		0

				沼田市				1		1		0		0		0

				館林市		1				1		0		0		0

				渋川市				3		3		0		0		0

				藤岡市				1		0		0		0		0

				富岡市				1		0		0		0		1

				安中市				1		0		0		1		0

				みどり市				1		0		0		0		0

				榛東村				1		0		0		0		1

				吉岡町				1		1		0		0		0

				上野村				0		0		0		0		0

				神流町				1		1		0		0		0

				下仁田町				1		1		0		0		0

				南牧村				0		0		0		0		0

				甘楽町				0		0		0		0		0

				中之条町				0		0		0		0		0

				長野原町				1		0		0		0		0

				嬬恋村				1		1		0		0		0

				草津町				0		0		0		0		0

				高山村				1		1		0		0		0

				東吾妻町				1		0		0		0		0

				片品村				1		1		0		0		1

				川場村				0		0		0		0		0

				昭和村				1		0		0		1		0

				みなかみ町				2		0		0		0		0

				玉村町				1		1		0		0		0

				板倉町				0		0		0		0		0

				明和町				1		1		0		0		0

				千代田町				1		1		0		0		0

				大泉町		1				0		0		0		0

				邑楽町				1		1		0		0		0

				合計 ゴウケイ				35		26		0		2		3







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



11埼玉県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				埼玉県 サイタマケン				0		0		0		0		0

				さいたま市				188		186		避難所による		不明		171

				川越市				62		62		0		0		8

				熊谷市				54		54		46		0		0

				川口市				88		87		55		0		0

				行田市				22		22		14		8		0

				秩父市				24		24		0		0		0

				所沢市				54		54		0		0		54

				飯能市 ハンノウシ				24		24		0		0		0

				加須市				30		30		30		0		0

				本庄市				18		17		0		0		0

				東松山市				19		19		0		0		0

				春日部市				39		39		0		0		0

				狭山市				27		27		0		27		0

				羽生市				19		19		0		0		14

				鴻巣市				25		25		19		0		0

				深谷市				33		33		29		0		0

				上尾市				33		33		0		0		33

				草加市				32		32		0		32		0

				越谷市				52		52		0		0		0

				蕨市				11		11		0		11		0

				戸田市				21		21		18		0		0

				入間市				30		30		29		0		0

				朝霞市				15		3		0		0		0

				志木市				14		14		0		0		0

				和光市				16		16		12		0		4

				新座市				26		23		0		0		0

				桶川市				13		13		11		0		2

				久喜市				39		39		39		0		0

				北本市				11		11		0		0		0

				八潮市				15		0		0		0		0

				富士見市				18		18		18		0		0

				三郷市				33		0		0		0		0

				蓮田市				13		13		13		0		0

				坂戸市				18		18		18		0		0

				幸手市				12		12		0		0		0

				鶴ヶ島市				13		13		12		1		0

				日高市				12		12		0		0		0

				吉川市				12		12		12		0		0

				ふじみ野市				18		18		0		0		0

				白岡市				11		11		10		0		0

				伊奈町				11		7		0		0		0

				三芳町				8		8		0		0		0

				毛呂山町				7		7		0		0		0

				越生町				2		2		1		0		0

				滑川町				5		5		0		4		0

				嵐山町				5		5		0		0		5

				小川町				9		9		0		0		0

				川島町				6		6		6		0		0

				吉見町				7		7		0		0		0

				鳩山町				5		5		0		0		5

				ときがわ町				5		5		5		0		0

				横瀬町				2		2		0		0		0

				皆野町				4		4		0		0		0

				長瀞町				2		2		0		0		0

				小鹿野町				2		2		0		0		2

				東秩父村				2		2		0		0		2

				美里町				4		4		4		0		0

				神川町				5		0		0		0		0

				上里町				7		7		7		0		0

				寄居町				9		9		0		0		9

				宮代町				9		9		0		0		0

				杉戸町				11		11		0		0		0

				松伏町				6		6		5		0		1

				合計 ゴウケイ				1347		1271		413		83		310



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				埼玉県 サイタマケン				0		0		0		0		0

				さいたま市				2		1		1		0		1

				川越市				3		3		0		0		3

				熊谷市				2		0		0		0		0

				川口市				3		0		0		0		0

				行田市				1		0		0		1		0

				秩父市				5		0		0		0		5

				所沢市				2		0		0		0		2

				飯能市 ハンノウ シ				1		0		0		0		0

				加須市				2		2		2		0		0

				本庄市				1		1		0		0		0

				東松山市				1		0		0		0		1

				春日部市				1		0		0		0		0

				狭山市				3		3		0		0		0

				羽生市				1		0		0		0		1

				鴻巣市				1		0		0		1		1

				深谷市				0		0		0		0		0

				上尾市				1		0		0		0		1

				草加市				0		0		0		0		0

				越谷市				3		3		0		0		0

				蕨市				1		1		1		0		0

				戸田市				1		1		0		0		0

				入間市				1		1		0		0		0

				朝霞市				2		0		0		0		0

				志木市				0		0		0		0		0

				和光市				9		9		9		0		0

				新座市				26		0		0		0		0

				桶川市				0		0		0		0		0

				久喜市				0		0		0		0		0

				北本市				0		0		0		0		0

				八潮市				0		0		0		0		0

				富士見市				1		1		0		0		0

				三郷市				3		3		0		0		0

				蓮田市 ハスダシ				0		0		0		0		0

				坂戸市				0		0		0		0		0

				幸手市				0		0		0		0		0

				鶴ヶ島市				1		1		1		0		0

				日高市				1		0		0		0		0

				吉川市				1		1		0		0		0

				ふじみ野市				2		2		0		0		0

				白岡市				0		0		0		0		0

				伊奈町				1		1		0		0		0

				三芳町				1		1		0		0		0

				毛呂山町				0		0		0		0		0

				越生町				0		0		0		0		0

				滑川町				0		0		0		0		0

				嵐山町				1		1		0		0		0

				小川町				1		1		0		0		0

				川島町				1		1		0		0		0

				吉見町				1		1		0		0		0

				鳩山町				1		0		0		0		1

				ときがわ町				1		0		0		0		0

				横瀬町				1		1		0		0		0

				皆野町				1		0		0		0		0

				長瀞町				1		0		0		0		0

				小鹿野町				1		0		0		0		1

				東秩父村				0		0		0		0		0

				美里町				0		0		0		0		0

				神川町				1		0		0		0		0

				上里町・本庄市				1		1		0		0		0

				寄居町				1		1		0		0		1

				宮代町				1		0		0		0		0

				杉戸町				1		1		0		0		0

				松伏町				1		0		0		0		1

				合計 ゴウケイ				100		43		14		2		19







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



12千葉県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				千葉県 チバ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				千葉市 チバ イチ		187				129		1		1		20

				銚子市 チョウシ イチ		19				19		1		0		18

				市川市 イチカワシ		61				61		0		0		7

				船橋市 フナバシシ		93				92		1		83		8

				館山市 タテヤマシ				16		16		13		0		3

				木更津市 キサラズシ		35				35		0		0		2

				松戸市 マツドシ		75				75		1		0		9

				野田市 ノダシ		35				35		31		0		4

				茂原市 モバラシ		15				2		0		0		2

				成田市 ナリタ シ		33				33		2		0		4

				佐倉市 サクラシ		38				38		35		0		37

				東金市 トウガネシ		15				15		0		0		3

				旭市 アサヒシ		19				19		19		0		0

				習志野市 ナラシノシ		26				26		0		0		2

				柏市 カシワシ		72				60		1		0		7

				勝浦市 カツウラシ				12		0		0		0		0

				市原市 イチハラシ		68				68		64		0		4

				流山市 ナガレヤマシ		34				30		0		1		5

				八千代市 ヤチヨシ		35				35		0		0		2

				我孫子市 アビコシ		23				23		0		20		3

				鴨川市 カモガワシ		9				9		0		1		0

				鎌ケ谷市 カマガヤシ		16				16		0		0		2

				君津市 キミツシ		23				23		0		19		4

				富津市 フッツシ		13				3		0		0		2

				浦安市 ウラヤスシ		28				28		0		0		2

				四街道市 ヨツカイドウシ		21				13		0		0		4

				袖ケ浦市 ソデガウラシ		13				13		12		0		1

				八街市 ヤチマタシ		14				13		0		0		13

				印西市 インザイシ				32		32		17		0		0

				白井市 シロイシ		15				14		0		0		1

				富里市 トミサトシ				10		10		0		0		0

				南房総市 ミナミボウソウシ		11				11		0		0		11

				匝瑳市 ソウサシ		14				14		0		0		2

				香取市 カトリシ		24				24		0		0		2

				山武市 サンムシ		17				17		16		0		1

				いすみ市		14				14		1		0		0

				大網白里市 オオアミシラサトシ		11				1		0		0		1

				酒々井町 シスイマチ				3		0		0		0		0

				栄町 サカエマチ		6				1		0		0		6

				神崎町 コウザキマチ		1				1		1		0		0

				多古町 タコマチ		5				5		0		0		5

				九十九里町 クジュウクリマチ		1				1		0		0		1

				芝山町 シバヤママチ				2		2		0		0		0

				横芝光町 ヨコシバヒカリ マチ		9				9		0		0		0

				一宮町 イチノミヤ マチ		3				3		0		0		0

				睦沢町 ムツザワ マチ		2				1		0		0		0

				長生村 チョウセイムラ		4				0		0		0		4

				白子町 シラコ マチ		4				4		0		0		0

				長柄町 ナガラ マチ		2				0		0		0		0

				長南町 チョウナンマチ				4		0		0		0		0

				大多喜町 オオタキマチ		4				4		0		0		4

				御宿町 オンジュク マチ		2				0		0		0		0

				鋸南町 キョナン マチ		2				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		1250				1097		216		125		206



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				千葉県 チバ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				千葉市 チバ イチ		3				0		0		0		0

				銚子市 チョウシシ				1		1		0		0		0

				館山市 タテヤマシ		1				1		0		0		0

				木更津市 キサラヅシ				1		1		0		0		0

				野田市 ノダシ		2				2		0		0		0

				茂原市 モバラシ		2				2		0		0		0

				成田市 ナリタシ		4				0		0		0		0

				旭市 アサヒシ		2				2		0		0		0

				習志野市 ナラシノシ		1				0		0		0		1

				柏市 カシワシ		1				0		0		0		0

				勝浦市 カツウラシ				1		1		0		0		1

				市原市 イチハラシ		3				3		0		0		0

				八千代市 ヤチヨシ		2				2		2		0		2

				鴨川市 カモガワシ		1				0		0		0		0

				鎌ケ谷市 カマガヤシ		1				1		0		0		0

				富津市 フッツシ		2				0		0		0		2

				浦安市 ウラヤス シ		3				3		0		0		3

				四街道市 ヨツカイドウシ		2				0		0		0		0

				袖ケ浦市 ソデガウラシ		1				1		0		0		0

				八街市 ヤチマタシ		1				0		0		0		1

				印西市 インザイシ		4				0		0		0		0

				白井市 シロイシ		1				1		0		0		0

				富里市 トミサトシ		1				1		0		0		1

				南房総市 ミナミボウソウシ				3		1		1		0		2

				匝瑳市 ソウサシ				1		0		0		0		1

				香取市 カトリシ				1		0		0		0		1

				山武市 サンブシ				1		1		0		0		0

				酒々井町 シスイマチ		1				0		0		0		0

				栄町 サカエマチ		1				0		0		0		1

				神崎町 コウザキマチ		1				1		0		0		0

				多古町 タコマチ		1				0		0		0		1

				東庄町 トウノショウマチ		1				1		0		0		0

				九十九里町 クジュウクリマチ				1		1		0		0		0

				芝山町 シバヤママチ				1		0		0		0		1

				横芝光町 ヨコシバヒカリ マチ				1		1		0		0		1

				白子町 シラコマチ				1		0		0		0		0

				長柄町 ナガラマチ				1		1		0		0		1

				長南町 チョウナンマチ				1		0		0		0		0

				大多喜町 オオタキマチ				1		0		0		0		1

				鋸南町 キョナンマチ				1		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		60				29		3		0		21







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



13東京都(変更予定)

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				東京都 トウキョウト		217				186		0		0		186

				千代田区		10				10		0		0		0

				中央区		22				22		0		0		0

				港区		25				25		0		0		0

				新宿区		43				40		0		0		0

				文京区		30				30		30		0		0

				台東区		26				26		26		0		0

				墨田区		35				35		35		0		0

				江東区		70				70		0		0		0

				品川区		52				52		52		0		0

				目黒区		32				31		0		0		31

				世田谷区		90				90		5		2		0

				渋谷区		25				25		0		0		0

				中野区		32				32		0		0		0

				杉並区		61				61		0		0		0

				豊島区		30				30		0		0		0

				北区		44				44		0		0		0

				荒川区		34				34				34

				板橋区		73				73		73		0		0

				練馬区		97				88		－		－		－

				足立区		111				103		0		0		0

				葛飾区		73				73		73		0		0

				江戸川区		97				97		97		0		0

				八王子市		106				67		67

				立川市		28				28		28		0		0

				武蔵野市		18				4		0		0		0

				三鷹市		22				22		22

				青梅市		26				1		0		0		0

				府中市		33				33		0		0		0

				昭島市		20				8		8

				調布市		28				28		28		0		0

				町田市		62				62		0		0		0

				小金井市		14				14				14

				小平市		27				0

				日野市		25				25		0		0		0

				東村山市		22				15		0		0		0

				国分寺市		15				15		0		0		0

				国立市		11				11		0		11		0

				福生市		10				10		10		0		0

				狛江市		10				6		0		0		0

				清瀬市		14				14

				東久留米市		17				17		0		0		0

				武蔵村山市		13				13		0		0		0

				多摩市		28				28		0		0		0

				稲城市		18				18		0		0		0

				羽村市		10				0

				あきる野市		16				16		0		0		0

				西東京市		27				27		0		0		0

				瑞穂町		7				7		0		0		0

				日の出町		5				5		5		0		0

				檜原村		2				0		0		0		0

				奥多摩町		0				0		0		0		0

				利島村		1				0		0		0		0

				新島村		4				4						4

				神津島村		2				2		0		0		0

				三宅村		2				2		2		0		0

				御蔵島村		1				1		0		0		1

				八丈町		6				6		0		0		0

				青ヶ島村		1				1		0		0		0

				東京都小笠原村		3				0

				合計 ゴウケイ		1983				1787		561		61		222



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				世田谷区 セタガヤク		1				0		0		1		0

				八王子市 ハチオウジシ		5				5		5

				立川市 タチカワシ		2				2		0		0		0

				武蔵野市 ムサシノシ		2				1						1

				青梅市 オウメシ		1				0

				府中市 フチュウシ		1				0		0		0		0

				昭島市 アキシマシ		1				1

				小平市 コダイラ シ		1				0

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		1				0		0		0		0

				国立市		1				1		0		0		0

				福生市 フッサシ		1				1		0		0		0

				狛江市 コマエシ		1				0		0		0		0

				武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		1				0		0		0		0

				多摩市 タマシ		2				0		0		0		2

				稲城市 イナギシ		2				1		1		0		0

				羽村市 ハムラシ		2				0

				あきる野市 ノシ		3				3		0		0		0

				羽村・瑞穂地区学校給食組合 ハムラ ミズホ チク ガッコウ キュウショク クミアイ		2				0		0		0		0

				日の出町 ヒ デマチ		1				1		0		0		0

				檜原村 ヒノハラムラ		1				0		0		0		1

				奥多摩町 オクタママチ		1				0		0		0		0

				大島町 オオシママチ		1				0		0

				新島村 ニイジマムラ		1										1

				神津島村 コウヅシマムラ		1				1		0		0		0

				三宅村 ミヤケムラ		1				1		0		0		0

				八丈町 ハチジョウマチ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		38				18		6		1		5







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



14神奈川県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				神奈川県 カナガワケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				神奈川県 カナガワ ケン		71				71		0		0		71

		1		横浜市		459				337		0		0		0

		2		川崎市		171				171		0		0		0

		3		相模原市		101				53		53		0		0

		4		横須賀市		69				69		0		0		0

		5		平塚市		52				52		7		0		45

		6		鎌倉市		25				25		0		0		0

		7		藤沢市		60				60		0		0		0

		8		小田原市		38				36		36		0		0

		9		茅ヶ崎市		32				32		19		0		0

		10		逗子市		8				8		8		0		0

		11		三浦市 ミウラ シ		13				13		0		0		0

		12		秦野市		22				22		0		0		0

		13		厚木市		36				36		0		17		0

		14		大和市		28				28		8		0		0

		15		伊勢原市		17				17		14		2		0

		16		海老名市		24				24		1		0		0

		17		座間市 ザマシ		11				11		0		0		0

		18		南足柄市		9				7		0		0		0

		19		綾瀬市		17				17		15		0		2

		20		葉山町		6				4		0		4		0

		21		寒川町 サムカワマチ		8				0		0		0		0

		22		大磯町		5				5		0		0		5

		23		二宮町		6				6		0		0		0

		24		中井町		3				0		0		0		0

		25		大井町 オオイマチ		4				4		0		0		4

		26		松田町 マツダマチ		3				3		3		0		0

		27		山北町		2				2		0		0		2

		28		開成町 カイセイマチ		4				4		4		0		0

		29		箱根町		4				4		4		0		0

		30		真鶴町 マナヅル マチ		2				1		0		0		0

		31		湯河原町 ユガワラマチ		3				3		3		0		0

		32		愛川町		7				7		5		0		0

		33		清川村 キヨカワムラ		3				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		1323				1312		203		23		129



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				神奈川県 カナガワケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				神奈川県 カナガワケン		0				0		0		0		0

		1		横浜市		0				0		0		0		0

		2		川崎市		3				3		0		0		0

		3		相模原市		3				3		0		0		0

		4		横須賀市		1				0		0		0		0

		5		平塚市		1				1		0		0		1

		6		鎌倉市		0				0		0		0		0

		7		藤沢市		0				0		0		0		0

		8		小田原市		4				4		0		0		0

		9		茅ヶ崎市		0				0		0		0		0

		10		逗子市		0				0		0		0		0

		11		三浦市 ミウラ シ		2				0		0		0		0

		12		秦野市		1				0		0		0		0

		13		厚木市		2				1		0		1		0

		14		大和市		3				3		0		0		0

		15		伊勢原市		0				0		0		0		0

		16		海老名市		2				2		0		0		0

		17		座間市 ザマシ		0				0		0		0		0

		18		南足柄市		0				0		0		0		0

		19		綾瀬市		1				1		0		0		0

		20		葉山町		0				0		0		0		0

		21		寒川町 サムカワマチ		1				0		0		0		1

		22		大磯町		0				0		0		0		0

		23		二宮町		1				0		0		0		0

		24		中井町		1				0		0		1		0

		25		大井町 オオイマチ		1				0		0		0		1

		26		松田町 マツダマチ		0				0		0		0		0

		27		山北町		0				0		0		0		0

		28		開成町 カイセイマチ		0				0		0		0		0

		29		箱根町		0				0		0		0		0

		30		真鶴町 マナヅル マチ		0				0		0		0		0

		31		湯河原町 ユガワラマチ		0				0		0		0		0

		32		愛川町		0				0		0		0		0

		33		清川村 キヨカワムラ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		28				18		0		2		3







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



15新潟県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				新潟県 ニイガタ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				新潟市 ニイガタシ		166				71		71		0		0

				長岡市 ナガオカシ		88				79		0		0		0

				三条市 サンジョウシ		28				3		3		0		0

				柏崎市 カシワザキシ		38				38		0		0		0

				新発田市 シバタシ		32				25		0		0		0

				小千谷市 オヂヤシ		15				15		0		15		0

				加茂市 カモシ		11				11		11		0		0

				十日町市 トオカマチシ		27				27		0		0		27

				見附市 ミツケシ		13				13		0		13		0

				村上市 ムラカミシ		23				23		0		0		0

				燕市 ツバメシ		19				0		0		0		0

				糸魚川市 イトイガワシ		20				19		0		0		0

				妙高市 ミョウコウ シ		11				11		0		0		11

				五泉市 ゴセンシ		13				12		12		0		0

				上越市 ジョウエツシ		70				69		0		69		0

				阿賀野市 アガノシ		10				6		6		0		0

				佐渡市 サド シ		36				36		0		0		0

				魚沼市 ウオヌマ シ		8				8		0		0		0

				南魚沼市 ミナミ ウオヌマ シ		23				21		0		0		21

				胎内市 タイナイ シ		9				9		0		0		0

				聖籠町 セイロウマチ		4				0		0		0		0

				弥彦村 ヤヒコムラ		2				2		0		0		0

				田上町 タガミマチ		3				3		0		0		0

				阿賀町 アガマチ		5				0		0		0		0

				出雲崎町 イズモザキマチ		2				2		2		0		0

				湯沢町 ユザワマチ		1				1		0		1		0

				津南町 ツナンマチ		5				4		0		0		0

				刈羽村 カリワムラ		2				2		0		0		0

				関川村 セキカワムラ		2				2		0		0		0

				粟島浦村 アワシマウラムラ		2				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		688				512		105		98		59



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				新潟市 ニイガタシ		13				13		0		0		0

				長岡市 ナガオカシ		1				0		0		0		0

				三条市 サンジョウシ		4				4		0		0		0

				柏崎市 カシワザキシ		1				0		0		0		0

				新発田市 シバタシ		6				6		0		6		0

				小千谷市 オヂヤシ		1				1		0		0		0

				加茂市 カモシ		0				0		0		0		0

				十日町市 トオカマチシ		1				0		0		0		1

				見附市 ミツケシ		1				0		0		1		0

				村上市 ムラカミシ		1				0		0		0		0

				燕市 ツバメシ		2				2		0		0		0

				糸魚川市 イトイガワシ		0				0		0		0		0

				妙高市 ミョウコウ シ		0				0		0		0		0

				五泉市 ゴセンシ		0				0		0		0		0

				上越市 ジョウエツシ		0				0		0		0		0

				阿賀野市 アガノシ		1				1		0		0		0

				佐渡市 サド シ		4				0		0		0		0

				魚沼市 ウオヌマ シ		0				0		0		0		0

				南魚沼市 ミナミ ウオヌマ シ		3				0		0		0		3

				胎内市 タイナイ シ		1				0		0		0		0

				聖籠町 セイロウマチ		1				1		0		0		0

				弥彦村 ヤヒコムラ		3				3		0		0		0

				田上町 タガミマチ		2				2		0		0		0

				阿賀町 アガマチ		2				0		0		0		0

				出雲崎町 イズモザキマチ		0				0		0		0		0

				湯沢町 ユザワマチ		1				0		0		1		0

				津南町 ツナンマチ		0				0		0		0		0

				刈羽村 カリワムラ		0				0		0		0		0

				関川村 セキカワムラ		0				0		0		0		0

				粟島浦村 アワシマウラムラ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		49				33		0		8		4







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



16富山県

																別　紙 ベツ カミ

				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				富山県 トヤマ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				富山県 トヤマ ケン		46				46		15		0		0

				富山市 トヤマシ		88				88		88		0		0

				高岡市 タカオカ シ		34				34		34		0		0

				魚津市 ウオヅシ		7				7		7		0		0

				氷見市 ヒミ シ		14				14		0		14		0

				滑川市 ナメリカワ シ		9				9		0		0		0

				黒部市 クロベシ		11				11		11		0		0

				砺波市 トナミシ		12				12		0		0		12

				小矢部市 オヤベシ		9				9		0		0		0

				南砺市 ナントシ		17				17		0		0		0

				射水市 イミズシ		21				21		0		0		21

				舟橋村 フナハシムラ		2				2		2		0		0

				上市町 カミイチマチ		7				7		0		0		7

				立山町 タテヤママチ		7				7		0		0		0

				入善町 ニュウゼンマチ		8				8		0		8		0

				朝日町 アサヒマチ		2				2		0		2		0

				合計 ゴウケイ		294				294		157		24		40

		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				富山市 トヤマシ		2				0		0		0		0

				高岡市 タカオカ シ		1				0		0		0		0

				魚津市 ウオヅシ		1				1		0		0		1

				氷見市 ヒミシ		1				1		0		0		0

				滑川市 ナメリカワシ		1				0		0		0		0

				黒部市 クロベシ		1				1		0		0		0

				砺波市 トナミシ		1				0		0		0		1

				小矢部市 オヤベシ		1				0		0		0		0

				射水市 イミズシ		1				0		0		0		1

				立山町 タテヤママチ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		11				4		0		0		3







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



17石川県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				石川県 イシカワケン		47				34		0		0		0

				加賀市 カガシ		23				23		0		0		0

				小松市 コマツシ		33				33		0		0		0

				能美市 ノミシ		11				0

				川北町 カワキタマチ		4				4		0		4

				白山市 ハクサンシ		27				27		0		0		0

				野々市市 ノノイチシ		8				8		8		0		0

				金沢市 カナザワシ		79				79		79		0		0

				津幡町 ツバタマチ		11				11		0		0		0

				内灘町 ウチナダマチ		7				7		0		0		0

				かほく市 シ		9				9		9		0		0

				宝達志水町 ホウダツシミズチョウ		6				6		0		0		0

				志賀町 シカマチ		1				1		0		0		0

				羽咋市 ハクイシ		7				7		0		0		0

				中能登町 ナカノトマチ		1				1		1		0		0

				七尾市 ナナオシ		13				13		13		0		0

				能登町 ノトチョウ		9				9		9		0		0

				穴水町 アナミズ マチ		2				2		0		0		2

				輪島市 ワジマシ		9				0

				珠洲市 スズシ		11				11		0		0		0

				合計 ゴウケイ		318				285		119		4		2



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				石川県 イシカワケン		0

				加賀市 カガシ		1				0				0		0

				小松市 コマツシ		0

				能美市 ノミシ		2				2		0		0		0

				川北町 カワキタマチ		0

				白山市 ハクサンシ		0

				野々市市 ノノイチシ		2				0				0		0

				金沢市 カナザワシ		13				13		0		0		0

				津幡町 ツバタマチ		0

				内灘町 ウチナダマチ		1				0		0		0		1

				かほく市 シ		2				2		0		0		0

				宝達志水町 ホウダツシミズチョウ		0

				志賀町 シカマチ		1				0		0		0		0

				羽咋市 ハクイシ		1				0		0		0		1

				中能登町 ナカノトマチ		1				0		0		0		0

				七尾市 ナナオシ		5				5		0		0		0

				能登町 ノトチョウ		0

				穴水町 アナミズ マチ		1				0		0		0		1

				輪島市 ワジマシ		1				0		0		0		1

				珠洲市 スズシ		0

				合計 ゴウケイ		31				22		0		0		4







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



18福井県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				福井市 フクイシ		86				83		0		0		83

				敦賀市 ツルガシ		17				17		2		1		14

				小浜市 オバマシ		12				12		0		0		12

				大野市 オオノシ		11				11		0		0		11

				勝山市 カツヤマシ		13				13		13		0		0

				鯖江市 サバエシ		15				15		15		0		0

				あわら市 シ		13				11		0		0		11

				越前市 エチゼンシ		23				17		0		0		17

				坂井市 サカイシ		24				24		0		0		24

				永平寺町 エイヘイジチョウ		10				10		0		0		10

				池田町 イケダチョウ		2				2		0		0		2

				南越前町 ミナミエチゼンチョウ		5				5		5		0		0

				越前町 エチゼンチョウ		13				13		13		0		0

				美浜町 ミハマチョウ		4				4		0		0		4

				高浜町 タカハマチョウ		6				5		0		0		5

				おおい町 チョウ		6				6		0		6		0

				若狭町 ワカサチョウ		12				12		0		0		12

				合計 ゴウケイ		272				260		48		7		205



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				福井市 フクイシ		2				2		0		0		0

				敦賀市 ツルガシ		1				1		0		0		0

				小浜市 オバマシ		0				0		0		0		0

				大野市 オオノシ		0				0		0		0		0

				勝山市 カツヤマシ		0				0		0		0		0

				鯖江市 サバエシ		0				0		0		0		0

				あわら市 シ		1				0		0		0		1

				越前市 エチゼンシ		0				0		0		0		0

				坂井市 サカイシ		2				0		0		0		2

				永平寺町 エイヘイジチョウ		1				0		0		0		1

				池田町 イケダチョウ		1				1		0		0		0

				南越前町 ミナミエチゼンチョウ		3				3		0		0		0

				越前町 エチゼンチョウ		1				1		0		0		0

				美浜町 ミハマチョウ		1				0		0		0		1

				高浜町 タカハマチョウ		1				0		0		1		0

				おおい町 チョウ		1				0		0		1		0

				若狭町 ワカサチョウ		1				0		0		0		1

				合計 ゴウケイ		16				8		0		2		6







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



19山梨県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				山梨県 ヤマナシケン		0				0		0		0		0

				甲府市		43				43		25		0		18

				富士吉田市		14				14		0		0		0

				都留市		10				2		2		0		10

				山梨市		14				13		10		0		4

				大月市		7				7		7		0		0

				韮崎市		9				9		0		0		0

				南アルプス市		24				22		19		0		0

				北杜市		18				3		0		0		3

				甲斐市		16				16		0		0		16

				笛吹市		19				19		19		0		0

				上野原市		7				7		7		0		0

				甲州市		17				17		0		0		17

				中央市		8				8		0		0		8

				市川三郷町		0				0		0		0		0

				早川町		3				0		0		0		0

				身延町		3				3		0		0		3

				南部町		0				0		0		0		0

				富士川町		5				5		0		0		5

				昭和町		5				5		0		0		0

				道志村		2				2		0		0		0

				西桂町		2				2		2		0		0

				忍野村		2				1		0		0		1

				山中湖村		3				3		3		0		0

				鳴沢村		1				1		1		0		0

				富士河口湖町		10				8						8

				小菅村		0				0		0		0		0

				丹波山村		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		243				210		95		0		93



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				山梨県 ヤマナシケン		0				0		0		0		0

				甲府市		0				0		0		0		0

				富士吉田市		1				1		0		0		0

				都留市		1				1		0		0		1

				山梨市		2				1		1		0		1

				大月市		1				1		0		0		0

				韮崎市		0				0		0		0		0

				南アルプス市		2				2		0		0		0

				北杜市		1				0		0		0		1

				甲斐市		2				0		0		0		2

				笛吹市		5				5		0		0		0

				上野原市		1				1		1		0		0

				甲州市		1				1		0		0		1

				中央市		0				0		0		0		0

				市川三郷町		3				3		0		0		3

				早川町		1				1		0		0		0

				身延町		1				0		0		0		1

				南部町		1				1		1		0		0

				富士川町		1				0		0		0		1

				昭和町		1				1		0		0		0

				道志村		1				0		0		0		0

				西桂町		0				0		0		0		0

				忍野村		1				0		0		0		1

				山中湖村		1				1		0		0		0

				鳴沢村		0				0		0		0		0

				富士河口湖町		3				0		0				3

				小菅村		0				0		0		0		0

				丹波山村		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		31				20		3		0		15



＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。




※Q 活用に合意している学校（給食施設）について、書面等で合意が必要なのか。
A 合意とは「認識共有ができていること」をさしますので、書面等がなくても、災害時に活用可能であることについて、関係部局又は関係者と認識共有ができていれば、問題ありません。



20長野県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				長野県 ナガノ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				長野県 ナガノ ケン		67				67		0		0		8

		1		長野市 ナガノシ		72				72		0		3		0

		2		松本市 マツモト シ		45				45		0		0		0

		3		上田市 ウエダシ		33				33		33		0		0

		4		岡谷市 オカヤシ		11				11		0		0		11

		5		飯田市 イイダシ		28				28		26		2		0

		6		諏訪市 スワシ		10				10		10		0		0

		7		須坂市 スザカシ		15				15		0		0		0

		8		小諸市 コモロシ		7				7		0		0		0

		9		伊那市 イナシ		21				21		21		0		0

		10		駒ヶ根市 コマガネシ		0				0		0		0		0

		11		中野市 ナカノシ		11				11		0		0		0

		12		大町市 オオマチシ		9				9		0		0		0

		13		飯山市 イイヤマシ		9				9		0		0		0

		14		茅野市 チノシ		11				11		11		0		0

		15		塩尻市 シオジリシ		13				13		0		0		0

		16		佐久市 サクシ		21				21		0		0		21

		17		千曲市 チクマシ		13				13		0		0		0

		18		東御市 トウミシ		7				7		0		7		0

		19		安曇野市 アズミノ シ		17				17		0		0		1

		20		小海町 コウミマチ		1				1		1		0		0

		21		佐久穂町 サクホマチ		2				0		0		0		0

		22		川上村 カワカミ ムラ		3				3		3		0		0

		23		南牧村 ミナミ マキムラ		3				1		0		0		0

		24		南相木村 ミナミアイキムラ		1				1		0		1		0

		25		北相木村 キタアイキムラ		1				1		0		1		0

		26		軽井沢町 カルイザワ マチ		4				4		4		0		0

		27		御代田町 ミヨタマチ		3				3		0		0		3

		28		立科町 タテシナマチ		2				2		0		0		2

		29		長和町 ナガワマチ		1				1		0		0		1

		30		青木村 アオキ ムラ		2				2		0		0		2

		31		下諏訪町 シモスワマチ		0				0		0		0		0

		32		富士見町 フジミマチ		4				4		0		0		4

		33		原村 ハラムラ		2				0		0		0		0

		34		辰野町 タツノマチ		5				5		0		0		5

		35		箕輪町 ミノワ マチ		6				6		0		0		0

		36		飯島町 イイジママチ		3				3		3		0		0

		37		南箕輪村 ミナミ ミノワ ムラ		3				3		3		0		0

		38		中川村 ナカガワ ムラ		3				3		0		0		1

		39		宮田村 ミヤダムラ		2				2		2		0		0

		40		松川町 マツカワマチ		0				0		0		0		0

		41		高森町 タカモリマチ		0				0		0		0		0

		42		阿南町 アナン マチ		6				2		0		0		0

		43		阿智村 アチムラ		6				1		0		0		1

		44		平谷村 ヒラヤムラ		1				1		1		0		0

		45		根羽村 ネバムラ		1				1		1		0		0

		46		下條村 シモジョウ ムラ		2				0		0		0		0

		47		売木村 ウルギムラ		0				0		0		0		0

		48		天龍村 テンリュウムラ		1				1		1		0		0

		49		泰阜村 ヤスオカムラ		0				0		0		0		0

		50		喬木村 タカギ ムラ		3				3		3		0		0

		51		豊丘村 トヨオカムラ		3				3		0		0		3

		52		大鹿村 オオシカムラ		0				0		0		0		0

		53		上松町 アゲマツマチ		0				0		0		0		0

		54		南木曽町 ナギソマチ		2				2		0		0		2

		55		木曽町 キソマチ		6				6		0		0		6

		56		木祖村 キソムラ		2				2		2		0		0

		57		王滝村 オオタキ ムラ		1				1		0		0		1

		58		大桑村 オオクワムラ		2				2		0		0		0

		59		麻績村 オミムラ		2				2		0		0		0

		60		生坂村 イクサカムラ		0				0		0		0		0

		61		山形村 ヤマガタムラ		1				1		0		0		1

		62		朝日村 アサヒムラ		1				0		0		0		0

		63		筑北村 チク ホク ムラ		2				2		0		0		0

		64		池田町 イケダ マチ		0				0		0		0		0

		65		松川村 マツカワムラ		0				0		0		0		0

		66		白馬村 ハクバムラ		0				0		0		0		0

		67		小谷村 オタリムラ		1				1		1		0		0

		68		坂城町 サカキマチ		4				0		0		0		0

		69		小布施町 オブセマチ		2				2		0		0		2

		70		高山村 タカヤマムラ		2				2		0		0		0

		71		山ノ内町 ヤマ ウチマチ		0				0		0		0		0

		72		木島平村 キジマダイラムラ		2				0		0		0		0

		73		野沢温泉村 ノザワオンセンムラ		2				1		0		0		0

		74		信濃町 シナノマチ		1				1		0		1		0

		75		飯綱町 イイヅナマチ		3				3		0		0		0

		76		小川村 オガワ ムラ		2				2		0		0		2

		77		栄村 サカエムラ		3				0		0		0		2

		78		松本市・山形村・朝日村中学校組合 マツモト シ ヤマガタムラ アサヒムラ チュウガッコウ クミアイ		1				1		0		0		1

		79		辰野町塩尻市小学校組合 タツノマチ シオジリシ ショウガッコウ クミアイ		1				1		0		0		1

		80		塩尻市辰野町中学校組合 シオジリシ タツノマチ チュウガッコウ クミアイ		1				1		0		0		0

		81		北相木村南相木村中学校 キタアイキムラ ミナミアイキムラ チュウガッコウ		1				1		1		0		0

		82		上田市長和町中学校組合 ウエダシ ナガワ マチ チュウガッコウ クミアイ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		539				511		127		15		81



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				長野県 ナガノ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				長野県 ナガノ ケン		0				0		0		0		0

				長野市 ナガノシ		4				3		0		1		0

				松本市 マツモト シ		5				0		0		0		0

				上田市 ウエダシ		3				3		3		0		0

				飯田市 イイダシ		4				0		0		0		4

				須坂市 スザカシ		1				1		0		0		0

				駒ヶ根市 コマガネシ		3				3		0		0		0

				中野市 ナカノ シ		2				0		0		0		2

				飯山市 イイヤマシ		1				1		0		0		0

				茅野市 チノシ		1				1		1		0		0

				佐久市 サクシ		2				0		0		0		2

				千曲市 チクマシ		2				0		0		0		2

				東御市 トウミシ		1				1		0		1		0

				安曇野市 アズミノ シ		3				0		0		0		3

				川上村 カワカミ ムラ		1				0		0		1		0

				御代田町 ミヨタマチ		1				0		0		0		1

				飯島町 イイジママチ		1				1		1		0		0

				南箕輪村 ミナミミノワムラ		1				1		1		0		0

				高森町 タカモリマチ		1				1		0		0		0

				阿南町 アナン マチ		1				0		0		0		0

				阿智村 アチムラ		1				0		0		0		1

				下條村 シモジョウ ムラ		1				0		0		0		0

				泰阜村 ヤスオカムラ		1				0		0		0		1

				喬木村 タカギ ムラ		1				1		0		0		0

				豊丘村 トヨオカムラ		1				0		0		1		0

				木祖村 キソムラ		1				1		0		0		0

				生坂村 イクサカムラ		1				0		0		0		1

				小谷村 オタリ ムラ		1				1		0		0		0

				坂城町 サカキマチ		1				1		0		0		0

				小布施町 オブセマチ		1				0		0		0		1

				高山村 タカヤマムラ		1				1		0		0		0

				山ノ内町 ヤマ ウチマチ		1				1		1		0		0

				木島平村 キジマダイラムラ		1				1		0		0		0

				信濃町 シナノマチ		1				0		0		1		0

				飯綱町 イイヅナマチ		1				0		0		0		1

				池田松川施設組合 イケダ マツカワ シセツ クミアイ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		54				23		7		5		19







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



21岐阜県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ



		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				岐阜県 ギフ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				岐阜市		86				75		60		0		15

				大垣市		39				39		0		0		39

				高山市		28				28		0		0		28

				多治見市		20				20		0		0		20

				関市		26				0		0		0		0

				中津川市		29				29		0		0		29

				美濃市		7				7		0		0		7

				瑞浪市		11				11		0		0		11

				羽島市		14				14		12		0		2

				恵那市		24				24		0		0		24

				美濃加茂市		14				3		0		0		3

				土岐市		15				13		13		0		0

				各務原市		29				29		26		0		3

				可児市		16				0		0		0		0

				山県市		11				11		11		0		0

				瑞穂市		10				10		0		0		10

				飛騨市		12				12		0		0		12

				本巣市		11				0		0		0		0

				郡上市		22				22		0		22		0

				下呂市		15				0		0		0		0

				海津市		11				0		0		0		0

				岐南町		4				4		0		0		4

				笠松町		5				5		4		0		1

				養老町		8				8		0		0		8

				垂井町		9				9		0		0		9

				関ヶ原町		2				2		0		2		0

				神戸町		5				0		0		0		0

				輪之内町		4				4		0		0		4

				安八町		5				0		0		0		0

				揖斐川町		13				13		13		0		0

				大野町		8				8		0		0		8

				池田町		7				0		0		0		0

				北方町		2				2		0		0		2

				坂祝町		2				2		2		0		0

				富加町		2				2		2		0		0

				川辺町		4				4		0		0		4

				七宗町		4				4		4		0		0

				八百津町		7				6		6		0		0

				白川町		5				5		0		0		5

				東白川村		2				0		0		0		0

				御嵩町		8				0		0		0		0

				白川村		1				1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		557				426		153		25		248



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				岐阜県 ギフ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				岐阜市		1				1		0		0		0

				大垣市		2				2		0		0		0

				高山市		5				5		0		0		0

				多治見市		3				3		0		0		0

				関市		1				1		0		0		0

				中津川市		8				0		0		0		8

				美濃市		1				0		0		0		1

				瑞浪市		1				1		0		0		0

				羽島市		2				2		2		0		0

				恵那市		3				3		0		0		0

				美濃加茂市		1				0		0		0		1

				土岐市		1				1		0		0		0

				各務原市		2				2		0		0		0

				可児市		1				1		1		0		0

				山県市		0				0		0		0		0

				瑞穂市		1				1		0		0		0

				飛騨市		2				0		0		0		2

				本巣市		1				0		0		0		1

				郡上市		5				0		0		5		0

				下呂市		2				2		0		0		0

				海津市		1				0		0		0		1

				岐南町		1				0		0		0		1

				笠松町		1				1		0		0		0

				養老町		0				0		0		0		0

				垂井町		1				0		0		0		1

				関ヶ原町		0				0		0		0		0

				神戸町		1				0		0		0		1

				輪之内町		1				1		0		0		0

				安八町		1				0		0		0		1

				揖斐川町		1				1		0		0		0

				大野町		1				0		0		0		1

				池田町		1				0		0		0		1

				北方町		1				0		0		0		1

				坂祝町		1				1		1		0		0

				富加町		0				0		0		0		0

				川辺町		1				1		0		0		0

				七宗町		1				1		0		0		0

				八百津町		1				1		0		0		0

				白川町		1				1		0		0		0

				東白川村		1				0		0		0		1

				御嵩町		1				1		0		0		0

				白川村		1				0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		62				34		4		6		22





22静岡県

														別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				静岡県 シズオカ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

								うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

										1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				静岡県 シズオカ ケン		94		92		13		8		71

				沼津市		30		30		0		30		0

				熱海市		9		9		0		0		0

				三島市		21		21		14		3		0

				富士宮市		36		34		14		0		20

				伊東市		12		12		0		0		12

				富士市		42		40		0		0		0

				御殿場市		14		14		0		0		14

				下田市		8		0		0		0		0

				裾野市		14		14		14		0		0

				伊豆市		7		0		0		0		0

				伊豆の国市		9		3		0		0		3

				東伊豆町		4		0		0		0		0

				河津町		2		0		0		0		0

				南伊豆町		4		0		0		0		0

				松崎町		0		0		0		0		0

				西伊豆町		3		3		0		0		3

				函南町		7		7		0		0		7

				清水町		5		5		0		0		5

				長泉町		5		5		0		0		5

				小山町		8		8		0		0		0

				島田市		19		19		19		0		0

				焼津市		22		21		0		0		21

				掛川市		35		35		25		10		0

				藤枝市		26		0		0		0		0

				御前崎市		2		0		0		0		0

				菊川市		13		0		0		0		0

				磐田市		32		17		17		0		0

				袋井市		16		16		0		0		0

				湖西市		11		11		0		0		11

				牧之原市		12		12		12		0		0

				吉田町		4		4		0		0		0

				川根本町		2		0		0		0		0

				森町		5		5		5		0		0

				静岡市 しずおかし		124		124		24		0		100

				浜松市 はままつし		139		101		0		0		0

				合計 ゴウケイ		796		662		157		51		272



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				静岡県 シズオカ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

								1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

										うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				静岡県 シズオカ ケン		0		0		0		0		0

				沼津市		0		0		0		0		0

				熱海市		0		0		0		0		0

				三島市		0		0		0		0		0

				富士宮市		1		0		0		0		1

				伊東市		1		0		0		0		1

				富士市		1		0		0		0		0

				御殿場市		3		0		0		0		3

				下田市		1		0		0		0		1

				裾野市		1		1		0		0		0

				伊豆市		2		0		0		0		0

				伊豆の国市		2		0		0		0		2

				東伊豆町		1		0		0		0		0

				河津町		1		1		0		0		0

				南伊豆町		0		0		0		0		0

				松崎町		0		0		0		0		0

				西伊豆町		2		0		0		0		2

				函南町		0		0		0		0		0

				清水町		0		0		0		0		0

				長泉町		1		0		0		0		1

				小山町		7		0		0		0		0

				島田市		2		2		0		0		0

				焼津市		1		1		0		0		0

				掛川市		3		3		3		0		0

				藤枝市		3		0		0		0		3

				御前崎市		1		0		0		0		1

				菊川市		1		0		0		0		0

				磐田市		3		3		0		0		0

				袋井市		3		3		0		0		0

				湖西市		1		0		0		0		1

				牧之原市		1		0		0		0		0

				吉田町		1		0		0		0		0

				川根本町		1		0		0		0		0

				森町		0		0		0		0		0

				静岡市 しずおかし		10		10		0		0		0

				浜松市 はままつし		5		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		60		24		3		0		16







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



23愛知県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

		1		名古屋市 ナゴヤシ		386				386		－

oa: 発災時、必要に応じて、各施設管理者等と調整をすることとしており、事前の合意は把握していない。		－		－

		2		豊橋市 トヨハシシ		84				84		78		0		6

		3		岡崎市 オカザキシ		67				67		0		67		0

		4		一宮市		61				61		61		0		0

		5		瀬戸市 セトシ		23				23		0		0		23

		6		半田市 ハンダシ		18				18		0		0		0

		7		春日井市 カスガイシ		38				38		0		0		0

		8		豊川市 トヨカワシ		36				36		36		0		0

		9		津島市 ツシマシ		15				15		2		0		3

		10		碧南市 ヘキナン シ		11				11		0		0		1

		11		刈谷市 カリヤシ		26				26		0		0		26

		12		豊田市 トヨタシ		96				96		0		96		0

		13		安城市 アンジョウシ		33				33		1		0		32

		14		西尾市 ニシオシ		35				35		0		0		3

		15		蒲郡市 ガマゴオリシ		22				22		0		0		2

		16		犬山市 イヌヤマシ		14				14		0		0		0

		17		常滑市 トコナメシ		13				13		0		0		0

		18		江南市 コウナンシ		15				15		0		0		0

		19		小牧市 コマキシ		29				29		0		0		29

		20		稲沢市 イナザワシ		32				32

CL2205-131t: 給食室or敷地内に調理場あり
20校
家庭科室あり
32校		0		0		0

		21		新城市 シンシロシ		19				18		0		0		0

oa: 本調査時点2/1では通知が届いていなかったため0で回答としている。
その後通知が届いたので、学校18箇所に展開しました。

		22		東海市 トウカイシ		18				18		0		0		0

		23		大府市 オオブシ		17				17		0		0		17

		24		知多市 チタシ		15				15		0		0		15

		25		知立市 チリュウ シ		12				12		0		0		12

		26		尾張旭市 オワリアサヒシ		12				12		0		0		12

		27		高浜市 タカハマシ		7				7		0		0		0

		28		岩倉市 イワクラシ		8				8		0		0		8

		29		豊明市 トヨアケシ		11				11		11		0		11

		30		日進市 ニッシンシ		15				15		0		0		15

		31		田原市 タハラシ		20				20		19		0		1

		32		愛西市 アイサイシ		18				18		18		0		0

		33		清須市 キヨスシ		13				13		0		0		0

		34		北名古屋市 キタナゴヤシ		17				17		16		0		0

		35		弥富市 ヤトミシ		13				12		0		12		0

		36		みよし市 シ		14				14		0		0		2

		37		あま市 シ		17				17		0		0		0

		38		長久手市 ナガクテシ		9				9		0		0		0

		39		東郷町 トウゴウチョウ		9				9		0		0		0

		40		豊山町 トヨヤマチョウ		4				4		0		4		0

		41		大口町 オオグチチョウ		4				4		0		0		0

		42		扶桑町 フソウ マチ		6				6		0		6		0

		43		大治町 オオハルチョウ		4				4		0		0		4

		44		蟹江町 カニエチョウ		7				7		0		0		0

		45		飛島村 トビシマムラ		1				1		0		0		1

		46		阿久比町 アグイチョウ		6				6		1		0		5

		47		東浦町 ヒガシウラ チョウ		11				11		0		0		1

		48		南知多町 ミナミチタチョウ		8				7		6		0		1

		49		美浜町 ミハマチョウ		7				7		0		0		7

		50		武豊町 タケトヨチョウ		7				7		0		0		7

		51		幸田町		10				10		0		0		1

		52		設楽町 シタラチョウ		4				4		0		0		0

		53		東栄町 トウエイチョウ		2				1		0		0		0

		54		豊根村 トヨネムラ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		1399				1395		249		185		245



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

		1		名古屋市 ナゴヤシ		0				0		0		0		0

		2		豊橋市 トヨハシシ		4				4		0		0		0

		3		岡崎市 オカザキシ		4				0		0		4		0

		4		一宮市		3				3		0		0		0

		5		瀬戸市 セトシ		1				0		0		0		0

		6		半田市 ハンダシ		1				1		0		0		0

		7		春日井市 カスガイシ		4				0		0		0		4

		8		豊川市 トヨカワシ		2				2		0		0		0

		9		津島市 ツシマシ		2				2		0		0		0

		10		碧南市 ヘキナン シ		1				0		0		0		0

		11		刈谷市 カリヤシ		2				0		0		0		0

		12		豊田市 トヨタシ		7

Administrator: 足助給食センター
稲武給食センター
中部給食センター
東部給食センター
南部給食センター
平和給食センター
北部給食センター										

oa: 本調査時点2/1では通知が届いていなかったため0で回答としている。
その後通知が届いたので、学校18箇所に展開しました。		0		0		7		0

		13		安城市 アンジョウシ		3				0		0		0		3

		14		西尾市 ニシオシ		1				0		0		0		0

		15		蒲郡市 ガマゴオリシ		1				1		0		0		0

		16		犬山市 イヌヤマシ		0				0		0		0		0

		17		常滑市 トコナメシ		1				1		0		0		0

		18		江南市 コウナンシ		2				0		0		0		2

		19		小牧市 コマキシ		3				3		0		0		3

		20		稲沢市 イナザワシ		1

CL2205-131t: 祖父江町学校給食センター						

oa: 発災時、必要に応じて、各施設管理者等と調整をすることとしており、事前の合意は把握していない。		

CL2205-131t: 給食室or敷地内に調理場あり
20校
家庭科室あり
32校		0		0		0		0

		21		新城市 シンシロシ		2				0		0		2		0

		22		東海市 トウカイシ		2				0		0		0		0

		23		大府市 オオブシ		0				0		0		0		0

		24		知多市 チタシ		1				0		0		0		1

		25		知立市 チリュウ シ		1				0		0		0		1

		26		尾張旭市 オワリアサヒシ		1				1		0		0		1

		27		高浜市 タカハマシ		0				0		0		0		0

		28		岩倉市 イワクラシ		1				1		0		0		1

		29		豊明市 トヨアケシ		2				2		0		0		2

		30		日進市 ニッシンシ		1				1		0		0		1

		31		田原市 タハラシ		1				1		0		0		0

		32		愛西市 アイサイシ		2				2		2		0		0

		33		清須市 キヨスシ		1				0		0		0		0

		34		北名古屋市 キタナゴヤシ		1				1		1		0		0

		35		弥富市 ヤトミシ		0				0		0		0		0

		36		みよし市 シ		0				0		0		0		0

		37		あま市 シ		1				0		0		0		1

		38		長久手市 ナガクテシ		1				0		0		0		1

		39		東郷町 トウゴウチョウ		1				0		0		0		1

		40		豊山町 トヨヤマチョウ		1				1		1		0		0

		41		大口町 オオグチチョウ		1				0		0		0		1

		42		扶桑町 フソウ マチ		1				1		0		0		0

		43		大治町 オオハルチョウ		0				0		0		0		0

		44		蟹江町 カニエチョウ		1				0		0		0		0

		45		飛島村 トビシマムラ		0				0		0		0		0

		46		阿久比町 アグイチョウ		1				1		0		0		0

		47		東浦町 ヒガシウラ チョウ		1				0		0		0		0

		48		南知多町 ミナミチタチョウ		1				1		0		0		0

		49		美浜町 ミハマチョウ		1				0		0		0		1

		50		武豊町 タケトヨチョウ		1				0		0		0		1

		51		幸田町		1				0		0		0		0

		52		設楽町 シタラチョウ		1				0		0		0		0

		53		東栄町 トウエイチョウ		1				0		0		0		0

		54		豊根村 トヨネムラ		1				0		0		0		1

				合計 ゴウケイ		75				30		4		13		26







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



24三重県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				三重県 ミエ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				桑名市 クワナシ		36				20		0		0		20

				木曽岬町 キソサキ チョウ		2				2		0		2		0

				いなべ市 シ		13				13		13		0		0

				東員町 トウイン チョウ		8				8		0		0		0

				四日市市 ヨッカイチ シ		59				59		0		0		0

				菰野町 コモノ チョウ		7				5		5		0		0

				朝日町 アサヒ チョウ		2				1		0		0		0

				川越町 カワゴエ チョウ		3				3		0		0		0

				鈴鹿市 スズカシ		40				40		40		0		0

				亀山市 カメヤマシ		14				9		9		0		0

				津市 ツシ		76				44		44		0		0

				松阪市 マツサカシ		55

admin: ・休校・廃校含む。
・高校含む。
				53

admin: 休校・廃校除く。		48

admin: ■以下は含まない。
・有間野小学校（休校）
・旧飯高西中（廃校）

・三重高校
・松阪高校
・松阪工業高校
・飯南高校
・松阪商業
↑高校との避難所協定において、調理施設の使用に関する言及なし。

■小中学校は含む。
　松阪市地域防災計画のP263に
　記載あり。		0		0

				多気町 タキチョウ		7				7		5		0		0

				明和町 メイワ チョウ		5				5		0		0		5

				大台町 オオダイチョウ		4				4		0		0		0

				伊勢市 イセシ		31				31		31		0		0

				玉城町 タマキチョウ		5				5		0		5		0

				大紀町 タイキチョウ		2				2		2		0		0

				南伊勢町 ミナミイセチョウ		3				3		3		0		0

				度会町 ワタライ チョウ		2				2		0		0		1

				鳥羽市 トバシ		9				9		0		0		9

				志摩市 シマシ		13				13		13		0		0

				伊賀市 イガシ		6				6		0		0		0

				名張市 ナバリシ		19				19		0		0		0

				尾鷲市 オワセシ		7				6		0		0		6

				紀北町 キホク チョウ		12				0		0		0		0

				熊野市 クマノ シ		10				5		5		0		0

				御浜町 ミハマ チョウ		4				0		0		0		0

				紀宝町 キホウチョウ		5				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		459				374		218		7		41



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				三重県 ミエ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				桑名市 クワナシ		2				0		0		0		2

				木曽岬町 キソサキ チョウ		1				0		0		1		0

				いなべ市 シ		2				2		2		0		0

				東員町 トウイン チョウ		1				0		0		0		0

				四日市市 ヨッカイチ シ		1				0		0		0		0

				菰野町 コモノ チョウ		0				0		0		0		0

				朝日町 アサヒ チョウ		0				0		0		0		0

				川越町 カワゴエ チョウ		1				0		0		1		0

				鈴鹿市 スズカシ		2				2		0		0		0

				亀山市 カメヤマシ		1				1		0		0		0

				津市 ツシ		3				3		0		0		0

				松阪市 マツサカシ		4				4		0		0		0

				多気町 タキチョウ		1				1		0		0		0

				明和町 メイワ チョウ		0				0		0		0		0

				大台町 オオダイチョウ		0				0		0		0		0

				伊勢市 イセシ		1				0		0		0		1

				玉城町 タマキチョウ		0				0		0		0		0

				大紀町 タイキチョウ		0				0		0		0		0

				南伊勢町 ミナミイセチョウ		0				0		0		0		0

				度会町 ワタライ チョウ		1				1		0		0		0

				鳥羽市 トバシ		1				0		0		0		1

				志摩市 シマシ		1				1		0		0		0

				伊賀市 イガシ		2				0		0		0		0

				名張市 ナバリシ		0				0		0		0		0

				尾鷲市 オワセシ		0				0		0		0		0

				紀北町 キホク チョウ		2				2		2		0		0

				熊野市 クマノ シ		2				2		2		0		0

				御浜町 ミハマ チョウ		1				0		0		0		0

				紀宝町 キホウチョウ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		31				20		6		2		4







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



25滋賀県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				滋賀県 シガ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				県立学校 ケンリツ ガッコウ		48				20		3		0		17

		1		大津市 オオツシ		55				55		0		0		0

		2		彦根市 ヒコネシ		17				17		17		0		0

		3		長浜市 ナガハマシ		37				35		35		0		0

		4		近江八幡市 オウミハチマンシ		16				16		16		0		0

		5		草津市 クサツシ		20				0		0		0		0

		6		守山市 モリヤマ シ		13				13		0		13		0

		7		栗東市 リットウシ		12				12		12		0		0

		8		甲賀市 コウカシ		27				27		0		0		0

		9		野洲市 ヤスシ		9				9		0		9		0

		10		湖南市 コナン シ		13				13		3		0		10

		11		高島市 タカシマシ		19				0		0		0		0

		12		東近江市 ヒガシ オウミ シ		31				31		0		0		0

		13		米原市 マイバラシ		15				15		0		15		0

		14		日野町 ヒノチョウ		6				6		6		0		0

		15		竜王町 リュウオウチョウ		3				3		0		0		3

		16		愛荘町 アイショウチョウ		6				6		0		6		0

		17		豊郷町 トヨサトチョウ		3				2		2		0		0

		18		甲良町 コウラチョウ		3				3		0		0		0

		19		多賀町 タガチョウ		3				3		0		0		0

				合計 ゴウケイ		356				286		94		43		30



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド																														0

				滋賀県 シガ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				県立学校 ケンリツ ガッコウ		0				0		0		0		0

		1		大津市 オオツシ		3				3		0		0		0

		2		彦根市 ヒコネシ		1				1		1		0		0

		3		長浜市 ナガハマシ		2				2		2		0		0

		4		近江八幡市 オウミハチマンシ		1				1		0		0		0

		5		草津市 クサツシ		2				1		0		0		0

		6		守山市 モリヤマ シ		0				0		0		0		0

		7		栗東市 リットウシ		1				1		1		0		0

		8		甲賀市 コウカシ		2				2		0		0		0

		9		野洲市 ヤスシ		1				1		1		0		0

		10		湖南市 コナン シ		1				1		0		0		0

		11		高島市 タカシマシ		2				2		0		0		0

		12		東近江市 ヒガシ オウミ シ		3				0		0		0		0

		13		米原市 マイバラシ		2				2		0		2		0

		14		日野町 ヒノチョウ		0				0		0		0		0

		15		竜王町 リュウオウチョウ		1				0		0		0		1

		16		愛荘町 アイショウチョウ		1				1		1		0		0

		17		豊郷町 トヨサトチョウ		0				0		0		0		0

		18		甲良町 コウラチョウ		0				0		0		0		0

		19		多賀町 タガチョウ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		23				18		6		2		1







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



26京都府

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				京都府 キョウトフ		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				京都市 キョウトシ		237				237		237		0		0

				福知山市 フクチヤマシ		20				20		0		0		20

				舞鶴市 マイヅルシ		25				18		0		0		0

				綾部市 アヤベシ		14				14		0		0		0

				宇治市 ウジシ		31				20		20		0		0

				宮津市 ミヤヅシ		0				0		0		0		0

				亀岡市 カメオカシ		23				0		0		0		0

				城陽市 ジョウヨウシ		15				0		0		0		0

				向日市 ムコウシ		9				6		0		0		0

				長岡京市 ナガオカキョウシ		14				14		14		0		0

				八幡市 ヤワタシ		11				8		8		0		0

				京田辺市 キョウタナベシ		13				9		9		0		0

				京丹後市 キョウタンゴシ		22				19		18		0		0

				南丹市 ナンタンシ		12				0		0		0		12

				木津川市 キヅガワシ		18				18		0		0		0

				大山崎町 オオヤマザキチョウ		3				3		3		0		0

				久御山町 クミヤマチョウ		4				4		0		0		4

				井手町 イデチョウ		3				3		0		3		0

				宇治田原町 ウジタワラチョウ		3				3		3		0		0

				笠置町 カサギチョウ		1				1		0		1		0

				和束町 ワヅカチョウ		0				0		0		0		0

				精華町 セイカチョウ		10				5		5		0		0

				南山城村 ミナミヤマシロムラ		2				2		0		0		2

				京丹波町 キョウタンバチョウ		8				0		0		0		0

				伊根町 イネチョウ		3				3		3		0		0

				与謝野町 ヨサノチョウ		8				1		0		0		1

				与謝野町宮津市中学校組合 ヨサノ チョウ ミヤヅ シ チュウガッコウ クミアイ		1				0		0		0		0



				合計 ゴウケイ		510				408		320		4		39



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				京都府 キョウトフ		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				京都市 キョウトシ		0				0		0		0		0

				福知山市 フクチヤマシ		1				0		0		0		1

				舞鶴市 マイヅルシ		0				0		0		0		0

				綾部市 アヤベシ		0				0		0		0		0

				宇治市 ウジシ		0				0		0		0		0

				宮津市 ミヤヅシ		0				0		0		0		0

				亀岡市 カメオカシ		1				1		0		0		0

				城陽市 ジョウヨウシ		1				1		0		0		0

				向日市 ムコウシ		1				0		0		0		0

				長岡京市 ナガオカキョウシ		0				0		0		0		0

				八幡市 ヤワタシ		0				0		0		0		0

				京田辺市 キョウタナベシ		1				0		0		0		1

				京丹後市 キョウタンゴシ		0				0		0		0		0

				南丹市 ナンタンシ		4				0		0		0		4

				木津川市 キヅガワシ		2				0		0		0		0

				大山崎町 オオヤマザキチョウ		0				0		0		0		0

				久御山町 クミヤマチョウ		0				0		0		0		0

				井手町 イデチョウ		1				1		0		0		0

				宇治田原町 ウジタワラチョウ		1				1		0		0		0

				笠置町 カサギチョウ		0				0		0		0		0

				和束町 ワヅカチョウ		1				0		0		1		0

				精華町 セイカチョウ		1				1		0		0		0

				南山城村 ミナミヤマシロムラ		0				0		0		0		0

				京丹波町 キョウタンバチョウ		3				0		0		0		0

				伊根町 イネチョウ		0				0		0		0		0

				与謝野町 ヨサノチョウ		1				0		0		0		1



				合計 ゴウケイ		19				5		0		1		7







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



27大阪府

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				大阪府 オオサカフ		134				134		2		2		130

				大阪市 オオサカ シ		412				412		0		0		412

				堺市 サカイ シ		137				137		0		0		0

				豊中市 トヨナカシ		56				56		3		0		53

				池田市 イケダシ		11				11		0		0		11

				箕面市 ミノオシ		22				22		0		0		22

				能勢町 ノセチョウ		2				2		0		0		2

				豊能町 トヨノチョウ		4				4		0		0		4

				吹田市 スイタシ		54				54		0		0		54

				高槻市 タカツキシ		59				59		0		59		0

				茨木市 イバラキシ		46				46		46		0		0

				摂津市 セッツシ		15				15		0		0		15

				島本町 シマモトチョウ		6				6		0		0		6

				守口市 モリグチシ		1				1		1		0		0

				枚方市 ヒラカタシ		63				63		27		0		36

				寝屋川市 ネヤガワシ		35				35		0		35		0

				大東市 ダイトウシ		20				20		0		0		20

				門真市 カドマシ		19				19		19		0		0

				四條畷市 シジョウナワテシ		8				8		8		0		0

				交野市 カタノシ		13				13		0		0		13

				東大阪市 ヒガシ オオサカシ		77				77		23		0		54

				八尾市 ヤオシ		43				43		0		43		0

				柏原市 カシワラシ		17				17		0		17		0

				富田林市 トンダバヤシシ		23				23		0		0		0

				河内長野市 カワチナガノシ		20				20		0		20		0

				松原市 マツバラシ		22				22		0		0		22

				羽曳野市 ハビキノシ		20				20		0		0		20

				藤井寺市 フジイデラシ		10				10		0		0		10

				大阪狭山市 オオサカサヤマシ		10				10		0		0		10

				太子町 タイシチョウ		0				0		0		0		0

				河南町 カナンチョウ		3				3		0		0		3

				千早赤阪村 チハヤアカサカ ムラ		2				2		0		0		2

				泉大津市 イズミオオツシ		11				11		2		0		9

				和泉市 イズミシ		30				30		0		0		0

				高石市 タカイシシ		10				10		0		0		10

				忠岡町 タダオカチョウ		3				3		0		3		0

				岸和田市 キシワダシ		35				35		0		0		35

				貝塚市 カイヅカシ		15				15		0		0		15

				泉佐野市 イズミサノシ		18				18		0		0		18

				泉南市 センナンシ		14				14		0		0		14

				阪南市 ハンナンシ		12				12		0		0		12

				熊取町 クマトリチョウ		8				8		0		0		8

				田尻町 タジリチョウ		2				2		0		0		2

				岬町 ミサキチョウ		4				4		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1526				1526		131		179		1026





		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				豊中市 トヨナカシ		2				2		0		0		0

				池田市 イケダシ		1				0		0		0		1

				枚方市 ヒラカタシ		2				2		0		0		0

				交野市 カタノシ		1				0		0		0		1

				四條畷市 シジョウナワテシ		1				1		0		0		0

				東大阪市 ヒガシオオサカシ		3				3		0		0		0

				河内長野市 カワチナガノ シ		1				1		0		0		0

				松原市 マツバラシ		1				0		0		0		1

				羽曳野市 ハビキノシ		1				0		0		1		0

				大阪狭山市 オオサカサヤマシ		1				1		1		0		0

				太子町 タイシチョウ		1				0		0		1		0

				河南町 カナンチョウ		1				1		0		0		0

				千早赤阪村 チハヤアカサカムラ		1				0		0		0		1

				岸和田市 キシワダシ		1				0		0		0		1

				泉佐野市 イズミサノシ		2				0		0		0		2

				泉南市 センナン シ		1				0		0		0		1

				阪南市 ハンナンシ		1				0		0		1		0

				田尻町 タジリチョウ		1				1		0		0		0

				岬町 ミサキチョウ		1				0		0		0		1

				藤井寺市柏原市学校給食組合 フジイデラ シ カシハラ シ ガッコウ キュウショク クミアイ		1				0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		25				12		1		4		9





＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



28兵庫県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				神戸市 コウベシ		248				248		0		0		0

				姫路市 ヒメジシ		122				122		0		0		122

				尼崎市 アマガサキシ		68				68		0		0		0

				明石市 アカシ シ		50				50		0		0		0

				西宮市 ニシノミヤシ		63				63		0		0		63

				洲本市 スモトシ		18				18		0		0		0

				芦屋市 アシヤシ		13				13		0		0		0

				伊丹市 イタミシ		30				30		0		0		0

				相生市 アイオイシ		12				12		9		0		3

				豊岡市 トヨオカシ		30				30		0		0		0

				加古川市 カコガワシ		39				24		0		0		0

				赤穂市 アコウシ		16				16		16		0		0

				西脇市 ニシワキシ		11				11		0		0		0

				宝塚市 タカラヅカシ		36				36		0		0		36

				三木市 ミキシ		28				28		0		0		0

				高砂市 タカサゴシ		19				19		10		9		0

				川西市 カワニシシ		23				23		23		0		0

				小野市 オノシ		13				13		13		0		0

				三田市 サンダシ		26				26		0		0		0

				加西市 カサイシ		17				0		0		0		0

				丹波篠山市 タンバササヤマシ		22				22		0		0		0

				養父市 ヤブシ		14				14		14		0		0

				丹波市 タンバシ		29				29		0		29		0

				南あわじ市 ミナミ シ		19				19		0		0		19

				朝来市 アサゴシ		16				16		16		0		0

				淡路市 アワジシ		18				0		0		0		0

				宍粟市 シソウシ		22				17		0		0		0

				加東市 カトウシ		12				12		0		0		0

				たつの市 シ		25				0		0		0		0

				猪名川町 イナガワチョウ		9				0		0		0		0

				多可町 タカチョウ		9				9		2		7		9

				稲美町 イナミチョウ		8				8		8		0		0

				播磨町 ハリマチョウ		8				8		8		0		0

				市川町 イチカワチョウ		5				5		0		0		0

				福崎町 フクサキチョウ		4				4		0		0		0

				神河町 カミカワチョウ		4				4		0		0		0

				太子町 タイシチョウ		6				0		0		0		0

				上郡町 カミゴオリチョウ		4				0		0		0		0

				佐用町 サヨウチョウ		4				0		0		0		0

				香美町 カミチョウ		16				13		0		13		0

				新温泉町 シンオンセンチョウ		8				8		8		0		0

				合計 ゴウケイ		1144				1038		127		58		252



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				神戸市 コウベシ		2				0		0		0		0

				姫路市 ヒメジシ		4				0		0		0		4

				尼崎市 アマガサキシ		1				1		0		0		0

				明石市 アカシ シ		2				0		0		0		0

				西宮市 ニシノミヤシ		0				0		0		0		0

				洲本市 スモトシ		2				2		0		0		2

				芦屋市 アシヤシ		0				0		0		0		0

				伊丹市 イタミシ		3				3		0		0		0

				相生市 アイオイシ		0				0		0		0		0

				豊岡市 トヨオカシ		3				3		0		0		0

				加古川市 カコガワシ		3				0		0		0		0

				赤穂市 アコウシ		1				1		0		0		0

				西脇市 ニシワキシ		1				0		0		0		0

				宝塚市 タカラヅカシ		0				0		0		0		0

				三木市 ミキシ		1				0		0		0		0

				高砂市 タカサゴシ		1				0		0		0		1

				川西市 カワニシシ		1				1		1		0		0

				小野市 オノシ		1				1		0		0		0

				三田市 サンダシ		2				2		0		0		0

				加西市 カサイシ		2				2		0		0		0

				丹波篠山市 タンバササヤマシ		0				0		0		0		0

				養父市 ヤブシ		1				1		0		0		0

				丹波市 タンバシ		0				0		0		0		0

				南あわじ市 ミナミ シ		2				0		0		0		2

				朝来市 アサゴシ		1				1		0		0		0

				淡路市 アワジシ		1				1		0		0		1

				宍粟市 シソウシ		0				0		0		0		0

				加東市 カトウシ		1				0		0		0		0

				たつの市 シ		2				0		0		0		0

				猪名川町 イナガワチョウ		1				1		0		0		0

				多可町 タカチョウ		1				1		0		0		1

				稲美町 イナミチョウ		0				0		0		0		0

				播磨町 ハリマチョウ		4				4		4		0		4

				市川町 イチカワチョウ		1				0		0		0		0

				福崎町 フクサキチョウ		0				0		0		0		0

				神河町 カミカワチョウ		1				0		0		0		0

				太子町 タイシチョウ		1				1		0		0		1

				上郡町 カミゴオリチョウ		1				0		0		1		0

				佐用町 サヨウチョウ		1				1		0		1		1

				香美町 カミチョウ		2				2		0		0		0

				新温泉町 シンオンセンチョウ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		52				30		5		2		17







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



29奈良県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				奈良県 ナラケン		40				39		0		2		37

		1		奈良市 ナラシ		62				62		0		0		0

		2		大和高田市 ヤマトタカダシ		11				11		11		0

		3		大和郡山市 ヤマトコオリヤマシ		16				16		0		0		0

		4		天理市 テンリシ		12				12		12		0

		5		橿原市 カシハラシ		21				21		21		0

		6		桜井市 サクライシ		15				15		0		15

		7		五條市 ゴジョウシ		8				8		0		0		0

		8		御所市 ゴセシ		10				10		0		0		0

		9		生駒市 イコマシ		19				19		0		0		0

		10		香芝市 カシバシ		14				14		0		0		0

		11		葛城市 カツラギ シ		7				7		0		0		0

		12		宇陀市 ウダシ		9				9		0		0		0

		13		山添村 ヤマゾエ ムラ		2				2		0		0		2

		14		平群町 ヘグリチョウ		4				4		4		0

		15		三郷町 サンゴウチョウ		3				3		0		0		0

		16		斑鳩町 イカルガチョウ		5				5		0		0		0

		17		安堵町 アンド マチ		2				2		0		0		0

		18		川西町 カワニシチョウ		1				1		0		0		1

		19		三宅町 ミヤケチョウ		1				1		1		0

				三宅町・川西町組合立式下中学校 ミヤケチョウ カワニシチョウ リツ シキ ゲ チュウガッコウ		1				1		1		0

		20		田原本町 タワラモトチョウ		7				7		7		0

		21		曽爾村 ソニムラ		1				1		1		0

		22		御杖村 ミツエムラ		2				2		0		2

		23		高取町 タカトリチョウ		2				2		0		0		0

		24		明日香村 アスカムラ		2				2		0		0		0

		25		上牧町 カンマキチョウ		5				5		0		0		5

		26		王寺町 オウジチョウ		3				3		3		0

		27		広陵町 コウリョウチョウ		5				5		0		0		5

		28		河合町 カワイチョウ		4				4		0		0		0

		29		吉野町 ヨシノチョウ		2				2		2		0

		30		大淀町 オオヨドチョウ		4				4		0		0		4

		31		下市町 シモイチチョウ		1				1		0		0		0

		32		黒滝村 クロタキムラ		2				2		0		0		0

		33		天川村 テンカワムラ		1				1		0		0		1

		34		野迫川村 ノセガワムラ		1				1		0		0		0

		35		十津川村 トツカワムラ		3				3		0		0		3

		36		下北山村 シモキタヤマムラ		1				1		1		0

		37		上北山村 カミキタヤマムラ		1				1		1		0

		38		川上村 カワカミムラ		1				1		1		0

		39		東吉野村 ヒガシヨシノムラ		2				2		2		0

				合計 ゴウケイ		313				312		68		19		58



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				奈良県 ナラケン		ー

				奈良市 ナラシ		1				0		0		0		0

				大和高田市 ヤマトタカダシ		ー

				大和郡山市 ヤマトコオリヤマシ		2				2		0		0

				天理市 テンリシ		ー

				橿原市 カシハラシ		1				1		0		0

				桜井市 サクライシ		1				0		0		1

				五條市 ゴジョウシ		1				1		0		0

				御所市 ゴセシ		1				0		0		1

				生駒市 イコマシ		2				0		0		0		0

				広陵町・香芝市共同中学校給食調理場 コウリョウチョウ カシバシ キョウドウ チュウガッコウ キュウショク チョウリ ジョウ		1				1		0		0

				葛城市 カツラギ シ		1				1		0		0

				宇陀市 ウダシ		1				1		0		0

				山添村 ヤマゾエ ムラ		1				0		0		0		1

				平群町 ヘグリチョウ		1				1		0		0		0

				三郷町 サンゴウチョウ		1				1		0		0		0

				斑鳩町 イカルガチョウ		ー

				安堵町 アンド マチ		1				0		0		0		0

				川西町 カワニシチョウ		ー

				三宅町 ミヤケチョウ		ー

				田原本町 タワラモトチョウ		ー

				東宇陀給食センター（曽爾村・御杖村） ヒガシ ウダ キュウショク ソニムラ ミツエ ムラ		1				1		1		0

				高取町 タカトリチョウ		1				1		0		0

				明日香村 アスカムラ		1				1		0		0

				上牧町 カンマキチョウ		ー

				王寺町 オウジチョウ		1				1		0		0

				河合町 カワイチョウ		ー

				吉野町 ヨシノチョウ		ー

				大淀町 オオヨドチョウ		ー

				下市町 シモイチチョウ		ー

				黒滝村 クロタキムラ		1				1		0		0

				天川村 テンカワムラ		ー

				野迫川村 ノセガワムラ		ー

				十津川村 トツカワムラ		ー

				下北山村 シモキタヤマムラ		ー

				上北山村 カミキタヤマムラ		ー

				川上村 カワカミムラ		1				1		0		0

				東吉野村 ヒガシヨシノムラ		1				1		0		0

				合計 ゴウケイ		23				16		1		2		1







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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		2														別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				和歌山市 ワカヤマ シ		70				70		0		0		0

				海南市 カイナン シ		19				19		0		19		0

				橋本市 ハシモトシ		21				21		0		0		21

				有田市 アリダシ		8				8		0		0		0

				御坊市 ゴボウ イチ		10				10		0		10		0

				田辺市 タナベシ		33				33		0		0		33

				新宮市 シングウシ		11				11		11		0		0

				紀の川市 キ カワシ		24				24		0		0		0

				岩出市 イワデ シ		9				9		0		0		0

				紀美野町 キミノ チョウ		5				5		5		0		0

				九度山町 クドヤマチョウ		4				4		4		0		0

				かつらぎ町 チョウ		9				9		0		9		0

				高野町 コウヤチョウ		4				4		0		0		0

				湯浅町 ユアサチョウ		4				4		4		0		0

				広川町 ヒロガワチョウ		6				6		0		0		0

				有田川町 アリダカワチョウ		14				14		0		0		0

				美浜町 ミハマチョウ		3				3		3		0		3

				日高町 ヒダカチョウ		3				3		3		0		0

				由良町 ユラチョウ		2				2		0		0		0

				印南町 イナミチョウ		7				7		7		0		0

				みなべ町 チョウ		8				8		0		0		0

				日高川町 ヒダカガワチョウ		10				10		9		0		0

				白浜町 シラハマチョウ		13				13		13		0		13

				上富田町 カミトンダチョウ		6				6		6		0		0

				すさみ町 チョウ		3				1		0		0		0

				那智勝浦町 ナチカツウラチョウ		9				9		0		9		0

				太地町 タイジチョウ		2				2		2		0		0

				古座川町 コザガワチョウ		3				3		0		0		0

				北山村 キタ ヤマムラ		0				0		0		0		0

				串本町 クシモトチョウ		11				11		11		0		0

				合計 ゴウケイ		331				329		78		47		70



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				和歌山市 ワカヤマ シ		2				0		0		0		0

				海南市 カイナン シ		1				0		0		0		0

				橋本市 ハシモトシ		0				0		0		0		0

				有田市 アリダシ		1				0		0		0		0

				御坊市 ゴボウ イチ		1				1		0		0		0

				田辺市 タナベシ		3				1		0		0		0

				新宮市 シングウシ		0				0		0		0		0

				紀の川市 キ カワシ		2				2		2		0		0

				岩出市 イワデ シ		1				0		0		0		0

				紀美野町 キミノ チョウ		0				0		0		0		0

				九度山町 クドヤマチョウ		1				1		0		0		0

				かつらぎ町 チョウ		1				0		0		1		0

				高野町 コウヤチョウ		0				0		0		0		0

				湯浅町 ユアサチョウ		1				1		0		0		0

				広川町 ヒロガワチョウ		1				0		0		0		0

				有田川町 アリダカワチョウ		1				0		0		0		0

				美浜町 ミハマチョウ		0				0		0		0		0

				日高町 ヒダカチョウ		0				0		0		0		0

				由良町 ユラチョウ		1				0		0		0		0

				印南町 イナミチョウ		0				0		0		0		0

				みなべ町 チョウ		1				0		0		1		0

				日高川町 ヒダカガワチョウ		0				0		0		0		0

				白浜町 シラハマチョウ		3				0		0		0		3

				上富田町 カミトンダチョウ		1				1		0		0		0

				すさみ町 チョウ		1				1		0		0		0

				那智勝浦町 ナチカツウラチョウ		0				0		0		0		0

				太地町 タイジチョウ		0				0		0		0		0

				古座川町 コザガワチョウ		0				0		0		0		0

				北山村 キタ ヤマムラ		0				0		0		0		0

				串本町 クシモトチョウ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		24				9		2		2		3



＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



31鳥取県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				鳥取県 トットリケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				鳥取市 トットリシ		22				21		19		0		0

				米子市 ヨナゴシ		40				40		0		40		0

				倉吉市 クラヨシ シ		15				15		15		0		0

				境港市 サカイミナトシ		9				9		0		0		9

				岩美町 イワミチョウ		3				3		3		0		0

				若桜町 ワカサチョウ		1				0		0		0		0

				智頭町 チズチョウ		2				2		0		0		0

				八頭町 ヤズ チョウ		6				0		0		0		0

				三朝町 ミササチョウ		0				0		0		0		0

				湯梨浜町 ユリ ハマチョウ		4				2		2		0		0

				琴浦町 コトウラチョウ		7				7		0		0		0

				北栄町 ホクエイチョウ		2				2		2		0		0

				日吉津村 ヒエヅソン		1				1		1		0		0

				大山町 ダイセンチョウ		7				4		0		0		4

				南部町 ナンブチョウ		5				5		5		0		0

				伯耆町 ホウキ チョウ		1				0		0		1		0

				日南町 ニチナンチョウ		0				0		0		0		0

				日野町 ヒノチョウ		1				1		0		0		1

				江府町 コウフチョウ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		127				113		47		41		14



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				鳥取県 トットリケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				鳥取市 トットリシ		8				8		0		0		0

				米子市 ヨナゴシ		5				0		0		5		0

				倉吉市 クラヨシ シ		1				1		0		0		0

				境港市 サカイミナトシ		1				0		0		0		1

				岩美町 イワミチョウ		1				1		1		0		0

				若桜町 ワカサチョウ		1				1		0		0		0

				智頭町 チズチョウ		1				0		0		0		0

				八頭町 ヤズ チョウ		1				0		0		1		0

				三朝町 ミササチョウ		1				0		0		0		0

				湯梨浜町 ユリ ハマチョウ		0				0		0		0		0

				琴浦町 コトウラチョウ		1				0		0		0		0

				北栄町 ホクエイチョウ		1				1		0		0		0

				日吉津村 ヒエヅソン		0				0		0		0		0

				大山町 ダイセンチョウ		0				0		0		0		0

				南部町 ナンブチョウ		0				0		0		0		0

				伯耆町 ホウキ チョウ		1				0		0		1		0

				日南町 ニチナンチョウ		0				0		0		0		0

				日野町 ヒノチョウ		1				1		0		0		1

				江府町 コウフチョウ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		25				13		1		7		2







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



32島根県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				〇〇県 ケン

				松江市		71				71		0		0		0

				浜田市 シ		28				28		3		0		25

				出雲市		47				47		0		0		0

				益田市		23				23		0		0		0

				大田市		21				19		0		0		0

				安来市		24				24		24		0		0

				江津市		11				11		1		0		0

				雲南市		20

雲南市: 雲南市:
海潮小を除く20校が避難所となっている				20

雲南市: 雲南市:
いずれの学校にも家庭科室があるため		0

雲南市: 雲南市:
災害時の活用協議などはされていない（R7.2.25現在）		0		0

				奥出雲町		12				0		0		0		0

				飯南町		3				0		0		0		0

				川本町		2				2		1		1		0

				美郷町		4				4		0		0		0

				邑南町		12				0		0		0		0

				津和野町		6				6		0		0		0

				吉賀町		7				7		0		0		0

				海士町		3				3		0		0		0

				西ノ島町		1				1		1		0		0

				知夫村		1				1		0		0		0

				隠岐の島町		11				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		307				268		30		1		25



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				〇〇県 ケン

				松江市		8				0		0		0		0

				浜田市		4				4		0		0		0

				出雲市		3				0		0		0		3

				益田市		2				2		0		0		0

				大田市		1				0		0		0		1

				安来市		1				0		0		0		1

				江津市		2				0		0		0		0

				雲南市		3				3

雲南市: 雲南市:
取決めなどはないが、活用そのものを給食センターが拒むものではない		

雲南市: 雲南市:
海潮小を除く20校が避難所となっている				

雲南市: 雲南市:
いずれの学校にも家庭科室があるため		

雲南市: 雲南市:
災害時の活用協議などはされていない（R7.2.25現在）		0		0		0

				奥出雲町		2				0		0		0		0

				飯南町		1				0		0		0		0

				川本町		1				0		0		0		1

				美郷町		1				0		0		0		0

				邑南町		2				0		0		0		0

				津和野町		1				0		0		0		0

				吉賀町		3				0		0		0		0

				海士町		1				0		0		0		0

				西ノ島町		0				0		0		0		0

				知夫村		0				0		0		0		0

				隠岐の島町		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		36				9		0		0		6







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



33岡山県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				岡山県 オカヤマケン		61				61		24		0		0

				岡山市 オカヤマシ		122				121		0		0		0

				倉敷市 クラシキシ		92				92		92		0		0

				津山市 ツヤマシ		35				35		0		0		0

				玉野市 タマノシ		23				23		0		0		0

				笠岡市 カサオカシ		22				22		0		0		0

				井原市 イバラシ		13				13		0		0		13

				総社市 ソウジャシ		18				18		0		0		0

				高梁市 タカハシシ		20				20		0		0		20

				新見市 ニイミシ		21				21		0		0		21

				備前市 ビゼンシ		15				15		0		0		15

				瀬戸内市 セトウチシ		12				12		0		12		0

				赤磐市 アカイワシ		18				0		0		0		0

				真庭市 マニワシ		25

渡邊 忠政: 渡邊 忠政:
●指定避難所（小計２４）
・中学校（６）：蒜山・湯原・勝山・久世・落合・北房
・小学校（１８）：川上・湯原・美甘・月田・富原・勝山・遷喬・草加部・米来・樫邑・余野・天津・木山・木山日野上分校・美川・河内・川東・北房
●緊急指定避難所（小計１）
・小学校（１）：落合
				5

渡邊 忠政: 渡邊 忠政:
久世中学校、勝山中学校、蒜山中学校、八束小学校、遷喬小学校		0		0		0

				美作市 ミマサカシ		9				9		0		0		9

				浅口市 アサクチシ		10				10		0		10		0

				和気町 ワケチョウ		5				5		2		0		3

				早島町 ハヤシマチョウ		3				3		0		0		2

				里庄町 サトショウチョウ		3				3		0		0		0

				矢掛町 ヤカケチョウ		8				8		0		0		0

				新庄村 シンジョウソン		1				1		1		0		0

				鏡野町 カガミノチョウ		0				0		0		0		0

				勝央町 ショウオウチョウ		3				3		0		3		0

				奈義町 ナギチョウ		2				1		1		0		0

				西粟倉村 ニシアワクラソン		2				1		0		0		0

				久米南町 クメナンチョウ		4				4		4		0		0

				美咲町 ミサキチョウ		5				4		0		4		4

				吉備中央町 キビチュウオウチョウ		9				9		0		0		9

				合計 ゴウケイ		561				519		124		29		96



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				岡山県 オカヤマケン		0				0		0		0		0

				岡山市 オカヤマシ		8				0		0		0		0

				倉敷市 クラシキシ		3				3		0		0		0

				津山市 ツヤマシ		0				0		0		0		0

				玉野市 タマノシ		1				1		0		0		0

				笠岡市 カサオカシ		1				1		0		0		0

				井原市 イバラシ		2				0		0		0		2

				総社市 ソウジャシ		1				0		0		0		1

				高梁市 タカハシシ		3				0		0		0		3

				新見市 ニイミシ		1				1		0		0		1

				備前市 ビゼンシ		4				0		0		0		4

				瀬戸内市 セトウチシ		2				2		0		0		0

				赤磐市 アカイワシ		3				3		0		0		0

				真庭市 マニワシ		2

渡邊 忠政: 渡邊 忠政:
真庭中央食育センター、北房学校給食センター				0		0		0		0

				美作市 ミマサカシ		3				0		0		0		3

				浅口市 アサクチシ		1				1		0		0		0

				和気町 ワケチョウ		1				1		1		0		0

				早島町 ハヤシマチョウ		0				0		0		0		0

				里庄町 サトショウチョウ		0				0		0		0		0

				矢掛町 ヤカケチョウ		1				1		0		0		0

				新庄村 シンジョウソン		0				0		0		0		0

				鏡野町 カガミノチョウ		1				0		0		0		0

				勝央町 ショウオウチョウ		0				0		0		0		0

				奈義町 ナギチョウ		0				0		0		0		0

				西粟倉村 ニシアワクラソン		0				0		0		0		0

				久米南町 クメナンチョウ		1				1		1		0		0

				美咲町 ミサキチョウ		0				0		0		0		0

				吉備中央町 キビチュウオウチョウ		2				0		0		0		2

				合計 ゴウケイ		41				15		2		0		16







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



34広島県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ



		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				広島県 ヒロシマケン		0				0		0		0		0

				広島市 ヒロシマシ		215				215		0		0		215

				呉市 クレシ		68				59		59		0		0

				竹原市 タケハラ シ		11				11		0		0		0

				三原市 ミハラシ		30				30		0		0		0

				尾道市 オノミチシ		39				39		0		0		0

				福山市 フクヤマシ		101				101		0		101		0

				府中市 フチュウシ		13				13		0		0		0

				三次市 ミヨシシ		23				21		21		0		0

				庄原市 ショウバラシ		26				0		0		0		0

				大竹市 オオタケシ		5				5		0		0		0

				東広島市 ヒガシヒロシマシ		49				49		44		0		0

				廿日市市 ハツカイチシ		30				30		9		21		0

				安芸高田市 アキタカタシ		3				0		0		0		0

				江田島市 エタジマシ		10				0		0		0		0

				府中町 フチュウチョウ		7				7		0		0		7

				海田町 カイタチョウ		8				8		0		0		0

				熊野町 クマノチョウ		6				6		0		0		0

				坂町 サカマチ		4				4		0		0		0

				安芸太田町 アキ オオタ マチ		4				0		0		0		0

				北広島町 キタヒロシママチ		9				9		9		0		0

				大崎上島町 オオサキカミジママチ		3				3		0		0		0

				世羅町 セラマチ		7				7		0		0		0

				神石高原町 ジンセキコウゲンマチ		4				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		675				617		142		122		222



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				広島県 ヒロシマケン		0				0		0		0		0

				広島市 ヒロシマシ		2				0		0		0		2

				呉市 クレシ		2				2		0		0		0

				竹原市 タケハラ シ		1				0		0		0		0

				三原市 ミハラシ		3				3		0		0		0

				尾道市 オノミチシ		4				4		0		0		0

				福山市 フクヤマシ		2				2		0		2		0

				府中市 フチュウシ		1				1		0		1		0

				三次市 ミヨシシ		6				6		0		0		0

				庄原市 ショウバラシ		8				0		0		0		0

				大竹市 オオタケシ		1				1		0		0		0

				東広島市 ヒガシヒロシマシ		4				4		0		0		0

				廿日市市 ハツカイチシ		2				2		0		0		0

				安芸高田市 アキタカタシ		1				0		0		0		1

				江田島市 エタジマシ		1				1		0		0		0

				府中町 フチュウチョウ		0				0		0		0		0

				海田町 カイタチョウ		0				0		0		0		0

				熊野町 クマノチョウ		1				0		0		0		0

				坂町 サカマチ		1				0		0		0		0

				安芸太田町 アキ オオタ マチ		0				0		0		0		0

				北広島町 キタヒロシママチ		3				0		0		0		0

				大崎上島町 オオサキカミジママチ		3				0		0		0		0

				世羅町 セラマチ		2				0		0		0		0

				神石高原町 ジンセキコウゲンマチ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		49				26		0		0		3







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



35山口県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				山口県 ヤマグチケン		0				0		0		0		0

				下関市 シモノセキシ		64				24		0		0		0

				宇部市 ウベシ		34				17		0		0		0

				山口市 ヤマグチシ		48				48		0		0		0

				萩市 ハギシ		23				23		0		0		0

				防府市 ホウフシ		30				30		0		0		0

				下松市 クダマツシ		8				8		2		0		6

				岩国市 イワクニシ		47				41		35		0		6

				光市 ヒカリシ		16				16		0		0		0

				長門市 ナガトシ		10				10		0		0		0

				柳井市		7				7		0		0		7

				美祢市 ミネシ		17				17		17		0		17

				周南市 シュウナンシ		52				38		38		0		0

				山陽小野田市 サンヨウオノダシ		14				14		14		0		0

				周防大島町 スオウオオシマチョウ		10				9		0		0		0

				和木町 ワキチョウ		2				2		0		0		0

				上関町 カミノセキチョウ		2				1		0		1		0

				田布施町 タブセチョウ		7				0		0		0		0

				平生町 ヒラオチョウ		4				4		0		0		0

				阿武町 アブチョウ		1				1		1		0		0

				合計 ゴウケイ		396				310		107		1		36



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				山口県 ヤマグチケン		0				0		0		0		0

				下関市 シモノセキシ		1				0		0		0		0

				宇部市 ウベシ		1				0		0		0		1

				山口市 ヤマグチシ		4				4		0		0		0

				萩市 ハギシ		1				0		0		0		0

				防府市 ホウフシ		1				0		0		0		1

				下松市 クダマツシ		2				0		0		0		2

				岩国市 イワクニシ		2				2		0		0		0

				光市 ヒカリシ		1				0		0		0		0

				長門市 ナガトシ		1				1		0		0		0

				柳井市 ヤナイシ		1				1		0		0		0

				美祢市 ミネシ		3				0		0		0		3

				周南市 シュウナンシ		6				6		0		0		-

				山陽小野田市 サンヨウオノダシ		1				1		0		0		0

				周防大島町 スオウオオシマチョウ		1				1		0		0		0

				和木町 ワキチョウ		1				0		0		0		0

				上関町 カミノセキチョウ		0				0		0		0		0

				田布施町 タブセチョウ		1				0		0		0		0

				平生町 ヒラオチョウ		0				0		0		0		0

				阿武町 アブチョウ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		28				16		0		0		7







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



36徳島県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				徳島県 トクシマ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				徳島市 トクシマシ		57				57		0		0		12

				鳴門市 ナルトシ		19				19		0		0		2

				小松島市 コマツシマシ		17				16		0		0		16

				阿南市 アナンシ		35				35		0		0		35

				吉野川市 ヨシノガワシ		16				16		0		0		16

				阿波市 アワシ		16				16		0		0		16

				美馬市 ミマシ		16				16		14		1		1

				三好市 ミヨシシ		15				15		0		0		15

				勝浦町 カツウラチョウ		3				3		0		0		3

				上勝町 カミカツチョウ		2				2		0		0		2

				佐那河内村 サナゴウチ ムラ		2				2		2		0		0

				石井町 イシイチョウ		8				8		5		2		1

				神山町 カミヤマチョウ		4				4		0		0		4

				那賀町 ナカチョウ		6				6		0		0		6

				牟岐町 ムギチョウ		2				2		2		0		0

				美波町 ミナミチョウ		6				6		0		0		6

				海陽町 カイヨウチョウ		5				5		0		0		5

				松茂町 マツシゲチョウ		4				4		0		0		4

				北島町 キタジマチョウ		4				4		4		0		0

				藍住町 アイズミチョウ		6				6		6		0		0

				板野町 イタノチョウ		6				6		0		0		6

				上板町 カミイタチョウ		5				5		0		0		5

				つるぎ町 マチ		4				4		3		0		1

				東みよし町 ヒガシ マチ		6				6		6		0		0

				合計 ゴウケイ		264				263		42		3		156





		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				徳島市 トクシマシ		0				ー		ー		ー		ー

				鳴門市 ナルトシ		1				1		0		0		0

				小松島市 コマツシマシ		0				ー		ー		ー		ー

				阿南市 アナンシ		3				0		0		0		3

				吉野川市 ヨシノガワシ		1				0		0		0		1

				阿波市 アワシ		1				1		0		0		0

				美馬市 ミマシ		1				1		0		0		0

				三好市 ミヨシシ		3				0		0		0		3

				勝浦町 カツウラチョウ		0				ー		ー		ー		ー

				上勝町 カミカツチョウ		1				0		0		0		1

				佐那河内村 サナゴウチ ムラ		0				ー		ー		ー		ー

				石井町 イシイチョウ		1				1		0		0		0

				神山町 カミヤマチョウ		1				0		0		0		1

				那賀町 ナカチョウ		2				0		0		0		2

				牟岐町 ムギチョウ		0				ー		ー		ー		ー

				美波町 ミナミチョウ		0				0		0		0		0

				海陽町 カイヨウチョウ		2				2		0		0		0

				松茂町 マツシゲチョウ		1				0		0		0		1

				北島町 キタジマチョウ		1				1		0		0		0

				藍住町 アイズミチョウ		0				ー		ー		ー		ー

				板野町 イタノチョウ		1				1		0		0		0

				上板町 カミイタチョウ		1				0		0		0		1

				つるぎ町 マチ		1				1		0		0		0

				東みよし町 ヒガシ マチ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		23				10		0		0		13







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



37香川県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				香川県 カガワ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				香川県 カガワ ケン		27				27		0		0		27

				高松市 タカマツ シ		70				70		0		0		0

				丸亀市 マルガメ シ		23				0		0		0		0

				坂出市 サカイデシ		12				0		0		0		0

				善通寺市 ゼンツウジシ		10				10		0		0		0

				観音寺市 カンオンジシ		14				14		0		0		0

				さぬき市		7				7		0		0		0

				東かがわ市		6				0		0		0		0

				三豊市		25				3		0		0		0

				土庄町		3				0		0		0		0

				小豆島町		5				0		0		0		0

				三木町		5				5		5		0		0

				直島町		2				1		1		0		0

				宇多津町		3				3		0		0		0

				綾川町		6				5		0		0		0

				琴平町		4				4		0		0		0

				多度津町		5				0		0		0		0

				まんのう町		7				6		0		6		0

				三豊市観音寺市学校組合 ミトヨシ カンオンジシ ガッコウクミアイ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		235				156		6		6		27



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				香川県 カガワ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				香川県 カガワ ケン		0				0		0		0		0

				高松市 タカマツ シ		7				0		0		0		0

				丸亀市 マルガメ シ		4				0		0		0		4

				坂出市 サカイデシ		1				0		0		0		1

				善通寺市 ゼンツウジシ		1				0		0		0		0

				観音寺市 カンオンジシ		2				2		0		0		2

				さぬき市		2				2		0		0		0

				東かがわ市		1				0		0		0		0

				三豊市		3				3		0		0		0

				土庄町		1				0		0		0		0

				小豆島町		1				0		0		0		0

				三木町		1				1		0		0		0

				直島町		0				0		0		0		0

				宇多津町		1				0		0		0		0

				綾川町		1				0		0		0		0

				琴平町		1				0		0		0		0

				多度津町		1				0		0		0		0

				まんのう町		1				0		0		1		0

				三豊市観音寺市学校組合 ミトヨシ カンオンジシ ガッコウクミアイ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		29				8		0		1		7







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



38愛媛県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				松山市 マツヤマシ		99				99		88		0		11

				今治市 イマバリシ		41				40		0		0		0

				宇和島市 ウワジマシ		33				33		0		0		33

				八幡浜市 ヤワタハマシ		16				16		16		0		0

				新居浜市 ニイハマシ		31				31		0		0		0

				西条市 サイジョウシ		40				40		35		5		0

				大洲市 オオズシ		35				32		30		0		2

				伊予市 イヨシ		14				14		0		13		0

				四国中央市 シコクチュウオウシ		27				27		24		0		3

				西予市 セイヨシ		21				21		0		0		0

				東温市 トウオンシ		9				9		6		0		3

				上島町 カミジマチョウ		6				6		0		0		6

				久万高原町 マチ		12				12		0		0		0

				松前町 マサキチョウ		6				0		0		0		0

				砥部町 トベチョウ		7				7		1		0		0

				内子町 ウチコチョウ		11				10		2		8		0

				伊方町 イカタチョウ		8				8		0		8		0

				松野町 マツノチョウ		2				0		0		0		0

				鬼北町 キ		8				8		8		0		0

				愛南町 アイナンチョウ		22				22		0		0		0

				合計 ゴウケイ		448				435		210		34		58



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				愛媛県 エヒメケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				松山市 マツヤマシ		14				14		0		0		0

				今治市 イマバリシ		10				10		0		0		0

				宇和島市 ウワジマシ		3				0		0		0		3

				八幡浜市 ヤワタハマシ		1				0		0		0		1

				新居浜市 ニイハマシ		2				0		0		0		2

				西条市 サイジョウシ		2				2		0		0		0

				大洲市 オオズシ		1				1		0		0		0

				伊予市 イヨシ		1				0		0		1		0

				四国中央市 シコクチュウオウシ		2				2		0		0		0

				西予市 セイヨシ		3				0		0		0		3

				東温市 トウオンシ		1				1		0		0		0

				上島町 カミジマチョウ		2				0		0		0		2

				久万高原町 マチ		2				0		0		0		2

				松前町 マサキチョウ		1				0		0		0		1

				砥部町 トベチョウ		1				1		0		0		0

				内子町 ウチコチョウ		2				2		0		0		0

				伊方町 イカタチョウ		1				0		0		1		0

				松野町 マツノチョウ		1				0		0		0		1

				鬼北町 キ		2				2		0		0		0

				愛南町 アイナンチョウ		1				0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		53				35		0		3		15







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



39高知県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				高知県 コウチ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				高知市 コウチシ		60				60		45		0		0

				室戸市 ムロトシ		9				9		0		9		0

				安芸市 アキシ		11				11		0		0		0

				南国市 ナンコクシ		20				16		0		16		0

				土佐市 トサシ		14				14		10		4		0

				須崎市 スサキシ		8				8		7		0		0

				宿毛市 スクモシ		12				12		0		0		0

				土佐清水市 トサシミズシ		10				10		0		0		0

				四万十市 シマントシ		14				14		0		0		0

				香南市 コウナンシ		12				12		12		0		0

				香美市 カミシ		10				10		10		0		0

				東洋町 トウヨウ チョウ		4				2		0		0		0

				奈半利町 ナハリチョウ		2				2		0		0		0

				田野町 タノ チョウ		3				3		3		0		0

				安田町 ヤスダチョウ		1				1		1		0		0

				北川村 キタガワムラ		2				2		0		0		0

				馬路村 ウマジ ムラ		3				3		3		0		0

				芸西村 ゲイセイ ムラ		1				1		1		0		0

				本山町 モトヤマ チョウ		3				3		0		3		0

				大豊町 オオトヨ チョウ		1				1		0		0		1

				土佐町 トサ チョウ		1				0		0		0		0

				大川村 オオカワムラ		1				0		0		0		0

				いの町 チョウ		10				10		0		0		0

				仁淀川町 ニヨドガワ チョウ		4				4		4		0		4

				中土佐町 ナカトサ チョウ		5				5		0		0		0

				佐川町 サカワ チョウ		8				8		0		0		0

				越知町 オチ チョウ		2				2		2		0		0

				梼原町 ユスハラチョウ		2				1		0		0		0

				日高村 ヒダカ ムラ		6				6		0		0		6

				津野町 ツノ チョウ		4				4		4		0		0

				四万十町 シマントチョウ		14				14		14		0		0

				大月町 オオツキ チョウ		2				2		0		0		2

				三原村 ミハラ ムラ		2				2		0		0		0

				黒潮町 クロシオ チョウ		6				6		0		6		0

				合計 ゴウケイ		267				258		116		38		13



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				高知市 コウチシ		3				3		0		0		0

				室戸市 ムロトシ		2				0		0		2		2

				安芸市 アキシ		1				1		0		0		1

				南国市 ナンコクシ		1				0		0		1		0

				土佐市 トサシ		1				1		0		0		0

				須崎市 スサキシ		0				0		0		0		0

				宿毛市 スクモシ		0				0		0		0		0

				土佐清水市 トサシミズシ		1				1		0		0		0

				四万十市 シマントシ		4				4		0		0		0

				香南市 コウナンシ		1				1		0		0		0

				香美市 カミシ		3				0		0		0		3

				東洋町 トウヨウ チョウ		0				0		0		0		0

				奈半利町 ナハリチョウ		1				0		0		0		0

				田野町 タノ チョウ		1				1		0		0		0

				安田町 ヤスダチョウ		0				0		0		0		0

				北川村 キタガワムラ		1				0		0		0		0

				馬路村 ウマジ ムラ		0				0		0		0		0

				芸西村 ゲイセイ ムラ		1				1		0		0		0

				本山町 モトヤマ チョウ		1				0		0		1		0

				大豊町 オオトヨ チョウ		0				0		0		0		0

				土佐町 トサ チョウ		0				0		0		0		0

				大川村 オオカワムラ		1				0		0		0		0

				いの町 チョウ		3				1		1		0		1

				仁淀川町 ニヨドガワ チョウ		1				1		0		0		1

				中土佐町 ナカトサ チョウ		1				0		0		0		0

				佐川町 サカワ チョウ		1				0		0		0		0

				越知町 オチ チョウ		1				1		0		0		0

				梼原町 ユスハラチョウ		0				0		0		0		0

				日高村 ヒダカ ムラ		1

ioas_user: 日高中学校併設の調理場
→日下小学校・能津小学校からみると独立				0		0		0		1

				津野町 ツノ チョウ		2				2		0		0		2

				四万十町 シマントチョウ		3				0		0		0		0

				大月町 オオツキ チョウ		0				0		0		0		0

				三原村 ミハラ ムラ		1				0		0		0		0

				黒潮町 クロシオ チョウ		2				0		0		2		0

				合計 ゴウケイ		39				18		1		6		11







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				福岡県 フクオカケン		102

福岡県: 県立学校				102		1		0		101

				北九州市 キタキュウシュウシ		193				192		0		0		0

				福岡市 フクオカシ		214

地域防災課_中村: 地域防災課_中村:
・小中連携校は、１校でカウント
・曲渕小（休校中）は含む
・福岡きぼう中学校は、指定避難所でないため、含まない
・特別支援学校は、指定避難所でないため、含まない				146

FINE_User: 給食運営課_松﨑:
・小学校のみ
・小中連携校は、１校でカウント
・曲渕小（休校中）は含まない		0		146		0

				大牟田市		28				28		0		0		28

				久留米市		64				49		0		0		0

				直方市		15				15		15		0		0

				飯塚市		23				23		23		0		0

				田川市		11				11		11		0		0

				柳川市		25				25		25		0		0

				八女市		3				3		0		0		3

				筑後市		14				14		0		0		0

				大川市		10				10		0		0		10

				行橋市		13				13		0		0		13

				豊前市		14				14		14		0		0

				中間市		10				6		0		6		0

				小郡市		13				8		0		0		0

				筑紫野市		16				16		0		0		0

				春日市		18				18		0		0		0

				大野城市		15				15		15		0		0

				宗像市		21				21		20		0		0

				太宰府市		11				11		0		0		0

				古賀市		11				0		0		0		0

				福津市		10				7		0		0		0

				うきは市		9				9		0		0		9

				宮若市		6				2		1		0		0

				嘉麻市		10				10		0		10		0

				朝倉市		17				17		17		0		0

				みやま市		11				9		0		0		0

				糸島市		22				22		0		0		0

				那珂川市		10				10		10		0		0

				宇美町		6				6		6		0		0

				篠栗町		6				6		0		0		0

				志免町		6				6		0		0		6

				須恵町		4				4		4		0		0

				新宮町		8				8		0		0		8

				久山町		3				2		2		0		0

				粕屋町		6				6		0		6		0

				芦屋町		0				0		0		0		0

				水巻町		7				7		7		0		0

				岡垣町		7				7		0		0		7

				遠賀町		5				0		0		0		0

				小竹町		4				4		4		0		0

				鞍手町		7				7		7		0		0

				桂川町		3				3		3		0		0

				筑前町		6				6		0		0		0

				東峰村		1				1		0		0		1

				大刀洗町		5				5		5		0		0

				大木町		4				4		0		0		0

				広川町		4				4		4		0		0

				香春町		2				2		2		0		0

				添田町		6				6		0		0		0

				糸田町		2				1		0		0		1

				川崎町		5				5		0		0		0

				大任町		3				3		0		3		0

				赤村		2				0		0		0		0

				福智町		8				2		2		0		0

				苅田町		7				7		0		0		0

				みやこ町		10				10		0		0		0

				吉富町		2				2		0		2		0

				上毛町		2				2		0		0		0

				築上町		10				10		0		0		0

				合計 ゴウケイ		1090				962		198		173		187



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				北九州市 キタキュウシュウシ		0				0		0		0		0

				福岡市 フクオカシ		3

FINE_User: 給食運営課_松﨑：
給食センター		

福岡県: 県立学校				1		0		0		0

				大牟田市		1				0		0		0		1

				久留米市		2				0		0		0		0

				直方市		0				0		0		0		0

				飯塚市		0				0		0		0		0

				田川市		0				0		0		0		0

				柳川市		3				3		0		0		0

				八女市		1				0		0		0		1

				筑後市		0				0		0		0		0

				大川市		1				0		0		0		1

				行橋市		1				1		0		0		0

				豊前市		0				0		0		0		0

				中間市		0				0		0		0		0

				小郡市		1				0		0		0		0

				筑紫野市		1				0		0		0		0

				春日市		0				0		0		0		0

				大野城市		0				0		0		0		0

				宗像市		0				0		0		0		0

				太宰府市		0				0		0		0		0

				古賀市		1				1		0		0		0

				福津市		2				3		0		0		0

				うきは市		0				0		0		0		0

				宮若市		1				1		0		0		0

				嘉麻市		0				0		0		0		0

				朝倉市		0				0		0		0		0

				みやま市		1				0		0		0		0

				糸島市		0				0		0		0		0

				那珂川市		0				0		0		0		0

				宇美町		0				0		0		0		0

				篠栗町		0				0		0		0		0

				志免町		0				0		0		0		0

				須恵町		0				0		0		0		0

				新宮町		0				0		0		0		0

				久山町		0				0		0		0		0

				粕屋町		1				1		0		0		0

				芦屋町		1				0		0		0		1

				水巻町		0				0		0		0		0

				岡垣町		1				0		0		0		1

				遠賀町		1				1		0		0		0

				小竹町		1				1		0		0		0

				鞍手町		1				1		0

鞍手町: 鞍手町:
学校給食調理受託業者に協力要請済み。(契約上)
なお、大型調理機器を使用するため、一般の避難者では、使用は困難と思われるため。
		

地域防災課_中村: 地域防災課_中村:
・小中連携校は、１校でカウント
・曲渕小（休校中）は含む
・福岡きぼう中学校は、指定避難所でないため、含まない
・特別支援学校は、指定避難所でないため、含まない				

FINE_User: 給食運営課_松﨑:
・小学校のみ
・小中連携校は、１校でカウント
・曲渕小（休校中）は含まない				0		0

				桂川町		1				1		0		0		0

				筑前町		0				0		0		0		0

				東峰村		0				0		0		0		0

				大刀洗町		5				5		5		0		0

				大木町		1				0		0		0		0

				広川町		0				0		0		0		0

				香春町		1				1		0		0		0

				添田町		0				0		0		0		0

				糸田町		0				0		0		0		0

				川崎町		1				1		0		0		0

				大任町		3				3		0		0		0

				赤村		1				0		0		0		0

				福智町		1				1		0		0		0

				苅田町		1				0		0		0		0

				みやこ町		1				0		0		0		0

				吉富町		0				0		0		0		0

				上毛町		0				0		0		0		0

				築上町		9				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		50				26		5		0		5











＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				佐賀県 サガ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				佐賀県 サガ ケン		32				32		0		0		0

				佐賀市 サガ シ		49				24		0		0		0

				唐津市 カラツ シ		62				48		0		48		0

				鳥栖市 トス シ		12				12		0		0		0

				多久市 タクシ		3				3		0		0		0

				伊万里市 イマリシ		17				16		0		0		0

				武雄市 タケオシ		14				14		14		0		0

				鹿島市 カシマシ		10				9		0		0		0

				小城市 オギ シ		12				11		0		0		0

				嬉野市 ウレシノシ		12				12		0		0		0

				神埼市 カンザキシ		12				12		0		0		0

				吉野ヶ里町 ヨシノガリチョウ		4				4		0		0		0

				基山町 キヤマチョウ		3				3		0		0		0

				上峰町 カミミネ マチ		2				2		0		0		0

				みやき町 チョウ		7				3		0		0		0

				玄海町 ゲンカイチョウ		1				1		0		0		1

				有田町 アリタチョウ		4				4		0		0		0

				大町町 オオマチチョウ		1				1		0		0		0

				江北町 コウホクマチ		2				2		0		0		0

				白石町 シロイシ マチ		9				9		9		0		0

				太良町 タラチョウ		4				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		272				222		23		48		1



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				佐賀県 サガ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				佐賀市 サガ シ		4				0		0		0		0

				唐津市 カラツ シ		2				2		0		0		0

				鳥栖市 トスシ		2				0		0		0		0

				多久市 タクシ		1				1		0		0		0

				伊万里市 イマリシ		1				0		0		0		0

				武雄市 タケオシ		1				1		0		0		0

				鹿島市 カシマシ		1				0		0		0		0

				小城市 オギシ		2				0		0		0		0

				嬉野市 ウレシノシ		2				0		0		0		0

				神埼市 カンザキシ		1				0		0		0		0

				基山町 キヤマチョウ		1				0		0		0		0

				みやき町 チョウ		1				0		0		0		0

				大町町 オオマチ マチ		1				1		0		0		0

				江北町 コウホクマチ		1				0		0		0		0

				白石町 シロイシ チョウ		1				0		0		0		0

				太良町 タラチョウ		1				0		0		0		0



				合計 ゴウケイ		23				5		0		0		0







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



42長崎県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				長崎県 ナガサキ ケン		61				59		6		0		53

				長崎市		77				77		0		0		0

				佐世保市		72				71		38		0		0

				島原市		15				14		0		14		0

				諫早市		26				26		26		0		0

				大村市		21				20		20		0		0

				平戸市		22				22		0		0		22

				松浦市		15				12		0		0		0

				対馬市		24				24		0		0		0

				壱岐市		21				21		0		0		0

				五島市		12				12		0		0		12

				西海市		13				13		0		0		0

				雲仙市		24				24		24		0		0

				南島原市		13				13		0		0		0

				長与町		8				8		0		0		0

				時津町		6				6		0		0		6

				東彼杵町		3				3		3		0		0

				川棚町		4				4		4		0		0

				波佐見町		4				4		4		0		0

				小値賀町		2				2		0		0		2

				佐々町		3				3		0		3		0

				新上五島町		11				11		11		0		0

				合計 ゴウケイ		457				449		136		17		95



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				長崎県 ナガサキ ケン		0				0		0		0		0

				長崎市		5				0		0		0		0

				佐世保市		5				0		0		0		0

				島原市		1				0		0		1		0

				諫早市		2				2		0		0		0

				大村市		2				2		0		0		0

				平戸市		5				0		0		3		2

				松浦市		3				0		0		0		0

				対馬市		6				0		0		0		0

				壱岐市		1				0		0		0		1

				五島市		4				0		0		0		4

				西海市		4				0		0		0		0

				雲仙市		2				2		0		0		0

				南島原市		1				0		0		0		0

				長与町		1				0		0		0		0

				時津町		2				2		0		0		0

				東彼杵町		1				1		0		0		0

				川棚町		1				0		0		0		0

				波佐見町		1				0		0		0		1

				小値賀町		1				0		0		0		1

				佐々町		0				0		0		0		0

				新上五島町		2				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		50				9		0		4		9







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



43熊本県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				熊本県 クマモト ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				熊本市		137				137		0		0		0

				八代市		29				29		0		0		0

				人吉市 ヒトヨシ シ		9				0		0		0		0

				荒尾市		13				0		0		0		13

				水俣市 ミナマタシ		6				0		0		0		0

				玉名市		24				24		0		21		3

				山鹿市		7				7		0		0		0

				菊池市		15				15		15		0		0

				宇土市		11				0		0		0		0

				上天草市 カミ アマクサ シ		15				15		0		0		15

				宇城市 ウキ シ		16				16		16		0		0

				阿蘇市 アソ シ		7				7		0		0		0

				天草市 アマクサシ		24				0		0		0		0

				合志市 コウシ シ		11				7		0		0		7

				美里町 ビ サト マチ		5				5		0		0		0

				玉東町		3				3		0		0		0

				南関町		5				0		0		0		0

				長洲町		5				5		5		0		0

				和水町 ナゴミ マチ		3				0		0		0		0

				大津町		12				11		0		0		0

				菊陽町		8				8		8		0		0

				南小国町 ミナミオグニマチ		2				2		0		0		0

				小国町 オグニマチ		2				2		2		0		0

				産山村 ウブヤマ ムラ		1				1		0		1		0

				高森町 タカモリマチ		4				4		4		0		0

				西原村 ニシハラ ムラ		3				3		0		0		0

				南阿蘇村 ミナミ アソ ムラ		1				1		0		0		1

				御船町		8				8		0		0		7

				嘉島町		3				0		0		0		0

				益城町		7				0		0		0		0

				甲佐町		5				5		5		0		0

				山都町 ヤマ ト		5				4		0		0		0

				氷川町 ヒカワ チョウ		5				5		0		0		5

				芦北町		8				8		0		0		0

				津奈木町 ツナギ マチ		2				2		2		0		0

				錦町 ニシキマチ		4				0		0		0		0

				多良木町 タラギ マチ		4				4		0		0		0

				湯前町		2				2		0		0		0

				水上村 ミズカミムラ		0				0		0		0		0

				相良村 サガラムラ		0				0		0		0		0

				五木村 イツキムラ		1				1		0		0		1

				山江村 ヤマエムラ		2				2		0		0		2

				球磨村 クマ ムラ		1				1		0		0		1

				あさぎり町 マチ		6				0		0		0		0

				苓北町		6				6		0		0		0

				合計 ゴウケイ		447				350		57		22		55



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				熊本県 クマモト ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				熊本市		13				13		0		0		0

				八代市		6				0		0		0		0

				人吉市 ヒトヨシ シ		1				1		0		0		0

				荒尾市		1				1		0		0		0

				水俣市 ミナマタシ		1				1		0		0		0

				玉名市		3				0		0		3		0

				山鹿市		0				0		0		0		0

				菊池市		3				3		3		0		0

				宇土市		1				0		0		0		1

				上天草市 カミ アマクサ シ		10				0		0		0		10

				宇城市 ウキ シ		1				1		0		0		0

				阿蘇市 アソ シ		1				1

				天草市 アマクサシ		6				0		0		0		6

				合志市 コウシ シ		1				0		0		0		1

				美里町 ビ サト マチ		0				0		0		0		0

				玉東町		1				1		0		0		0

				南関町		1				0		0		0		0

				長洲町		1				1		0		0		0

				和水町 ナゴミ マチ		2				0		0		0		2

				大津町		1				1		0		0		1

				菊陽町		0				0		0		0		0

				南小国町 ミナミオグニマチ		0				0		0		0		0

				小国町 オグニマチ		1				1		0		0		0

				産山村 ウブヤマ ムラ		1				1		1

				高森町 タカモリマチ		1				0		0		0		0

				西原村 ニシハラ ムラ		0				0		0		0		0

				南阿蘇村 ミナミ アソ ムラ		1				0		0		0		1

				御船町		1				1		0		0		0

				嘉島町		1				1		0		0		0

				益城町		1				1		0		0		0

				甲佐町		1				1		0		0		0

				山都町 ヤマ ト		0				0		0		0		0

				氷川町 ヒカワ チョウ		1				0		0		0		1

				芦北町		1				0		0		0		1

				津奈木町 ツナギ マチ		1				0		0		0		0

				錦町 ニシキマチ		1				0		0		0		1

				多良木町 タラギ マチ		1				1		0		0		0

				湯前町		0				0		0		0		0

				水上村 ミズカミムラ		1				0		0		1		1

				相良村 サガラムラ		1				0		0		0		1

				五木村 イツキムラ		0				0		0		0		0

				山江村 ヤマエムラ		0				0		0		0		0

				球磨村 クマ ムラ		0				0		0		0		0

				あさぎり町 マチ		1				0		0		0		1

				苓北町		1				1		1		0		1

				合計 ゴウケイ		71				32		5		4		29



＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



44大分県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				大分県 オオイタケン		40				40		4		1		35

				中津市 ナカツシ		26				26		0		0		26

				豊後高田市 ブンゴタカダシ		16				14		14		0		0

				宇佐市 ウサシ		31				31		0		0		0				※宇佐市：現時点で学校に周知する予定はないとのこと。 ウサシ ゲンジテン ガッコウ シュウチ ヨテイ

				姫島村 ヒメシマムラ		2				2		2		0		0

				国東市 クニサキシ		11				11		0		0		11

				杵築市 キツキシ		8				8		0		8		0

				日出町 ヒジマチ		7				7		0		0		7

				別府市 ベップシ		20				20		20		0		0

				大分市 オオイタシ		71				71		71		0		0

				臼杵市 ウスキシ		18				18		18		0		0

				津久見市 ツクミシ		7				6		6		0		0

				由布市 ユフシ		13				13		0		0		13

				佐伯市 サイキシ		17				17		0		0		17				※佐伯市：「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の「避難所指定学校数」に間違いがあり、 サイキシ ヒナンジョ シテイ ガッコウスウ マチガ

				竹田市 タケタシ		14				14		0		0		14				　　　　　　今回の「17」が正しいとのこと。 コンカイ タダ

				豊後大野市 ブンゴオオノシ		17				17		17		0		0

				日田市 ヒタシ		26				26		0		0		0				※日田市：学校が避難所となった場合でも、弁当を配給することで対応することから、 ヒタシ ガッコウ ヒナンジョ バアイ ベントウ ハイキュウ タイオウ

				玖珠町 クスマチ		4				4		0		0		4				　　　　　学校の調理設備を利用することは想定しておらず、学校への周知も行わないとのこと。 ガッコウ チョウリセツビ リヨウ ソウテイ ガッコウ シュウチ オコナ

				九重町 ココノエマチ		7				7		7		0		0

				合計 ゴウケイ		355				352		159		9		127



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				大分県 オオイタケン		0				0		0		0		0

				中津市 ナカツシ		4				0		0		0		4

				豊後高田市 ブンゴタカダシ		1				1		0		0		0

				宇佐市 ウサシ		2				2		0		0		0

				姫島村 ヒメシマムラ		1				1		0		0		0

				国東市 クニサキシ		3				0		0		0		3

				杵築市 キツキシ		1				0		0		1		0

				日出町 ヒジマチ		1				1		0		0		0

				別府市 ベップシ		2				2		0		0		0

				大分市 オオイタシ		2				2		0		0		0

				臼杵市 ウスキシ		1				0		0		0		1

				津久見市 ツクミシ		1				1		0		0		0

				由布市 ユフシ		1				0		0		0		1

				佐伯市 サイキシ		5				0		0		0		5

				竹田市 タケタシ		2				0		0		0		2

				豊後大野市 ブンゴオオノシ		2				2		0		0		0

				日田市 ヒタシ		4				4		0		0		0

				玖珠町 クスマチ		1				0		0		0		1

				九重町 ココノエマチ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		35				17		0		1		17







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



45宮崎県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				宮崎県 ミヤザキケン		37				30		12		1		17

				宮崎市 ミヤザキシ		70				70		0		0		0

				国富町 クニトミマチ		7				7		0		0		0

				綾町 アヤマチ		2				2		2		0		0

				日南市 ニチナンシ		7				7		0		0		0

				串間市 クシマシ		1				1		0		1		0

				西都市 サイトシ		14				14		0		0		0

				高鍋町 タカナベマチ		2				2		0		0		0

				新富町 シントミマチ		6				5		0		0		0

				西米良村 ニシメラ ソン		0				0		0		0		0

				木城町 キジョウチョウ		1				1		0		1		0

				川南町 カワミナミ マチ		7				7		0		0		0

				都農町 ツノマチ		5				4		0		0		0

				都城市 ミヤコノジョウシ		47				47		2		0		0

				三股町 ミマタマチ		7				7		0		7		0

				小林市 コバヤシシ		21				21		0		0		0

				えびの市 シ		9				9		0		0		0

				高原町 タカハル マチ		3				2		0		0		0

				延岡市 ノベオカシ		38				38		38		0		0

				日向市 ヒュウガシ		22				22		18		4		0

				門川町 カドガワ マチ		5				5		0		0		0

				諸塚村 モロツカソン		3				3		0		0		3

				椎葉村 シイバソン		6				3		3		0		0

				美郷町 ミサトマチ		3				3		0		0		0

				高千穂町 タカチホマチ		4				4		0		0		4

				日之影町 ヒノカゲ マチ		2				2		0		0		2

				五ヶ瀬町 ゴカセマチ		1				1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		330				317		75		15		26



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				宮崎県 ミヤザキケン		0				0		0		0		0

				宮崎市 ミヤザキシ		5				0		0		0		0

				国富町 クニトミマチ		1				0		0		0		0

				綾町 アヤマチ		0				0		0		0		0

				日南市 ニチナンシ		1				1		0		0		0

				串間市 クシマシ		1				1		0		0		0

				西都市 サイトシ		1				0		0		0		1

				高鍋町 タカナベマチ		1				0		0		0		0

				新富町 シントミマチ		2				0		0		0		0

				西米良村 ニシメラ ソン		1				0		0		0		1

				木城町 キジョウチョウ		1				0		0		0		1

				川南町 カワミナミ マチ		1				0		0		0		0

				都農町 ツノマチ		1				0		0		0		1

				都城市 ミヤコノジョウシ		5				0		0		5		0

				三股町 ミマタマチ		1				1		0		0		0

				小林市 コバヤシシ		3				3		0		0		0

				えびの市 シ		1				1		0		1		0

				高原町 タカハル マチ		0				0		0		0		0

				延岡市 ノベオカシ		1				1		1		0		0

				日向市 ヒュウガシ		1				1		0		0		0

				門川町 カドガワ マチ		1				1		0		0		0

				諸塚村 モロツカソン		0				0		0		0		0

				椎葉村 シイバソン		0				0		0		0		0

				美郷町 ミサトマチ		0				0		0		0		0

				高千穂町 タカチホマチ		0				0		0		0		0

				日之影町 ヒノカゲ マチ		0				0		0		0		0

				五ヶ瀬町 ゴカセマチ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		29				10		1		6		4







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



46鹿児島県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				鹿児島県 カゴシマケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				鹿児島県 カゴシマケン		0				0		0		0		0

				鹿児島市 カゴシマシ		111				62		0		0		111

				鹿屋市 カノヤシ		24				24		0		0		24

				枕崎市 マクラザキシ		8				0		0		0		0

				阿久根市 アクネシ		8				8		0		0		0

				出水市 イズミシ		23				22		0		0		0

				指宿市 イブスキシ		17				17		2		0		0

				西之表市 ニシノオモテシ		12				0		0		0		0

				垂水市		6				0		0		0		0

				薩摩川内市		32				32		0		0		0

				日置市		2				2		0		0		0

				曽於市		20				20		0		0		20

				霧島市		28				28		3		25		0

				いちき串木野市		15				15		0		0		0

				南さつま市		10				9		6		3		0

				志布志市		19				19		0		0		19

				奄美市		24				22		0		0		0

				南九州市		22				22		22		0		0

				伊佐市 イサ シ		0				0		0		0		0

				姶良市		25				7		0		0		0

				三島村		0				0		0		0		0

				十島村		7				0		0		0		0

				さつま町		7				0		0		0		0

				長島町		9				9		0		0		0

				湧水町		7				7		0		0		7

				大崎町		7				0		0		0		0

				東串良町		3				3		0		3		0

				錦江町		6				0		0		0		0

				南大隅町		3				3		0		0		3

				肝付町		2				2		0		0		0

				中種子町		7				0		0		0		0

				南種子町		9				9		9		0		0

				屋久島町		11				10		0		0		0

				大和村		6				0		0		0		0

				宇検村		5				5		0		0		5

				瀬戸内町		18				8		0		8		0

				龍郷町		11				0		0		0		0

				喜界町		2				2		2		0		0

				徳之島町		0				0		0		0		0

				天城町		8				0		0		0		0

				伊仙町		11				0		0		0		0

				和泊町		6				6		6		0		0

				知名町		7				7		0		0		0

				与論町		5				5		4		0		0

				合計 ゴウケイ		563				385		54		39		189



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				鹿児島県 カゴシマケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				鹿児島県 カゴシマケン		0				0		0		0		0

				鹿児島市 カゴシマシ		6				0		0		0		6

				鹿屋市 カノヤシ		3				0		0		0		3

				枕崎市 マクラザキシ		1				0		0		0		0

				阿久根市 アクネシ		1				0		0		0		0

				出水市 イズミシ		1				0		0		0		0

				指宿市 イブスキシ		2				0		0		0		0

				西之表市 ニシノオモテシ		1				1		0		0		0

				垂水市		1				0		0		1		0

				薩摩川内市		5				0		0		0		0

				日置市		3				0		0		0		0

				曽於市		1				0		0		1		1

				霧島市		6				6		0		0		0

				いちき串木野市		1				0		0		0		1

				南さつま市		1				0		0		1		0

				志布志市		1				0		0		0		1

				奄美市		2				0		0		0		0

				南九州市		1				0		0		0		1

				伊佐市 イサ シ		0				0		0		0		0

				姶良市		3				0		0		0		0

				三島村		0				0		0		0		0

				十島村		0				0		0		0		0

				さつま町		0				0		0		0		0

				長島町		1				0		0		1		0

				湧水町		1				0		0		0		1

				大崎町		1				0		0		0		0

				東串良町		1				1		0		1		0

				錦江町		1				0		0		0		0

				南大隅町		0				0		0		0		0

				肝付町		1				0		0		0		0

				中種子町		1				0		0		0		1

				南種子町		1				1		0		0		0

				屋久島町		4				0		0		0		0

				大和村		1				0		0		0		0

				宇検村		0				0		0		0		0

				瀬戸内町		3				0		0		3		0

				龍郷町		1				0		0		0		0

				喜界町		1				1		0		0		0

				徳之島町		1				0		0		0		0

				天城町		15				15		0		0		0

				伊仙町		1				0		0		1		0

				和泊町		1				1		0		0		0

				知名町		1				1		0		0		0

				与論町		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		78				28		0		9		15







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



47沖縄県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				那覇市 ナハシ		53				10		0		0		0

				宜野湾市 ギノワンシ		13				13		0		0		13

				石垣市 イシガキシ		22				8		0		0		8

				浦添市 ウ		19				0		0		0		0

				名護市 ナゴシ		10				9		0		0		9

				糸満市 イトマンシ		11				11		0		11		0

				沖縄市 オキナワシ		23				23		0		0		0

				豊見城市 トミグスクシ		9				9		9		0		0

				うるま市 シ		21				21		0		0		0

				宮古島市 ミヤコジマシ		29				29		0		0		0

				南城市 ナンジョウシ		13				13		0		0		0

				国頭村 クニガミソン		6				6		6		0		0

				大宜味村 オオギミ ソン		3				0		0		0		0

				東村 ヒガシソン		4				4		4		0		0

				今帰仁村 ナキジンソン		4				4		0		0		4

				本部町 モトブチョウ		6				6		0		0		0

				恩納村 オンナソン		5				5		0		0		0

				宜野座村 ギノザソン		5				0		0		0		0

				金武町 キンチョウ		2				0		0		0		0

				伊江村 イエソン		3				3		0		0		0

				読谷村 ヨミタンソン		7				7		7		0		0

				嘉手納町 カデナチョウ		4				0		0		0		0

				北谷町 チャタンチョウ		6				0		0		0		6

				北中城村 キタナカグスクソン		3				3		0		0		0

				中城村 ナカグスクソン		4				4		0		0		0

				西原町 ニシハラチョウ		6				0		0		0		0

				与那原町 ヨナバルチョウ		3				0		0		0		0

				南風原町 ハエバルチョウ		7				7		1		6		0

				渡嘉敷村 トカシキソン		3				1		0		0		0

				座間味村 ザマミソン		3				1		0		0		0

				粟国村 アグニソン		0				0		0		0		0

				渡名喜村 トナキソン		1				1		0		1		0

				南大東村 ミナミダイトウソン		1				1		0		1		1

				北大東村 キタダイトウソン		1				0		0		0		0

				伊平屋村 イヘヤソン		3				3		0		3		0

				伊是名村 イゼナソン		2				0		0		0		0

				久米島町 クメジマチョウ		6				6		0		0		0

				八重瀬町 ヤエセチョウ		6				6		0		0		0

				多良間村 タラマソン		2				0		0		0		0

				竹富町 タケトミチョウ		12				6		0		0		0

				与那国町 ヨナグニチョウ		2				2		0		0		0

				合計 ゴウケイ		343				222		27		22		41



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				那覇市 ナハシ		13				3		0		0		0

				宜野湾市 ギノワンシ		2				0		0		0		2

				石垣市 イシガキシ		1				0		0		0		0

				浦添市 ウ		2				0		0		0		2

				名護市 ナゴシ		5				0		0		0		5

				糸満市 イトマンシ		1				0		0		0		1

				沖縄市 オキナワシ		3				3		0		0		0

				豊見城市 トミグスクシ		1				0		0		0		1

				うるま市 シ		4				0		0		0		0

				宮古島市 ミヤコジマシ		5				0		0		0		0

				南城市 ナンジョウシ		1				1		0		0		0

				国頭村 クニガミソン		1				1		0		0		0

				大宜味村 オオギミ ソン		1				0		0		0		0

				東村 ヒガシソン		1				1		1		0		1

				今帰仁村 ナキジンソン		1				0		0		0		1

				本部町 モトブチョウ		1				1		0		0		0

				恩納村 オンナソン		1				0		0		0		1

				宜野座村 ギノザソン		1				0		0		0		0

				金武町 キンチョウ		1				0		0		0		0

				伊江村 イエソン		1				1		1		1		0

				読谷村 ヨミタンソン		2				2		0		0		2

				嘉手納町 カデナチョウ		1				1		0		0		0

				北谷町 チャタンチョウ		1				1		0		0		1

				北中城村 キタナカグスクソン		1				0		0		0		0

				中城村 ナカグスクソン		1				0		0		0		0

				西原町 ニシハラチョウ		1				0		0		0		0

				与那原町 ヨナバルチョウ		1				0		0		0		0

				南風原町 ハエバルチョウ		1				0		0		1		0

				渡嘉敷村 トカシキソン		0				0		0		0		0

				座間味村 ザマミソン		0				0		0		0		0

				粟国村 アグニソン		0				0		0		0		0

				渡名喜村 トナキソン		0				0		0		0		0

				南大東村 ミナミダイトウソン		0				0		0		0		0

				北大東村 キタダイトウソン		0				0		0		0		0

				伊平屋村 イヘヤソン		1				0		0		1		0

				伊是名村 イゼナソン		1				1		0		0		1

				久米島町 クメジマチョウ		1				0		0		0		0

				八重瀬町 ヤエセチョウ		2				0		0		0		0

				多良間村 タラマソン		1				0		0		0		0

				竹富町 タケトミチョウ		2				0		0		0		0

				与那国町 ヨナグニチョウ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		65				16		2		3		18







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。




まとめ（簡易版）

				（１）避難所となる学校の給食施設

				全国合計
（平均） ゼンコクゴウケイ ヘイキン		避難所となる
学校 ヒナンショ ガッコウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校

														1. うち、活用に合意している学校				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウ				3.うち、本通知を周知済の学校（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ オヨ

						数 カズ				数 カズ				数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

						1,503				1,275				602		47.2%		42		3.3%		212		16.6%

						418				373				175		46.9%		30		8.0%		125		33.5%

						420				321				36		11.2%		26		8.1%		59		18.4%

						551				489				43		8.8%		31		6.3%		53		10.8%

						310				293				59		20.1%		37		12.6%		57		19.5%

						339				249				47		18.9%		9		3.6%		77		30.9%

						561				488				151		30.9%		19		3.9%		261		53.5%

						722				651				99		15.2%		37		5.7%		166		25.5%

						486				408				124		30.4%		20		4.9%		90		22.1%

						470				422				303		71.8%		9		2.1%		26		6.2%

						1,347				1,271				413		32.5%		83		6.5%		310		24.4%

						1,250				1,097				216		19.7%		125		11.4%		206		18.8%

						2,085				1,874				561		29.9%		61		3.3%		222		11.8%

						1,323				1,312				203		15.5%		23		1.8%		129		9.8%

						688				512				105		20.5%		98		19.1%		59		11.5%

						294				294				157		53.4%		24		8.2%		40		13.6%

						318				285				119		41.8%		4		1.4%		2		0.7%

						272				260				48		18.5%		7		2.7%		205		78.8%

						243				210				95		45.2%		0		0.0%		93		44.3%

						539				511				127		24.9%		15		2.9%		81		15.9%

						557				426				153		35.9%		25		5.9%		248		58.2%

						796				662				157		23.7%		51		7.7%		272		41.1%

						1,399				1,395				249		17.8%		185		13.3%		245		17.6%

						459				374				218		58.3%		7		1.9%		41		11.0%

						356				286				94		32.9%		43		15.0%		30		10.5%

						510				408				302		74.0%		4		1.0%		39		9.6%

						1,526				1,526				131		8.6%		179		11.7%		1,026		67.2%

						1,144				1,038				127		12.2%		58		5.6%		252		24.3%

						313				312				68		21.8%		19		6.1%		58		18.6%

						331				329				78		23.7%		47		14.3%		70		21.3%

						127				113				47		41.6%		41		36.3%		14		12.4%

						307				268				30		11.2%		1		0.4%		25		9.3%

						561				519				124		23.9%		29		5.6%		96		18.5%

						675				617				142		23.0%		122		19.8%		222		36.0%

						396				310				107		34.5%		1		0.3%		36		11.6%

						264				263				42		16.0%		3		1.1%		156		59.3%

						235				156				6		3.8%		6		3.8%		27		17.3%

						448				435				210		48.3%		34		7.8%		58		13.3%

						267				258				116		45.0%		38		14.7%		13		5.0%

						1,090				962				198		20.6%		173		18.0%		187		19.4%

						272				222				23		10.4%		48		21.6%		1		0.5%

						457				449				136		30.3%		17		3.8%		95		21.2%

						447				350				57		16.3%		22		6.3%		55		15.7%

						355				352				159		45.2%		9		2.6%		127		36.1%

						330				317				75		23.7%		15		4.7%		26		8.2%

						563				385				54		14.0%		39		10.1%		189		49.1%

						343				222				27		12.2%		22		9.9%		41		18.5%

						28,667				25,549				6,813		26.7%		1,938		7.6%		6,122		24.0%



				（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

				全国合計
（平均） ゼンコクゴウケイ ヘイキン		学校から独立した給食施設
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バナド

										1.うち、活用に合意している給食施設								2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設 カツヨウ ゴウイ ム ダ チュウ キュウショク シセツ スウ				3.うち、本通知を周知済の給食施設（1.及び2.を除く）

														うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ

						数 カズ				数 カズ		割合 ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

						2,026				890		43.9%		103		11.6%		132		6.5%		537		26.5%





まとめ

						（１）避難所となる学校の給食施設																																（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

						都道府県 トドウフケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ																														都道府県 トドウフケン		学校から独立した
給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バナド

												うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数																																1.うち、活用に合意している給食施設数								2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ				3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く）				調整未実施の学校数
（1.及び2.及び3.を除く）

																1. うち、活用に合意している  学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ				3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ				調整未実施の学校数
（1.及び2.及び3.を除く） チョウセイ ミジッシ ガッコウスウ オヨ オヨ ノゾ																				うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

								数 カズ				数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ										数 カズ				数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

		1				北海道 ホッカイドウ		1,503				1,275		84.8%		602		47.2%		42		3.3%		212		16.6%		419		32.9%				1				北海道 ホッカイドウ		137				57		41.6%		15		26.3%		10		7.3%		47		34.3%		23		16.8%		1,275		1,275		100.0%		137				137		100.0%

		2				青森県 アオモリケン		418				373		89.2%		175		46.9%		30		8.0%		125		33.5%		43		11.5%				2				青森県 アオモリケン		36				18		50.0%		1		5.6%		2		5.6%		18		50.0%		0		0.0%		373		373		100.0%		36				38		105.6%

		3				岩手県 イワテケン		420				321		76.4%		36		11.2%		26		8.1%		59		18.4%		200		62.3%				3				岩手県 イワテケン		48				14		29.2%		4		28.6%		5		10.4%		12		25.0%		17		35.4%		321		321		100.0%		48				48		100.0%

		4				宮城県 ミヤギケン		551				489		88.7%		43		8.8%		31		6.3%		53		10.8%		362		74.0%				4				宮城県 ミヤギケン		47				11		23.4%		0		0.0%		1		2.1%		10		21.3%		25		53.2%		532		489		100.0%		47				47		100.0%

		5				秋田県 アキタケン		310				293		94.5%		59		20.1%		37		12.6%		57		19.5%		140		47.8%				5				秋田県 アキタケン		38				4		10.5%		0		0.0%		6		15.8%		11		28.9%		17		44.7%		293		293		100.0%		38				38		100.0%

		6				山形県 ヤマガタケン		339				249		73.5%		47		18.9%		9		3.6%		77		30.9%		116		46.6%				6				山形県 ヤマガタケン		22				10		45.5%		0		0.0%		0		0.0%		5		22.7%		7		31.8%				249		100.0%						22		100.0%

		7				福島県 フクシマケン		561				488		87.0%		151		30.9%		19		3.9%		261		53.5%		57		11.7%				7				福島県 フクシマケン		50				14		28.0%		1		7.1%		3		6.0%		20		40.0%		13		26.0%		488		488		100.0%		50				50		100.0%

		8				茨城県 イバラキケン		722				651		90.2%		99		15.2%		37		5.7%		166		25.5%		349		53.6%				8				茨城県 イバラキケン		49				18		36.7%		0		0.0%		2		4.1%		14		28.6%		15		30.6%				651		100.0%						49		100.0%

		9				栃木県 トチギケン		486				408		84.0%		124		30.4%		20		4.9%		90		22.1%		174		42.6%				9				栃木県 トチギケン		27				8		29.6%		0		0.0%		0		0.0%		15		55.6%		4		14.8%		408		408		100.0%		27				27		100.0%

		10				群馬県 グンマケン		470				422		89.8%		303		71.8%		9		2.1%		26		6.2%		84		19.9%				10				群馬県 グンマケン		35				26		74.3%		0		0.0%		2		5.7%		3		8.6%		4		11.4%		422		422		100.0%		35				35		100.0%

		11				埼玉県 サイタマケン		1,347				1,271		94.4%		413		32.5%		83		6.5%		310		24.4%		465		36.6%				11				埼玉県 サイタマケン		100				43		43.0%		14		32.6%		2		2.0%		19		19.0%		36		36.0%		1,271		1,271		100.0%		100				100		100.0%

		12				千葉県 チバケン		1,250				1,097		87.8%		216		19.7%		125		11.4%		206		18.8%		550		50.1%				12				千葉県 チバケン		60				29		48.3%		3		10.3%		0		0.0%		21		35.0%		10		16.7%				1,097		100.0%						60		100.0%

		13				東京都 トウキョウト		2,085				1,874		89.9%		561		29.9%		61		3.3%		222		11.8%		1,030		55.0%				13				東京都 トウキョウト		39				19		48.7%		6		31.6%		1		2.6%		5		12.8%		14		35.9%		1,787		1,874		100.0%		38				39		100.0%

		14				神奈川県 カナガワケン		1,323				1,312		99.2%		203		15.5%		23		1.8%		129		9.8%		957		72.9%				14				神奈川県 カナガワケン		28				18		64.3%		0		0.0%		2		7.1%		3		10.7%		5		17.9%				1,312		100.0%						28		100.0%

		15				新潟県 ニイガタケン		688				512		74.4%		105		20.5%		98		19.1%		59		11.5%		250		48.8%				15				新潟県 ニイガタケン		49				33		67.3%		0		0.0%		8		16.3%		4		8.2%		4		8.2%		512		512		100.0%		49				49		100.0%

		16				富山県 トヤマケン		294				294		100.0%		157		53.4%		24		8.2%		40		13.6%		73		24.8%				16				富山県 トヤマケン		11				4		36.4%		0		0.0%		0		0.0%		3		27.3%		4		36.4%		294		294		100.0%		11				11		100.0%

		17				石川県 イシカワケン		318				285		89.6%		119		41.8%		4		1.4%		2		0.7%		160		56.1%				17				石川県 イシカワケン		31				22		71.0%		0		0.0%		0		0.0%		4		12.9%		5		16.1%		404		285		100.0%		31				31		100.0%

		18				福井県 フクイケン		272				260		95.6%		48		18.5%		7		2.7%		205		78.8%		0		0.0%				18				福井県 フクイケン		16				8		50.0%		0		0.0%		2		12.5%		6		37.5%		0		0.0%				260		100.0%						16		100.0%

		19				山梨県 ヤマナシケン		243				210		86.4%		95		45.2%		0		0.0%		93		44.3%		22		10.5%				19				山梨県 ヤマナシケン		31				20		64.5%		3		15.0%		0		0.0%		15		48.4%		0		0.0%		210		210		100.0%		31				35		112.9%

		20				長野県 ナガノケン		539				511		94.8%		127		24.9%		15		2.9%		81		15.9%		288		56.4%				20				長野県 ナガノケン		54				23		42.6%		7		30.4%		5		9.3%		19		35.2%		7		13.0%		638		511		100.0%		54				54		100.0%

		21				岐阜県 ギフケン		557				426		76.5%		153		35.9%		25		5.9%		248		58.2%		0		0.0%				21				岐阜県 ギフケン		62				34		54.8%		4		11.8%		6		9.7%		22		35.5%		0		0.0%		426		426		100.0%		62				62		100.0%

		22				静岡県 シズオカケン		796				662		83.2%		157		23.7%		51		7.7%		272		41.1%		182		27.5%				22				静岡県 シズオカケン		60				24		40.0%		3		12.5%		0		0.0%		16		26.7%		20		33.3%		662		662		100.0%		60				60		100.0%

		23				愛知県 アイチケン		1,399				1,395		99.7%		249		17.8%		185		13.3%		245		17.6%		716		51.3%				23				愛知県 アイチケン		75				30		40.0%		4		13.3%		13		17.3%		26		34.7%		6		8.0%		1,395		1,395		100.0%		75				75		100.0%

		24				三重県 ミエケン		459				374		81.5%		218		58.3%		7		1.9%		41		11.0%		108		28.9%				24				三重県 ミエケン		31				20		64.5%		6		30.0%		2		6.5%		4		12.9%		5		16.1%		374		374		100.0%		31				31		100.0%

		25				滋賀県 シガケン		356				286		80.3%		94		32.9%		43		15.0%		30		10.5%		119		41.6%				25				滋賀県 シガケン		23				18		78.3%		6		33.3%		2		8.7%		1		4.3%		2		8.7%		286		286		100.0%		23				23		100.0%

		26				京都府 キョウトフ		510				408		80.0%		302		74.0%		4		1.0%		39		9.6%		63		15.4%				26				京都府 キョウトフ		19				5		26.3%		0		0.0%		1		5.3%		7		36.8%		6		31.6%				408		100.0%						19		100.0%

		27				大阪府 オオサカフ		1,526				1,526		100.0%		131		8.6%		179		11.7%		1,026		67.2%		190		12.5%				27				大阪府 オオサカフ		25				12		48.0%		1		8.3%		4		16.0%		9		36.0%		0		0.0%		1,526		1,526		100.0%		25				25		100.0%

		28				兵庫県 ヒョウゴケン		1,144				1,038		90.7%		127		12.2%		58		5.6%		252		24.3%		601		57.9%				28				兵庫県 ヒョウゴケン		52				30		57.7%		5		16.7%		2		3.8%		17		32.7%		3		5.8%		1,038		1,038		100.0%		52				52		100.0%

		29				奈良県 ナラケン		313				312		99.7%		68		21.8%		19		6.1%		58		18.6%		167		53.5%				29				奈良県 ナラケン		23				16		69.6%		1		6.3%		2		8.7%		1		4.3%		4		17.4%		312		312		100.0%		23				23		100.0%

		30				和歌山県 ワカヤマケン		331				329		99.4%		78		23.7%		47		14.3%		70		21.3%		134		40.7%				30				和歌山県 ワカヤマケン		24				9		37.5%		2		22.2%		2		8.3%		3		12.5%		10		41.7%				329		100.0%						24		100.0%

		31				鳥取県 トットリケン		127				113		89.0%		47		41.6%		41		36.3%		14		12.4%		11		9.7%				31				鳥取県 トットリケン		25				13		52.0%		1		7.7%		7		28.0%		2		8.0%		3		12.0%		113		113		100.0%		25				25		100.0%

		32				島根県 シマネケン		307				268		87.3%		30		11.2%		1		0.4%		25		9.3%		212		79.1%				32				島根県 シマネケン		36				9		25.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		16.7%		21		58.3%		268		268		100.0%		36				36		100.0%

		33				岡山県 オカヤマケン		561				519		92.5%		124		23.9%		29		5.6%		96		18.5%		270		52.0%				33				岡山県 オカヤマケン		41				15		36.6%		2		13.3%		0		0.0%		16		39.0%		10		24.4%		519		519		100.0%		41				41		100.0%

		34				広島県 ヒロシマケン		675				617		91.4%		142		23.0%		122		19.8%		222		36.0%		131		21.2%				34				広島県 ヒロシマケン		49				26		53.1%		0		0.0%		3		6.1%		3		6.1%		17		34.7%		617		617		100.0%		49				49		100.0%

		35				山口県 ヤマグチ ケン		396				310		78.3%		107		34.5%		1		0.3%		36		11.6%		166		53.5%				35				山口県 ヤマグチ ケン		28				16		57.1%		0		0.0%		0		0.0%		7		25.0%		5		17.9%		310		310		100.0%		28				28		100.0%

		36				徳島県 トクシマケン		264				263		99.6%		42		16.0%		3		1.1%		156		59.3%		62		23.6%				36				徳島県 トクシマケン		23				10		43.5%		0		0.0%		0		0.0%		13		56.5%		0		0.0%		263		263		100.0%		23				23		100.0%

		37				香川県 カガワケン		235				156		66.4%		6		3.8%		6		3.8%		27		17.3%		117		75.0%				37				香川県 カガワケン		29				8		27.6%		0		0.0%		1		3.4%		7		24.1%		13		44.8%		156		156		100.0%		29				29		100.0%

		38				愛媛県 エヒメケン		448				435		97.1%		210		48.3%		34		7.8%		58		13.3%		133		30.6%				38				愛媛県 エヒメケン		53				35		66.0%		0		0.0%		3		5.7%		15		28.3%		0		0.0%		435		435		100.0%		53				53		100.0%

		39				高知県 コウチケン		267				258		96.6%		116		45.0%		38		14.7%		13		5.0%		91		35.3%				39				高知県 コウチケン		39				18		46.2%		1		5.6%		6		15.4%		11		28.2%		4		10.3%		258		258		100.0%		39				39		100.0%

		40				福岡県 フクオカケン		1,090				962		88.3%		198		20.6%		173		18.0%		187		19.4%		404		42.0%				40				福岡県 フクオカケン		50				26		52.0%		5		19.2%		0		0.0%		5		10.0%		19		38.0%				962		100.0%						50		100.0%

		41				佐賀県 サガケン		272				222		81.6%		23		10.4%		48		21.6%		1		0.5%		150		67.6%				41				佐賀県 サガケン		23				5		21.7%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		18		78.3%		222		222		100.0%		23				23		100.0%

		42				長崎県 ナガサキケン		457				449		98.2%		136		30.3%		17		3.8%		95		21.2%		201		44.8%				42				長崎県 ナガサキケン		50				9		18.0%		0		0.0%		4		8.0%		9		18.0%		28		56.0%		449		449		100.0%		50				50		100.0%

		43				熊本県 クマモトケン		447				350		78.3%		57		16.3%		22		6.3%		55		15.7%		216		61.7%				43				熊本県 クマモトケン		71				32		45.1%		5		15.6%		4		5.6%		29		40.8%		6		8.5%		350		350		100.0%		71				71		100.0%

		44				大分県 オオイタケン		355				352		99.2%		159		45.2%		9		2.6%		127		36.1%		57		16.2%				44				大分県 オオイタケン		35				17		48.6%		0		0.0%		1		2.9%		17		48.6%		0		0.0%		352		352		100.0%		35				35		100.0%

		45				宮崎県 ミヤザキケン		330				317		96.1%		75		23.7%		15		4.7%		26		8.2%		201		63.4%				45				宮崎県 ミヤザキケン		29				10		34.5%		1		10.0%		6		20.7%		4		13.8%		9		31.0%		317		317		100.0%		29				29		100.0%

		46				鹿児島県 カゴシマケン		563				385		68.4%		54		14.0%		39		10.1%		189		49.1%		103		26.8%				46				鹿児島県 カゴシマケン		78				28		35.9%		0		0.0%		9		11.5%		15		19.2%		26		33.3%		385		385		100.0%		78				78		100.0%

		47				沖縄県 オキナワケン		343				222		64.7%		27		12.2%		22		9.9%		41		18.5%		132		59.5%				47				沖縄県 オキナワケン		65				16		24.6%		2		12.5%		3		4.6%		18		27.7%		28		43.1%		222		222		100.0%		65				65		100.0%

						合計 ゴウケイ		28,667				25,549		89.1%		6,813		26.7%		1,938		7.6%		6,122		24.0%		10,676		41.8%								合計 ゴウケイ		2,026				890		43.9%		103		11.6%		132		6.5%		537		26.5%		467		23.1%		20,483		25,549		100.0%		1,757				2,026		100.0%
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避難所における適切な食事の提供のための学校給食施設等の活用に関する検討状況		




まとめ (公表用)

						（１）避難所となる学校の給食施設																										（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

						都道府県 トドウフケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ																								都道府県 トドウフケン		学校から独立した
給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バナド

												うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数																										1.うち、活用に合意している給食施設数								2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ				3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く）

														1. うち、活用に合意している  学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ				3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ																				うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

								数 カズ				数 カズ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ										数 カズ				数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

		1				北海道 ホッカイドウ		1,503				1,275		602		47.2%		42		3.3%		212		16.6%				1				北海道 ホッカイドウ		137				57		41.6%		15		26.3%		10		7.3%		47		34.3%

		2				青森県 アオモリケン		418				373		175		46.9%		30		8.0%		125		33.5%				2				青森県 アオモリケン		36				18		50.0%		1		5.6%		2		5.6%		18		50.0%

		3				岩手県 イワテケン		420				321		36		11.2%		26		8.1%		59		18.4%				3				岩手県 イワテケン		48				14		29.2%		4		28.6%		5		10.4%		12		25.0%

		4				宮城県 ミヤギケン		551				489		43		8.8%		31		6.3%		53		10.8%				4				宮城県 ミヤギケン		47				11		23.4%		0		0.0%		1		2.1%		10		21.3%

		5				秋田県 アキタケン		310				293		59		20.1%		37		12.6%		57		19.5%				5				秋田県 アキタケン		38				4		10.5%		0		0.0%		6		15.8%		11		28.9%

		6				山形県 ヤマガタケン		339				249		47		18.9%		9		3.6%		77		30.9%				6				山形県 ヤマガタケン		22				10		45.5%		0		0.0%		0		0.0%		5		22.7%

		7				福島県 フクシマケン		561				488		151		30.9%		19		3.9%		261		53.5%				7				福島県 フクシマケン		50				14		28.0%		1		7.1%		3		6.0%		20		40.0%

		8				茨城県 イバラキケン		722				651		99		15.2%		37		5.7%		166		25.5%				8				茨城県 イバラキケン		49				18		36.7%		0		0.0%		2		4.1%		14		28.6%

		9				栃木県 トチギケン		486				408		124		30.4%		20		4.9%		90		22.1%				9				栃木県 トチギケン		27				8		29.6%		0		0.0%		0		0.0%		15		55.6%

		10				群馬県 グンマケン		470				422		303		71.8%		9		2.1%		26		6.2%				10				群馬県 グンマケン		35				26		74.3%		0		0.0%		2		5.7%		3		8.6%

		11				埼玉県 サイタマケン		1,347				1,271		413		32.5%		83		6.5%		310		24.4%				11				埼玉県 サイタマケン		100				43		43.0%		14		32.6%		2		2.0%		19		19.0%

		12				千葉県 チバケン		1,250				1,097		216		19.7%		125		11.4%		206		18.8%				12				千葉県 チバケン		60				29		48.3%		3		10.3%		0		0.0%		21		35.0%

		13				東京都 トウキョウト		2,085				1,874		561		29.9%		61		3.3%		222		11.8%				13				東京都 トウキョウト		39				19		48.7%		6		31.6%		1		2.6%		5		12.8%

		14				神奈川県 カナガワケン		1,323				1,312		203		15.5%		23		1.8%		129		9.8%				14				神奈川県 カナガワケン		28				18		64.3%		0		0.0%		2		7.1%		3		10.7%

		15				新潟県 ニイガタケン		688				512		105		20.5%		98		19.1%		59		11.5%				15				新潟県 ニイガタケン		49				33		67.3%		0		0.0%		8		16.3%		4		8.2%

		16				富山県 トヤマケン		294				294		157		53.4%		24		8.2%		40		13.6%				16				富山県 トヤマケン		11				4		36.4%		0		0.0%		0		0.0%		3		27.3%

		17				石川県 イシカワケン		318				285		119		41.8%		4		1.4%		2		0.7%				17				石川県 イシカワケン		31				22		71.0%		0		0.0%		0		0.0%		4		12.9%

		18				福井県 フクイケン		272				260		48		18.5%		7		2.7%		205		78.8%				18				福井県 フクイケン		16				8		50.0%		0		0.0%		2		12.5%		6		37.5%

		19				山梨県 ヤマナシケン		243				210		95		45.2%		0		0.0%		93		44.3%				19				山梨県 ヤマナシケン		31				20		64.5%		3		15.0%		0		0.0%		15		48.4%

		20				長野県 ナガノケン		539				511		127		24.9%		15		2.9%		81		15.9%				20				長野県 ナガノケン		54				23		42.6%		7		30.4%		5		9.3%		19		35.2%

		21				岐阜県 ギフケン		557				426		153		35.9%		25		5.9%		248		58.2%				21				岐阜県 ギフケン		62				34		54.8%		4		11.8%		6		9.7%		22		35.5%

		22				静岡県 シズオカケン		796				662		157		23.7%		51		7.7%		272		41.1%				22				静岡県 シズオカケン		60				24		40.0%		3		12.5%		0		0.0%		16		26.7%

		23				愛知県 アイチケン		1,399				1,395		249		17.8%		185		13.3%		245		17.6%				23				愛知県 アイチケン		75				30		40.0%		4		13.3%		13		17.3%		26		34.7%

		24				三重県 ミエケン		459				374		218		58.3%		7		1.9%		41		11.0%				24				三重県 ミエケン		31				20		64.5%		6		30.0%		2		6.5%		4		12.9%

		25				滋賀県 シガケン		356				286		94		32.9%		43		15.0%		30		10.5%				25				滋賀県 シガケン		23				18		78.3%		6		33.3%		2		8.7%		1		4.3%

		26				京都府 キョウトフ		510				408		302		74.0%		4		1.0%		39		9.6%				26				京都府 キョウトフ		19				5		26.3%		0		0.0%		1		5.3%		7		36.8%

		27				大阪府 オオサカフ		1,526				1,526		131		8.6%		179		11.7%		1,026		67.2%				27				大阪府 オオサカフ		25				12		48.0%		1		8.3%		4		16.0%		9		36.0%

		28				兵庫県 ヒョウゴケン		1,144				1,038		127		12.2%		58		5.6%		252		24.3%				28				兵庫県 ヒョウゴケン		52				30		57.7%		5		16.7%		2		3.8%		17		32.7%

		29				奈良県 ナラケン		313				312		68		21.8%		19		6.1%		58		18.6%				29				奈良県 ナラケン		23				16		69.6%		1		6.3%		2		8.7%		1		4.3%

		30				和歌山県 ワカヤマケン		331				329		78		23.7%		47		14.3%		70		21.3%				30				和歌山県 ワカヤマケン		24				9		37.5%		2		22.2%		2		8.3%		3		12.5%

		31				鳥取県 トットリケン		127				113		47		41.6%		41		36.3%		14		12.4%				31				鳥取県 トットリケン		25				13		52.0%		1		7.7%		7		28.0%		2		8.0%

		32				島根県 シマネケン		307				268		30		11.2%		1		0.4%		25		9.3%				32				島根県 シマネケン		36				9		25.0%		0		0.0%		0		0.0%		6		16.7%

		33				岡山県 オカヤマケン		561				519		124		23.9%		29		5.6%		96		18.5%				33				岡山県 オカヤマケン		41				15		36.6%		2		13.3%		0		0.0%		16		39.0%

		34				広島県 ヒロシマケン		675				617		142		23.0%		122		19.8%		222		36.0%				34				広島県 ヒロシマケン		49				26		53.1%		0		0.0%		3		6.1%		3		6.1%

		35				山口県 ヤマグチ ケン		396				310		107		34.5%		1		0.3%		36		11.6%				35				山口県 ヤマグチ ケン		28				16		57.1%		0		0.0%		0		0.0%		7		25.0%

		36				徳島県 トクシマケン		264				263		42		16.0%		3		1.1%		156		59.3%				36				徳島県 トクシマケン		23				10		43.5%		0		0.0%		0		0.0%		13		56.5%

		37				香川県 カガワケン		235				156		6		3.8%		6		3.8%		27		17.3%				37				香川県 カガワケン		29				8		27.6%		0		0.0%		1		3.4%		7		24.1%

		38				愛媛県 エヒメケン		448				435		210		48.3%		34		7.8%		58		13.3%				38				愛媛県 エヒメケン		53				35		66.0%		0		0.0%		3		5.7%		15		28.3%

		39				高知県 コウチケン		267				258		116		45.0%		38		14.7%		13		5.0%				39				高知県 コウチケン		39				18		46.2%		1		5.6%		6		15.4%		11		28.2%

		40				福岡県 フクオカケン		1,090				962		198		20.6%		173		18.0%		187		19.4%				40				福岡県 フクオカケン		50				26		52.0%		5		19.2%		0		0.0%		5		10.0%

		41				佐賀県 サガケン		272				222		23		10.4%		48		21.6%		1		0.5%				41				佐賀県 サガケン		23				5		21.7%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

		42				長崎県 ナガサキケン		457				449		136		30.3%		17		3.8%		95		21.2%				42				長崎県 ナガサキケン		50				9		18.0%		0		0.0%		4		8.0%		9		18.0%

		43				熊本県 クマモトケン		447				350		57		16.3%		22		6.3%		55		15.7%				43				熊本県 クマモトケン		71				32		45.1%		5		15.6%		4		5.6%		29		40.8%

		44				大分県 オオイタケン		355				352		159		45.2%		9		2.6%		127		36.1%				44				大分県 オオイタケン		35				17		48.6%		0		0.0%		1		2.9%		17		48.6%

		45				宮崎県 ミヤザキケン		330				317		75		23.7%		15		4.7%		26		8.2%				45				宮崎県 ミヤザキケン		29				10		34.5%		1		10.0%		6		20.7%		4		13.8%

		46				鹿児島県 カゴシマケン		563				385		54		14.0%		39		10.1%		189		49.1%				46				鹿児島県 カゴシマケン		78				28		35.9%		0		0.0%		9		11.5%		15		19.2%

		47				沖縄県 オキナワケン		343				222		27		12.2%		22		9.9%		41		18.5%				47				沖縄県 オキナワケン		65				16		24.6%		2		12.5%		3		4.6%		18		27.7%

						合計 ゴウケイ		28,667				25,549		6,813		26.7%		1,938		7.6%		6,122		24.0%								合計 ゴウケイ		2,026				890		43.9%		103		11.6%		132		6.5%		537		26.5%



						（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

						全国合計 ゼンコクゴウケイ		学校から独立した
給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バナド

												1.うち、活用に合意している給食施設数						2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ				3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く）

														うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

								数 カズ				数 カズ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ		数 カズ		割合 (％) ワリアイ

								2,026				890		103		11.6%		132		6.5%		537		26.5%
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01北海道

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				北海道 ホッカイドウ		177				164		24		9		131

				札幌市 サッポロシ		293				293		293		0		0

				南幌町 ナンポロチョウ		2				2		2		0		0

				奈井江町 ナイエチョウ		2				2		2		0		0

				上砂川町 カミスナガワチョウ		2				2		0		0		0

				由仁町 ユニチョウ		2				2		2		0		0

				長沼町 ナガヌマチョウ		2				0		0		0		0

				栗山町 クリヤマ チョウ		4				4		4		0		0

				浦臼町 ウラウスチョウ		2				2		0		0		0

				新十津川町 シントツカワチョウ		3				0		0		0		0

				妹背牛町 モセウシチョウ		2				0		0		0		0

				秩父別町 チップベツチョウ		2				0		0		0		0

				雨竜町 ウリュウチョウ		1				0		0		0		0

				北竜町 ホクリュウチョウ		2				0		0		0		0

				沼田町 ヌマタチョウ		2				0		0		0		0

				岩見沢市 イワミザワシ		18				0		0		0		0

				夕張市 ユウバリシ		2				2		0		0		2

				美唄市 ビバイシ		4				0		0		0		0

				芦別市 アシベツシ		3				3		0		0		3

				三笠市 ミカサ シ		5				5		0		0		0

				滝川市 タキカワシ		10				10		0		0		0

				歌志内市 ウタシナイシ		1				1		1		0		0

				深川市 フカガワシ		10				10		0		0		0

				恵庭市 エニワシ		13				0		0		0		0

				江別市 エベツシ		25				0		0		0		0

				当別町 トウベツチョウ		3				3		3		0		0

				北広島市 キタヒロシマシ		14				14		14		0		0

				新篠津村 シンシノツムラ		2				2		0		2		0

				千歳市 チトセシ		28				28		0		0		0

				石狩市 イシカリシ		17				17		0		0		0

				余市町 ヨイチチョウ		7				7		0		0		0

				赤井川村 アカイガワムラ		3				3		0		0		3

				古平町 フルビラマチ		2				2		2		0		0

				積丹町 シャコタンチョウ		5				0		0		0		0

				神恵内村 カモエナイムラ		2				2		2		0		0

				泊村 トマリムラ		2				0		0		0		0

				岩内町 イワナイチョウ		4				4		0		0		0

				共和町 キョウワチョウ		4				4		0		0		0

				倶知安町 ク		6				0		0		0		0

				喜茂別町 キモベツチョウ		1				0		0		0		0

				留寿都村 ルスツムラ		3				3		0		0		3

				真狩村 マッカリムラ		3				0		0		0		0

				ニセコ町 チョウ		4				4		4		0		0

				蘭越町 ランコシチョウ		3				3		3		3		0

				黒松内町 クロマツナイチョウ		4				4		4		0		0

				寿都町 スッツチョウ		3				3		0		0		0

				島牧村 シママキムラ		2				0		0		0		0

				小樽市 オタルシ		28				28		0		0		0

				豊浦町 トヨウラチョウ		4				4		1		3		0

				伊達市 ダテ シ		8				8		0		0		0

				むかわ町 チョウ		4				4		0		4		0

				日高町 ヒダカチョウ		7				7		0		0		7

				平取町 ビラトリチョウ		7				7		7		0		0

				新冠町 ニイカップチョウ		2				2		0		0		0

				新ひだか町 シン チョウ		6				6		6		0		0

				浦河町 ウラカワ マチ		7				7		0		0		7

				様似町 サマニチョウ		2				2		0		0		0

				えりも町 チョウ		4				4		0		0		4

				函館市 ハコダテシ		55				54		0		0		0

				北斗市 ホクトシ		16				16		0		0		0

				松前町 マツマエチョウ		3				3		0		0		0

				福島町 フクシマチョウ		3				0		0		0		0

				知内町 シリウチチョウ		3				3		3		0		0

				木古内町 キコナイチョウ		1				1		0		0		1

				七飯町 ナナエチョウ		7				7		7		0		0

				鹿部町 シカベチョウ		2				2		2		0		0

				森町 モリ マチ		8				8		0		8		0

				八雲町 ヤクモチョウ		9				9		9		0		0

				長万部町 オシャマンベチョウ		2				2		0		0		0

				江差町 エサシチョウ		5				5		5		0		0

				上ノ国町 カミ クニチョウ		3				3		3		0		0

				厚沢部町 アッサブチョウ		4				4		0		0		4

				乙部町 オトベチョウ		3				3		3		0		0

				奥尻町 オクシリチョウ		3				3		0		0		0

				今金町 イマカネチョウ		3				3		3		0		0

				せたな町 チョウ		6				6		0		0		0

				鷹栖町 タカスチョウ		1				1		0		0		0

				東神楽町 ヒガシカグラ チョウ		4				4		4		0		0

				当麻町 トウマチョウ		3				3		0		0		0

				比布町 ピップチョウ		1				1		1		0		0

				愛別町 アイベツチョウ		2				2		2		0		0

				上川町 カミカワチョウ		2				2		0		0		2

				東川町 ヒガシカワチョウ		5				5		5		0		0

				美瑛町 ビエイチョウ		7				7		7		0		0

				上富良野町 カミフラノマチ		4				4		0		0		0

				中富良野町 ナカフラノチョウ		4				4		4		0		0

				南富良野町 ミナミフラノチョウ		3				3		3		0		0

				占冠村 シムカップムラ		2				2		2		0		0

				和寒町 ワッサムチョウ		2				2		0		0		0

				剣淵町 ケンブチチョウ		3				3		0		0		0

				下川町 シモカワチョウ		2				2		2		0		0

				美深町 ビフカチョウ		4				1		1		0		0

				音威子府村 オトイネップムラ		1				1		1		0		0

				中川町 ナカガワチョウ		1				1		0		0		0

				幌加内町 ホロカナイチョウ		3				0		0		0		0

				士別市 シベツシ		11				0		0		0		0

				名寄市 ナヨロシ		3				0		0		0		0

				富良野市 フラノシ		10				10		0		0		0

				旭川市 アサヒカワシ		77				77		0		0		0

				留萌市 ルモイシ		8				0		0		0		0

				増毛町		1				1		0		0		0

				小平町		3				0		0		0		0

				苫前町		3				3		0		0		0

				羽幌町		6				6		0		6		6

				初山別村		2				0		0		0		0

				遠別町		2				2		2		0		0

				天塩町		3				3		3		0		0

				稚内市		9				9		9		0		0

				猿払村		5				5		5		0		0

				浜頓別町		2				0		0		0		0

				中頓別町		2				2		0		0		2

				枝幸町		10				10		2		0		8

				豊富町		4				4		4		0		0

				礼文町		5				5		5		0		0

				利尻町		3				3		3		0		0

				利尻富士町		4				4		4		0		0

				幌延町		3				3		3		0		0

				北見市 キタミシ		36				36		0		0		0

				網走市		14				14		14		0		0

				紋別市 モンベツシ		8				8		8		0		0

				大空町 オオゾラチョウ		5				5		1		0		0

				美幌町 ビホロチョウ		5				5		0		0		0

				津別町 ツベツチョウ		2				2		0		0		0

				斜里町 シャリチョウ		4				4		0		0		0

				清里町 キヨサトチョウ		2				2		0		0		0

				小清水町 コシミズチョウ		2				2		0		0		0

				訓子府町 クンネップチョウ		3				3		0		0		0

				置戸町 オケトチョウ		2				2		0		0		0

				佐呂間町 サロマチョウ		4				4		4		0		0

				遠軽町 エンガルチョウ		12				12		12		0		0

				湧別町 ユウベツチョウ		5				5		0		0		0

				滝上町 タキノウエチョウ		2				2		2		0		0

				興部町 オコッペチョウ		3				3		3		0		0

				西興部村 ニシオコッペムラ		2				2		2		0		0

				雄武町 オウムチョウ		3				3		0		0		0

				音更町 オトフケチョウ		16				16		0		0		16

				士幌町 シホロチョウ		5				5		5		0		0

				上士幌町 カミシホロチョウ		2				2		2		0		0

				鹿追町 シカオイチョウ		7				7		0		7		0

				新得町 シントクチョウ		5				5		0		0		0

				清水町 シミズチョウ		4				4		0		0		0

				芽室町 メムロチョウ		7				0		0		0		0

				中札内村 ナカサツナイムラ		3				3		3		0		0

				更別村 サラベツムラ		3				0		0		0		0

				大樹町 タイキチョウ		2				2		0		0		0

				広尾町 ヒロオチョウ		3				0		0		0		0

				幕別町 マクベツチョウ		12				12		0		0		0

				池田町 イケダチョウ		2				2		2		0		0

				豊頃町 トヨコロチョウ		3				3		0		0		0

				浦幌町 ウラホロチョウ		4				0		0		0		0

				本別町 ホンベツチョウ		5				5		0		0		0

				足寄町 アショロチョウ		2				0		0		0		0

				陸別町 リクベツチョウ		2				0		0		0		0

				帯広市 オビヒロシ		39				0		0		0		0

				釧路市 クシロシ		41				41		41		0		0

				釧路町 クシロチョウ		0				0		0		0		0

				厚岸町		5				5		0		0		4

				浜中町 ハマナカチョウ		0				0		0		0		0

				標茶町		8				8		8		0		0

				弟子屈町		6				6		6		0		0

				鶴居村		5				5		5		0		0

				白糠町		3				0		0		0		0

				根室市		9				9		0		0		9

				別海町 ベツカイチョウ		16				0		0		0		0

				中標津町 ナカシベツチョウ		7				7		0		0		0

				標津町		4				0		0		0		0

				羅臼町		3				3		3		0		0

				合計 ゴウケイ		1503				1275		602		42		212



		（２）　学校から独立した給食+A178:H314施設（共同調理場等） カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツスウ

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				札幌市 サッポロシ		0				0		0		0		0

				南幌町 ナンポロチョウ		1				1		1		0		0

				由仁町 ユニチョウ		1				1		1		0		0

				長沼町 ナガヌマチョウ		1				0		0		0		1

				栗山町 クリヤマチョウ		1				1		1		0		1

				月形町 ツ		1				0		0		0		1

				新十津川町 シントツカワチョウ		1				0		0		0		1

				岩見沢市 イワミザワシ		1				1		0		0		0

				美唄市 ビバイシ		1				0		0		0		0

				芦別市 アシベツシ		1				1		0		0		1

				赤平市 アカビラシ		1				0		0		1		0

				三笠市 ミカサ シ		1				0		0		0		1

				砂川市 スナガワ シ		1				1		0		0		0

				歌志内市 ウタシナイシ		1				0		0		0		1

				深川市 フカガワ シ		1				1		0		0		0

				恵庭市 エニワシ		2				0		0		0		0

				江別市 エベツシ		2				0		0		0		2

				当別町 トウベツチョウ		1				1		1		0		0

				北広島市 キタヒロシマシ		3				1		0		0		2

				新篠津村 シンシノツムラ		1				0		0		1		0

				千歳市 チトセシ		1				0		0		0		0

				石狩市 イシカリシ		2				0		0		0		2

				仁木町 ニキチョウ		1				0		0		0		0

				古平町 フルビラマチ		1				1		0		0		0

				積丹町 シャコタンチョウ		1				0		0		0		1

				神恵内村 カモエナイムラ		1				1		1		0		0

				泊村 トマリムラ		1				0		0		0		0

				共和町 キョウワチョウ		1				1		0		0		0

				倶知安町 ク		1				0		0		0		1

				京極町 キョウゴクチョウ		1				0		0		0		1

				留寿都村 ルスツムラ		1				1		0		0		0

				真狩村 マッカリムラ		1				0		0		0		0

				ニセコ町 チョウ		1				1		0		0		0

				蘭越町 ランコシチョウ		1				1		1		1		0

				黒松内町 クロマツナイチョウ		1				0		0		0		0

				寿都町 スッツチョウ		1				1		0		1		0

				島牧村 ムラ		1				0		0		0		0

				小樽市 オタルシ		1				1		0		0		0

				室蘭市 ムロランシ		1				0		0		0		1

				苫小牧市 トマコマイシ		2				2		0		0		0

				登別市 ノボリベツ シ		1				1		0		0		0

				伊達市 ダテ シ		1				1		0		0		0

				豊浦町 トヨウラチョウ		1				1		0		0		0

				洞爺湖町 トウヤコチョウ		2				0		0		0		2

				白老町 シラオイチョウ		1				1		0		0		0

				安平町 アビラチョウ		1				0		0		0		0

				厚真町 アツマチョウ		1				1		0		0		0

				むかわ町 チョウ		2				2		2		0		0

				新ひだか町 シン チョウ		1				1		0		0		0

				浦河町 ウラカワ マチ		1				0		0		0		1

				函館市 ハコダテシ		0

岡部＿加奈: 学校の敷地内				0		0		0		0

				北斗市 ホクトシ		2				0		0		0		2

				松前町 マツマエチョウ		0

岡部＿加奈: 中学校に併設（同一敷地内）				0		0		0		0

				福島町 フクシマチョウ		1				0		0		1		0

				知内町 シリウチチョウ		1				1		0		0		0

				木古内町 キコナイチョウ		1				0		0		0		1

				七飯町 ナナエチョウ		1				1		0		0		0

				鹿部町 シカベチョウ		1				1		0		0		0

				森町 モリ マチ		1				0		0		1		0

				八雲町 ヤクモチョウ		1				0		0		0		1

				長万部町 オシャマンベチョウ		1				0		0		0		1

				江差町・上ノ国町 エサシチョウ カミ クニチョウ		1				0		0		0		0

				厚沢部町 アッサブチョウ		1				1		0		0		0

				乙部町 オトベチョウ		1				1		0		0		0

				今金町 イマカネチョウ		1				1		0		0		0

				せたな町 チョウ		1				1		1		0		0

				鷹栖町 タカスチョウ		1				1		1		0		0

				当麻町 トウマチョウ		1				0		0		0		0

				上川町 カミカワチョウ		1				1		0		0		0

				上富良野町 カミフラノマチ		1				1		0		0		0

				南富良野町 ミナミフラノチョウ		1				1		0		0		0

				剣淵町 ケンブチ チョウ		1				0		0		0		0

				美深町 ビフカ チョウ		1				0		0		0		1

				幌加内町 ホロカナイチョウ		1				1		0		0		0

				士別市 シベツシ		1				0		0		0		0

				名寄市 ナヨロシ		1				1		0		0		1

				富良野市 フラノシ		1				0		0		0		0

				旭川市 アサヒカワシ		1				0		0		0		0

				留萌市 ルモイシ		1				1		0		0		0

				小平町		1				0		0		0		0

				苫前町		1				0		0		0		0

				羽幌町		1				0		0		0		1

				遠別町		1				0		0		0		0

				稚内市		1				0		0		0		0

				猿払村		1				1		1		0		0

				浜頓別町		1				1		0		0		0

				中頓別町		1				0		0		0		1

				枝幸町		1				1		1		0		0

				豊富町		1				1		0		0		0

				礼文町 レブンチョウ		0				0		0		0		0

				利尻町・利尻富士町 リシリチョウ		1				0		0		0		1

				幌延町		1				1		1		0		0

				北見市 キタミシ		1				0		0		0		0

				網走市		0				0		0		0		0

				紋別市 モンベツシ		1				1		0		0		0

				大空町 オオゾラチョウ		1				1		0		0		0

				美幌町 ビホロチョウ		1				1		0		0		0

				津別町 ツベツチョウ		0				0		0		0		0

				斜里町 シャリチョウ		0				0		0		0		0

				清里町 キヨサトチョウ		0				0		0		0		0

				小清水町 コシミズチョウ		0				0		0		0		0

				訓子府町 クンネップチョウ		0				0		0		0		0

				置戸町 オケトチョウ		0				0		0		0		0

				佐呂間町 サロマチョウ		0				0		0		0		0

				遠軽町 エンガルチョウ		2				2		2		0		0

				湧別町 ユウベツチョウ		1				0		0		0		0

				滝上町 タキノウエチョウ		0				0		0		0		0

				興部町 オコッペチョウ		1				0		0		0		0

				西興部村 ニシオコッペムラ		0				0		0		0		0

				雄武町 オウムチョウ		0				0		0		0		0

				音更町 オトフケチョウ		0				0		0		0		0

				士幌町 シホロチョウ		1				0		0		1		1

				上士幌町 カミシホロチョウ		1				0		0		1		1

				鹿追町 シカオイチョウ		1				1		0		1		0

				新得町 シントクチョウ		1				1		0		0		0

				清水町 シミズチョウ		1				0		0		0		0

				芽室町 メムロチョウ		1				0		0		0		1

				中札内村 ナカサツナイムラ		1				0		0		0		1

				更別村 サラベツムラ		1				0		0		0		1

				大樹町 タイキチョウ		1				0		0		0		1

				広尾町 ヒロオチョウ		1				0		0		0		0

				幕別町 マクベツチョウ		2				0		0		0		0

				池田町 イケダチョウ		1				1		0		0		0

				豊頃町 トヨコロチョウ		1				0		0		0		1

				浦幌町 ウラホロチョウ		1				0		0		0		1

				本別町 ホンベツチョウ		1				0		0		0		1

				足寄町 アショロチョウ		1				1		0		0		0

				陸別町 リクベツチョウ		1				0		0		0		1

				帯広市 オビヒロシ		1				1		0		0		0

				釧路市 クシロシ		3				0		0		0		3

				釧路町 クシロチョウ		1				0		0		0		0

				厚岸町		1				0		0		0		1

				浜中町		1				0		0		0		0

				標茶町		1				1		0		0		0

				弟子屈町		1				0		0		1		0

				鶴居村 ツルイムラ		0				0		0		0		0

				白糠町		1				0		0		0		1

				根室市		0				0		0		0		0

				別海町		1				0		0		0		1

				中標津町 ナカシベツチョウ		1				0		0		0		0

				標津町		1				0		0		0		0

				羅臼町		1				0		0		0		1

				合計 ゴウケイ		137				57		15		10		47









02山形県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

		1		青森市 アオモリシ		72				72		62		0		10

		2		弘前市 ヒロサキシ		47				47		0		0		4

Windows ユーザー: R7年度に避難所マニュアル整備の関係で各学校を訪問する予定であり、その際に学校側と直接話をしながら、本通知についても周知をする予定であるため、今回は県立高校分「4」として回答します。


		3		八戸市 ハチノヘシ		74				74		69		0		5

		4		黒石市 クロイシシ		7				7		0		0		7

		5		五所川原市 ゴショガワラシ		19				19		0		0		19

		6		十和田市 トワダシ		23				23		0		20		3

		7		三沢市 ミサワシ		14				14		0		0		14

		8		むつ市 シ		22				22		22		0		0

		9		つがる市 シ		13				6		0		0		6

		10		平川市 ヒラカワシ		12				12		0		0		12

		11		平内町 ヒラナイマチ		4				0		0		0		0

		12		今別町 イマベツマチ		2				0		0		0		0

		13		蓬田村 ヨモギタムラ		2				2		2		0		0

		14		外ヶ浜町 ソトガハママチ		4				0		0		0		0

		15		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		4				0		0		0		0

		16		深浦町 フカウラマチ		5				5		0		5		0

		17		西目屋村 ニシメヤムラ		1				0		0		0		0

		18		藤崎町 フジサキマチ		5				5		5		0		0

		19		大鰐町 オオワニマチ		2				2		0		0		2

		20		田舎館村 イナカダテムラ		2				2		1		0		1

		21		板柳町 イタヤナギマチ		5				5		5		0		0

		22		鶴田町 ツルタマチ		3				3		3		0		0

		23		中泊町 ナカドマリマチ		4				4		4		0		0

		24		野辺地町 ノヘジマチ		4				4		0		0		4

		25		七戸町 シチノヘマチ		7				7		0		0		7

		26		六戸町 ロクノヘマチ		5				0		0		0		0

		27		横浜町 ヨコハママチ		2				2		0		0		2

		28		東北町 トウホクマチ		5				5		0		5		0

		29		六ヶ所村 ロッカショムラ		7				7		0		0		7

		30		おいらせ町 マチ		9				1		0		0		1

		31		大間町 オオママチ		4				4		0		0		4

		32		東通村 ヒガシドオリムラ		2				2		0		0		2

		33		風間浦村 カザマウラムラ		2				2		2		0		0

		34		佐井村 サイムラ		3				2		0		0		2

		35		三戸町 サンノヘマチ		4				0		0		0		0

		36		五戸町 ゴノヘマチ		7				7		0		0		7

		37		田子町 タッコマチ		0				0		0		0		0

		38		南部町 ナンブチョウ		5				0		0		0		0

		39		階上町 ハシカミチョウ		6				6		0		0		6

		40		新郷村 シンゴウムラ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		418				373		175		30		125



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

		1		青森市 アオモリシ		3				3		0		0		0

		2		弘前市 ヒロサキシ		2				2		0		0		2

		3		八戸市 ハチノヘシ		3				0		0		0		3

		4		黒石市 クロイシシ		0				0		0		0		0

		5		五所川原市 ゴショガワラシ		1				0		0		0		1

		6		十和田市 トワダシ		1				0		0		1		0

		7		三沢市 ミサワシ		1				0		0		0		1

		8		むつ市 シ		3				3		0		0		0

		9		つがる市 シ		2				0		0		0		2

		10		平川市 ヒラカワシ		1				1		0		0		0

		11		平内町 ヒラナイマチ		1				0		0		0		1

		12		今別町 イマベツマチ		1				1		1		0		0

		13		蓬田村 ヨモギタムラ		0				0		0		0		0

		14		外ヶ浜町 ソトガハママチ		1				0		0		0		1

		15		鰺ヶ沢町 アジガサワマチ		1				1		0		0		0

		16		深浦町 フカウラマチ		0				0		0		0		0

		17		西目屋村 ニシメヤムラ		0				0		0		0		0

		18		藤崎町 フジサキマチ		1				1		0		0		0

		19		大鰐町 オオワニマチ		1				1		0		0		0

		20		田舎館村 イナカダテムラ		0				0		0		0		0

		21		板柳町 イタヤナギマチ		0				0		0		0		0

		22		鶴田町 ツルタマチ		1				1		0		0		0

		23		中泊町 ナカドマリマチ		1				1		0		0		0

		24		野辺地町 ノヘジマチ		1				0		0		0		1

		25		七戸町 シチノヘマチ		1				1		0		0		0

		26		六戸町 ロクノヘマチ		1				0		0		0		1

		27		横浜町 ヨコハママチ		1				0		0		0		1

		28		東北町 トウホクマチ		0				0		0		0		0

		29		六ヶ所村 ロッカショムラ		1				0		0		0		1

		30		おいらせ町 マチ		1				1		0		0		0

		31		大間町 オオママチ		0				0		0		0		0

		32		東通村 ヒガシドオリムラ		0				0		0		0		0

		33		風間浦村 カザマウラムラ		0				0		0		0		0

		34		佐井村 サイムラ		0				0		0		0		0

		35		三戸町 サンノヘマチ		1				0		0		0		1

		36		五戸町 ゴノヘマチ		1				0		0		0		1

		37		田子町 タッコマチ		1				0		0		0		1

		38		南部町 ナンブチョウ		1				1		0		0		0

		39		階上町 ハシカミチョウ		1				0		0		1		0

		40		新郷村 シンゴウムラ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		36				18		1		2		18







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



03岩手県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				岩手県 イワテケン		44				44		1		0		44

				盛岡市 モリオカシ		64				28		0		0		0

				宮古市 ミヤコシ		16				0		0		0		0

				大船渡市 オオフナトシ		11				11		0		0		0

				花巻市 ハナマキシ		24				24		1		0		0

				北上市 キタカミシ		23				23		0		0		0

				久慈市 クジシ		21				21		0		21		0

				遠野市 トオノシ		14				14		0		0		0

				一関市 イチノセキシ		30				30		0		0		0

				陸前高田市 リクゼンタカタシ		9				9		0		0		0

				釜石市 カマイシシ		12				12		0		0		0

				二戸市 ニノヘシ		7				0		0		0		0

				八幡平市 ハチマンタイシ		14				14		0		0		0

				奥州市 オウシュウシ		23				23		0		0		0

				滝沢市 タキザワシ		13				13		13		0		0

				雫石町 シズクイシチョウ		6				6		0		0		6

				葛巻町 クズマキチョウ		7				7		7		0		0

				岩手町 イワテ マチ		4				0		0		0		0

				紫波町 シワチョウ		8				0		0		0		0

				矢巾町 ヤハバチョウ		6				0		0		0		0

				西和賀町 ニシワガチョウ		4				0		0		0		0

				金ケ崎町 カネガサキチョウ		7				0		0		0		0

				平泉町 ヒライズミチョウ		3				3		0		3		0

				住田町 スミタチョウ		3				0		0		0		0

				大槌町 オオツチチョウ		4				4		0		0		0

				山田町 ヤマダマチ		3				3		0		0		0

				岩泉町 イワイズミチョウ		8				8		8		0		0

				田野畑村 タノハタムラ		1				1		0		0		0

				普代村 フダイムラ		2				2		2		2		2

				軽米町 カルマイマチ		4				4		4		0		0

				野田村 ノダムラ		2				0		0		0		0

				九戸村 クノヘムラ		6				0		0		0		0

				洋野町 ヒロノマチ		10				10		0		0		0

				一戸町 イチノヘマチ		7				7		0		0		7

				合計 ゴウケイ		420				321		36		26		59



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				岩手県 イワテケン		0				0		0		0		0

				盛岡市 モリオカシ		2				1		0		0		0

				宮古市 ミヤコシ		3				3		0		0		0

				大船渡市 オオフナトシ		4				0		0		0		0

				花巻市 ハナマキシ		2				0		0		0		0

				北上市 キタカミシ		3				0		0		0		0

				久慈市 クジシ		1				0		0		1		0

				遠野市 トオノシ		1				0		0		0		0

				一関市 イチノセキシ		6				0		0		0		0

				陸前高田市 リクゼンタカタシ		1				1		0		0		0

				釜石市 カマイシシ		1				1		0		0		0

				二戸市 ニノヘシ		1				0		0		0		1

				八幡平市 ハチマンタイシ		2				2		0		2		0

				奥州市 オウシュウシ		2				0		0		0		0

				滝沢市 タキザワシ		1				1		1		0		0

				雫石町 シズクイシチョウ		0				0		0		0		0

				葛巻町 クズマキチョウ		1				0		0		0		1

				岩手町 イワテ マチ		1				1		0		0		0

				紫波町 シワチョウ		1				0		0		0		1

				矢巾町 ヤハバチョウ		1				0		0		0		1

				西和賀町 ニシワガチョウ		1				0		0		0		0

				金ケ崎町 カネガサキチョウ		1				1		1		0		0

				平泉町 ヒライズミチョウ		0				0		0		0		0

				住田町 スミタチョウ		1				0		0		0		0

				大槌町 オオツチチョウ		1				0		0		0		1

				山田町 ヤマダマチ		1				0		0		0		1

				岩泉町 イワイズミチョウ		1				0		0		0		1

				田野畑村 タノハタムラ		1				0		0		0		0

				普代村 フダイムラ		1				2		2		2		2

				軽米町 カルマイマチ		1				1		0		0		0

				野田村 ノダムラ		1				0		0		0		0

				九戸村 クノヘムラ		1				0		0		0		0

				洋野町 ヒロノマチ		2				0		0		0		2

				一戸町 イチノヘマチ		1				0		0		0		1

				合計 ゴウケイ		48				14		4		5		12







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



04宮城県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				仙台市 センダイシ		188				188		0		0		0

				石巻市 イシノマキシ		49				49		0		0		0

				塩竈市 シオガマシ		12				10		0		0		0

				気仙沼市 ケセンヌマシ		23				23		2		21		0

				白石市 シロイシシ		15				0		0		0		0

				名取市 ナトリシ		18				18		0		0		18

				角田市 カクダシ		12				0		0		0		0

				多賀城市 タガジョウシ		10				10		0		10		0

				岩沼市 イワヌマシ		8				8		0		0		0

				登米市 トメ シ		30				30		0		0		0

				栗原市 クリハラシ		19				19		4		0		15

				東松島市 ヒガシマツシマシ		11				11		11		0		0

				大崎市 オオサキシ		38				29		0		0		0

				富谷市 トミヤシ		13				13		0		0		0

				蔵王町 ザオウマチ		8				8		0		0		0

				七ヶ宿町 シチカシュクマチ		2				2		0		0		0

				大河原町 オオガワラマチ		7				0		0		0		0

				村田町 ムラタマチ		5				0		0		0		0

				丸森町 マルモリマチ		4				0		0		0		0

				亘理町 ワタリチョウ		11				11		0		0		0

				山元町 ヤマモトチョウ		5				0		0		0		0

				松島町 マツシママチ		4				4		4		0		0

				七ヶ浜町 シチガハママチ		5				5		5		0		0

				利府町 リフチョウ		9				9		9		0		0

				大和町 タイワチョウ		8				8		8		0		0

				大郷町 オオサトチョウ		2				2		0		0		0

				大衡村 オオヒラムラ		2				2		0		0		2

				色麻町 シカマチョウ		1				0		0		0		0

				加美町 カミマチ		11				11		0		0		11

				涌谷町 ワクヤ チョウ		4				4		0		0		0

				美里町 ミサトマチ		9				7		0		0		7

				女川町 オナガワチョウ		2				2		0		0		0

				南三陸町 ミナミサンリクチョウ		6				6		0		0		0

				合計 ゴウケイ		551				489		43		31		53



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				仙台市 センダイシ		5				0		0		0		0

				石巻市 イシノマキシ		4				0		0		0		0

				塩竈市 シオガマシ		0				0		0		0		0

				気仙沼市 ケセンヌマシ		2				2		0		0		0

				白石市 シロイシシ		1				0		0		0		0

				名取市 ナトリシ		1				0		0		0		1

				角田市 カクダシ		1				1		0		0		0

				多賀城市 タガジョウシ		1				0		0		1		0

				岩沼市 イワヌマシ		0				0		0		0		0

				登米市 トメシ		5				0		0		0		0

				栗原市 クリハラシ		2				0		0		0		2

				東松島市 ヒガシマツシマシ		1				1		0		0		0

				大崎市 オオサキシ		4				0		0		0		0

				富谷市 トミヤシ		1				0		0		0		0

				蔵王町 ザオウマチ		1				0		0		0		0

				七ヶ宿町 シチカシュクマチ		1				0		0		0		0

				大河原町 オオガワラマチ		1				1		0		0		0

				村田町 ムラタマチ		1				1		0		0		0

				丸森町 マルモリマチ		1				0		0		0		0

				亘理町 ワタリチョウ		1				1		0		0		0

				山元町 ヤマモトチョウ		1				0		0		0		1

				松島町 マツシママチ		1				1		0		0		0

				七ヶ浜町 シチガハママチ		1				0		0		0		1

				利府町 リフチョウ		2				2		0		0		0

				大和町 タイワチョウ		1				0		0		0		1

				大郷町 オオサトチョウ		1				0		0		0		0

				大衡村 オオヒラムラ		1				0		0		0		1

				色麻町 シカマチョウ		1				1		0		0		0

				加美町 カミマチ		0				0		0		0		0

				涌谷町 ワクヤチョウ		1				0		0		0		1

				美里町 ミサトマチ		1				0		0		0		1

				女川町 オナガワチョウ		1				0		0		0		1

				南三陸町 ミナミサンリクチョウ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		47				11		0		1		10







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



05秋田県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				秋田市 アキタシ		69				56		0		0		9

				能代市 ノシロシ		17				17		0		0		4

				横手市 ヨコテシ		31				30		0		20		10

				大館市		31				31		0		0		2

				男鹿市		10				10		0		0		2

				湯沢市 ユザワシ		13				13		13

				鹿角市		11				11		0		0		11

				由利本荘市		23				22		0		0		0

				潟上市		13				13		0		0		4

				大仙市		29				29		29

				北秋田市		8				8		0		0		1

				にかほ市		8				8		0		0		8

				仙北市		12				12		0		12

				小坂町		2				1		0		1

				上小阿仁村		2				2		0		0		0

				藤里町 フジサトマチ		1				1		0		0		1

				三種町		8				8		8		0		0

				八峰町		3				3		0		0		0

				五城目町		2				1		0		0		1

				八郎潟町		2				2		0		0		2

				井川町		2				2		0		0		2

				大潟村		2				2		2

				美郷町		5				5		5

				羽後町		4				4		0		4

				東成瀬村		2				2		2

				合計 ゴウケイ		310				293		59		37		57



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				秋田県 アキタケン		0

				秋田市 アキタシ		1				0		0		0		0

				能代市 ノシロシ		3				0		0		0		0

				横手市 ヨコテシ		3				0		0		3

				大館市		6				0		0		0		6

				男鹿市		2				0		0		0		0

				湯沢市 ユザワシ		1				1		0

				鹿角市		1				1		0

				由利本荘市		1				0		0		0		0

				潟上市		0

				大仙市		4				0		0		0		0

				北秋田市		3				0		0		0		0

				にかほ市		2				0		0		0		2

				仙北市		1				0		0		1

				小坂町		0

				上小阿仁村		0

				藤里町 フジサトマチ		1				0		0		0		1

				三種町		1				0		0		1

				八峰町		1				0		0		0		0

				五城目町		2				0		0		0		0

				八郎潟町		0

				井川町		1				0		0		0		1

				大潟村		0

				美郷町		2				2

				羽後町		1				0		0		0		1

				東成瀬村		1				0		0		1

				合計 ゴウケイ		38				4		0		6		11







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



07福島県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				福島市		72				72		0		0		72

				会津若松市		33				33		0		0		0

				郡山市		86				85		77		0		8

				いわき市		81				81		0		0		81

				白河市		22				9		9		0		0

				須賀川市		30				28		0		0		28

				喜多方市		7				4		4		0		0

				相馬市		15				15		14		1		0

				二本松市		26				26		0		0		23

				田村市		6				6		0		0		6

				南相馬市		11				11		11		0		0

				伊達市		19				18		17		1		0

				本宮市		11				11		0		0		11

				桑折町		5				0		0		0		0

				国見町		2				0		0		0		0

				川俣町		3				0		0		0		0

				大玉村		0				0		0		0		0

				鏡石町		3				3		0		0		3

				天栄村		5				5		0		0		0

				下郷町		2				2		2		0		0

				檜枝岐村		1				1		0		0		0

				只見町		4				0		0		0		0

				南会津町		11				7		0		7		0

				北塩原村		4				2		0		0		0

				西会津町		1				1		1		0		0

				磐梯町		3				3		0		0		3

				猪苗代町		6				2		0		0		0

				会津坂下町		4				0		0		0		0

				湯川村		3				0		0		0		0

				柳津町		3				3		3		0		0

				三島町		2				0		0		0		0

				金山町		3				3		3		0		0

				昭和村		2				2		0		0		2

				会津美里町		8				8		0		7		1

				西郷村		7				7		0		0		7

				泉崎村		3				0		0		0		0

				中島村		3				0		0		0		0

				矢吹町		5				5		5		0		0

				棚倉町		6				6		0		0		6

				矢祭町		2				2		2		0		0

				塙町		3				0		0		0		0

				鮫川村		0				0		0		0		0

				石川町		3				2		0		0		0

				玉川村		3				0		0		0		0

				平田村		3				0		0		0		0

				浅川町		2				2		0		0		2

				古殿町		2				2		2		0		0

				三春町		8				6		0		0		0

				小野町		2				1		0		1		1

				広野町		2				2		0		0		0

				楢葉町		2				2		0		2		0

				富岡町		1				1		0		0		1

				川内村		1				1		1		0		0

				大熊町		1				0		0		0		0

				双葉町		0				0		0		0		0

				浪江町		1				1		0		0		1

				葛尾村		2				2		0		0		0

				新地町		4				4		0		0		4

				飯舘村		1				1		0		0		1

				合計 ゴウケイ		561				488		151		19		261



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				福島市		4				4		0		0		0

				会津若松市		3				0		0		0		0

				郡山市		2				2		0		0		2

				いわき市		7				0		0		0		7

				白河市		2				2		0		0		0

				須賀川市		1				0		0		0		1

				喜多方市		1				1		0		0		0

				相馬市		0				0		0		0		0

				二本松市		2				0		0		0		2

				田村市		1				0		0		0		1

				南相馬市		1				1		0		0		0

				伊達市		1				0		0		0		0

				本宮市		1				1		0		0		0

				桑折町		1				0		0		0		0

				国見町		1				0		0		0		1

				川俣町		1				0		0		0		1

				大玉村		1				0		0		0		0

				鏡石町		0				0		0		0		0

				天栄村		1				0		0		0		0

				下郷町		0				0		0		0		0

				檜枝岐村		0				0		0		0		0

				只見町		1				0		0		0		0

				南会津町		1				0		0		1		0

				北塩原村		0				0		0		0		0

				西会津町		1				1		0		0		0

				磐梯町		1				0		0		0		0

				猪苗代町		0				0		0		0		0

				会津坂下町		1				0		0		0		0

				湯川村		0				0		0		0		0

				柳津町		1				1		1		0		0

				三島町		0				0		0		0		0

				金山町		0				0		0		0		0

				昭和村		1				0		0		0		1

				会津美里町		1				0		0		1		0

				西郷村		1				0		0		0		1

				泉崎村		1				0		0		0		1

				中島村		1				0		0		0		0

				矢吹町		0				0		0		0		0

				棚倉町		1				0		0		0		1

				矢祭町		0				0		0		0		0

				塙町		1				0		0		0		0

				鮫川村		1				0		0		1		0

				石川町		0				0		0		0		0

				玉川村		1				0		0		0		0

				平田村		1				1		0		0		0

				浅川町		1				0		0		0		1

				古殿町		0				0		0		0		0

				三春町		0				0		0		0		0

				小野町		0				0		0		0		0

				広野町		1				0		0		0		0

				楢葉町		0				0		0		0		0

				富岡町		0				0		0		0		0

				川内村		0				0		0		0		0

				大熊町		0				0		0		0		0

				双葉町		0				0		0		0		0

				浪江町		0				0		0		0		0

				葛尾村		1				0		0		0		0

				新地町		0				0		0		0		0

				飯舘村		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		50				14		1		3		20











＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



08茨城県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				茨城県 イバラキ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				茨城県 イバラキケン		95				87		12		6		69

				水戸市 ミトシ		48				29		0		0		0

				笠間市 カサマシ		16				7		0		0		0

				ひたちなか市 シ		26				26		15		0		0

				常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ		15				15		0		0		15

				那珂市 ナカシ		16				16		1		1		14

				小美玉市 オミタマシ		9				9		0		0		0

				茨城町 イバラキマチ		6				6		0		0		0

				大洗町 オオアライマチ		4				3		3		0		0

				城里町 シロサトマチ		7				7		0		0		0

				東海村 トウカイムラ		8				8		0		0		0

				大子町 ダイゴマチ		10				10		0		0		0

				日立市 ヒタチシ		39				39		0		0		0

				常陸太田市 ヒタチオオタシ		15				0		0		0		15

				高萩市 タカハギシ		7				7		0		0		7

				北茨城市 キタイバラキシ		15				15		0		0		0

				鹿嶋市 カシマシ		2				2		0		0		0

				潮来市 イタコシ		9				9		0		9		0

				神栖市 カミスシ		25				25		25		0		0

				行方市 ナメカタシ		7				7		0		0		0

				鉾田市 ホコタシ		7				7		0		0		0

				土浦市 ツチウラシ		23				23		0		0		0

				石岡市 イシオカシ		19				19		0		0		0

				龍ケ崎市 リュウガサキシ		16				16		0		0		0

				取手市 トリデシ		20				12		12		0		0

				牛久市 ウシクシ		13				13		13		0		0

				つくば市 シ		54				54		0		0		0

				守谷市 モリヤシ		13				13		0		0		0

				稲敷市 イナシキシ		12				12		0		0		0

				かすみがうら市 シ		7				7		0		0		0

				つくばみらい市 シ		13				13		0		0		13

				美浦村 ミホムラ		4				4		4		0		0

				阿見町 アミマチ		10				0		0		0		0

				河内町 カワチマチ		1				1		0		0		0

				利根町 トネマチ		2				2		0		0		2

				古河市 コガシ		21				21		0		0		0

				結城市 ユウキシ		16				16		0		0		0

				下妻市 シモツマシ		12				12		0		0		0

				筑西市 チクセイシ		21				21		0		21		0

				坂東市 バンドウシ		12				12		0		0		12

				桜川市 サクラガワシ		13				13		0		0		0

				常総市 ジョウソウシ		18				18		0		0		18

				八千代町 ヤチヨマチ		7				7		7		0		0

				五霞町 ゴカマチ		2				1		0		0		1

				境町 サカイ マチ		7				7		7		0		0

				合計 ゴウケイ		722				651		99		37		166



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				茨城県 イバラキ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				茨城県 イバラキケン		0				0		0		0		0

				水戸市 ミトシ		1				0		0		0		0

				笠間市 カサマシ		2				0		0		0		0

				ひたちなか市 シ		1				0		0		0		0

				常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ		2				0		0		0		2

				那珂市 ナカシ		1				0		0		0		1

				小美玉市 オミタマシ		1				1		0		0		0

				茨城町 イバラキマチ		1				1		0		0		0

				大洗町 オオアライマチ		0				0		0		0		0

				城里町 シロサトマチ		1				1		0		0		0

				東海村 トウカイムラ		0				0		0		0		0

				大子町 ダイゴマチ		1				1		0		0		0

				日立市 ヒタチシ		2				0		0		0		0

				常陸太田市 ヒタチオオタシ		1				0		0		0		1

				高萩市 タカハギシ		1				0		0		0		1

				北茨城市 キタイバラキシ		1				1		0		0		0

				鹿嶋市 カシマシ		1				0		0		0		1

				潮来市 イタコシ		1				1		0		0		0

				神栖市 カミスシ		3				3		0		0		0

				行方市 ナメカタシ		2				0		0		0		2

				鉾田市 ホコタシ		1				0		0		0		0

				土浦市 ツチウラシ		1				1		0		0		0

				石岡市 イシオカシ		2				0		0		0		0

				龍ケ崎市 リュウガサキシ		1				0		0		0		1

				取手市 トリデシ		1				1		0		0		0

				牛久市 ウシクシ		0				0		0		0		0

				つくば市 シ		4				0		0		0		0

				守谷市 モリヤシ		1				1		0		0		0

				稲敷市 イナシキシ		2				0		0		0		0

				かすみがうら市 シ		0				0		0		0		0

				つくばみらい市 シ		1				0		0		0		1

				美浦村 ミホムラ		0				0		0		0		0

				阿見町 アミマチ		1				1		0		0		0

				河内町 カワチマチ		0				0		0		0		0

				利根町 トネマチ		0				0		0		0		0

				古河市 コガシ		1				0		0		0		0

				結城市 ユウキシ		1				1		0		0		0

				下妻市 シモツマシ		0				0		0		0		0

				筑西市 チクセイシ		2				2		0		2		0

				坂東市 バンドウシ		2				0		0		0		2

				桜川市 サクラガワシ		1				1		0		0		0

				常総市 ジョウソウシ		2				0		0		0		2

				八千代町 ヤチヨマチ		1				0		0		0		0

				五霞町 ゴカマチ		0				0		0		0		0

				境町 サカイ マチ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		49				18		0		2		14







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



09栃木県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				宇都宮市 ウツノミヤシ		94				94		94		0		0

				足利市 アシカガシ		31				31		0		0		0

				栃木市 トチギシ		47				11		0		0		0

				佐野市 サノシ		23				23		0		0		23

				鹿沼市 カヌマシ		31				31		5		0		25

				日光市 ニッコウシ		30				30		0		0		0

				小山市 オヤマシ		41				41		0		0		0

				真岡市 モオカシ		28				28		0		0		24

				大田原市 オオタワラシ		25				18		0		0		0

				矢板市 ヤイタシ		8				8		0		8		0

				那須塩原市 ナスシオバラシ		27				0		0		0		0

				さくら市 シ		8				6		0		0		6

				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		6				6		0		0		6

				下野市 シモツケシ		12				8		0		0		0

				上三川町 カミノカワマチ		11				11		11		0		0

				益子町 マシコマチ		8				8		8		0		0

				茂木町 モテギマチ		6				6		6		0		0

				市貝町 イチカイマチ		4				4		0		0		0

				芳賀町 ハガマチ		4				4		0		0		0

				壬生町 ミブマチ		10				8		0		8		0

				野木町 ノギマチ		7				7		0		0		0

				塩谷町 シオヤマチ		4				4		0		4		0

				高根沢町 タカネザワマチ		7				7		0		0		0

				那須町 ナスマチ		8				8		0		0		0

				那珂川町 ナカガワマチ		6				6		0		0		6

				合計 ゴウケイ		486				408		124		20		90











		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				宇都宮市 ウツノミヤシ		1				1		0		0		0

				足利市 アシカガシ		1				0		0		0		1

				栃木市 トチギシ		4				0		0		0		0

				佐野市 サノシ		2				0		0		0		2

				鹿沼市 カヌマシ		2				2		0		0		2

				日光市 ニッコウシ		3				0		0		0		3

				小山市 オヤマシ		0				0		0		0		0

				真岡市 モオカシ		2				0		0		0		2

				大田原市 オオタワラシ		1				0		0		0		0

				矢板市 ヤイタシ		0				0		0		0		0

				那須塩原市 ナスシオバラシ		3				0		0		0		3

				さくら市 シ		1				0		0		0		1

				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1				0		0		0		1

				下野市 シモツケシ		1				0		0		0		0

				上三川町 カミノカワマチ		1				1		0		0		0

				益子町 マシコマチ		1				1		0		0		0

				茂木町 モテギマチ		1				1		0		0		0

				市貝町 イチカイマチ		0				0		0		0		0

				芳賀町 ハガマチ		0				0		0		0		0

				壬生町 ミブマチ		0				0		0		0		0

				野木町 ノギマチ		0				0		0		0		0

				塩谷町 シオヤマチ		1				1		0		0		0

				高根沢町 タカネザワマチ		1				1		0		0		0

				那須町 ナスマチ		0				0		0		0		0

				那珂川町 ナカガワマチ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		27		8		8		0		0		15







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



10群馬県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設

				群馬県 グンマ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				前橋市				67		67		52		0		0

				高崎市				80		80		80		0		0

				桐生市				30		30		30		0		0

				伊勢崎市				41		41		41		0		0

				太田市				48		48		41		7		0

				沼田市				16		16		16		0		0

				館林市				16		16		0		0		0

				渋川市				27		0		0		0		0

				藤岡市				16		16		0		0		0

				富岡市				17		17		0		0		0

				安中市				19		19		0		0		19

				みどり市				12		5		0		0		0

				榛東村				3		3		0		0		3

				吉岡町				3		3		0		0		0

				上野村				2		0		0		0		0

				神流町				2		2		2		0		0

				下仁田町				3		0		0		0		0

				南牧村				1		1		0		0		0

				甘楽町				4		4		4		0		0

				中之条町				4		4		3		1		0

				長野原町				3		3		0		0		0

				嬬恋村				3		3		0		0		3

				草津町				2		2		2		0		0

				高山村				2		2		1		0		1

				東吾妻町				6		6		0		0		0

				片品村				2		0		0		0		0

				川場村				2		1		1		0		0

				昭和村				0		0		0		0		0

				みなかみ町				6		0		0		0		0

				玉村町				7		7		7		0		0

				板倉町				4		4		3		1		0

				明和町				4		4		4		0		0

				千代田町				3		3		3		0		0

				大泉町				9		9		7		0		0

				邑楽町				6		6		6		0		0

				合計 ゴウケイ				470		422		303		9		26



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				群馬県 グンマ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				前橋市				6		6		0		0		0

				高崎市				0		0		0		0		0

				桐生市				1		1		0		0		0

				伊勢崎市				4		4		0		0		0

				太田市				0		0		0		0		0

				沼田市				1		1		0		0		0

				館林市		1				1		0		0		0

				渋川市				3		3		0		0		0

				藤岡市				1		0		0		0		0

				富岡市				1		0		0		0		1

				安中市				1		0		0		1		0

				みどり市				1		0		0		0		0

				榛東村				1		0		0		0		1

				吉岡町				1		1		0		0		0

				上野村				0		0		0		0		0

				神流町				1		1		0		0		0

				下仁田町				1		1		0		0		0

				南牧村				0		0		0		0		0

				甘楽町				0		0		0		0		0

				中之条町				0		0		0		0		0

				長野原町				1		0		0		0		0

				嬬恋村				1		1		0		0		0

				草津町				0		0		0		0		0

				高山村				1		1		0		0		0

				東吾妻町				1		0		0		0		0

				片品村				1		1		0		0		1

				川場村				0		0		0		0		0

				昭和村				1		0		0		1		0

				みなかみ町				2		0		0		0		0

				玉村町				1		1		0		0		0

				板倉町				0		0		0		0		0

				明和町				1		1		0		0		0

				千代田町				1		1		0		0		0

				大泉町		1				0		0		0		0

				邑楽町				1		1		0		0		0

				合計 ゴウケイ				35		26		0		2		3







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				埼玉県 サイタマケン				0		0		0		0		0

				さいたま市				188		186		避難所による		不明		171

				川越市				62		62		0		0		8

				熊谷市				54		54		46		0		0

				川口市				88		87		55		0		0

				行田市				22		22		14		8		0

				秩父市				24		24		0		0		0

				所沢市				54		54		0		0		54

				飯能市 ハンノウシ				24		24		0		0		0

				加須市				30		30		30		0		0

				本庄市				18		17		0		0		0

				東松山市				19		19		0		0		0

				春日部市				39		39		0		0		0

				狭山市				27		27		0		27		0

				羽生市				19		19		0		0		14

				鴻巣市				25		25		19		0		0

				深谷市				33		33		29		0		0

				上尾市				33		33		0		0		33

				草加市				32		32		0		32		0

				越谷市				52		52		0		0		0

				蕨市				11		11		0		11		0

				戸田市				21		21		18		0		0

				入間市				30		30		29		0		0

				朝霞市				15		3		0		0		0

				志木市				14		14		0		0		0

				和光市				16		16		12		0		4

				新座市				26		23		0		0		0

				桶川市				13		13		11		0		2

				久喜市				39		39		39		0		0

				北本市				11		11		0		0		0

				八潮市				15		0		0		0		0

				富士見市				18		18		18		0		0

				三郷市				33		0		0		0		0

				蓮田市				13		13		13		0		0

				坂戸市				18		18		18		0		0

				幸手市				12		12		0		0		0

				鶴ヶ島市				13		13		12		1		0

				日高市				12		12		0		0		0

				吉川市				12		12		12		0		0

				ふじみ野市				18		18		0		0		0

				白岡市				11		11		10		0		0

				伊奈町				11		7		0		0		0

				三芳町				8		8		0		0		0

				毛呂山町				7		7		0		0		0

				越生町				2		2		1		0		0

				滑川町				5		5		0		4		0

				嵐山町				5		5		0		0		5

				小川町				9		9		0		0		0

				川島町				6		6		6		0		0

				吉見町				7		7		0		0		0

				鳩山町				5		5		0		0		5

				ときがわ町				5		5		5		0		0

				横瀬町				2		2		0		0		0

				皆野町				4		4		0		0		0

				長瀞町				2		2		0		0		0

				小鹿野町				2		2		0		0		2

				東秩父村				2		2		0		0		2

				美里町				4		4		4		0		0

				神川町				5		0		0		0		0

				上里町				7		7		7		0		0

				寄居町				9		9		0		0		9

				宮代町				9		9		0		0		0

				杉戸町				11		11		0		0		0

				松伏町				6		6		5		0		1

				合計 ゴウケイ				1347		1271		413		83		310



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				埼玉県 サイタマケン				0		0		0		0		0

				さいたま市				2		1		1		0		1

				川越市				3		3		0		0		3

				熊谷市				2		0		0		0		0

				川口市				3		0		0		0		0

				行田市				1		0		0		1		0

				秩父市				5		0		0		0		5

				所沢市				2		0		0		0		2

				飯能市 ハンノウ シ				1		0		0		0		0

				加須市				2		2		2		0		0

				本庄市				1		1		0		0		0

				東松山市				1		0		0		0		1

				春日部市				1		0		0		0		0

				狭山市				3		3		0		0		0

				羽生市				1		0		0		0		1

				鴻巣市				1		0		0		1		1

				深谷市				0		0		0		0		0

				上尾市				1		0		0		0		1

				草加市				0		0		0		0		0

				越谷市				3		3		0		0		0

				蕨市				1		1		1		0		0

				戸田市				1		1		0		0		0

				入間市				1		1		0		0		0

				朝霞市				2		0		0		0		0

				志木市				0		0		0		0		0

				和光市				9		9		9		0		0

				新座市				26		0		0		0		0

				桶川市				0		0		0		0		0

				久喜市				0		0		0		0		0

				北本市				0		0		0		0		0

				八潮市				0		0		0		0		0

				富士見市				1		1		0		0		0

				三郷市				3		3		0		0		0

				蓮田市 ハスダシ				0		0		0		0		0

				坂戸市				0		0		0		0		0

				幸手市				0		0		0		0		0

				鶴ヶ島市				1		1		1		0		0

				日高市				1		0		0		0		0

				吉川市				1		1		0		0		0

				ふじみ野市				2		2		0		0		0

				白岡市				0		0		0		0		0

				伊奈町				1		1		0		0		0

				三芳町				1		1		0		0		0

				毛呂山町				0		0		0		0		0

				越生町				0		0		0		0		0

				滑川町				0		0		0		0		0

				嵐山町				1		1		0		0		0

				小川町				1		1		0		0		0

				川島町				1		1		0		0		0

				吉見町				1		1		0		0		0

				鳩山町				1		0		0		0		1

				ときがわ町				1		0		0		0		0

				横瀬町				1		1		0		0		0

				皆野町				1		0		0		0		0

				長瀞町				1		0		0		0		0

				小鹿野町				1		0		0		0		1

				東秩父村				0		0		0		0		0

				美里町				0		0		0		0		0

				神川町				1		0		0		0		0

				上里町・本庄市				1		1		0		0		0

				寄居町				1		1		0		0		1

				宮代町				1		0		0		0		0

				杉戸町				1		1		0		0		0

				松伏町				1		0		0		0		1

				合計 ゴウケイ				100		43		14		2		19







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				千葉県 チバ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				千葉市 チバ イチ		187				129		1		1		20

				銚子市 チョウシ イチ		19				19		1		0		18

				市川市 イチカワシ		61				61		0		0		7

				船橋市 フナバシシ		93				92		1		83		8

				館山市 タテヤマシ				16		16		13		0		3

				木更津市 キサラズシ		35				35		0		0		2

				松戸市 マツドシ		75				75		1		0		9

				野田市 ノダシ		35				35		31		0		4

				茂原市 モバラシ		15				2		0		0		2

				成田市 ナリタ シ		33				33		2		0		4

				佐倉市 サクラシ		38				38		35		0		37

				東金市 トウガネシ		15				15		0		0		3

				旭市 アサヒシ		19				19		19		0		0

				習志野市 ナラシノシ		26				26		0		0		2

				柏市 カシワシ		72				60		1		0		7

				勝浦市 カツウラシ				12		0		0		0		0

				市原市 イチハラシ		68				68		64		0		4

				流山市 ナガレヤマシ		34				30		0		1		5

				八千代市 ヤチヨシ		35				35		0		0		2

				我孫子市 アビコシ		23				23		0		20		3

				鴨川市 カモガワシ		9				9		0		1		0

				鎌ケ谷市 カマガヤシ		16				16		0		0		2

				君津市 キミツシ		23				23		0		19		4

				富津市 フッツシ		13				3		0		0		2

				浦安市 ウラヤスシ		28				28		0		0		2

				四街道市 ヨツカイドウシ		21				13		0		0		4

				袖ケ浦市 ソデガウラシ		13				13		12		0		1

				八街市 ヤチマタシ		14				13		0		0		13

				印西市 インザイシ				32		32		17		0		0

				白井市 シロイシ		15				14		0		0		1

				富里市 トミサトシ				10		10		0		0		0

				南房総市 ミナミボウソウシ		11				11		0		0		11

				匝瑳市 ソウサシ		14				14		0		0		2

				香取市 カトリシ		24				24		0		0		2

				山武市 サンムシ		17				17		16		0		1

				いすみ市		14				14		1		0		0

				大網白里市 オオアミシラサトシ		11				1		0		0		1

				酒々井町 シスイマチ				3		0		0		0		0

				栄町 サカエマチ		6				1		0		0		6

				神崎町 コウザキマチ		1				1		1		0		0

				多古町 タコマチ		5				5		0		0		5

				九十九里町 クジュウクリマチ		1				1		0		0		1

				芝山町 シバヤママチ				2		2		0		0		0

				横芝光町 ヨコシバヒカリ マチ		9				9		0		0		0

				一宮町 イチノミヤ マチ		3				3		0		0		0

				睦沢町 ムツザワ マチ		2				1		0		0		0

				長生村 チョウセイムラ		4				0		0		0		4

				白子町 シラコ マチ		4				4		0		0		0

				長柄町 ナガラ マチ		2				0		0		0		0

				長南町 チョウナンマチ				4		0		0		0		0

				大多喜町 オオタキマチ		4				4		0		0		4

				御宿町 オンジュク マチ		2				0		0		0		0

				鋸南町 キョナン マチ		2				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		1250				1097		216		125		206



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				千葉県 チバ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				千葉市 チバ イチ		3				0		0		0		0

				銚子市 チョウシシ				1		1		0		0		0

				館山市 タテヤマシ		1				1		0		0		0

				木更津市 キサラヅシ				1		1		0		0		0

				野田市 ノダシ		2				2		0		0		0

				茂原市 モバラシ		2				2		0		0		0

				成田市 ナリタシ		4				0		0		0		0

				旭市 アサヒシ		2				2		0		0		0

				習志野市 ナラシノシ		1				0		0		0		1

				柏市 カシワシ		1				0		0		0		0

				勝浦市 カツウラシ				1		1		0		0		1

				市原市 イチハラシ		3				3		0		0		0

				八千代市 ヤチヨシ		2				2		2		0		2

				鴨川市 カモガワシ		1				0		0		0		0

				鎌ケ谷市 カマガヤシ		1				1		0		0		0

				富津市 フッツシ		2				0		0		0		2

				浦安市 ウラヤス シ		3				3		0		0		3

				四街道市 ヨツカイドウシ		2				0		0		0		0

				袖ケ浦市 ソデガウラシ		1				1		0		0		0

				八街市 ヤチマタシ		1				0		0		0		1

				印西市 インザイシ		4				0		0		0		0

				白井市 シロイシ		1				1		0		0		0

				富里市 トミサトシ		1				1		0		0		1

				南房総市 ミナミボウソウシ				3		1		1		0		2

				匝瑳市 ソウサシ				1		0		0		0		1

				香取市 カトリシ				1		0		0		0		1

				山武市 サンブシ				1		1		0		0		0

				酒々井町 シスイマチ		1				0		0		0		0

				栄町 サカエマチ		1				0		0		0		1

				神崎町 コウザキマチ		1				1		0		0		0

				多古町 タコマチ		1				0		0		0		1

				東庄町 トウノショウマチ		1				1		0		0		0

				九十九里町 クジュウクリマチ				1		1		0		0		0

				芝山町 シバヤママチ				1		0		0		0		1

				横芝光町 ヨコシバヒカリ マチ				1		1		0		0		1

				白子町 シラコマチ				1		0		0		0		0

				長柄町 ナガラマチ				1		1		0		0		1

				長南町 チョウナンマチ				1		0		0		0		0

				大多喜町 オオタキマチ				1		0		0		0		1

				鋸南町 キョナンマチ				1		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		60				29		3		0		21







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



13東京都(変更予定)

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				東京都 トウキョウト		217				186		0		0		186

				千代田区		10				10		0		0		0

				中央区		22				22		0		0		0

				港区		25				25		0		0		0

				新宿区		43				40		0		0		0

				文京区		30				30		30		0		0

				台東区		26				26		26		0		0

				墨田区		35				35		35		0		0

				江東区		70				70		0		0		0

				品川区		52				52		52		0		0

				目黒区		32				31		0		0		31

				世田谷区		90				90		5		2		0

				渋谷区		25				25		0		0		0

				中野区		32				32		0		0		0

				杉並区		61				61		0		0		0

				豊島区		30				30		0		0		0

				北区		44				44		0		0		0

				荒川区		34				34				34

				板橋区		73				73		73		0		0

				練馬区		97				88		－		－		－

				足立区		111				103		0		0		0

				葛飾区		73				73		73		0		0

				江戸川区		97				97		97		0		0

				八王子市		106				67		67

				立川市		28				28		28		0		0

				武蔵野市		18				4		0		0		0

				三鷹市		22				22		22

				青梅市		26				1		0		0		0

				府中市		33				33		0		0		0

				昭島市		20				8		8

				調布市		28				28		28		0		0

				町田市		62				62		0		0		0

				小金井市		14				14				14

				小平市		27				0

				日野市		25				25		0		0		0

				東村山市		22				15		0		0		0

				国分寺市		15				15		0		0		0

				国立市		11				11		0		11		0

				福生市		10				10		10		0		0

				狛江市		10				6		0		0		0

				清瀬市		14				14

				東久留米市		17				17		0		0		0

				武蔵村山市		13				13		0		0		0

				多摩市		28				28		0		0		0

				稲城市		18				18		0		0		0

				羽村市		10				0

				あきる野市		16				16		0		0		0

				西東京市		27				27		0		0		0

				瑞穂町		7				7		0		0		0

				日の出町		5				5		5		0		0

				檜原村		2				0		0		0		0

				奥多摩町		0				0		0		0		0

				利島村		1				0		0		0		0

				新島村		4				4						4

				神津島村		2				2		0		0		0

				三宅村		2				2		2		0		0

				御蔵島村		1				1		0		0		1

				八丈町		6				6		0		0		0

				青ヶ島村		1				1		0		0		0

				東京都小笠原村		3				0

				合計 ゴウケイ		1983				1787		561		61		222



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				世田谷区 セタガヤク		1				0		0		1		0

				八王子市 ハチオウジシ		5				5		5

				立川市 タチカワシ		2				2		0		0		0

				武蔵野市 ムサシノシ		2				1						1

				青梅市 オウメシ		1				0

				府中市 フチュウシ		1				0		0		0		0

				昭島市 アキシマシ		1				1

				小平市 コダイラ シ		1				0

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		1				0		0		0		0

				国立市		1				1		0		0		0

				福生市 フッサシ		1				1		0		0		0

				狛江市 コマエシ		1				0		0		0		0

				武蔵村山市 ムサシムラヤマシ		1				0		0		0		0

				多摩市 タマシ		2				0		0		0		2

				稲城市 イナギシ		2				1		1		0		0

				羽村市 ハムラシ		2				0

				あきる野市 ノシ		3				3		0		0		0

				羽村・瑞穂地区学校給食組合 ハムラ ミズホ チク ガッコウ キュウショク クミアイ		2				0		0		0		0

				日の出町 ヒ デマチ		1				1		0		0		0

				檜原村 ヒノハラムラ		1				0		0		0		1

				奥多摩町 オクタママチ		1				0		0		0		0

				大島町 オオシママチ		1				0		0

				新島村 ニイジマムラ		1										1

				神津島村 コウヅシマムラ		1				1		0		0		0

				三宅村 ミヤケムラ		1				1		0		0		0

				八丈町 ハチジョウマチ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		38				18		6		1		5







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



14神奈川県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				神奈川県 カナガワケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				神奈川県 カナガワ ケン		71				71		0		0		71

		1		横浜市		459				337		0		0		0

		2		川崎市		171				171		0		0		0

		3		相模原市		101				53		53		0		0

		4		横須賀市		69				69		0		0		0

		5		平塚市		52				52		7		0		45

		6		鎌倉市		25				25		0		0		0

		7		藤沢市		60				60		0		0		0

		8		小田原市		38				36		36		0		0

		9		茅ヶ崎市		32				32		19		0		0

		10		逗子市		8				8		8		0		0

		11		三浦市 ミウラ シ		13				13		0		0		0

		12		秦野市		22				22		0		0		0

		13		厚木市		36				36		0		17		0

		14		大和市		28				28		8		0		0

		15		伊勢原市		17				17		14		2		0

		16		海老名市		24				24		1		0		0

		17		座間市 ザマシ		11				11		0		0		0

		18		南足柄市		9				7		0		0		0

		19		綾瀬市		17				17		15		0		2

		20		葉山町		6				4		0		4		0

		21		寒川町 サムカワマチ		8				0		0		0		0

		22		大磯町		5				5		0		0		5

		23		二宮町		6				6		0		0		0

		24		中井町		3				0		0		0		0

		25		大井町 オオイマチ		4				4		0		0		4

		26		松田町 マツダマチ		3				3		3		0		0

		27		山北町		2				2		0		0		2

		28		開成町 カイセイマチ		4				4		4		0		0

		29		箱根町		4				4		4		0		0

		30		真鶴町 マナヅル マチ		2				1		0		0		0

		31		湯河原町 ユガワラマチ		3				3		3		0		0

		32		愛川町		7				7		5		0		0

		33		清川村 キヨカワムラ		3				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		1323				1312		203		23		129



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				神奈川県 カナガワケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				神奈川県 カナガワケン		0				0		0		0		0

		1		横浜市		0				0		0		0		0

		2		川崎市		3				3		0		0		0

		3		相模原市		3				3		0		0		0

		4		横須賀市		1				0		0		0		0

		5		平塚市		1				1		0		0		1

		6		鎌倉市		0				0		0		0		0

		7		藤沢市		0				0		0		0		0

		8		小田原市		4				4		0		0		0

		9		茅ヶ崎市		0				0		0		0		0

		10		逗子市		0				0		0		0		0

		11		三浦市 ミウラ シ		2				0		0		0		0

		12		秦野市		1				0		0		0		0

		13		厚木市		2				1		0		1		0

		14		大和市		3				3		0		0		0

		15		伊勢原市		0				0		0		0		0

		16		海老名市		2				2		0		0		0

		17		座間市 ザマシ		0				0		0		0		0

		18		南足柄市		0				0		0		0		0

		19		綾瀬市		1				1		0		0		0

		20		葉山町		0				0		0		0		0

		21		寒川町 サムカワマチ		1				0		0		0		1

		22		大磯町		0				0		0		0		0

		23		二宮町		1				0		0		0		0

		24		中井町		1				0		0		1		0

		25		大井町 オオイマチ		1				0		0		0		1

		26		松田町 マツダマチ		0				0		0		0		0

		27		山北町		0				0		0		0		0

		28		開成町 カイセイマチ		0				0		0		0		0

		29		箱根町		0				0		0		0		0

		30		真鶴町 マナヅル マチ		0				0		0		0		0

		31		湯河原町 ユガワラマチ		0				0		0		0		0

		32		愛川町		0				0		0		0		0

		33		清川村 キヨカワムラ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		28				18		0		2		3







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



15新潟県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				新潟県 ニイガタ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				新潟市 ニイガタシ		166				71		71		0		0

				長岡市 ナガオカシ		88				79		0		0		0

				三条市 サンジョウシ		28				3		3		0		0

				柏崎市 カシワザキシ		38				38		0		0		0

				新発田市 シバタシ		32				25		0		0		0

				小千谷市 オヂヤシ		15				15		0		15		0

				加茂市 カモシ		11				11		11		0		0

				十日町市 トオカマチシ		27				27		0		0		27

				見附市 ミツケシ		13				13		0		13		0

				村上市 ムラカミシ		23				23		0		0		0

				燕市 ツバメシ		19				0		0		0		0

				糸魚川市 イトイガワシ		20				19		0		0		0

				妙高市 ミョウコウ シ		11				11		0		0		11

				五泉市 ゴセンシ		13				12		12		0		0

				上越市 ジョウエツシ		70				69		0		69		0

				阿賀野市 アガノシ		10				6		6		0		0

				佐渡市 サド シ		36				36		0		0		0

				魚沼市 ウオヌマ シ		8				8		0		0		0

				南魚沼市 ミナミ ウオヌマ シ		23				21		0		0		21

				胎内市 タイナイ シ		9				9		0		0		0

				聖籠町 セイロウマチ		4				0		0		0		0

				弥彦村 ヤヒコムラ		2				2		0		0		0

				田上町 タガミマチ		3				3		0		0		0

				阿賀町 アガマチ		5				0		0		0		0

				出雲崎町 イズモザキマチ		2				2		2		0		0

				湯沢町 ユザワマチ		1				1		0		1		0

				津南町 ツナンマチ		5				4		0		0		0

				刈羽村 カリワムラ		2				2		0		0		0

				関川村 セキカワムラ		2				2		0		0		0

				粟島浦村 アワシマウラムラ		2				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		688				512		105		98		59



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				新潟市 ニイガタシ		13				13		0		0		0

				長岡市 ナガオカシ		1				0		0		0		0

				三条市 サンジョウシ		4				4		0		0		0

				柏崎市 カシワザキシ		1				0		0		0		0

				新発田市 シバタシ		6				6		0		6		0

				小千谷市 オヂヤシ		1				1		0		0		0

				加茂市 カモシ		0				0		0		0		0

				十日町市 トオカマチシ		1				0		0		0		1

				見附市 ミツケシ		1				0		0		1		0

				村上市 ムラカミシ		1				0		0		0		0

				燕市 ツバメシ		2				2		0		0		0

				糸魚川市 イトイガワシ		0				0		0		0		0

				妙高市 ミョウコウ シ		0				0		0		0		0

				五泉市 ゴセンシ		0				0		0		0		0

				上越市 ジョウエツシ		0				0		0		0		0

				阿賀野市 アガノシ		1				1		0		0		0

				佐渡市 サド シ		4				0		0		0		0

				魚沼市 ウオヌマ シ		0				0		0		0		0

				南魚沼市 ミナミ ウオヌマ シ		3				0		0		0		3

				胎内市 タイナイ シ		1				0		0		0		0

				聖籠町 セイロウマチ		1				1		0		0		0

				弥彦村 ヤヒコムラ		3				3		0		0		0

				田上町 タガミマチ		2				2		0		0		0

				阿賀町 アガマチ		2				0		0		0		0

				出雲崎町 イズモザキマチ		0				0		0		0		0

				湯沢町 ユザワマチ		1				0		0		1		0

				津南町 ツナンマチ		0				0		0		0		0

				刈羽村 カリワムラ		0				0		0		0		0

				関川村 セキカワムラ		0				0		0		0		0

				粟島浦村 アワシマウラムラ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		49				33		0		8		4







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



16富山県

																別　紙 ベツ カミ

				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				富山県 トヤマ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				富山県 トヤマ ケン		46				46		15		0		0

				富山市 トヤマシ		88				88		88		0		0

				高岡市 タカオカ シ		34				34		34		0		0

				魚津市 ウオヅシ		7				7		7		0		0

				氷見市 ヒミ シ		14				14		0		14		0

				滑川市 ナメリカワ シ		9				9		0		0		0

				黒部市 クロベシ		11				11		11		0		0

				砺波市 トナミシ		12				12		0		0		12

				小矢部市 オヤベシ		9				9		0		0		0

				南砺市 ナントシ		17				17		0		0		0

				射水市 イミズシ		21				21		0		0		21

				舟橋村 フナハシムラ		2				2		2		0		0

				上市町 カミイチマチ		7				7		0		0		7

				立山町 タテヤママチ		7				7		0		0		0

				入善町 ニュウゼンマチ		8				8		0		8		0

				朝日町 アサヒマチ		2				2		0		2		0

				合計 ゴウケイ		294				294		157		24		40

		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				富山市 トヤマシ		2				0		0		0		0

				高岡市 タカオカ シ		1				0		0		0		0

				魚津市 ウオヅシ		1				1		0		0		1

				氷見市 ヒミシ		1				1		0		0		0

				滑川市 ナメリカワシ		1				0		0		0		0

				黒部市 クロベシ		1				1		0		0		0

				砺波市 トナミシ		1				0		0		0		1

				小矢部市 オヤベシ		1				0		0		0		0

				射水市 イミズシ		1				0		0		0		1

				立山町 タテヤママチ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		11				4		0		0		3







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



17石川県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				石川県 イシカワケン		47				34		0		0		0

				加賀市 カガシ		23				23		0		0		0

				小松市 コマツシ		33				33		0		0		0

				能美市 ノミシ		11				0

				川北町 カワキタマチ		4				4		0		4

				白山市 ハクサンシ		27				27		0		0		0

				野々市市 ノノイチシ		8				8		8		0		0

				金沢市 カナザワシ		79				79		79		0		0

				津幡町 ツバタマチ		11				11		0		0		0

				内灘町 ウチナダマチ		7				7		0		0		0

				かほく市 シ		9				9		9		0		0

				宝達志水町 ホウダツシミズチョウ		6				6		0		0		0

				志賀町 シカマチ		1				1		0		0		0

				羽咋市 ハクイシ		7				7		0		0		0

				中能登町 ナカノトマチ		1				1		1		0		0

				七尾市 ナナオシ		13				13		13		0		0

				能登町 ノトチョウ		9				9		9		0		0

				穴水町 アナミズ マチ		2				2		0		0		2

				輪島市 ワジマシ		9				0

				珠洲市 スズシ		11				11		0		0		0

				合計 ゴウケイ		318				285		119		4		2



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				石川県 イシカワケン		0

				加賀市 カガシ		1				0				0		0

				小松市 コマツシ		0

				能美市 ノミシ		2				2		0		0		0

				川北町 カワキタマチ		0

				白山市 ハクサンシ		0

				野々市市 ノノイチシ		2				0				0		0

				金沢市 カナザワシ		13				13		0		0		0

				津幡町 ツバタマチ		0

				内灘町 ウチナダマチ		1				0		0		0		1

				かほく市 シ		2				2		0		0		0

				宝達志水町 ホウダツシミズチョウ		0

				志賀町 シカマチ		1				0		0		0		0

				羽咋市 ハクイシ		1				0		0		0		1

				中能登町 ナカノトマチ		1				0		0		0		0

				七尾市 ナナオシ		5				5		0		0		0

				能登町 ノトチョウ		0

				穴水町 アナミズ マチ		1				0		0		0		1

				輪島市 ワジマシ		1				0		0		0		1

				珠洲市 スズシ		0

				合計 ゴウケイ		31				22		0		0		4







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



18福井県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				福井市 フクイシ		86				83		0		0		83

				敦賀市 ツルガシ		17				17		2		1		14

				小浜市 オバマシ		12				12		0		0		12

				大野市 オオノシ		11				11		0		0		11

				勝山市 カツヤマシ		13				13		13		0		0

				鯖江市 サバエシ		15				15		15		0		0

				あわら市 シ		13				11		0		0		11

				越前市 エチゼンシ		23				17		0		0		17

				坂井市 サカイシ		24				24		0		0		24

				永平寺町 エイヘイジチョウ		10				10		0		0		10

				池田町 イケダチョウ		2				2		0		0		2

				南越前町 ミナミエチゼンチョウ		5				5		5		0		0

				越前町 エチゼンチョウ		13				13		13		0		0

				美浜町 ミハマチョウ		4				4		0		0		4

				高浜町 タカハマチョウ		6				5		0		0		5

				おおい町 チョウ		6				6		0		6		0

				若狭町 ワカサチョウ		12				12		0		0		12

				合計 ゴウケイ		272				260		48		7		205



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				福井市 フクイシ		2				2		0		0		0

				敦賀市 ツルガシ		1				1		0		0		0

				小浜市 オバマシ		0				0		0		0		0

				大野市 オオノシ		0				0		0		0		0

				勝山市 カツヤマシ		0				0		0		0		0

				鯖江市 サバエシ		0				0		0		0		0

				あわら市 シ		1				0		0		0		1

				越前市 エチゼンシ		0				0		0		0		0

				坂井市 サカイシ		2				0		0		0		2

				永平寺町 エイヘイジチョウ		1				0		0		0		1

				池田町 イケダチョウ		1				1		0		0		0

				南越前町 ミナミエチゼンチョウ		3				3		0		0		0

				越前町 エチゼンチョウ		1				1		0		0		0

				美浜町 ミハマチョウ		1				0		0		0		1

				高浜町 タカハマチョウ		1				0		0		1		0

				おおい町 チョウ		1				0		0		1		0

				若狭町 ワカサチョウ		1				0		0		0		1

				合計 ゴウケイ		16				8		0		2		6







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



19山梨県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				山梨県 ヤマナシケン		0				0		0		0		0

				甲府市		43				43		25		0		18

				富士吉田市		14				14		0		0		0

				都留市		10				2		2		0		10

				山梨市		14				13		10		0		4

				大月市		7				7		7		0		0

				韮崎市		9				9		0		0		0

				南アルプス市		24				22		19		0		0

				北杜市		18				3		0		0		3

				甲斐市		16				16		0		0		16

				笛吹市		19				19		19		0		0

				上野原市		7				7		7		0		0

				甲州市		17				17		0		0		17

				中央市		8				8		0		0		8

				市川三郷町		0				0		0		0		0

				早川町		3				0		0		0		0

				身延町		3				3		0		0		3

				南部町		0				0		0		0		0

				富士川町		5				5		0		0		5

				昭和町		5				5		0		0		0

				道志村		2				2		0		0		0

				西桂町		2				2		2		0		0

				忍野村		2				1		0		0		1

				山中湖村		3				3		3		0		0

				鳴沢村		1				1		1		0		0

				富士河口湖町		10				8						8

				小菅村		0				0		0		0		0

				丹波山村		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		243				210		95		0		93



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				山梨県 ヤマナシケン		0				0		0		0		0

				甲府市		0				0		0		0		0

				富士吉田市		1				1		0		0		0

				都留市		1				1		0		0		1

				山梨市		2				1		1		0		1

				大月市		1				1		0		0		0

				韮崎市		0				0		0		0		0

				南アルプス市		2				2		0		0		0

				北杜市		1				0		0		0		1

				甲斐市		2				0		0		0		2

				笛吹市		5				5		0		0		0

				上野原市		1				1		1		0		0

				甲州市		1				1		0		0		1

				中央市		0				0		0		0		0

				市川三郷町		3				3		0		0		3

				早川町		1				1		0		0		0

				身延町		1				0		0		0		1

				南部町		1				1		1		0		0

				富士川町		1				0		0		0		1

				昭和町		1				1		0		0		0

				道志村		1				0		0		0		0

				西桂町		0				0		0		0		0

				忍野村		1				0		0		0		1

				山中湖村		1				1		0		0		0

				鳴沢村		0				0		0		0		0

				富士河口湖町		3				0		0				3

				小菅村		0				0		0		0		0

				丹波山村		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		31				20		3		0		15



＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。




※Q 活用に合意している学校（給食施設）について、書面等で合意が必要なのか。
A 合意とは「認識共有ができていること」をさしますので、書面等がなくても、災害時に活用可能であることについて、関係部局又は関係者と認識共有ができていれば、問題ありません。



20長野県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				長野県 ナガノ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				長野県 ナガノ ケン		67				67		0		0		8

		1		長野市 ナガノシ		72				72		0		3		0

		2		松本市 マツモト シ		45				45		0		0		0

		3		上田市 ウエダシ		33				33		33		0		0

		4		岡谷市 オカヤシ		11				11		0		0		11

		5		飯田市 イイダシ		28				28		26		2		0

		6		諏訪市 スワシ		10				10		10		0		0

		7		須坂市 スザカシ		15				15		0		0		0

		8		小諸市 コモロシ		7				7		0		0		0

		9		伊那市 イナシ		21				21		21		0		0

		10		駒ヶ根市 コマガネシ		0				0		0		0		0

		11		中野市 ナカノシ		11				11		0		0		0

		12		大町市 オオマチシ		9				9		0		0		0

		13		飯山市 イイヤマシ		9				9		0		0		0

		14		茅野市 チノシ		11				11		11		0		0

		15		塩尻市 シオジリシ		13				13		0		0		0

		16		佐久市 サクシ		21				21		0		0		21

		17		千曲市 チクマシ		13				13		0		0		0

		18		東御市 トウミシ		7				7		0		7		0

		19		安曇野市 アズミノ シ		17				17		0		0		1

		20		小海町 コウミマチ		1				1		1		0		0

		21		佐久穂町 サクホマチ		2				0		0		0		0

		22		川上村 カワカミ ムラ		3				3		3		0		0

		23		南牧村 ミナミ マキムラ		3				1		0		0		0

		24		南相木村 ミナミアイキムラ		1				1		0		1		0

		25		北相木村 キタアイキムラ		1				1		0		1		0

		26		軽井沢町 カルイザワ マチ		4				4		4		0		0

		27		御代田町 ミヨタマチ		3				3		0		0		3

		28		立科町 タテシナマチ		2				2		0		0		2

		29		長和町 ナガワマチ		1				1		0		0		1

		30		青木村 アオキ ムラ		2				2		0		0		2

		31		下諏訪町 シモスワマチ		0				0		0		0		0

		32		富士見町 フジミマチ		4				4		0		0		4

		33		原村 ハラムラ		2				0		0		0		0

		34		辰野町 タツノマチ		5				5		0		0		5

		35		箕輪町 ミノワ マチ		6				6		0		0		0

		36		飯島町 イイジママチ		3				3		3		0		0

		37		南箕輪村 ミナミ ミノワ ムラ		3				3		3		0		0

		38		中川村 ナカガワ ムラ		3				3		0		0		1

		39		宮田村 ミヤダムラ		2				2		2		0		0

		40		松川町 マツカワマチ		0				0		0		0		0

		41		高森町 タカモリマチ		0				0		0		0		0

		42		阿南町 アナン マチ		6				2		0		0		0

		43		阿智村 アチムラ		6				1		0		0		1

		44		平谷村 ヒラヤムラ		1				1		1		0		0

		45		根羽村 ネバムラ		1				1		1		0		0

		46		下條村 シモジョウ ムラ		2				0		0		0		0

		47		売木村 ウルギムラ		0				0		0		0		0

		48		天龍村 テンリュウムラ		1				1		1		0		0

		49		泰阜村 ヤスオカムラ		0				0		0		0		0

		50		喬木村 タカギ ムラ		3				3		3		0		0

		51		豊丘村 トヨオカムラ		3				3		0		0		3

		52		大鹿村 オオシカムラ		0				0		0		0		0

		53		上松町 アゲマツマチ		0				0		0		0		0

		54		南木曽町 ナギソマチ		2				2		0		0		2

		55		木曽町 キソマチ		6				6		0		0		6

		56		木祖村 キソムラ		2				2		2		0		0

		57		王滝村 オオタキ ムラ		1				1		0		0		1

		58		大桑村 オオクワムラ		2				2		0		0		0

		59		麻績村 オミムラ		2				2		0		0		0

		60		生坂村 イクサカムラ		0				0		0		0		0

		61		山形村 ヤマガタムラ		1				1		0		0		1

		62		朝日村 アサヒムラ		1				0		0		0		0

		63		筑北村 チク ホク ムラ		2				2		0		0		0

		64		池田町 イケダ マチ		0				0		0		0		0

		65		松川村 マツカワムラ		0				0		0		0		0

		66		白馬村 ハクバムラ		0				0		0		0		0

		67		小谷村 オタリムラ		1				1		1		0		0

		68		坂城町 サカキマチ		4				0		0		0		0

		69		小布施町 オブセマチ		2				2		0		0		2

		70		高山村 タカヤマムラ		2				2		0		0		0

		71		山ノ内町 ヤマ ウチマチ		0				0		0		0		0

		72		木島平村 キジマダイラムラ		2				0		0		0		0

		73		野沢温泉村 ノザワオンセンムラ		2				1		0		0		0

		74		信濃町 シナノマチ		1				1		0		1		0

		75		飯綱町 イイヅナマチ		3				3		0		0		0

		76		小川村 オガワ ムラ		2				2		0		0		2

		77		栄村 サカエムラ		3				0		0		0		2

		78		松本市・山形村・朝日村中学校組合 マツモト シ ヤマガタムラ アサヒムラ チュウガッコウ クミアイ		1				1		0		0		1

		79		辰野町塩尻市小学校組合 タツノマチ シオジリシ ショウガッコウ クミアイ		1				1		0		0		1

		80		塩尻市辰野町中学校組合 シオジリシ タツノマチ チュウガッコウ クミアイ		1				1		0		0		0

		81		北相木村南相木村中学校 キタアイキムラ ミナミアイキムラ チュウガッコウ		1				1		1		0		0

		82		上田市長和町中学校組合 ウエダシ ナガワ マチ チュウガッコウ クミアイ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		539				511		127		15		81



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				長野県 ナガノ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				長野県 ナガノ ケン		0				0		0		0		0

				長野市 ナガノシ		4				3		0		1		0

				松本市 マツモト シ		5				0		0		0		0

				上田市 ウエダシ		3				3		3		0		0

				飯田市 イイダシ		4				0		0		0		4

				須坂市 スザカシ		1				1		0		0		0

				駒ヶ根市 コマガネシ		3				3		0		0		0

				中野市 ナカノ シ		2				0		0		0		2

				飯山市 イイヤマシ		1				1		0		0		0

				茅野市 チノシ		1				1		1		0		0

				佐久市 サクシ		2				0		0		0		2

				千曲市 チクマシ		2				0		0		0		2

				東御市 トウミシ		1				1		0		1		0

				安曇野市 アズミノ シ		3				0		0		0		3

				川上村 カワカミ ムラ		1				0		0		1		0

				御代田町 ミヨタマチ		1				0		0		0		1

				飯島町 イイジママチ		1				1		1		0		0

				南箕輪村 ミナミミノワムラ		1				1		1		0		0

				高森町 タカモリマチ		1				1		0		0		0

				阿南町 アナン マチ		1				0		0		0		0

				阿智村 アチムラ		1				0		0		0		1

				下條村 シモジョウ ムラ		1				0		0		0		0

				泰阜村 ヤスオカムラ		1				0		0		0		1

				喬木村 タカギ ムラ		1				1		0		0		0

				豊丘村 トヨオカムラ		1				0		0		1		0

				木祖村 キソムラ		1				1		0		0		0

				生坂村 イクサカムラ		1				0		0		0		1

				小谷村 オタリ ムラ		1				1		0		0		0

				坂城町 サカキマチ		1				1		0		0		0

				小布施町 オブセマチ		1				0		0		0		1

				高山村 タカヤマムラ		1				1		0		0		0

				山ノ内町 ヤマ ウチマチ		1				1		1		0		0

				木島平村 キジマダイラムラ		1				1		0		0		0

				信濃町 シナノマチ		1				0		0		1		0

				飯綱町 イイヅナマチ		1				0		0		0		1

				池田松川施設組合 イケダ マツカワ シセツ クミアイ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		54				23		7		5		19







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



21岐阜県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ



		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				岐阜県 ギフ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				岐阜市		86				75		60		0		15

				大垣市		39				39		0		0		39

				高山市		28				28		0		0		28

				多治見市		20				20		0		0		20

				関市		26				0		0		0		0

				中津川市		29				29		0		0		29

				美濃市		7				7		0		0		7

				瑞浪市		11				11		0		0		11

				羽島市		14				14		12		0		2

				恵那市		24				24		0		0		24

				美濃加茂市		14				3		0		0		3

				土岐市		15				13		13		0		0

				各務原市		29				29		26		0		3

				可児市		16				0		0		0		0

				山県市		11				11		11		0		0

				瑞穂市		10				10		0		0		10

				飛騨市		12				12		0		0		12

				本巣市		11				0		0		0		0

				郡上市		22				22		0		22		0

				下呂市		15				0		0		0		0

				海津市		11				0		0		0		0

				岐南町		4				4		0		0		4

				笠松町		5				5		4		0		1

				養老町		8				8		0		0		8

				垂井町		9				9		0		0		9

				関ヶ原町		2				2		0		2		0

				神戸町		5				0		0		0		0

				輪之内町		4				4		0		0		4

				安八町		5				0		0		0		0

				揖斐川町		13				13		13		0		0

				大野町		8				8		0		0		8

				池田町		7				0		0		0		0

				北方町		2				2		0		0		2

				坂祝町		2				2		2		0		0

				富加町		2				2		2		0		0

				川辺町		4				4		0		0		4

				七宗町		4				4		4		0		0

				八百津町		7				6		6		0		0

				白川町		5				5		0		0		5

				東白川村		2				0		0		0		0

				御嵩町		8				0		0		0		0

				白川村		1				1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		557				426		153		25		248



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				岐阜県 ギフ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				岐阜市		1				1		0		0		0

				大垣市		2				2		0		0		0

				高山市		5				5		0		0		0

				多治見市		3				3		0		0		0

				関市		1				1		0		0		0

				中津川市		8				0		0		0		8

				美濃市		1				0		0		0		1

				瑞浪市		1				1		0		0		0

				羽島市		2				2		2		0		0

				恵那市		3				3		0		0		0

				美濃加茂市		1				0		0		0		1

				土岐市		1				1		0		0		0

				各務原市		2				2		0		0		0

				可児市		1				1		1		0		0

				山県市		0				0		0		0		0

				瑞穂市		1				1		0		0		0

				飛騨市		2				0		0		0		2

				本巣市		1				0		0		0		1

				郡上市		5				0		0		5		0

				下呂市		2				2		0		0		0

				海津市		1				0		0		0		1

				岐南町		1				0		0		0		1

				笠松町		1				1		0		0		0

				養老町		0				0		0		0		0

				垂井町		1				0		0		0		1

				関ヶ原町		0				0		0		0		0

				神戸町		1				0		0		0		1

				輪之内町		1				1		0		0		0

				安八町		1				0		0		0		1

				揖斐川町		1				1		0		0		0

				大野町		1				0		0		0		1

				池田町		1				0		0		0		1

				北方町		1				0		0		0		1

				坂祝町		1				1		1		0		0

				富加町		0				0		0		0		0

				川辺町		1				1		0		0		0

				七宗町		1				1		0		0		0

				八百津町		1				1		0		0		0

				白川町		1				1		0		0		0

				東白川村		1				0		0		0		1

				御嵩町		1				1		0		0		0

				白川村		1				0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		62				34		4		6		22





22静岡県

														別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				静岡県 シズオカ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

								うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

										1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				静岡県 シズオカ ケン		94		92		13		8		71

				沼津市		30		30		0		30		0

				熱海市		9		9		0		0		0

				三島市		21		21		14		3		0

				富士宮市		36		34		14		0		20

				伊東市		12		12		0		0		12

				富士市		42		40		0		0		0

				御殿場市		14		14		0		0		14

				下田市		8		0		0		0		0

				裾野市		14		14		14		0		0

				伊豆市		7		0		0		0		0

				伊豆の国市		9		3		0		0		3

				東伊豆町		4		0		0		0		0

				河津町		2		0		0		0		0

				南伊豆町		4		0		0		0		0

				松崎町		0		0		0		0		0

				西伊豆町		3		3		0		0		3

				函南町		7		7		0		0		7

				清水町		5		5		0		0		5

				長泉町		5		5		0		0		5

				小山町		8		8		0		0		0

				島田市		19		19		19		0		0

				焼津市		22		21		0		0		21

				掛川市		35		35		25		10		0

				藤枝市		26		0		0		0		0

				御前崎市		2		0		0		0		0

				菊川市		13		0		0		0		0

				磐田市		32		17		17		0		0

				袋井市		16		16		0		0		0

				湖西市		11		11		0		0		11

				牧之原市		12		12		12		0		0

				吉田町		4		4		0		0		0

				川根本町		2		0		0		0		0

				森町		5		5		5		0		0

				静岡市 しずおかし		124		124		24		0		100

				浜松市 はままつし		139		101		0		0		0

				合計 ゴウケイ		796		662		157		51		272



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				静岡県 シズオカ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

								1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

										うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				静岡県 シズオカ ケン		0		0		0		0		0

				沼津市		0		0		0		0		0

				熱海市		0		0		0		0		0

				三島市		0		0		0		0		0

				富士宮市		1		0		0		0		1

				伊東市		1		0		0		0		1

				富士市		1		0		0		0		0

				御殿場市		3		0		0		0		3

				下田市		1		0		0		0		1

				裾野市		1		1		0		0		0

				伊豆市		2		0		0		0		0

				伊豆の国市		2		0		0		0		2

				東伊豆町		1		0		0		0		0

				河津町		1		1		0		0		0

				南伊豆町		0		0		0		0		0

				松崎町		0		0		0		0		0

				西伊豆町		2		0		0		0		2

				函南町		0		0		0		0		0

				清水町		0		0		0		0		0

				長泉町		1		0		0		0		1

				小山町		7		0		0		0		0

				島田市		2		2		0		0		0

				焼津市		1		1		0		0		0

				掛川市		3		3		3		0		0

				藤枝市		3		0		0		0		3

				御前崎市		1		0		0		0		1

				菊川市		1		0		0		0		0

				磐田市		3		3		0		0		0

				袋井市		3		3		0		0		0

				湖西市		1		0		0		0		1

				牧之原市		1		0		0		0		0

				吉田町		1		0		0		0		0

				川根本町		1		0		0		0		0

				森町		0		0		0		0		0

				静岡市 しずおかし		10		10		0		0		0

				浜松市 はままつし		5		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		60		24		3		0		16







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



23愛知県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

		1		名古屋市 ナゴヤシ		386				386		－

oa: 発災時、必要に応じて、各施設管理者等と調整をすることとしており、事前の合意は把握していない。		－		－

		2		豊橋市 トヨハシシ		84				84		78		0		6

		3		岡崎市 オカザキシ		67				67		0		67		0

		4		一宮市		61				61		61		0		0

		5		瀬戸市 セトシ		23				23		0		0		23

		6		半田市 ハンダシ		18				18		0		0		0

		7		春日井市 カスガイシ		38				38		0		0		0

		8		豊川市 トヨカワシ		36				36		36		0		0

		9		津島市 ツシマシ		15				15		2		0		3

		10		碧南市 ヘキナン シ		11				11		0		0		1

		11		刈谷市 カリヤシ		26				26		0		0		26

		12		豊田市 トヨタシ		96				96		0		96		0

		13		安城市 アンジョウシ		33				33		1		0		32

		14		西尾市 ニシオシ		35				35		0		0		3

		15		蒲郡市 ガマゴオリシ		22				22		0		0		2

		16		犬山市 イヌヤマシ		14				14		0		0		0

		17		常滑市 トコナメシ		13				13		0		0		0

		18		江南市 コウナンシ		15				15		0		0		0

		19		小牧市 コマキシ		29				29		0		0		29

		20		稲沢市 イナザワシ		32				32

CL2205-131t: 給食室or敷地内に調理場あり
20校
家庭科室あり
32校		0		0		0

		21		新城市 シンシロシ		19				18		0		0		0

oa: 本調査時点2/1では通知が届いていなかったため0で回答としている。
その後通知が届いたので、学校18箇所に展開しました。

		22		東海市 トウカイシ		18				18		0		0		0

		23		大府市 オオブシ		17				17		0		0		17

		24		知多市 チタシ		15				15		0		0		15

		25		知立市 チリュウ シ		12				12		0		0		12

		26		尾張旭市 オワリアサヒシ		12				12		0		0		12

		27		高浜市 タカハマシ		7				7		0		0		0

		28		岩倉市 イワクラシ		8				8		0		0		8

		29		豊明市 トヨアケシ		11				11		11		0		11

		30		日進市 ニッシンシ		15				15		0		0		15

		31		田原市 タハラシ		20				20		19		0		1

		32		愛西市 アイサイシ		18				18		18		0		0

		33		清須市 キヨスシ		13				13		0		0		0

		34		北名古屋市 キタナゴヤシ		17				17		16		0		0

		35		弥富市 ヤトミシ		13				12		0		12		0

		36		みよし市 シ		14				14		0		0		2

		37		あま市 シ		17				17		0		0		0

		38		長久手市 ナガクテシ		9				9		0		0		0

		39		東郷町 トウゴウチョウ		9				9		0		0		0

		40		豊山町 トヨヤマチョウ		4				4		0		4		0

		41		大口町 オオグチチョウ		4				4		0		0		0

		42		扶桑町 フソウ マチ		6				6		0		6		0

		43		大治町 オオハルチョウ		4				4		0		0		4

		44		蟹江町 カニエチョウ		7				7		0		0		0

		45		飛島村 トビシマムラ		1				1		0		0		1

		46		阿久比町 アグイチョウ		6				6		1		0		5

		47		東浦町 ヒガシウラ チョウ		11				11		0		0		1

		48		南知多町 ミナミチタチョウ		8				7		6		0		1

		49		美浜町 ミハマチョウ		7				7		0		0		7

		50		武豊町 タケトヨチョウ		7				7		0		0		7

		51		幸田町		10				10		0		0		1

		52		設楽町 シタラチョウ		4				4		0		0		0

		53		東栄町 トウエイチョウ		2				1		0		0		0

		54		豊根村 トヨネムラ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		1399				1395		249		185		245



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

		1		名古屋市 ナゴヤシ		0				0		0		0		0

		2		豊橋市 トヨハシシ		4				4		0		0		0

		3		岡崎市 オカザキシ		4				0		0		4		0

		4		一宮市		3				3		0		0		0

		5		瀬戸市 セトシ		1				0		0		0		0

		6		半田市 ハンダシ		1				1		0		0		0

		7		春日井市 カスガイシ		4				0		0		0		4

		8		豊川市 トヨカワシ		2				2		0		0		0

		9		津島市 ツシマシ		2				2		0		0		0

		10		碧南市 ヘキナン シ		1				0		0		0		0

		11		刈谷市 カリヤシ		2				0		0		0		0

		12		豊田市 トヨタシ		7

Administrator: 足助給食センター
稲武給食センター
中部給食センター
東部給食センター
南部給食センター
平和給食センター
北部給食センター										

oa: 本調査時点2/1では通知が届いていなかったため0で回答としている。
その後通知が届いたので、学校18箇所に展開しました。		0		0		7		0

		13		安城市 アンジョウシ		3				0		0		0		3

		14		西尾市 ニシオシ		1				0		0		0		0

		15		蒲郡市 ガマゴオリシ		1				1		0		0		0

		16		犬山市 イヌヤマシ		0				0		0		0		0

		17		常滑市 トコナメシ		1				1		0		0		0

		18		江南市 コウナンシ		2				0		0		0		2

		19		小牧市 コマキシ		3				3		0		0		3

		20		稲沢市 イナザワシ		1

CL2205-131t: 祖父江町学校給食センター						

oa: 発災時、必要に応じて、各施設管理者等と調整をすることとしており、事前の合意は把握していない。		

CL2205-131t: 給食室or敷地内に調理場あり
20校
家庭科室あり
32校		0		0		0		0

		21		新城市 シンシロシ		2				0		0		2		0

		22		東海市 トウカイシ		2				0		0		0		0

		23		大府市 オオブシ		0				0		0		0		0

		24		知多市 チタシ		1				0		0		0		1

		25		知立市 チリュウ シ		1				0		0		0		1

		26		尾張旭市 オワリアサヒシ		1				1		0		0		1

		27		高浜市 タカハマシ		0				0		0		0		0

		28		岩倉市 イワクラシ		1				1		0		0		1

		29		豊明市 トヨアケシ		2				2		0		0		2

		30		日進市 ニッシンシ		1				1		0		0		1

		31		田原市 タハラシ		1				1		0		0		0

		32		愛西市 アイサイシ		2				2		2		0		0

		33		清須市 キヨスシ		1				0		0		0		0

		34		北名古屋市 キタナゴヤシ		1				1		1		0		0

		35		弥富市 ヤトミシ		0				0		0		0		0

		36		みよし市 シ		0				0		0		0		0

		37		あま市 シ		1				0		0		0		1

		38		長久手市 ナガクテシ		1				0		0		0		1

		39		東郷町 トウゴウチョウ		1				0		0		0		1

		40		豊山町 トヨヤマチョウ		1				1		1		0		0

		41		大口町 オオグチチョウ		1				0		0		0		1

		42		扶桑町 フソウ マチ		1				1		0		0		0

		43		大治町 オオハルチョウ		0				0		0		0		0

		44		蟹江町 カニエチョウ		1				0		0		0		0

		45		飛島村 トビシマムラ		0				0		0		0		0

		46		阿久比町 アグイチョウ		1				1		0		0		0

		47		東浦町 ヒガシウラ チョウ		1				0		0		0		0

		48		南知多町 ミナミチタチョウ		1				1		0		0		0

		49		美浜町 ミハマチョウ		1				0		0		0		1

		50		武豊町 タケトヨチョウ		1				0		0		0		1

		51		幸田町		1				0		0		0		0

		52		設楽町 シタラチョウ		1				0		0		0		0

		53		東栄町 トウエイチョウ		1				0		0		0		0

		54		豊根村 トヨネムラ		1				0		0		0		1

				合計 ゴウケイ		75				30		4		13		26







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				三重県 ミエ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				桑名市 クワナシ		36				20		0		0		20

				木曽岬町 キソサキ チョウ		2				2		0		2		0

				いなべ市 シ		13				13		13		0		0

				東員町 トウイン チョウ		8				8		0		0		0

				四日市市 ヨッカイチ シ		59				59		0		0		0

				菰野町 コモノ チョウ		7				5		5		0		0

				朝日町 アサヒ チョウ		2				1		0		0		0

				川越町 カワゴエ チョウ		3				3		0		0		0

				鈴鹿市 スズカシ		40				40		40		0		0

				亀山市 カメヤマシ		14				9		9		0		0

				津市 ツシ		76				44		44		0		0

				松阪市 マツサカシ		55

admin: ・休校・廃校含む。
・高校含む。
				53

admin: 休校・廃校除く。		48

admin: ■以下は含まない。
・有間野小学校（休校）
・旧飯高西中（廃校）

・三重高校
・松阪高校
・松阪工業高校
・飯南高校
・松阪商業
↑高校との避難所協定において、調理施設の使用に関する言及なし。

■小中学校は含む。
　松阪市地域防災計画のP263に
　記載あり。		0		0

				多気町 タキチョウ		7				7		5		0		0

				明和町 メイワ チョウ		5				5		0		0		5

				大台町 オオダイチョウ		4				4		0		0		0

				伊勢市 イセシ		31				31		31		0		0

				玉城町 タマキチョウ		5				5		0		5		0

				大紀町 タイキチョウ		2				2		2		0		0

				南伊勢町 ミナミイセチョウ		3				3		3		0		0

				度会町 ワタライ チョウ		2				2		0		0		1

				鳥羽市 トバシ		9				9		0		0		9

				志摩市 シマシ		13				13		13		0		0

				伊賀市 イガシ		6				6		0		0		0

				名張市 ナバリシ		19				19		0		0		0

				尾鷲市 オワセシ		7				6		0		0		6

				紀北町 キホク チョウ		12				0		0		0		0

				熊野市 クマノ シ		10				5		5		0		0

				御浜町 ミハマ チョウ		4				0		0		0		0

				紀宝町 キホウチョウ		5				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		459				374		218		7		41



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				三重県 ミエ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				桑名市 クワナシ		2				0		0		0		2

				木曽岬町 キソサキ チョウ		1				0		0		1		0

				いなべ市 シ		2				2		2		0		0

				東員町 トウイン チョウ		1				0		0		0		0

				四日市市 ヨッカイチ シ		1				0		0		0		0

				菰野町 コモノ チョウ		0				0		0		0		0

				朝日町 アサヒ チョウ		0				0		0		0		0

				川越町 カワゴエ チョウ		1				0		0		1		0

				鈴鹿市 スズカシ		2				2		0		0		0

				亀山市 カメヤマシ		1				1		0		0		0

				津市 ツシ		3				3		0		0		0

				松阪市 マツサカシ		4				4		0		0		0

				多気町 タキチョウ		1				1		0		0		0

				明和町 メイワ チョウ		0				0		0		0		0

				大台町 オオダイチョウ		0				0		0		0		0

				伊勢市 イセシ		1				0		0		0		1

				玉城町 タマキチョウ		0				0		0		0		0

				大紀町 タイキチョウ		0				0		0		0		0

				南伊勢町 ミナミイセチョウ		0				0		0		0		0

				度会町 ワタライ チョウ		1				1		0		0		0

				鳥羽市 トバシ		1				0		0		0		1

				志摩市 シマシ		1				1		0		0		0

				伊賀市 イガシ		2				0		0		0		0

				名張市 ナバリシ		0				0		0		0		0

				尾鷲市 オワセシ		0				0		0		0		0

				紀北町 キホク チョウ		2				2		2		0		0

				熊野市 クマノ シ		2				2		2		0		0

				御浜町 ミハマ チョウ		1				0		0		0		0

				紀宝町 キホウチョウ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		31				20		6		2		4







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



25滋賀県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				滋賀県 シガ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				県立学校 ケンリツ ガッコウ		48				20		3		0		17

		1		大津市 オオツシ		55				55		0		0		0

		2		彦根市 ヒコネシ		17				17		17		0		0

		3		長浜市 ナガハマシ		37				35		35		0		0

		4		近江八幡市 オウミハチマンシ		16				16		16		0		0

		5		草津市 クサツシ		20				0		0		0		0

		6		守山市 モリヤマ シ		13				13		0		13		0

		7		栗東市 リットウシ		12				12		12		0		0

		8		甲賀市 コウカシ		27				27		0		0		0

		9		野洲市 ヤスシ		9				9		0		9		0

		10		湖南市 コナン シ		13				13		3		0		10

		11		高島市 タカシマシ		19				0		0		0		0

		12		東近江市 ヒガシ オウミ シ		31				31		0		0		0

		13		米原市 マイバラシ		15				15		0		15		0

		14		日野町 ヒノチョウ		6				6		6		0		0

		15		竜王町 リュウオウチョウ		3				3		0		0		3

		16		愛荘町 アイショウチョウ		6				6		0		6		0

		17		豊郷町 トヨサトチョウ		3				2		2		0		0

		18		甲良町 コウラチョウ		3				3		0		0		0

		19		多賀町 タガチョウ		3				3		0		0		0

				合計 ゴウケイ		356				286		94		43		30



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド																														0

				滋賀県 シガ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				県立学校 ケンリツ ガッコウ		0				0		0		0		0

		1		大津市 オオツシ		3				3		0		0		0

		2		彦根市 ヒコネシ		1				1		1		0		0

		3		長浜市 ナガハマシ		2				2		2		0		0

		4		近江八幡市 オウミハチマンシ		1				1		0		0		0

		5		草津市 クサツシ		2				1		0		0		0

		6		守山市 モリヤマ シ		0				0		0		0		0

		7		栗東市 リットウシ		1				1		1		0		0

		8		甲賀市 コウカシ		2				2		0		0		0

		9		野洲市 ヤスシ		1				1		1		0		0

		10		湖南市 コナン シ		1				1		0		0		0

		11		高島市 タカシマシ		2				2		0		0		0

		12		東近江市 ヒガシ オウミ シ		3				0		0		0		0

		13		米原市 マイバラシ		2				2		0		2		0

		14		日野町 ヒノチョウ		0				0		0		0		0

		15		竜王町 リュウオウチョウ		1				0		0		0		1

		16		愛荘町 アイショウチョウ		1				1		1		0		0

		17		豊郷町 トヨサトチョウ		0				0		0		0		0

		18		甲良町 コウラチョウ		0				0		0		0		0

		19		多賀町 タガチョウ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		23				18		6		2		1







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



26京都府

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				京都府 キョウトフ		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				京都市 キョウトシ		237				237		237		0		0

				福知山市 フクチヤマシ		20				20		0		0		20

				舞鶴市 マイヅルシ		25				18		0		0		0

				綾部市 アヤベシ		14				14		0		0		0

				宇治市 ウジシ		31				20		20		0		0

				宮津市 ミヤヅシ		0				0		0		0		0

				亀岡市 カメオカシ		23				0		0		0		0

				城陽市 ジョウヨウシ		15				0		0		0		0

				向日市 ムコウシ		9				6		0		0		0

				長岡京市 ナガオカキョウシ		14				14		14		0		0

				八幡市 ヤワタシ		11				8		8		0		0

				京田辺市 キョウタナベシ		13				9		9		0		0

				京丹後市 キョウタンゴシ		22				19		18		0		0

				南丹市 ナンタンシ		12				0		0		0		12

				木津川市 キヅガワシ		18				18		0		0		0

				大山崎町 オオヤマザキチョウ		3				3		3		0		0

				久御山町 クミヤマチョウ		4				4		0		0		4

				井手町 イデチョウ		3				3		0		3		0

				宇治田原町 ウジタワラチョウ		3				3		3		0		0

				笠置町 カサギチョウ		1				1		0		1		0

				和束町 ワヅカチョウ		0				0		0		0		0

				精華町 セイカチョウ		10				5		5		0		0

				南山城村 ミナミヤマシロムラ		2				2		0		0		2

				京丹波町 キョウタンバチョウ		8				0		0		0		0

				伊根町 イネチョウ		3				3		3		0		0

				与謝野町 ヨサノチョウ		8				1		0		0		1

				与謝野町宮津市中学校組合 ヨサノ チョウ ミヤヅ シ チュウガッコウ クミアイ		1				0		0		0		0



				合計 ゴウケイ		510				408		320		4		39



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				京都府 キョウトフ		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				京都市 キョウトシ		0				0		0		0		0

				福知山市 フクチヤマシ		1				0		0		0		1

				舞鶴市 マイヅルシ		0				0		0		0		0

				綾部市 アヤベシ		0				0		0		0		0

				宇治市 ウジシ		0				0		0		0		0

				宮津市 ミヤヅシ		0				0		0		0		0

				亀岡市 カメオカシ		1				1		0		0		0

				城陽市 ジョウヨウシ		1				1		0		0		0

				向日市 ムコウシ		1				0		0		0		0

				長岡京市 ナガオカキョウシ		0				0		0		0		0

				八幡市 ヤワタシ		0				0		0		0		0

				京田辺市 キョウタナベシ		1				0		0		0		1

				京丹後市 キョウタンゴシ		0				0		0		0		0

				南丹市 ナンタンシ		4				0		0		0		4

				木津川市 キヅガワシ		2				0		0		0		0

				大山崎町 オオヤマザキチョウ		0				0		0		0		0

				久御山町 クミヤマチョウ		0				0		0		0		0

				井手町 イデチョウ		1				1		0		0		0

				宇治田原町 ウジタワラチョウ		1				1		0		0		0

				笠置町 カサギチョウ		0				0		0		0		0

				和束町 ワヅカチョウ		1				0		0		1		0

				精華町 セイカチョウ		1				1		0		0		0

				南山城村 ミナミヤマシロムラ		0				0		0		0		0

				京丹波町 キョウタンバチョウ		3				0		0		0		0

				伊根町 イネチョウ		0				0		0		0		0

				与謝野町 ヨサノチョウ		1				0		0		0		1



				合計 ゴウケイ		19				5		0		1		7







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



27大阪府

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				大阪府 オオサカフ		134				134		2		2		130

				大阪市 オオサカ シ		412				412		0		0		412

				堺市 サカイ シ		137				137		0		0		0

				豊中市 トヨナカシ		56				56		3		0		53

				池田市 イケダシ		11				11		0		0		11

				箕面市 ミノオシ		22				22		0		0		22

				能勢町 ノセチョウ		2				2		0		0		2

				豊能町 トヨノチョウ		4				4		0		0		4

				吹田市 スイタシ		54				54		0		0		54

				高槻市 タカツキシ		59				59		0		59		0

				茨木市 イバラキシ		46				46		46		0		0

				摂津市 セッツシ		15				15		0		0		15

				島本町 シマモトチョウ		6				6		0		0		6

				守口市 モリグチシ		1				1		1		0		0

				枚方市 ヒラカタシ		63				63		27		0		36

				寝屋川市 ネヤガワシ		35				35		0		35		0

				大東市 ダイトウシ		20				20		0		0		20

				門真市 カドマシ		19				19		19		0		0

				四條畷市 シジョウナワテシ		8				8		8		0		0

				交野市 カタノシ		13				13		0		0		13

				東大阪市 ヒガシ オオサカシ		77				77		23		0		54

				八尾市 ヤオシ		43				43		0		43		0

				柏原市 カシワラシ		17				17		0		17		0

				富田林市 トンダバヤシシ		23				23		0		0		0

				河内長野市 カワチナガノシ		20				20		0		20		0

				松原市 マツバラシ		22				22		0		0		22

				羽曳野市 ハビキノシ		20				20		0		0		20

				藤井寺市 フジイデラシ		10				10		0		0		10

				大阪狭山市 オオサカサヤマシ		10				10		0		0		10

				太子町 タイシチョウ		0				0		0		0		0

				河南町 カナンチョウ		3				3		0		0		3

				千早赤阪村 チハヤアカサカ ムラ		2				2		0		0		2

				泉大津市 イズミオオツシ		11				11		2		0		9

				和泉市 イズミシ		30				30		0		0		0

				高石市 タカイシシ		10				10		0		0		10

				忠岡町 タダオカチョウ		3				3		0		3		0

				岸和田市 キシワダシ		35				35		0		0		35

				貝塚市 カイヅカシ		15				15		0		0		15

				泉佐野市 イズミサノシ		18				18		0		0		18

				泉南市 センナンシ		14				14		0		0		14

				阪南市 ハンナンシ		12				12		0		0		12

				熊取町 クマトリチョウ		8				8		0		0		8

				田尻町 タジリチョウ		2				2		0		0		2

				岬町 ミサキチョウ		4				4		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1526				1526		131		179		1026





		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				豊中市 トヨナカシ		2				2		0		0		0

				池田市 イケダシ		1				0		0		0		1

				枚方市 ヒラカタシ		2				2		0		0		0

				交野市 カタノシ		1				0		0		0		1

				四條畷市 シジョウナワテシ		1				1		0		0		0

				東大阪市 ヒガシオオサカシ		3				3		0		0		0

				河内長野市 カワチナガノ シ		1				1		0		0		0

				松原市 マツバラシ		1				0		0		0		1

				羽曳野市 ハビキノシ		1				0		0		1		0

				大阪狭山市 オオサカサヤマシ		1				1		1		0		0

				太子町 タイシチョウ		1				0		0		1		0

				河南町 カナンチョウ		1				1		0		0		0

				千早赤阪村 チハヤアカサカムラ		1				0		0		0		1

				岸和田市 キシワダシ		1				0		0		0		1

				泉佐野市 イズミサノシ		2				0		0		0		2

				泉南市 センナン シ		1				0		0		0		1

				阪南市 ハンナンシ		1				0		0		1		0

				田尻町 タジリチョウ		1				1		0		0		0

				岬町 ミサキチョウ		1				0		0		0		1

				藤井寺市柏原市学校給食組合 フジイデラ シ カシハラ シ ガッコウ キュウショク クミアイ		1				0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		25				12		1		4		9





＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



28兵庫県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				神戸市 コウベシ		248				248		0		0		0

				姫路市 ヒメジシ		122				122		0		0		122

				尼崎市 アマガサキシ		68				68		0		0		0

				明石市 アカシ シ		50				50		0		0		0

				西宮市 ニシノミヤシ		63				63		0		0		63

				洲本市 スモトシ		18				18		0		0		0

				芦屋市 アシヤシ		13				13		0		0		0

				伊丹市 イタミシ		30				30		0		0		0

				相生市 アイオイシ		12				12		9		0		3

				豊岡市 トヨオカシ		30				30		0		0		0

				加古川市 カコガワシ		39				24		0		0		0

				赤穂市 アコウシ		16				16		16		0		0

				西脇市 ニシワキシ		11				11		0		0		0

				宝塚市 タカラヅカシ		36				36		0		0		36

				三木市 ミキシ		28				28		0		0		0

				高砂市 タカサゴシ		19				19		10		9		0

				川西市 カワニシシ		23				23		23		0		0

				小野市 オノシ		13				13		13		0		0

				三田市 サンダシ		26				26		0		0		0

				加西市 カサイシ		17				0		0		0		0

				丹波篠山市 タンバササヤマシ		22				22		0		0		0

				養父市 ヤブシ		14				14		14		0		0

				丹波市 タンバシ		29				29		0		29		0

				南あわじ市 ミナミ シ		19				19		0		0		19

				朝来市 アサゴシ		16				16		16		0		0

				淡路市 アワジシ		18				0		0		0		0

				宍粟市 シソウシ		22				17		0		0		0

				加東市 カトウシ		12				12		0		0		0

				たつの市 シ		25				0		0		0		0

				猪名川町 イナガワチョウ		9				0		0		0		0

				多可町 タカチョウ		9				9		2		7		9

				稲美町 イナミチョウ		8				8		8		0		0

				播磨町 ハリマチョウ		8				8		8		0		0

				市川町 イチカワチョウ		5				5		0		0		0

				福崎町 フクサキチョウ		4				4		0		0		0

				神河町 カミカワチョウ		4				4		0		0		0

				太子町 タイシチョウ		6				0		0		0		0

				上郡町 カミゴオリチョウ		4				0		0		0		0

				佐用町 サヨウチョウ		4				0		0		0		0

				香美町 カミチョウ		16				13		0		13		0

				新温泉町 シンオンセンチョウ		8				8		8		0		0

				合計 ゴウケイ		1144				1038		127		58		252



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				神戸市 コウベシ		2				0		0		0		0

				姫路市 ヒメジシ		4				0		0		0		4

				尼崎市 アマガサキシ		1				1		0		0		0

				明石市 アカシ シ		2				0		0		0		0

				西宮市 ニシノミヤシ		0				0		0		0		0

				洲本市 スモトシ		2				2		0		0		2

				芦屋市 アシヤシ		0				0		0		0		0

				伊丹市 イタミシ		3				3		0		0		0

				相生市 アイオイシ		0				0		0		0		0

				豊岡市 トヨオカシ		3				3		0		0		0

				加古川市 カコガワシ		3				0		0		0		0

				赤穂市 アコウシ		1				1		0		0		0

				西脇市 ニシワキシ		1				0		0		0		0

				宝塚市 タカラヅカシ		0				0		0		0		0

				三木市 ミキシ		1				0		0		0		0

				高砂市 タカサゴシ		1				0		0		0		1

				川西市 カワニシシ		1				1		1		0		0

				小野市 オノシ		1				1		0		0		0

				三田市 サンダシ		2				2		0		0		0

				加西市 カサイシ		2				2		0		0		0

				丹波篠山市 タンバササヤマシ		0				0		0		0		0

				養父市 ヤブシ		1				1		0		0		0

				丹波市 タンバシ		0				0		0		0		0

				南あわじ市 ミナミ シ		2				0		0		0		2

				朝来市 アサゴシ		1				1		0		0		0

				淡路市 アワジシ		1				1		0		0		1

				宍粟市 シソウシ		0				0		0		0		0

				加東市 カトウシ		1				0		0		0		0

				たつの市 シ		2				0		0		0		0

				猪名川町 イナガワチョウ		1				1		0		0		0

				多可町 タカチョウ		1				1		0		0		1

				稲美町 イナミチョウ		0				0		0		0		0

				播磨町 ハリマチョウ		4				4		4		0		4

				市川町 イチカワチョウ		1				0		0		0		0

				福崎町 フクサキチョウ		0				0		0		0		0

				神河町 カミカワチョウ		1				0		0		0		0

				太子町 タイシチョウ		1				1		0		0		1

				上郡町 カミゴオリチョウ		1				0		0		1		0

				佐用町 サヨウチョウ		1				1		0		1		1

				香美町 カミチョウ		2				2		0		0		0

				新温泉町 シンオンセンチョウ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		52				30		5		2		17







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				奈良県 ナラケン		40				39		0		2		37

		1		奈良市 ナラシ		62				62		0		0		0

		2		大和高田市 ヤマトタカダシ		11				11		11		0

		3		大和郡山市 ヤマトコオリヤマシ		16				16		0		0		0

		4		天理市 テンリシ		12				12		12		0

		5		橿原市 カシハラシ		21				21		21		0

		6		桜井市 サクライシ		15				15		0		15

		7		五條市 ゴジョウシ		8				8		0		0		0

		8		御所市 ゴセシ		10				10		0		0		0

		9		生駒市 イコマシ		19				19		0		0		0

		10		香芝市 カシバシ		14				14		0		0		0

		11		葛城市 カツラギ シ		7				7		0		0		0

		12		宇陀市 ウダシ		9				9		0		0		0

		13		山添村 ヤマゾエ ムラ		2				2		0		0		2

		14		平群町 ヘグリチョウ		4				4		4		0

		15		三郷町 サンゴウチョウ		3				3		0		0		0

		16		斑鳩町 イカルガチョウ		5				5		0		0		0

		17		安堵町 アンド マチ		2				2		0		0		0

		18		川西町 カワニシチョウ		1				1		0		0		1

		19		三宅町 ミヤケチョウ		1				1		1		0

				三宅町・川西町組合立式下中学校 ミヤケチョウ カワニシチョウ リツ シキ ゲ チュウガッコウ		1				1		1		0

		20		田原本町 タワラモトチョウ		7				7		7		0

		21		曽爾村 ソニムラ		1				1		1		0

		22		御杖村 ミツエムラ		2				2		0		2

		23		高取町 タカトリチョウ		2				2		0		0		0

		24		明日香村 アスカムラ		2				2		0		0		0

		25		上牧町 カンマキチョウ		5				5		0		0		5

		26		王寺町 オウジチョウ		3				3		3		0

		27		広陵町 コウリョウチョウ		5				5		0		0		5

		28		河合町 カワイチョウ		4				4		0		0		0

		29		吉野町 ヨシノチョウ		2				2		2		0

		30		大淀町 オオヨドチョウ		4				4		0		0		4

		31		下市町 シモイチチョウ		1				1		0		0		0

		32		黒滝村 クロタキムラ		2				2		0		0		0

		33		天川村 テンカワムラ		1				1		0		0		1

		34		野迫川村 ノセガワムラ		1				1		0		0		0

		35		十津川村 トツカワムラ		3				3		0		0		3

		36		下北山村 シモキタヤマムラ		1				1		1		0

		37		上北山村 カミキタヤマムラ		1				1		1		0

		38		川上村 カワカミムラ		1				1		1		0

		39		東吉野村 ヒガシヨシノムラ		2				2		2		0

				合計 ゴウケイ		313				312		68		19		58



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				奈良県 ナラケン		ー

				奈良市 ナラシ		1				0		0		0		0

				大和高田市 ヤマトタカダシ		ー

				大和郡山市 ヤマトコオリヤマシ		2				2		0		0

				天理市 テンリシ		ー

				橿原市 カシハラシ		1				1		0		0

				桜井市 サクライシ		1				0		0		1

				五條市 ゴジョウシ		1				1		0		0

				御所市 ゴセシ		1				0		0		1

				生駒市 イコマシ		2				0		0		0		0

				広陵町・香芝市共同中学校給食調理場 コウリョウチョウ カシバシ キョウドウ チュウガッコウ キュウショク チョウリ ジョウ		1				1		0		0

				葛城市 カツラギ シ		1				1		0		0

				宇陀市 ウダシ		1				1		0		0

				山添村 ヤマゾエ ムラ		1				0		0		0		1

				平群町 ヘグリチョウ		1				1		0		0		0

				三郷町 サンゴウチョウ		1				1		0		0		0

				斑鳩町 イカルガチョウ		ー

				安堵町 アンド マチ		1				0		0		0		0

				川西町 カワニシチョウ		ー

				三宅町 ミヤケチョウ		ー

				田原本町 タワラモトチョウ		ー

				東宇陀給食センター（曽爾村・御杖村） ヒガシ ウダ キュウショク ソニムラ ミツエ ムラ		1				1		1		0

				高取町 タカトリチョウ		1				1		0		0

				明日香村 アスカムラ		1				1		0		0

				上牧町 カンマキチョウ		ー

				王寺町 オウジチョウ		1				1		0		0

				河合町 カワイチョウ		ー

				吉野町 ヨシノチョウ		ー

				大淀町 オオヨドチョウ		ー

				下市町 シモイチチョウ		ー

				黒滝村 クロタキムラ		1				1		0		0

				天川村 テンカワムラ		ー

				野迫川村 ノセガワムラ		ー

				十津川村 トツカワムラ		ー

				下北山村 シモキタヤマムラ		ー

				上北山村 カミキタヤマムラ		ー

				川上村 カワカミムラ		1				1		0		0

				東吉野村 ヒガシヨシノムラ		1				1		0		0

				合計 ゴウケイ		23				16		1		2		1







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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		2														別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				和歌山市 ワカヤマ シ		70				70		0		0		0

				海南市 カイナン シ		19				19		0		19		0

				橋本市 ハシモトシ		21				21		0		0		21

				有田市 アリダシ		8				8		0		0		0

				御坊市 ゴボウ イチ		10				10		0		10		0

				田辺市 タナベシ		33				33		0		0		33

				新宮市 シングウシ		11				11		11		0		0

				紀の川市 キ カワシ		24				24		0		0		0

				岩出市 イワデ シ		9				9		0		0		0

				紀美野町 キミノ チョウ		5				5		5		0		0

				九度山町 クドヤマチョウ		4				4		4		0		0

				かつらぎ町 チョウ		9				9		0		9		0

				高野町 コウヤチョウ		4				4		0		0		0

				湯浅町 ユアサチョウ		4				4		4		0		0

				広川町 ヒロガワチョウ		6				6		0		0		0

				有田川町 アリダカワチョウ		14				14		0		0		0

				美浜町 ミハマチョウ		3				3		3		0		3

				日高町 ヒダカチョウ		3				3		3		0		0

				由良町 ユラチョウ		2				2		0		0		0

				印南町 イナミチョウ		7				7		7		0		0

				みなべ町 チョウ		8				8		0		0		0

				日高川町 ヒダカガワチョウ		10				10		9		0		0

				白浜町 シラハマチョウ		13				13		13		0		13

				上富田町 カミトンダチョウ		6				6		6		0		0

				すさみ町 チョウ		3				1		0		0		0

				那智勝浦町 ナチカツウラチョウ		9				9		0		9		0

				太地町 タイジチョウ		2				2		2		0		0

				古座川町 コザガワチョウ		3				3		0		0		0

				北山村 キタ ヤマムラ		0				0		0		0		0

				串本町 クシモトチョウ		11				11		11		0		0

				合計 ゴウケイ		331				329		78		47		70



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				和歌山市 ワカヤマ シ		2				0		0		0		0

				海南市 カイナン シ		1				0		0		0		0

				橋本市 ハシモトシ		0				0		0		0		0

				有田市 アリダシ		1				0		0		0		0

				御坊市 ゴボウ イチ		1				1		0		0		0

				田辺市 タナベシ		3				1		0		0		0

				新宮市 シングウシ		0				0		0		0		0

				紀の川市 キ カワシ		2				2		2		0		0

				岩出市 イワデ シ		1				0		0		0		0

				紀美野町 キミノ チョウ		0				0		0		0		0

				九度山町 クドヤマチョウ		1				1		0		0		0

				かつらぎ町 チョウ		1				0		0		1		0

				高野町 コウヤチョウ		0				0		0		0		0

				湯浅町 ユアサチョウ		1				1		0		0		0

				広川町 ヒロガワチョウ		1				0		0		0		0

				有田川町 アリダカワチョウ		1				0		0		0		0

				美浜町 ミハマチョウ		0				0		0		0		0

				日高町 ヒダカチョウ		0				0		0		0		0

				由良町 ユラチョウ		1				0		0		0		0

				印南町 イナミチョウ		0				0		0		0		0

				みなべ町 チョウ		1				0		0		1		0

				日高川町 ヒダカガワチョウ		0				0		0		0		0

				白浜町 シラハマチョウ		3				0		0		0		3

				上富田町 カミトンダチョウ		1				1		0		0		0

				すさみ町 チョウ		1				1		0		0		0

				那智勝浦町 ナチカツウラチョウ		0				0		0		0		0

				太地町 タイジチョウ		0				0		0		0		0

				古座川町 コザガワチョウ		0				0		0		0		0

				北山村 キタ ヤマムラ		0				0		0		0		0

				串本町 クシモトチョウ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		24				9		2		2		3



＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				鳥取県 トットリケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				鳥取市 トットリシ		22				21		19		0		0

				米子市 ヨナゴシ		40				40		0		40		0

				倉吉市 クラヨシ シ		15				15		15		0		0

				境港市 サカイミナトシ		9				9		0		0		9

				岩美町 イワミチョウ		3				3		3		0		0

				若桜町 ワカサチョウ		1				0		0		0		0

				智頭町 チズチョウ		2				2		0		0		0

				八頭町 ヤズ チョウ		6				0		0		0		0

				三朝町 ミササチョウ		0				0		0		0		0

				湯梨浜町 ユリ ハマチョウ		4				2		2		0		0

				琴浦町 コトウラチョウ		7				7		0		0		0

				北栄町 ホクエイチョウ		2				2		2		0		0

				日吉津村 ヒエヅソン		1				1		1		0		0

				大山町 ダイセンチョウ		7				4		0		0		4

				南部町 ナンブチョウ		5				5		5		0		0

				伯耆町 ホウキ チョウ		1				0		0		1		0

				日南町 ニチナンチョウ		0				0		0		0		0

				日野町 ヒノチョウ		1				1		0		0		1

				江府町 コウフチョウ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		127				113		47		41		14



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				鳥取県 トットリケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				鳥取市 トットリシ		8				8		0		0		0

				米子市 ヨナゴシ		5				0		0		5		0

				倉吉市 クラヨシ シ		1				1		0		0		0

				境港市 サカイミナトシ		1				0		0		0		1

				岩美町 イワミチョウ		1				1		1		0		0

				若桜町 ワカサチョウ		1				1		0		0		0

				智頭町 チズチョウ		1				0		0		0		0

				八頭町 ヤズ チョウ		1				0		0		1		0

				三朝町 ミササチョウ		1				0		0		0		0

				湯梨浜町 ユリ ハマチョウ		0				0		0		0		0

				琴浦町 コトウラチョウ		1				0		0		0		0

				北栄町 ホクエイチョウ		1				1		0		0		0

				日吉津村 ヒエヅソン		0				0		0		0		0

				大山町 ダイセンチョウ		0				0		0		0		0

				南部町 ナンブチョウ		0				0		0		0		0

				伯耆町 ホウキ チョウ		1				0		0		1		0

				日南町 ニチナンチョウ		0				0		0		0		0

				日野町 ヒノチョウ		1				1		0		0		1

				江府町 コウフチョウ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		25				13		1		7		2







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



32島根県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				〇〇県 ケン

				松江市		71				71		0		0		0

				浜田市 シ		28				28		3		0		25

				出雲市		47				47		0		0		0

				益田市		23				23		0		0		0

				大田市		21				19		0		0		0

				安来市		24				24		24		0		0

				江津市		11				11		1		0		0

				雲南市		20

雲南市: 雲南市:
海潮小を除く20校が避難所となっている				20

雲南市: 雲南市:
いずれの学校にも家庭科室があるため		0

雲南市: 雲南市:
災害時の活用協議などはされていない（R7.2.25現在）		0		0

				奥出雲町		12				0		0		0		0

				飯南町		3				0		0		0		0

				川本町		2				2		1		1		0

				美郷町		4				4		0		0		0

				邑南町		12				0		0		0		0

				津和野町		6				6		0		0		0

				吉賀町		7				7		0		0		0

				海士町		3				3		0		0		0

				西ノ島町		1				1		1		0		0

				知夫村		1				1		0		0		0

				隠岐の島町		11				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		307				268		30		1		25



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				〇〇県 ケン

				松江市		8				0		0		0		0

				浜田市		4				4		0		0		0

				出雲市		3				0		0		0		3

				益田市		2				2		0		0		0

				大田市		1				0		0		0		1

				安来市		1				0		0		0		1

				江津市		2				0		0		0		0

				雲南市		3				3

雲南市: 雲南市:
取決めなどはないが、活用そのものを給食センターが拒むものではない		

雲南市: 雲南市:
海潮小を除く20校が避難所となっている				

雲南市: 雲南市:
いずれの学校にも家庭科室があるため		

雲南市: 雲南市:
災害時の活用協議などはされていない（R7.2.25現在）		0		0		0

				奥出雲町		2				0		0		0		0

				飯南町		1				0		0		0		0

				川本町		1				0		0		0		1

				美郷町		1				0		0		0		0

				邑南町		2				0		0		0		0

				津和野町		1				0		0		0		0

				吉賀町		3				0		0		0		0

				海士町		1				0		0		0		0

				西ノ島町		0				0		0		0		0

				知夫村		0				0		0		0		0

				隠岐の島町		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		36				9		0		0		6







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



33岡山県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				岡山県 オカヤマケン		61				61		24		0		0

				岡山市 オカヤマシ		122				121		0		0		0

				倉敷市 クラシキシ		92				92		92		0		0

				津山市 ツヤマシ		35				35		0		0		0

				玉野市 タマノシ		23				23		0		0		0

				笠岡市 カサオカシ		22				22		0		0		0

				井原市 イバラシ		13				13		0		0		13

				総社市 ソウジャシ		18				18		0		0		0

				高梁市 タカハシシ		20				20		0		0		20

				新見市 ニイミシ		21				21		0		0		21

				備前市 ビゼンシ		15				15		0		0		15

				瀬戸内市 セトウチシ		12				12		0		12		0

				赤磐市 アカイワシ		18				0		0		0		0

				真庭市 マニワシ		25

渡邊 忠政: 渡邊 忠政:
●指定避難所（小計２４）
・中学校（６）：蒜山・湯原・勝山・久世・落合・北房
・小学校（１８）：川上・湯原・美甘・月田・富原・勝山・遷喬・草加部・米来・樫邑・余野・天津・木山・木山日野上分校・美川・河内・川東・北房
●緊急指定避難所（小計１）
・小学校（１）：落合
				5

渡邊 忠政: 渡邊 忠政:
久世中学校、勝山中学校、蒜山中学校、八束小学校、遷喬小学校		0		0		0

				美作市 ミマサカシ		9				9		0		0		9

				浅口市 アサクチシ		10				10		0		10		0

				和気町 ワケチョウ		5				5		2		0		3

				早島町 ハヤシマチョウ		3				3		0		0		2

				里庄町 サトショウチョウ		3				3		0		0		0

				矢掛町 ヤカケチョウ		8				8		0		0		0

				新庄村 シンジョウソン		1				1		1		0		0

				鏡野町 カガミノチョウ		0				0		0		0		0

				勝央町 ショウオウチョウ		3				3		0		3		0

				奈義町 ナギチョウ		2				1		1		0		0

				西粟倉村 ニシアワクラソン		2				1		0		0		0

				久米南町 クメナンチョウ		4				4		4		0		0

				美咲町 ミサキチョウ		5				4		0		4		4

				吉備中央町 キビチュウオウチョウ		9				9		0		0		9

				合計 ゴウケイ		561				519		124		29		96



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				岡山県 オカヤマケン		0				0		0		0		0

				岡山市 オカヤマシ		8				0		0		0		0

				倉敷市 クラシキシ		3				3		0		0		0

				津山市 ツヤマシ		0				0		0		0		0

				玉野市 タマノシ		1				1		0		0		0

				笠岡市 カサオカシ		1				1		0		0		0

				井原市 イバラシ		2				0		0		0		2

				総社市 ソウジャシ		1				0		0		0		1

				高梁市 タカハシシ		3				0		0		0		3

				新見市 ニイミシ		1				1		0		0		1

				備前市 ビゼンシ		4				0		0		0		4

				瀬戸内市 セトウチシ		2				2		0		0		0

				赤磐市 アカイワシ		3				3		0		0		0

				真庭市 マニワシ		2

渡邊 忠政: 渡邊 忠政:
真庭中央食育センター、北房学校給食センター				0		0		0		0

				美作市 ミマサカシ		3				0		0		0		3

				浅口市 アサクチシ		1				1		0		0		0

				和気町 ワケチョウ		1				1		1		0		0

				早島町 ハヤシマチョウ		0				0		0		0		0

				里庄町 サトショウチョウ		0				0		0		0		0

				矢掛町 ヤカケチョウ		1				1		0		0		0

				新庄村 シンジョウソン		0				0		0		0		0

				鏡野町 カガミノチョウ		1				0		0		0		0

				勝央町 ショウオウチョウ		0				0		0		0		0

				奈義町 ナギチョウ		0				0		0		0		0

				西粟倉村 ニシアワクラソン		0				0		0		0		0

				久米南町 クメナンチョウ		1				1		1		0		0

				美咲町 ミサキチョウ		0				0		0		0		0

				吉備中央町 キビチュウオウチョウ		2				0		0		0		2

				合計 ゴウケイ		41				15		2		0		16







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



34広島県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ



		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				広島県 ヒロシマケン		0				0		0		0		0

				広島市 ヒロシマシ		215				215		0		0		215

				呉市 クレシ		68				59		59		0		0

				竹原市 タケハラ シ		11				11		0		0		0

				三原市 ミハラシ		30				30		0		0		0

				尾道市 オノミチシ		39				39		0		0		0

				福山市 フクヤマシ		101				101		0		101		0

				府中市 フチュウシ		13				13		0		0		0

				三次市 ミヨシシ		23				21		21		0		0

				庄原市 ショウバラシ		26				0		0		0		0

				大竹市 オオタケシ		5				5		0		0		0

				東広島市 ヒガシヒロシマシ		49				49		44		0		0

				廿日市市 ハツカイチシ		30				30		9		21		0

				安芸高田市 アキタカタシ		3				0		0		0		0

				江田島市 エタジマシ		10				0		0		0		0

				府中町 フチュウチョウ		7				7		0		0		7

				海田町 カイタチョウ		8				8		0		0		0

				熊野町 クマノチョウ		6				6		0		0		0

				坂町 サカマチ		4				4		0		0		0

				安芸太田町 アキ オオタ マチ		4				0		0		0		0

				北広島町 キタヒロシママチ		9				9		9		0		0

				大崎上島町 オオサキカミジママチ		3				3		0		0		0

				世羅町 セラマチ		7				7		0		0		0

				神石高原町 ジンセキコウゲンマチ		4				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		675				617		142		122		222



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				広島県 ヒロシマケン		0				0		0		0		0

				広島市 ヒロシマシ		2				0		0		0		2

				呉市 クレシ		2				2		0		0		0

				竹原市 タケハラ シ		1				0		0		0		0

				三原市 ミハラシ		3				3		0		0		0

				尾道市 オノミチシ		4				4		0		0		0

				福山市 フクヤマシ		2				2		0		2		0

				府中市 フチュウシ		1				1		0		1		0

				三次市 ミヨシシ		6				6		0		0		0

				庄原市 ショウバラシ		8				0		0		0		0

				大竹市 オオタケシ		1				1		0		0		0

				東広島市 ヒガシヒロシマシ		4				4		0		0		0

				廿日市市 ハツカイチシ		2				2		0		0		0

				安芸高田市 アキタカタシ		1				0		0		0		1

				江田島市 エタジマシ		1				1		0		0		0

				府中町 フチュウチョウ		0				0		0		0		0

				海田町 カイタチョウ		0				0		0		0		0

				熊野町 クマノチョウ		1				0		0		0		0

				坂町 サカマチ		1				0		0		0		0

				安芸太田町 アキ オオタ マチ		0				0		0		0		0

				北広島町 キタヒロシママチ		3				0		0		0		0

				大崎上島町 オオサキカミジママチ		3				0		0		0		0

				世羅町 セラマチ		2				0		0		0		0

				神石高原町 ジンセキコウゲンマチ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		49				26		0		0		3







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



35山口県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				山口県 ヤマグチケン		0				0		0		0		0

				下関市 シモノセキシ		64				24		0		0		0

				宇部市 ウベシ		34				17		0		0		0

				山口市 ヤマグチシ		48				48		0		0		0

				萩市 ハギシ		23				23		0		0		0

				防府市 ホウフシ		30				30		0		0		0

				下松市 クダマツシ		8				8		2		0		6

				岩国市 イワクニシ		47				41		35		0		6

				光市 ヒカリシ		16				16		0		0		0

				長門市 ナガトシ		10				10		0		0		0

				柳井市		7				7		0		0		7

				美祢市 ミネシ		17				17		17		0		17

				周南市 シュウナンシ		52				38		38		0		0

				山陽小野田市 サンヨウオノダシ		14				14		14		0		0

				周防大島町 スオウオオシマチョウ		10				9		0		0		0

				和木町 ワキチョウ		2				2		0		0		0

				上関町 カミノセキチョウ		2				1		0		1		0

				田布施町 タブセチョウ		7				0		0		0		0

				平生町 ヒラオチョウ		4				4		0		0		0

				阿武町 アブチョウ		1				1		1		0		0

				合計 ゴウケイ		396				310		107		1		36



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				山口県 ヤマグチケン		0				0		0		0		0

				下関市 シモノセキシ		1				0		0		0		0

				宇部市 ウベシ		1				0		0		0		1

				山口市 ヤマグチシ		4				4		0		0		0

				萩市 ハギシ		1				0		0		0		0

				防府市 ホウフシ		1				0		0		0		1

				下松市 クダマツシ		2				0		0		0		2

				岩国市 イワクニシ		2				2		0		0		0

				光市 ヒカリシ		1				0		0		0		0

				長門市 ナガトシ		1				1		0		0		0

				柳井市 ヤナイシ		1				1		0		0		0

				美祢市 ミネシ		3				0		0		0		3

				周南市 シュウナンシ		6				6		0		0		-

				山陽小野田市 サンヨウオノダシ		1				1		0		0		0

				周防大島町 スオウオオシマチョウ		1				1		0		0		0

				和木町 ワキチョウ		1				0		0		0		0

				上関町 カミノセキチョウ		0				0		0		0		0

				田布施町 タブセチョウ		1				0		0		0		0

				平生町 ヒラオチョウ		0				0		0		0		0

				阿武町 アブチョウ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		28				16		0		0		7







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



36徳島県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				徳島県 トクシマ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				徳島市 トクシマシ		57				57		0		0		12

				鳴門市 ナルトシ		19				19		0		0		2

				小松島市 コマツシマシ		17				16		0		0		16

				阿南市 アナンシ		35				35		0		0		35

				吉野川市 ヨシノガワシ		16				16		0		0		16

				阿波市 アワシ		16				16		0		0		16

				美馬市 ミマシ		16				16		14		1		1

				三好市 ミヨシシ		15				15		0		0		15

				勝浦町 カツウラチョウ		3				3		0		0		3

				上勝町 カミカツチョウ		2				2		0		0		2

				佐那河内村 サナゴウチ ムラ		2				2		2		0		0

				石井町 イシイチョウ		8				8		5		2		1

				神山町 カミヤマチョウ		4				4		0		0		4

				那賀町 ナカチョウ		6				6		0		0		6

				牟岐町 ムギチョウ		2				2		2		0		0

				美波町 ミナミチョウ		6				6		0		0		6

				海陽町 カイヨウチョウ		5				5		0		0		5

				松茂町 マツシゲチョウ		4				4		0		0		4

				北島町 キタジマチョウ		4				4		4		0		0

				藍住町 アイズミチョウ		6				6		6		0		0

				板野町 イタノチョウ		6				6		0		0		6

				上板町 カミイタチョウ		5				5		0		0		5

				つるぎ町 マチ		4				4		3		0		1

				東みよし町 ヒガシ マチ		6				6		6		0		0

				合計 ゴウケイ		264				263		42		3		156





		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				徳島市 トクシマシ		0				ー		ー		ー		ー

				鳴門市 ナルトシ		1				1		0		0		0

				小松島市 コマツシマシ		0				ー		ー		ー		ー

				阿南市 アナンシ		3				0		0		0		3

				吉野川市 ヨシノガワシ		1				0		0		0		1

				阿波市 アワシ		1				1		0		0		0

				美馬市 ミマシ		1				1		0		0		0

				三好市 ミヨシシ		3				0		0		0		3

				勝浦町 カツウラチョウ		0				ー		ー		ー		ー

				上勝町 カミカツチョウ		1				0		0		0		1

				佐那河内村 サナゴウチ ムラ		0				ー		ー		ー		ー

				石井町 イシイチョウ		1				1		0		0		0

				神山町 カミヤマチョウ		1				0		0		0		1

				那賀町 ナカチョウ		2				0		0		0		2

				牟岐町 ムギチョウ		0				ー		ー		ー		ー

				美波町 ミナミチョウ		0				0		0		0		0

				海陽町 カイヨウチョウ		2				2		0		0		0

				松茂町 マツシゲチョウ		1				0		0		0		1

				北島町 キタジマチョウ		1				1		0		0		0

				藍住町 アイズミチョウ		0				ー		ー		ー		ー

				板野町 イタノチョウ		1				1		0		0		0

				上板町 カミイタチョウ		1				0		0		0		1

				つるぎ町 マチ		1				1		0		0		0

				東みよし町 ヒガシ マチ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		23				10		0		0		13







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



37香川県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				香川県 カガワ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				香川県 カガワ ケン		27				27		0		0		27

				高松市 タカマツ シ		70				70		0		0		0

				丸亀市 マルガメ シ		23				0		0		0		0

				坂出市 サカイデシ		12				0		0		0		0

				善通寺市 ゼンツウジシ		10				10		0		0		0

				観音寺市 カンオンジシ		14				14		0		0		0

				さぬき市		7				7		0		0		0

				東かがわ市		6				0		0		0		0

				三豊市		25				3		0		0		0

				土庄町		3				0		0		0		0

				小豆島町		5				0		0		0		0

				三木町		5				5		5		0		0

				直島町		2				1		1		0		0

				宇多津町		3				3		0		0		0

				綾川町		6				5		0		0		0

				琴平町		4				4		0		0		0

				多度津町		5				0		0		0		0

				まんのう町		7				6		0		6		0

				三豊市観音寺市学校組合 ミトヨシ カンオンジシ ガッコウクミアイ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		235				156		6		6		27



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				香川県 カガワ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				香川県 カガワ ケン		0				0		0		0		0

				高松市 タカマツ シ		7				0		0		0		0

				丸亀市 マルガメ シ		4				0		0		0		4

				坂出市 サカイデシ		1				0		0		0		1

				善通寺市 ゼンツウジシ		1				0		0		0		0

				観音寺市 カンオンジシ		2				2		0		0		2

				さぬき市		2				2		0		0		0

				東かがわ市		1				0		0		0		0

				三豊市		3				3		0		0		0

				土庄町		1				0		0		0		0

				小豆島町		1				0		0		0		0

				三木町		1				1		0		0		0

				直島町		0				0		0		0		0

				宇多津町		1				0		0		0		0

				綾川町		1				0		0		0		0

				琴平町		1				0		0		0		0

				多度津町		1				0		0		0		0

				まんのう町		1				0		0		1		0

				三豊市観音寺市学校組合 ミトヨシ カンオンジシ ガッコウクミアイ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		29				8		0		1		7







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



38愛媛県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				松山市 マツヤマシ		99				99		88		0		11

				今治市 イマバリシ		41				40		0		0		0

				宇和島市 ウワジマシ		33				33		0		0		33

				八幡浜市 ヤワタハマシ		16				16		16		0		0

				新居浜市 ニイハマシ		31				31		0		0		0

				西条市 サイジョウシ		40				40		35		5		0

				大洲市 オオズシ		35				32		30		0		2

				伊予市 イヨシ		14				14		0		13		0

				四国中央市 シコクチュウオウシ		27				27		24		0		3

				西予市 セイヨシ		21				21		0		0		0

				東温市 トウオンシ		9				9		6		0		3

				上島町 カミジマチョウ		6				6		0		0		6

				久万高原町 マチ		12				12		0		0		0

				松前町 マサキチョウ		6				0		0		0		0

				砥部町 トベチョウ		7				7		1		0		0

				内子町 ウチコチョウ		11				10		2		8		0

				伊方町 イカタチョウ		8				8		0		8		0

				松野町 マツノチョウ		2				0		0		0		0

				鬼北町 キ		8				8		8		0		0

				愛南町 アイナンチョウ		22				22		0		0		0

				合計 ゴウケイ		448				435		210		34		58



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				愛媛県 エヒメケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				松山市 マツヤマシ		14				14		0		0		0

				今治市 イマバリシ		10				10		0		0		0

				宇和島市 ウワジマシ		3				0		0		0		3

				八幡浜市 ヤワタハマシ		1				0		0		0		1

				新居浜市 ニイハマシ		2				0		0		0		2

				西条市 サイジョウシ		2				2		0		0		0

				大洲市 オオズシ		1				1		0		0		0

				伊予市 イヨシ		1				0		0		1		0

				四国中央市 シコクチュウオウシ		2				2		0		0		0

				西予市 セイヨシ		3				0		0		0		3

				東温市 トウオンシ		1				1		0		0		0

				上島町 カミジマチョウ		2				0		0		0		2

				久万高原町 マチ		2				0		0		0		2

				松前町 マサキチョウ		1				0		0		0		1

				砥部町 トベチョウ		1				1		0		0		0

				内子町 ウチコチョウ		2				2		0		0		0

				伊方町 イカタチョウ		1				0		0		1		0

				松野町 マツノチョウ		1				0		0		0		1

				鬼北町 キ		2				2		0		0		0

				愛南町 アイナンチョウ		1				0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		53				35		0		3		15







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



39高知県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				高知県 コウチ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				高知市 コウチシ		60				60		45		0		0

				室戸市 ムロトシ		9				9		0		9		0

				安芸市 アキシ		11				11		0		0		0

				南国市 ナンコクシ		20				16		0		16		0

				土佐市 トサシ		14				14		10		4		0

				須崎市 スサキシ		8				8		7		0		0

				宿毛市 スクモシ		12				12		0		0		0

				土佐清水市 トサシミズシ		10				10		0		0		0

				四万十市 シマントシ		14				14		0		0		0

				香南市 コウナンシ		12				12		12		0		0

				香美市 カミシ		10				10		10		0		0

				東洋町 トウヨウ チョウ		4				2		0		0		0

				奈半利町 ナハリチョウ		2				2		0		0		0

				田野町 タノ チョウ		3				3		3		0		0

				安田町 ヤスダチョウ		1				1		1		0		0

				北川村 キタガワムラ		2				2		0		0		0

				馬路村 ウマジ ムラ		3				3		3		0		0

				芸西村 ゲイセイ ムラ		1				1		1		0		0

				本山町 モトヤマ チョウ		3				3		0		3		0

				大豊町 オオトヨ チョウ		1				1		0		0		1

				土佐町 トサ チョウ		1				0		0		0		0

				大川村 オオカワムラ		1				0		0		0		0

				いの町 チョウ		10				10		0		0		0

				仁淀川町 ニヨドガワ チョウ		4				4		4		0		4

				中土佐町 ナカトサ チョウ		5				5		0		0		0

				佐川町 サカワ チョウ		8				8		0		0		0

				越知町 オチ チョウ		2				2		2		0		0

				梼原町 ユスハラチョウ		2				1		0		0		0

				日高村 ヒダカ ムラ		6				6		0		0		6

				津野町 ツノ チョウ		4				4		4		0		0

				四万十町 シマントチョウ		14				14		14		0		0

				大月町 オオツキ チョウ		2				2		0		0		2

				三原村 ミハラ ムラ		2				2		0		0		0

				黒潮町 クロシオ チョウ		6				6		0		6		0

				合計 ゴウケイ		267				258		116		38		13



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				高知市 コウチシ		3				3		0		0		0

				室戸市 ムロトシ		2				0		0		2		2

				安芸市 アキシ		1				1		0		0		1

				南国市 ナンコクシ		1				0		0		1		0

				土佐市 トサシ		1				1		0		0		0

				須崎市 スサキシ		0				0		0		0		0

				宿毛市 スクモシ		0				0		0		0		0

				土佐清水市 トサシミズシ		1				1		0		0		0

				四万十市 シマントシ		4				4		0		0		0

				香南市 コウナンシ		1				1		0		0		0

				香美市 カミシ		3				0		0		0		3

				東洋町 トウヨウ チョウ		0				0		0		0		0

				奈半利町 ナハリチョウ		1				0		0		0		0

				田野町 タノ チョウ		1				1		0		0		0

				安田町 ヤスダチョウ		0				0		0		0		0

				北川村 キタガワムラ		1				0		0		0		0

				馬路村 ウマジ ムラ		0				0		0		0		0

				芸西村 ゲイセイ ムラ		1				1		0		0		0

				本山町 モトヤマ チョウ		1				0		0		1		0

				大豊町 オオトヨ チョウ		0				0		0		0		0

				土佐町 トサ チョウ		0				0		0		0		0

				大川村 オオカワムラ		1				0		0		0		0

				いの町 チョウ		3				1		1		0		1

				仁淀川町 ニヨドガワ チョウ		1				1		0		0		1

				中土佐町 ナカトサ チョウ		1				0		0		0		0

				佐川町 サカワ チョウ		1				0		0		0		0

				越知町 オチ チョウ		1				1		0		0		0

				梼原町 ユスハラチョウ		0				0		0		0		0

				日高村 ヒダカ ムラ		1

ioas_user: 日高中学校併設の調理場
→日下小学校・能津小学校からみると独立				0		0		0		1

				津野町 ツノ チョウ		2				2		0		0		2

				四万十町 シマントチョウ		3				0		0		0		0

				大月町 オオツキ チョウ		0				0		0		0		0

				三原村 ミハラ ムラ		1				0		0		0		0

				黒潮町 クロシオ チョウ		2				0		0		2		0

				合計 ゴウケイ		39				18		1		6		11







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



40福岡県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				福岡県 フクオカケン		102

福岡県: 県立学校				102		1		0		101

				北九州市 キタキュウシュウシ		193				192		0		0		0

				福岡市 フクオカシ		214

地域防災課_中村: 地域防災課_中村:
・小中連携校は、１校でカウント
・曲渕小（休校中）は含む
・福岡きぼう中学校は、指定避難所でないため、含まない
・特別支援学校は、指定避難所でないため、含まない				146

FINE_User: 給食運営課_松﨑:
・小学校のみ
・小中連携校は、１校でカウント
・曲渕小（休校中）は含まない		0		146		0

				大牟田市		28				28		0		0		28

				久留米市		64				49		0		0		0

				直方市		15				15		15		0		0

				飯塚市		23				23		23		0		0

				田川市		11				11		11		0		0

				柳川市		25				25		25		0		0

				八女市		3				3		0		0		3

				筑後市		14				14		0		0		0

				大川市		10				10		0		0		10

				行橋市		13				13		0		0		13

				豊前市		14				14		14		0		0

				中間市		10				6		0		6		0

				小郡市		13				8		0		0		0

				筑紫野市		16				16		0		0		0

				春日市		18				18		0		0		0

				大野城市		15				15		15		0		0

				宗像市		21				21		20		0		0

				太宰府市		11				11		0		0		0

				古賀市		11				0		0		0		0

				福津市		10				7		0		0		0

				うきは市		9				9		0		0		9

				宮若市		6				2		1		0		0

				嘉麻市		10				10		0		10		0

				朝倉市		17				17		17		0		0

				みやま市		11				9		0		0		0

				糸島市		22				22		0		0		0

				那珂川市		10				10		10		0		0

				宇美町		6				6		6		0		0

				篠栗町		6				6		0		0		0

				志免町		6				6		0		0		6

				須恵町		4				4		4		0		0

				新宮町		8				8		0		0		8

				久山町		3				2		2		0		0

				粕屋町		6				6		0		6		0

				芦屋町		0				0		0		0		0

				水巻町		7				7		7		0		0

				岡垣町		7				7		0		0		7

				遠賀町		5				0		0		0		0

				小竹町		4				4		4		0		0

				鞍手町		7				7		7		0		0

				桂川町		3				3		3		0		0

				筑前町		6				6		0		0		0

				東峰村		1				1		0		0		1

				大刀洗町		5				5		5		0		0

				大木町		4				4		0		0		0

				広川町		4				4		4		0		0

				香春町		2				2		2		0		0

				添田町		6				6		0		0		0

				糸田町		2				1		0		0		1

				川崎町		5				5		0		0		0

				大任町		3				3		0		3		0

				赤村		2				0		0		0		0

				福智町		8				2		2		0		0

				苅田町		7				7		0		0		0

				みやこ町		10				10		0		0		0

				吉富町		2				2		0		2		0

				上毛町		2				2		0		0		0

				築上町		10				10		0		0		0

				合計 ゴウケイ		1090				962		198		173		187



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				北九州市 キタキュウシュウシ		0				0		0		0		0

				福岡市 フクオカシ		3

FINE_User: 給食運営課_松﨑：
給食センター		

福岡県: 県立学校				1		0		0		0

				大牟田市		1				0		0		0		1

				久留米市		2				0		0		0		0

				直方市		0				0		0		0		0

				飯塚市		0				0		0		0		0

				田川市		0				0		0		0		0

				柳川市		3				3		0		0		0

				八女市		1				0		0		0		1

				筑後市		0				0		0		0		0

				大川市		1				0		0		0		1

				行橋市		1				1		0		0		0

				豊前市		0				0		0		0		0

				中間市		0				0		0		0		0

				小郡市		1				0		0		0		0

				筑紫野市		1				0		0		0		0

				春日市		0				0		0		0		0

				大野城市		0				0		0		0		0

				宗像市		0				0		0		0		0

				太宰府市		0				0		0		0		0

				古賀市		1				1		0		0		0

				福津市		2				3		0		0		0

				うきは市		0				0		0		0		0

				宮若市		1				1		0		0		0

				嘉麻市		0				0		0		0		0

				朝倉市		0				0		0		0		0

				みやま市		1				0		0		0		0

				糸島市		0				0		0		0		0

				那珂川市		0				0		0		0		0

				宇美町		0				0		0		0		0

				篠栗町		0				0		0		0		0

				志免町		0				0		0		0		0

				須恵町		0				0		0		0		0

				新宮町		0				0		0		0		0

				久山町		0				0		0		0		0

				粕屋町		1				1		0		0		0

				芦屋町		1				0		0		0		1

				水巻町		0				0		0		0		0

				岡垣町		1				0		0		0		1

				遠賀町		1				1		0		0		0

				小竹町		1				1		0		0		0

				鞍手町		1				1		0

鞍手町: 鞍手町:
学校給食調理受託業者に協力要請済み。(契約上)
なお、大型調理機器を使用するため、一般の避難者では、使用は困難と思われるため。
		

地域防災課_中村: 地域防災課_中村:
・小中連携校は、１校でカウント
・曲渕小（休校中）は含む
・福岡きぼう中学校は、指定避難所でないため、含まない
・特別支援学校は、指定避難所でないため、含まない				

FINE_User: 給食運営課_松﨑:
・小学校のみ
・小中連携校は、１校でカウント
・曲渕小（休校中）は含まない				0		0

				桂川町		1				1		0		0		0

				筑前町		0				0		0		0		0

				東峰村		0				0		0		0		0

				大刀洗町		5				5		5		0		0

				大木町		1				0		0		0		0

				広川町		0				0		0		0		0

				香春町		1				1		0		0		0

				添田町		0				0		0		0		0

				糸田町		0				0		0		0		0

				川崎町		1				1		0		0		0

				大任町		3				3		0		0		0

				赤村		1				0		0		0		0

				福智町		1				1		0		0		0

				苅田町		1				0		0		0		0

				みやこ町		1				0		0		0		0

				吉富町		0				0		0		0		0

				上毛町		0				0		0		0		0

				築上町		9				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		50				26		5		0		5











＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



41佐賀県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				佐賀県 サガ ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				佐賀県 サガ ケン		32				32		0		0		0

				佐賀市 サガ シ		49				24		0		0		0

				唐津市 カラツ シ		62				48		0		48		0

				鳥栖市 トス シ		12				12		0		0		0

				多久市 タクシ		3				3		0		0		0

				伊万里市 イマリシ		17				16		0		0		0

				武雄市 タケオシ		14				14		14		0		0

				鹿島市 カシマシ		10				9		0		0		0

				小城市 オギ シ		12				11		0		0		0

				嬉野市 ウレシノシ		12				12		0		0		0

				神埼市 カンザキシ		12				12		0		0		0

				吉野ヶ里町 ヨシノガリチョウ		4				4		0		0		0

				基山町 キヤマチョウ		3				3		0		0		0

				上峰町 カミミネ マチ		2				2		0		0		0

				みやき町 チョウ		7				3		0		0		0

				玄海町 ゲンカイチョウ		1				1		0		0		1

				有田町 アリタチョウ		4				4		0		0		0

				大町町 オオマチチョウ		1				1		0		0		0

				江北町 コウホクマチ		2				2		0		0		0

				白石町 シロイシ マチ		9				9		9		0		0

				太良町 タラチョウ		4				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		272				222		23		48		1



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				佐賀県 サガ ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				佐賀市 サガ シ		4				0		0		0		0

				唐津市 カラツ シ		2				2		0		0		0

				鳥栖市 トスシ		2				0		0		0		0

				多久市 タクシ		1				1		0		0		0

				伊万里市 イマリシ		1				0		0		0		0

				武雄市 タケオシ		1				1		0		0		0

				鹿島市 カシマシ		1				0		0		0		0

				小城市 オギシ		2				0		0		0		0

				嬉野市 ウレシノシ		2				0		0		0		0

				神埼市 カンザキシ		1				0		0		0		0

				基山町 キヤマチョウ		1				0		0		0		0

				みやき町 チョウ		1				0		0		0		0

				大町町 オオマチ マチ		1				1		0		0		0

				江北町 コウホクマチ		1				0		0		0		0

				白石町 シロイシ チョウ		1				0		0		0		0

				太良町 タラチョウ		1				0		0		0		0



				合計 ゴウケイ		23				5		0		0		0







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



42長崎県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				長崎県 ナガサキ ケン		61				59		6		0		53

				長崎市		77				77		0		0		0

				佐世保市		72				71		38		0		0

				島原市		15				14		0		14		0

				諫早市		26				26		26		0		0

				大村市		21				20		20		0		0

				平戸市		22				22		0		0		22

				松浦市		15				12		0		0		0

				対馬市		24				24		0		0		0

				壱岐市		21				21		0		0		0

				五島市		12				12		0		0		12

				西海市		13				13		0		0		0

				雲仙市		24				24		24		0		0

				南島原市		13				13		0		0		0

				長与町		8				8		0		0		0

				時津町		6				6		0		0		6

				東彼杵町		3				3		3		0		0

				川棚町		4				4		4		0		0

				波佐見町		4				4		4		0		0

				小値賀町		2				2		0		0		2

				佐々町		3				3		0		3		0

				新上五島町		11				11		11		0		0

				合計 ゴウケイ		457				449		136		17		95



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				長崎県 ナガサキ ケン		0				0		0		0		0

				長崎市		5				0		0		0		0

				佐世保市		5				0		0		0		0

				島原市		1				0		0		1		0

				諫早市		2				2		0		0		0

				大村市		2				2		0		0		0

				平戸市		5				0		0		3		2

				松浦市		3				0		0		0		0

				対馬市		6				0		0		0		0

				壱岐市		1				0		0		0		1

				五島市		4				0		0		0		4

				西海市		4				0		0		0		0

				雲仙市		2				2		0		0		0

				南島原市		1				0		0		0		0

				長与町		1				0		0		0		0

				時津町		2				2		0		0		0

				東彼杵町		1				1		0		0		0

				川棚町		1				0		0		0		0

				波佐見町		1				0		0		0		1

				小値賀町		1				0		0		0		1

				佐々町		0				0		0		0		0

				新上五島町		2				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		50				9		0		4		9







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



43熊本県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				熊本県 クマモト ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				熊本市		137				137		0		0		0

				八代市		29				29		0		0		0

				人吉市 ヒトヨシ シ		9				0		0		0		0

				荒尾市		13				0		0		0		13

				水俣市 ミナマタシ		6				0		0		0		0

				玉名市		24				24		0		21		3

				山鹿市		7				7		0		0		0

				菊池市		15				15		15		0		0

				宇土市		11				0		0		0		0

				上天草市 カミ アマクサ シ		15				15		0		0		15

				宇城市 ウキ シ		16				16		16		0		0

				阿蘇市 アソ シ		7				7		0		0		0

				天草市 アマクサシ		24				0		0		0		0

				合志市 コウシ シ		11				7		0		0		7

				美里町 ビ サト マチ		5				5		0		0		0

				玉東町		3				3		0		0		0

				南関町		5				0		0		0		0

				長洲町		5				5		5		0		0

				和水町 ナゴミ マチ		3				0		0		0		0

				大津町		12				11		0		0		0

				菊陽町		8				8		8		0		0

				南小国町 ミナミオグニマチ		2				2		0		0		0

				小国町 オグニマチ		2				2		2		0		0

				産山村 ウブヤマ ムラ		1				1		0		1		0

				高森町 タカモリマチ		4				4		4		0		0

				西原村 ニシハラ ムラ		3				3		0		0		0

				南阿蘇村 ミナミ アソ ムラ		1				1		0		0		1

				御船町		8				8		0		0		7

				嘉島町		3				0		0		0		0

				益城町		7				0		0		0		0

				甲佐町		5				5		5		0		0

				山都町 ヤマ ト		5				4		0		0		0

				氷川町 ヒカワ チョウ		5				5		0		0		5

				芦北町		8				8		0		0		0

				津奈木町 ツナギ マチ		2				2		2		0		0

				錦町 ニシキマチ		4				0		0		0		0

				多良木町 タラギ マチ		4				4		0		0		0

				湯前町		2				2		0		0		0

				水上村 ミズカミムラ		0				0		0		0		0

				相良村 サガラムラ		0				0		0		0		0

				五木村 イツキムラ		1				1		0		0		1

				山江村 ヤマエムラ		2				2		0		0		2

				球磨村 クマ ムラ		1				1		0		0		1

				あさぎり町 マチ		6				0		0		0		0

				苓北町		6				6		0		0		0

				合計 ゴウケイ		447				350		57		22		55



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				熊本県 クマモト ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				熊本市		13				13		0		0		0

				八代市		6				0		0		0		0

				人吉市 ヒトヨシ シ		1				1		0		0		0

				荒尾市		1				1		0		0		0

				水俣市 ミナマタシ		1				1		0		0		0

				玉名市		3				0		0		3		0

				山鹿市		0				0		0		0		0

				菊池市		3				3		3		0		0

				宇土市		1				0		0		0		1

				上天草市 カミ アマクサ シ		10				0		0		0		10

				宇城市 ウキ シ		1				1		0		0		0

				阿蘇市 アソ シ		1				1

				天草市 アマクサシ		6				0		0		0		6

				合志市 コウシ シ		1				0		0		0		1

				美里町 ビ サト マチ		0				0		0		0		0

				玉東町		1				1		0		0		0

				南関町		1				0		0		0		0

				長洲町		1				1		0		0		0

				和水町 ナゴミ マチ		2				0		0		0		2

				大津町		1				1		0		0		1

				菊陽町		0				0		0		0		0

				南小国町 ミナミオグニマチ		0				0		0		0		0

				小国町 オグニマチ		1				1		0		0		0

				産山村 ウブヤマ ムラ		1				1		1

				高森町 タカモリマチ		1				0		0		0		0

				西原村 ニシハラ ムラ		0				0		0		0		0

				南阿蘇村 ミナミ アソ ムラ		1				0		0		0		1

				御船町		1				1		0		0		0

				嘉島町		1				1		0		0		0

				益城町		1				1		0		0		0

				甲佐町		1				1		0		0		0

				山都町 ヤマ ト		0				0		0		0		0

				氷川町 ヒカワ チョウ		1				0		0		0		1

				芦北町		1				0		0		0		1

				津奈木町 ツナギ マチ		1				0		0		0		0

				錦町 ニシキマチ		1				0		0		0		1

				多良木町 タラギ マチ		1				1		0		0		0

				湯前町		0				0		0		0		0

				水上村 ミズカミムラ		1				0		0		1		1

				相良村 サガラムラ		1				0		0		0		1

				五木村 イツキムラ		0				0		0		0		0

				山江村 ヤマエムラ		0				0		0		0		0

				球磨村 クマ ムラ		0				0		0		0		0

				あさぎり町 マチ		1				0		0		0		1

				苓北町		1				1		1		0		1

				合計 ゴウケイ		71				32		5		4		29



＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



44大分県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				大分県 オオイタケン		40				40		4		1		35

				中津市 ナカツシ		26				26		0		0		26

				豊後高田市 ブンゴタカダシ		16				14		14		0		0

				宇佐市 ウサシ		31				31		0		0		0				※宇佐市：現時点で学校に周知する予定はないとのこと。 ウサシ ゲンジテン ガッコウ シュウチ ヨテイ

				姫島村 ヒメシマムラ		2				2		2		0		0

				国東市 クニサキシ		11				11		0		0		11

				杵築市 キツキシ		8				8		0		8		0

				日出町 ヒジマチ		7				7		0		0		7

				別府市 ベップシ		20				20		20		0		0

				大分市 オオイタシ		71				71		71		0		0

				臼杵市 ウスキシ		18				18		18		0		0

				津久見市 ツクミシ		7				6		6		0		0

				由布市 ユフシ		13				13		0		0		13

				佐伯市 サイキシ		17				17		0		0		17				※佐伯市：「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の「避難所指定学校数」に間違いがあり、 サイキシ ヒナンジョ シテイ ガッコウスウ マチガ

				竹田市 タケタシ		14				14		0		0		14				　　　　　　今回の「17」が正しいとのこと。 コンカイ タダ

				豊後大野市 ブンゴオオノシ		17				17		17		0		0

				日田市 ヒタシ		26				26		0		0		0				※日田市：学校が避難所となった場合でも、弁当を配給することで対応することから、 ヒタシ ガッコウ ヒナンジョ バアイ ベントウ ハイキュウ タイオウ

				玖珠町 クスマチ		4				4		0		0		4				　　　　　学校の調理設備を利用することは想定しておらず、学校への周知も行わないとのこと。 ガッコウ チョウリセツビ リヨウ ソウテイ ガッコウ シュウチ オコナ

				九重町 ココノエマチ		7				7		7		0		0

				合計 ゴウケイ		355				352		159		9		127



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				大分県 オオイタケン		0				0		0		0		0

				中津市 ナカツシ		4				0		0		0		4

				豊後高田市 ブンゴタカダシ		1				1		0		0		0

				宇佐市 ウサシ		2				2		0		0		0

				姫島村 ヒメシマムラ		1				1		0		0		0

				国東市 クニサキシ		3				0		0		0		3

				杵築市 キツキシ		1				0		0		1		0

				日出町 ヒジマチ		1				1		0		0		0

				別府市 ベップシ		2				2		0		0		0

				大分市 オオイタシ		2				2		0		0		0

				臼杵市 ウスキシ		1				0		0		0		1

				津久見市 ツクミシ		1				1		0		0		0

				由布市 ユフシ		1				0		0		0		1

				佐伯市 サイキシ		5				0		0		0		5

				竹田市 タケタシ		2				0		0		0		2

				豊後大野市 ブンゴオオノシ		2				2		0		0		0

				日田市 ヒタシ		4				4		0		0		0

				玖珠町 クスマチ		1				0		0		0		1

				九重町 ココノエマチ		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		35				17		0		1		17







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



45宮崎県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				宮崎県 ミヤザキケン		37				30		12		1		17

				宮崎市 ミヤザキシ		70				70		0		0		0

				国富町 クニトミマチ		7				7		0		0		0

				綾町 アヤマチ		2				2		2		0		0

				日南市 ニチナンシ		7				7		0		0		0

				串間市 クシマシ		1				1		0		1		0

				西都市 サイトシ		14				14		0		0		0

				高鍋町 タカナベマチ		2				2		0		0		0

				新富町 シントミマチ		6				5		0		0		0

				西米良村 ニシメラ ソン		0				0		0		0		0

				木城町 キジョウチョウ		1				1		0		1		0

				川南町 カワミナミ マチ		7				7		0		0		0

				都農町 ツノマチ		5				4		0		0		0

				都城市 ミヤコノジョウシ		47				47		2		0		0

				三股町 ミマタマチ		7				7		0		7		0

				小林市 コバヤシシ		21				21		0		0		0

				えびの市 シ		9				9		0		0		0

				高原町 タカハル マチ		3				2		0		0		0

				延岡市 ノベオカシ		38				38		38		0		0

				日向市 ヒュウガシ		22				22		18		4		0

				門川町 カドガワ マチ		5				5		0		0		0

				諸塚村 モロツカソン		3				3		0		0		3

				椎葉村 シイバソン		6				3		3		0		0

				美郷町 ミサトマチ		3				3		0		0		0

				高千穂町 タカチホマチ		4				4		0		0		4

				日之影町 ヒノカゲ マチ		2				2		0		0		2

				五ヶ瀬町 ゴカセマチ		1				1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		330				317		75		15		26



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				宮崎県 ミヤザキケン		0				0		0		0		0

				宮崎市 ミヤザキシ		5				0		0		0		0

				国富町 クニトミマチ		1				0		0		0		0

				綾町 アヤマチ		0				0		0		0		0

				日南市 ニチナンシ		1				1		0		0		0

				串間市 クシマシ		1				1		0		0		0

				西都市 サイトシ		1				0		0		0		1

				高鍋町 タカナベマチ		1				0		0		0		0

				新富町 シントミマチ		2				0		0		0		0

				西米良村 ニシメラ ソン		1				0		0		0		1

				木城町 キジョウチョウ		1				0		0		0		1

				川南町 カワミナミ マチ		1				0		0		0		0

				都農町 ツノマチ		1				0		0		0		1

				都城市 ミヤコノジョウシ		5				0		0		5		0

				三股町 ミマタマチ		1				1		0		0		0

				小林市 コバヤシシ		3				3		0		0		0

				えびの市 シ		1				1		0		1		0

				高原町 タカハル マチ		0				0		0		0		0

				延岡市 ノベオカシ		1				1		1		0		0

				日向市 ヒュウガシ		1				1		0		0		0

				門川町 カドガワ マチ		1				1		0		0		0

				諸塚村 モロツカソン		0				0		0		0		0

				椎葉村 シイバソン		0				0		0		0		0

				美郷町 ミサトマチ		0				0		0		0		0

				高千穂町 タカチホマチ		0				0		0		0		0

				日之影町 ヒノカゲ マチ		0				0		0		0		0

				五ヶ瀬町 ゴカセマチ		0				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		29				10		1		6		4







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。



46鹿児島県

																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				鹿児島県 カゴシマケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				鹿児島県 カゴシマケン		0				0		0		0		0

				鹿児島市 カゴシマシ		111				62		0		0		111

				鹿屋市 カノヤシ		24				24		0		0		24

				枕崎市 マクラザキシ		8				0		0		0		0

				阿久根市 アクネシ		8				8		0		0		0

				出水市 イズミシ		23				22		0		0		0

				指宿市 イブスキシ		17				17		2		0		0

				西之表市 ニシノオモテシ		12				0		0		0		0

				垂水市		6				0		0		0		0

				薩摩川内市		32				32		0		0		0

				日置市		2				2		0		0		0

				曽於市		20				20		0		0		20

				霧島市		28				28		3		25		0

				いちき串木野市		15				15		0		0		0

				南さつま市		10				9		6		3		0

				志布志市		19				19		0		0		19

				奄美市		24				22		0		0		0

				南九州市		22				22		22		0		0

				伊佐市 イサ シ		0				0		0		0		0

				姶良市		25				7		0		0		0

				三島村		0				0		0		0		0

				十島村		7				0		0		0		0

				さつま町		7				0		0		0		0

				長島町		9				9		0		0		0

				湧水町		7				7		0		0		7

				大崎町		7				0		0		0		0

				東串良町		3				3		0		3		0

				錦江町		6				0		0		0		0

				南大隅町		3				3		0		0		3

				肝付町		2				2		0		0		0

				中種子町		7				0		0		0		0

				南種子町		9				9		9		0		0

				屋久島町		11				10		0		0		0

				大和村		6				0		0		0		0

				宇検村		5				5		0		0		5

				瀬戸内町		18				8		0		8		0

				龍郷町		11				0		0		0		0

				喜界町		2				2		2		0		0

				徳之島町		0				0		0		0		0

				天城町		8				0		0		0		0

				伊仙町		11				0		0		0		0

				和泊町		6				6		6		0		0

				知名町		7				7		0		0		0

				与論町		5				5		4		0		0

				合計 ゴウケイ		563				385		54		39		189



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				鹿児島県 カゴシマケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				鹿児島県 カゴシマケン		0				0		0		0		0

				鹿児島市 カゴシマシ		6				0		0		0		6

				鹿屋市 カノヤシ		3				0		0		0		3

				枕崎市 マクラザキシ		1				0		0		0		0

				阿久根市 アクネシ		1				0		0		0		0

				出水市 イズミシ		1				0		0		0		0

				指宿市 イブスキシ		2				0		0		0		0

				西之表市 ニシノオモテシ		1				1		0		0		0

				垂水市		1				0		0		1		0

				薩摩川内市		5				0		0		0		0

				日置市		3				0		0		0		0

				曽於市		1				0		0		1		1

				霧島市		6				6		0		0		0

				いちき串木野市		1				0		0		0		1

				南さつま市		1				0		0		1		0

				志布志市		1				0		0		0		1

				奄美市		2				0		0		0		0

				南九州市		1				0		0		0		1

				伊佐市 イサ シ		0				0		0		0		0

				姶良市		3				0		0		0		0

				三島村		0				0		0		0		0

				十島村		0				0		0		0		0

				さつま町		0				0		0		0		0

				長島町		1				0		0		1		0

				湧水町		1				0		0		0		1

				大崎町		1				0		0		0		0

				東串良町		1				1		0		1		0

				錦江町		1				0		0		0		0

				南大隅町		0				0		0		0		0

				肝付町		1				0		0		0		0

				中種子町		1				0		0		0		1

				南種子町		1				1		0		0		0

				屋久島町		4				0		0		0		0

				大和村		1				0		0		0		0

				宇検村		0				0		0		0		0

				瀬戸内町		3				0		0		3		0

				龍郷町		1				0		0		0		0

				喜界町		1				1		0		0		0

				徳之島町		1				0		0		0		0

				天城町		15				15		0		0		0

				伊仙町		1				0		0		1		0

				和泊町		1				1		0		0		0

				知名町		1				1		0		0		0

				与論町		1				1		0		0		0

				合計 ゴウケイ		78				28		0		9		15







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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																別　紙 ベツ カミ



				避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用に関する検討状況 カン ケントウ ジョウキョウ

				（調査票） チョウサヒョウ

		（１）　避難所となる学校の給食施設 ヒナンショ ガッコウ キュウショクシセツ

				〇〇県 ケン		避難所となる
学校数 ヒナンショ ガッコウ スウ

										うち、食事の提供が可能となる設備が備わっている学校数 スウ

												1. うち、活用に合意している学校数 カツヨウ ゴウイ ガッコウ スウ		2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ ガッコウスウ		3.うち、本通知を周知済の学校数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ ガッコウ スウ オヨ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		123				120		100		19		1

				那覇市 ナハシ		53				10		0		0		0

				宜野湾市 ギノワンシ		13				13		0		0		13

				石垣市 イシガキシ		22				8		0		0		8

				浦添市 ウ		19				0		0		0		0

				名護市 ナゴシ		10				9		0		0		9

				糸満市 イトマンシ		11				11		0		11		0

				沖縄市 オキナワシ		23				23		0		0		0

				豊見城市 トミグスクシ		9				9		9		0		0

				うるま市 シ		21				21		0		0		0

				宮古島市 ミヤコジマシ		29				29		0		0		0

				南城市 ナンジョウシ		13				13		0		0		0

				国頭村 クニガミソン		6				6		6		0		0

				大宜味村 オオギミ ソン		3				0		0		0		0

				東村 ヒガシソン		4				4		4		0		0

				今帰仁村 ナキジンソン		4				4		0		0		4

				本部町 モトブチョウ		6				6		0		0		0

				恩納村 オンナソン		5				5		0		0		0

				宜野座村 ギノザソン		5				0		0		0		0

				金武町 キンチョウ		2				0		0		0		0

				伊江村 イエソン		3				3		0		0		0

				読谷村 ヨミタンソン		7				7		7		0		0

				嘉手納町 カデナチョウ		4				0		0		0		0

				北谷町 チャタンチョウ		6				0		0		0		6

				北中城村 キタナカグスクソン		3				3		0		0		0

				中城村 ナカグスクソン		4				4		0		0		0

				西原町 ニシハラチョウ		6				0		0		0		0

				与那原町 ヨナバルチョウ		3				0		0		0		0

				南風原町 ハエバルチョウ		7				7		1		6		0

				渡嘉敷村 トカシキソン		3				1		0		0		0

				座間味村 ザマミソン		3				1		0		0		0

				粟国村 アグニソン		0				0		0		0		0

				渡名喜村 トナキソン		1				1		0		1		0

				南大東村 ミナミダイトウソン		1				1		0		1		1

				北大東村 キタダイトウソン		1				0		0		0		0

				伊平屋村 イヘヤソン		3				3		0		3		0

				伊是名村 イゼナソン		2				0		0		0		0

				久米島町 クメジマチョウ		6				6		0		0		0

				八重瀬町 ヤエセチョウ		6				6		0		0		0

				多良間村 タラマソン		2				0		0		0		0

				竹富町 タケトミチョウ		12				6		0		0		0

				与那国町 ヨナグニチョウ		2				2		0		0		0

				合計 ゴウケイ		343				222		27		22		41



		（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ キョウドウ チョウリ バ ナド

				〇〇県 ケン		学校から独立した給食施設数
（共同調理場等） ガッコウ ドクリツ キュウショク シセツ スウ キョウドウ チョウリ バ トウ

										1. うち、活用に合意している給食施設数				2. うち、活用の合意に向けて打合せ中の給食施設数 カツヨウ ゴウイ ム ウチアワ チュウ キュウショク シセツ スウ		3.うち、本通知を周知済の給食施設数（1.及び2.を除く） ホン ツウチ シュウチ スミ キュウショク シセツ スウ オヨ

												うち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数 ヒナンシャ チョウリ オコナ ヨテイ キュウショク シセツ スウ

				（例）内閣市 レイ ナイカク シ		50				40		5		8		2

				那覇市 ナハシ		13				3		0		0		0

				宜野湾市 ギノワンシ		2				0		0		0		2

				石垣市 イシガキシ		1				0		0		0		0

				浦添市 ウ		2				0		0		0		2

				名護市 ナゴシ		5				0		0		0		5

				糸満市 イトマンシ		1				0		0		0		1

				沖縄市 オキナワシ		3				3		0		0		0

				豊見城市 トミグスクシ		1				0		0		0		1

				うるま市 シ		4				0		0		0		0

				宮古島市 ミヤコジマシ		5				0		0		0		0

				南城市 ナンジョウシ		1				1		0		0		0

				国頭村 クニガミソン		1				1		0		0		0

				大宜味村 オオギミ ソン		1				0		0		0		0

				東村 ヒガシソン		1				1		1		0		1

				今帰仁村 ナキジンソン		1				0		0		0		1

				本部町 モトブチョウ		1				1		0		0		0

				恩納村 オンナソン		1				0		0		0		1

				宜野座村 ギノザソン		1				0		0		0		0

				金武町 キンチョウ		1				0		0		0		0

				伊江村 イエソン		1				1		1		1		0

				読谷村 ヨミタンソン		2				2		0		0		2

				嘉手納町 カデナチョウ		1				1		0		0		0

				北谷町 チャタンチョウ		1				1		0		0		1

				北中城村 キタナカグスクソン		1				0		0		0		0

				中城村 ナカグスクソン		1				0		0		0		0

				西原町 ニシハラチョウ		1				0		0		0		0

				与那原町 ヨナバルチョウ		1				0		0		0		0

				南風原町 ハエバルチョウ		1				0		0		1		0

				渡嘉敷村 トカシキソン		0				0		0		0		0

				座間味村 ザマミソン		0				0		0		0		0

				粟国村 アグニソン		0				0		0		0		0

				渡名喜村 トナキソン		0				0		0		0		0

				南大東村 ミナミダイトウソン		0				0		0		0		0

				北大東村 キタダイトウソン		0				0		0		0		0

				伊平屋村 イヘヤソン		1				0		0		1		0

				伊是名村 イゼナソン		1				1		0		0		1

				久米島町 クメジマチョウ		1				0		0		0		0

				八重瀬町 ヤエセチョウ		2				0		0		0		0

				多良間村 タラマソン		1				0		0		0		0

				竹富町 タケトミチョウ		2				0		0		0		0

				与那国町 ヨナグニチョウ		1				0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		65				16		2		3		18







＜留意事項＞
・調査時点は令和６年11月１日時点とする。ただし、（１）の「１．」「２．」「３．」及び（２）の「１．」「２．」「３．」の対応については令和７年２月１日時点の状況とする。

（１）　避難所となる学校の給食施設
【避難所となる学校数】
・調査対象は、避難所となっている全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。
　※　 災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む。
　※　文部科学省が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査」の調査時点と同様であるため、同調査で提出した「避難所指定学校数」と整合性を図ること。

【食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校】
・避難所となる学校数のうち、食事の提供が可能となっている設備（調理室、家庭科室など）を有している学校
・食事の提供が可能となる設備が備わっていない学校は除く。
・学校給食施設などを念頭に置いているため、災害用の可搬式設備を有しているのみである学校は含めない。

【１．うち、活用に合意している学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うことに合意をしている学校

【２．うち、活用の合意に向けて打合せ中の学校】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、学校給食施設等を活用した適切な食事の提供を行うために、合意に向けて打合せ中の学校

【３．うち、本通知を周知済の学校数（「1.」「2.」を除く）】
・「食事の提供が可能となっている設備が備わっている学校」のうち、「活用に合意している学校」と「活用の合意に向けて打合せ中の学校数」を除いた学校で、本通知を周知済の学校数

（２）　学校から独立した給食施設（共同調理場等）
【学校から独立した給食施設数】
・調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校（小学部・中学部）の給食施設のうち、校舎とは別敷地内に所在する給食施設（共同調理場等）とする。

【「１．」、「２．」、「３．」】
・上記、（１）「１．」、「２．」、「３」と同様の考え方とするが、別途、「１．活用に合意している給食施設」のうち、避難者が調理を行うことを予定している給食施設数を記入すること。

※　（１）「１．」「２．」「３．」及び（２）「１．」「２．」「３．」の判断基準については、各設置者の判断による。
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６．その他の炊き出しに関する通知

9

○災害時の避難所における炊き出しに関する取扱いについて

・ 災害時に避難者への温かい食事を速やかに提供できるよう、調理機材等の備蓄状況、避難所設備の調理設備の
 状況や協定の締結状況を確認し、温かい食事の提供可能数を確認、また不足数を確保するための参考としていただ
 きたい。

【事務連絡「災害時における温かい食事の提供可能食数確認シートについて」（令和7年10月31日）（参考資料８）】

・ 食品を調理し、客に提供する又は飲食させる営業については、食品衛生法により、当道府県知事等の許可を受け
なければならないと規定されており、個々の行為が営業と見なされるか否かについては、規模、形態、反復継続性等に

 かんがみ、許可の権限を有する都道府県知事等が総合的に判断している。
・ 災害時の避難所において、炊き出しのボランティア等として、事業者が被災者に食事を提供する行為は、キッチン
 カーによるものを含め、一般には営業とは判断されないと考えられることについて通知しており、自治体が実施する訓練
も含まれる。炊き出し訓練については、万が一健康被害が生じた場合に備えて、参加者（調理者・飲食者）、日時

 をしっかり記録しておくことが大切。
【事務連絡「災害時の避難所における炊き出しに関する取扱いについて」（令和６年11月1日）（参考資料７）】

○災害時の温かい食事の提供可能数確認シートについて
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〇 食物アレルギーを有する避難者への配慮は重要であり、取組指針等において、食物アレルギーに対応した食品の備蓄等について対
応を求めている。

 ※乳幼児用ミルクのアレルギー対応について、新物資システムに項目を追加したので入力をお願いしたい。

【実施にあたってのポイント・留意点】（取組指針より）
〇要配慮者への対応
１．平常時における主な対応
・ 食物アレルギーを有する避難者に対して配慮するよう、アルファー米等の白米と牛乳アレルギー対応ミルク等を備蓄し、食物アレルギー対応

      食品等についても、必要な方に確実に届けられるように配慮すること。
２．発生後における主な対応
・ 食物アレルギーを有する避難者が安心して食事ができるよう、避難所で提供する食事の原材料表示を示した包装や食材料を示した献立表

     を掲示することや、誤食事故の防止に向けて、配慮願いたい旨を周囲に伝えるために、周りから目視で確認できるよう食物アレルギー対象食料
     が示されたビブス等を活用すること。
・ 食物アレルギーをはじめとした個別の対応が必要な要配慮者に食料や食事の提供を行う場合、各避難所における要配慮者の食事ニーズの

     把握やアセスメントの実施のため、保健衛生関係部局が管理栄養士等の専門職種に相談できるように努め、文化・宗教上の理由から外国
     人等の避難者が食べることができない食料がある場合、当該避難者に対し、可能な限り配慮することが望ましいこと。

７．食物アレルギー疾患を有する避難者等への対応（内閣府）

【通知】
〇指針の改正を踏まえ、避難所における食物アレルギー対策に一層取り組むために、各市区町村と十分連携し、必要な支援を行うよう依頼
【事務連絡「避難所等における食物アレルギー疾患を有する被災者への対応について（依頼）」令和４年４月５日（参考資料9）】

○「行政機関・支援者の方向けQ＆A集」「患者さん・家族の方向けQ＆A集」（※３）などのパンフレット等を活用した積極的な情報提供や事
前準備、アレルギー疾患担当部局、防災部局等の連携体制の構築に平時から務めるよう依頼
【事務連絡「災害時の避難所等におけるアレルギー疾患を有する方への対応について」令和7年10月27日（厚生労働省、内閣府の連名通知）（参考
資料10）】
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７．食物アレルギー疾患を有する避難者等への対応（厚労省）

11

【基本的な指針の一部改正】
〇 令和４年３月、「アレルギー疾患対策基本法」（平成26年法律第98号）に基づき策定された「アレルギー疾患対策の推進に関
   する基本的な指針」（平成29年厚生労働省告示第76号）が改正。
○アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号）
第11 条 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（以下「ア

             レルギー疾患対策基本指針」という。）を策定しなければならない。

○アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第76号）
第５（３）
ア 国及び地方公共団体は、平時において、関係学会等と連携体制を構築し、様々な規模の災害を想定した対応の準備を行う。
イ 国は、平時から、避難所における食物アレルギー疾患を有する者への適切な対応に資する取組を地方公共団体と連携して行うとともに、
災害時においては、乳アレルギーに対応したミルク等の確実な集積と適切な分配に資するため、それらの確保及び輸送を行う。また、地方公
共団体は、食物アレルギーに対応した食品等を適切なタイミングで必要な者へ届けられるよう、防災担当部署等の被災者支援に関わる部
署とアレルギー疾患対策に関わる部署等が連携し、可能な場合には関係団体や専門的な知識を有する関係職種の協力を得て、避難所に

     おける食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、国及び関係団体からの食料支援も活用した食物アレルギーに配慮し
     た食品の確保等に努める。

【通知】
○ 「行政機関・支援者の方向けQ＆A集」「患者さん・家族の方向けQ＆A集」（※３）などのパンフレット等を活用した積極的な情報提供や
事前準備、アレルギー疾患担当部局、防災部局等の連携体制の構築に平時から務めるよう依頼

   【事務連絡「災害時の避難所等におけるアレルギー疾患を有する方への対応について」令和7年10月27日（厚生労働省、内閣府の連名通知）（参考
資料10）（再掲）】
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８．災害救助法における炊き出しについて①

12

災害救助法における炊き出しその他による食品の給与
（内閣府告示第228号（第３条第１項第１号）、災害救助法事務取扱要領）

救助の程度・方法等

〇 法による炊き出し等による食品の給与の対象者は、災害により避
難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により
現に炊事のできない者等、現に食物を得られないという状況が発生
した者であること。

〇 費用の限度額や救助期間について、一般基準での適切な救助の実
施が困難な場合は、特別基準を設定するなど柔軟に対応すること。
（一般基準）１，３９０円（１人１日当たり）、期間７日間
※別途、賃金職員等雇上費として人件費も対象となる場合がある。

〇 対象経費は、主食費、副食費、燃料費、炊飯器・鍋等の使用謝金
又は借上費、消耗器材費及び雑費。
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主 な 留 意 事 項
○ 炊き出し等の給与については、避難所に避難しているからとか、炊事ができない状況にある
からというのみで単に機械的に提供するのではなく、近隣の流通状況等も勘案しながら実施す
ること。

○ 握り飯、調理済み食品、パン、弁当等を購入して支給する場合の購入費は、炊き出しの費用
として差し支えない。

○ メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスや質の確保について配慮するとともに、状
況に応じて管理栄養士等の専門職の活用も検討すること。

〇 適温食の確保のため、キッチンカーの活用、料理人等の専門職による食事提供、弁当等の配
食サービス事業者等の食料提供業者による提供、ボランティア等による炊き出し、集団給食施
設の利用による給・配食等、多様な供給方法の確保にも努めること。
（炊き出し設備のモデルパターン、飲食業協同組合との協定のモデル例等を避難所運営等避難
生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）に掲載）

○ 避難所ではなく、自宅において避難生活をしている方が避難所に炊き出し等の給与を受け取
りに来た場合も対象となる。

８．災害救助法における炊き出しについて②
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９．参考資料一覧

14

参考資料１：「災害対応車両登録制度」リーフレット 【災害対応車両登録制度 A4チラシ（3p） 】

参考資料２： 「災害時のセントラルキッチン方式を中心とした食事支援の実施方法・タイムラインの実際例
（令和６年能登半島地震被災地３市町でのヒアリング結果より）」
【https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r6chousa.pdf 】

参考資料３：プッシュ型支援における内閣府分散備蓄整備の概要

参考資料４：「避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用について（依頼）」令和５年6月22日
【https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r5_03.pdf 】

参考資料５：「避難所における適切な食事の提供のための学校給食施設等の活用の留意事項」令和７年１月16日
【https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r7_0116.pdf 】

参考資料６：「避難所における適切な食事の提供のための学校給食施設等の活用推進のお願いについて」令和７年３月27日
【https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r7_0327.pdf 】

参考資料７： 「災害時の避難所における炊き出しに関する取扱いについて」（令和６年11月1日）
【 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r6_02.pdf 】

参考資料８： 「災害時における温かい食事の提供可能食数確認シートについて」（令和7年10月31日）
【https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r7_1031.pdf 】

参考資料９：「避難所等における食物アレルギー疾患を有する被災者への対応について（依頼）」令和４年４月５日
【 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r4_15.pdf 】

参考資料10：「災害時の避難所等におけるアレルギー疾患を有する方への対応について」令和7年10月27日
【https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r7_1027.pdf 】
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【凡例】
　　　：平時の手続
　　　：発災時の手続

○災害に遭われた方々に対し迅速に良好な生活環境を提供することは、
災害関連死を防ぐうえでも、大変重要です。

○キッチンカー、トレーラーハウス、トイレカー等の災害対応車両は、
発災直後から、温かい食事や快適な居住・衛生環境等を提供します。
これらは、令和６年能登半島地震でも活躍しました。

○災害時にこれら災害対応車両を有効に活用し、円滑な被災者支援を
実現するため、令和７年６月１日より、災害対応車両登録制度の運用を
開始します。

※災害対応車両登録制度とは、災害対応車両／災害対応車両調整法人を平時
から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに
応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。

⑤災害救助法に
　基づく費用支弁

④車両提供に係る
　個別調整、支払い

被災自治体
（都道府県等）

車両の所有者又は調整法人
①登録申請

②登録

③照会

災害対応車両登録制度が
始まります
災害対応車両登録制度が
始まります

令和7年

６月１日
登録開始

内閣総理大臣

※Disaster Trailers-containers-vehicles Registration And Coordination Engineの頭文字をとったもの

災害対応車両登録制度のイメージ

災害対応車両検索システム災害対応車両検索システム
（D-TRACE（D-TRACE※）
災害対応車両検索システム
（D-TRACE※）



災害対応車両登録制度の概要

車両の活用により、発災直後から良好な生活環境の確保が可能に

（1）災害対応車両又は（2）災害対応車両調整法人のいずれかです。それぞれ、
（1）災害対応車両の所有者又は（2）災害対応車両調整法人からの申請に基づき、
内閣総理大臣が登録します。
▶災害対応車両とは、発災時に、①避難所、②住まい、③トイレ、又は、④食事・⑤洗濯・⑥入浴の
ためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走型のほか、運搬又は牽引される形態の
もの（コンテナ型やトレーラー型）が対象となります（以下「車両」と略称）。

▶災害対応車両調整法人とは、発災時に、災害対応車両の配車調整等を行う法人です（以下「調整
法人」と略称）。

登録の対象は

○車両の所有者又は調整法人が、
　・発災時に被災自治体を支援する意思を有している、及び、
・一定の欠格事由に該当しない必要があります。
○また、車両を登録する際には、申請に係る車両が、一定の登録基準（下記
参照）に適合している必要があります。

登録の基準は

○災害対応車両検索システム（D-TRACE ）
に、登録を受けた車両等の情報が、
順次、蓄積されます。

○地方自治体は、D-TRACEを参照し、
ニーズに沿う車両を検索できます。

○国は、災害救助法に基づき、地方
自治体が支出した費用の最大９割
を負担します。

登録後・発災後の対応は

キッチンカー トレーラーハウス ムービングハウス トイレトレーラー キャンピングカー ランドリーカー シャワートレーラー

災害対応車両検索システム（D-TRACE）による車両検索の例

災害対応車両の例

また、車両を登録する際に
合して

後の

○ま
参

登録後・発災後

また、車両を
参照）に適合

録後・発災後

には、申請に係る
があ

録する際に
ている必要が

の対応は

①避難所 ②住まい
〇 1人あたり1台のベッド
　 が確保されていること
〇冷暖房、湯沸し、冷蔵庫、
 　照明、換気の各設備が
　 設けられていること等

〇 台所、洗面所、浴室、
　 便所及び物干し場が
 　設けられていること
〇 一定の広さ（20m²
　 以上等）が確保されて
 　いること等

両が、一定の登録基準（下る車申請に係る
ります。

両が、一定 下記登録基準（下

⑤洗濯 ⑥入浴③トイレ
〇 原則として便房が2以上
　 あること
〇 快適トイレ仕様（水洗、
 　臭い防止、照明、施錠等）
　 であること等

〇 洗濯機、乾燥機が
 　3つ以上あること等

〇 浴槽及びシャワー、又は、
 　シャワーが2つ以上ある
　 こと
〇 脱衣所、給湯、暖房、照明、
　 換気の各設備が設けら
 れていること等

④食事
〇 温冷環境に配慮した
 　食事の提供が可能で
　 あること
〇 一以上の都道府県から
 　営業許可を受けている
 こと等

※
※Disaster Trailers-containers-vehicles Registration And Coordination Engine



【凡例】
　　　：平時手続
　　　：発災時の手続

○災害に遭われた方々に対し迅速に良好な生活環境を提供することは、
災害関連死を防ぐうえでも、大変重要です。

○キッチンカー、トレーラーハウス、トイレカー等の災害対応車両は、
発災直後から、温かい食事や快適な居住・衛生環境等を提供します。
これらは、令和６年能登半島地震でも活躍しました。

○災害時にこれら災害対応車両を有効に活用し、円滑な被災者支援を
実現するため、令和７年６月１日より、災害対応車両登録制度の運用を
開始します。

※災害対応車両登録制度とは、災害対応車両／災害対応車両調整法人を平時
から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに
応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。

【災害対応車両の登録を受ける場合】
　〈必ずご用意いただくもの〉
　　・欠格事由に該当しないことの誓約書、車両に係る設計図書、竣工図書、写真
　〈必要に応じてご用意いただくもの〉
　　・自動車検査証の写し、食品衛生法に基づく営業許可証の写し 等
【災害対応車両調整法人の登録を受ける場合】
　　・欠格事由に該当しないことの誓約書、定款その他活動内容が分かる資料

質問　登録を受けた場合には、自治体からの車両提供要請に、必ず応じなければなりませんか？
回答　車両の提供可否を真摯に検討いただきますが、その結果、提供が困難と判断された場合には、 
　　　車両提供の必要はありません。

▶登録は５年ごとの更新制です。
▶システム上での電子申請が原則ですが、書面申請も可能です。ご希望の場合、内閣府へお問合せください。
▶常に最新の情報がデータベースに掲載されるよう、登録内容に変更が生じた場合には、ご自身でデータ
ベースにアクセスして変更いただくほか、年に２回（４月30日、10月31日）、掲載されている情報が最新
か否かを確認いただきます。

⑤災害救助法に
　基づく費用支弁

④車両提供に係る
　個別調整、支払い

被災自治体
（都道府県等）

車両の所有者又は調整法人
①登録申請

②登録

③照会

災害対応車両登録制度の概要 登録を申請される方へ（災害対応車両の所有者・災害対応車両調整法人） 災害対応車両を活用される方へ（地方自治体）

○災害対応車両検索システム（D-TRACE）上の
　「申請ページ」から、ウェブ上で登録を申請できます。
○申請者の情報、車両の規格に関する情報等の入力
に加え、プルダウン方式で回答いただく申請事項
を多く設定するなど、極力、申請に係る負担の軽減
に努めています。

○発災時に、被災自治体への車両の提供の可否等を
真摯に検討することが登録の条件となるため、
この旨を申請フォーム上で「承諾」いただきます
（「承諾する」にチェックを入れる）。
○必要書類（以下）をアップロードすれば、申請手続
は完了です。

登録の手順は

質問 登録を受け

よくあるご質問

○国が運用するデータベース（災害対応車両検索システム）に車両等の情報が記載されるため、
災害時の活用可能性が高まります。
○発災後、被災自治体からの要請に基づき車両を提供した場合は、その貸与等に係る対価が被災
自治体から支払われます（国は、被災自治体に対し、災害救助法に基づく費用負担を実施）。
○平時には、本制度による登録を受けていない車両と比べて、国や地方自治体が管理する公共施
設に優先的に入構し、営業活動を営むことができる場合があります。

登録を受けた場合のメリット

質問　災害救助法が適用されていない災害であっても、国による費用負担の対象となりますか？
回答　国による費用負担は、災害救助法が適用された災害に限り行います。
質問 車両の所有者等との個別調整の結果、車両の提供意思が示されました。この場合、当自治体
　　　において、当該車両を活用できるとの理解でよいですか？
回答 その理解で結構です。ただし、複数の都道府県において広域的な被害が発生している場合を
　　　念頭に、国が総合調整（車両の提供先の変更調整等）を実施する場合があります。

▶災害対応車両検索システム（D-TRACE）は、全ての地方自治体が閲覧できます。
▶迅速な被災者支援等を実現するため、車両の確保に際しては、被災自治体と車両の所有者等との個別
調整を原則としています。一方、被災自治体による個別調整が困難な場合は、国がサポートすることもあ
りますので、内閣府まで、ご相談ください。
▶複数の都道府県において広域的な被害が発生している場合を念頭に、国は、被災自治体又は車両の所有者
若しくは調整法人との間で、車両の提供先となる被災自治体の変更を調整させていただくことがあります。

よくあるご質問

○国が運用するデータベース（災害対応車両検索システム）に登録を受けた車両や調整法人の
情報が記載されるため、車両を検索する手間が大幅に削減され、迅速な被災者支援等を実現で
きます。

災害対応車両検索システム（D-TRACE）を活用するメリット

災害対応車両登録制度が
始まります
災害対応車両登録制度が
始まります

令和7年

６月１日
登録開始

内閣総理大臣

D-TRACE上の車両情報の入力画面例

D-TRACE上の車両検索画面の表示例

※Disaster Trailers-containers-vehicles Registration And Coordination Engineの頭文字をとったもの
災害対応車両検索システム（D-TRACE）の詳細は
https://pr.d-trace.go.jpをご参照ください➡

お問い合わせ先
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当）付
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館
電話03-3503-9394（直通） FAX03-3502-6034
naikakuhubousai.d-trace@cao.go.jp

災害対応車両登録制度のイメージ

○発災後、車両の活用を検討する被災自治体は、災害対応車両検索システム（D-TRACE）上
でニーズに沿った車両の検索が可能です。
○被災自治体は、提供を希望する車両の所有者や調整法人との間で、車両提供の可否、
期間、費用等について、個別に調整します。

○調整の結果、車両の提供を受けた場合は、被災自治体は、その対価（車両のレンタル
費用等）を車両の所有者、又は、調整法人に直接支払います。

○国は、被災自治体が負担した費用について、災害救助法に基づき、最大９割を負担します。

発災時の手順は

災害対応車両登録システム災害対応車両登録システム
（D-TRACE（D-TRACE※）
災害対応車両登録システム
（D-TRACE※）

災害対応車両検索システム（D-TRACE）の詳細は
https://pr.d-trace.go.jpをご参照ください➡

車両の活用により、発災直後から良好な生活環境の確保が可能に

（1）災害対応車両又は（2）災害対応車両調整法人のいずれかです。それぞれ、
（1）災害対応車両の所有者又は（2）災害対応車両調整法人からの申請に基づき、
内閣総理大臣が登録します。
▶災害対応車両とは、発災時に、①避難所、②住まい、③トイレ、又は、④食事・⑤洗濯・⑥入浴の
ためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走型のほか、運搬又は牽引される形態の
もの（コンテナ型やトレーラー型）が対象となります（以下「車両」と略称）。
▶災害対応車両調整法人とは、発災時に、災害対応車両の配車調整等を行う法人です（以下「調整
法人」と略称）。

登録の対象は

○車両の所有者又は調整法人が、
　・発災時に被災自治体を支援する意思を有している、及び、
・一定の欠格事由に該当しない必要があります。
○また、車両を登録する際には、申請に係る車両が、一定の登録基準（下記
参照）に適合している必要があります。

登録の基準は

○災害対応車両検索システム（D-TRACE ）
に、登録を受けた車両等の情報が、
順次、蓄積されます。

○地方自治体は、D-TRACEを参照し、
ニーズに沿う車両を検索できます。

○国は、災害救助法に基づき、地方
自治体が支出した費用の最大９割
を負担します。

登録後・発災後の対応は

キッチンカー トレーラーハウス ムービングハウス トイレトレーラー キャンピングカー ランドリーカー シャワートレーラー

災害対応車両検索システム（D-TRACE）による車両検索の例

災害対応車両の例

また、車両を登録する際に
合して

後の

○ま
参

登録 ・

また、車両を
参照）に適合

録後・発災後

には、申請に係る
があ

録する際に
ている必要が

の対応は

①避難所 ②住まい
〇 1人あたり1台のベッド
　 が確保されていること
〇冷暖房、湯沸し、冷蔵庫、
 　照明、換気の各設備が
　 設けられていること等

〇 台所、洗面所、浴室、
　 便所及び物干し場が
 　設けられていること
〇 一定の広さ（20m²
　 以上等）が確保されて
 　いること等

両が、一定の登録基準（下る車申請に係る
ります。

両が、一定 下記登録基準（下

⑤洗濯 ⑥入浴③トイレ
〇 原則として便房が2以上
　 あること
〇 快適トイレ仕様（水洗、
 　臭い防止、照明、施錠等）
　 であること等

〇 洗濯機、乾燥機が
 　3つ以上あること等

〇 浴槽及びシャワー、又は、
 　シャワーが3つ以上ある
　 こと
〇 脱衣所、給湯、暖房、照明、
　 換気の各設備が設けら
 れていること等

④食事
〇 温冷環境に配慮した
 　食事の提供が可能で
　 あること
〇 一以上の都道府県から
 　営業許可を受けている
 こと等

※

お問い合わせ先
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当）付
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館
電話03-3503-9394（直通） FAX03-3502-6034
naikakuhubousai.d-trace@cao.go.jp



【凡例】
　　　：平時手続
　　　：発災時の手続

○災害に遭われた方々に対し迅速に良好な生活環境を提供することは、
災害関連死を防ぐうえでも、大変重要です。

○キッチンカー、トレーラーハウス、トイレカー等の災害対応車両は、
発災直後から、温かい食事や快適な居住・衛生環境等を提供します。
これらは、令和６年能登半島地震でも活躍しました。

○災害時にこれら災害対応車両を有効に活用し、円滑な被災者支援を
実現するため、令和７年６月１日より、災害対応車両登録制度の運用を
開始します。

※災害対応車両登録制度とは、災害対応車両／災害対応車両調整法人を平時
から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに
応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。

【災害対応車両の登録を受ける場合】
　〈必ずご用意いただくもの〉
　　・欠格事由に該当しないことの誓約書、車両に係る設計図書、竣工図書、写真
　〈必要に応じてご用意いただくもの〉
　　・自動車検査証の写し、食品衛生法に基づく営業許可証の写し 等
【災害対応車両調整法人の登録を受ける場合】
　　・欠格事由に該当しないことの誓約書、定款その他活動内容が分かる資料

質問　登録を受けた場合には、自治体からの車両提供要請に、必ず応じなければなりませんか？
回答　車両の提供可否を真摯に検討いただきますが、その結果、提供が困難と判断された場合には、 
　　　車両提供の必要はありません。

▶登録は５年ごとの更新制です。
▶システム上での電子申請が原則ですが、書面申請も可能です。ご希望の場合、内閣府へお問合せください。
▶常に最新の情報がデータベースに掲載されるよう、登録内容に変更が生じた場合には、ご自身でデータ
ベースにアクセスして変更いただくほか、年に２回（４月30日、10月31日）、掲載されている情報が最新
か否かを確認いただきます。

⑤災害救助法に
　基づく費用支弁

④車両提供に係る
　個別調整、支払い

被災自治体
（都道府県等）

車両の所有者又は調整法人
①登録申請

②登録

③照会

災害対応車両登録制度の概要 登録を申請される方へ（災害対応車両の所有者・災害対応車両調整法人） 災害対応車両を活用される方へ（地方自治体）

○災害対応車両検索システム（D-TRACE）上の
　「申請ページ」から、ウェブ上で登録を申請できます。
○申請者の情報、車両の規格に関する情報等の入力
に加え、プルダウン方式で回答いただく申請事項
を多く設定するなど、極力、申請に係る負担の軽減
に努めています。

○発災時に、被災自治体への車両の提供の可否等を
真摯に検討することが登録の条件となるため、
この旨を申請フォーム上で「承諾」いただきます
（「承諾する」にチェックを入れる）。
○必要書類（以下）をアップロードすれば、申請手続
は完了です。

登録の手順は

質問 登録を受け

よくあるご質問

○国が運用するデータベース（災害対応車両検索システム）に車両等の情報が記載されるため、
災害時の活用可能性が高まります。
○発災後、被災自治体からの要請に基づき車両を提供した場合は、その貸与等に係る対価が被災
自治体から支払われます（国は、被災自治体に対し、災害救助法に基づく費用負担を実施）。
○平時には、本制度による登録を受けていない車両と比べて、国や地方自治体が管理する公共施
設に優先的に入構し、営業活動を営むことができる場合があります。

登録を受けた場合のメリット

質問　災害救助法が適用されていない災害であっても、国による費用負担の対象となりますか？
回答　国による費用負担は、災害救助法が適用された災害に限り行います。
質問 車両の所有者等との個別調整の結果、車両の提供意思が示されました。この場合、当自治体
　　　において、当該車両を活用できるとの理解でよいですか？
回答 その理解で結構です。ただし、複数の都道府県において広域的な被害が発生している場合を
　　　念頭に、国が総合調整（車両の提供先の変更調整等）を実施する場合があります。

▶災害対応車両検索システム（D-TRACE）は、全ての地方自治体が閲覧できます。
▶迅速な被災者支援等を実現するため、車両の確保に際しては、被災自治体と車両の所有者等との個別
調整を原則としています。一方、被災自治体による個別調整が困難な場合は、国がサポートすることもあ
りますので、内閣府まで、ご相談ください。
▶複数の都道府県において広域的な被害が発生している場合を念頭に、国は、被災自治体又は車両の所有者
若しくは調整法人との間で、車両の提供先となる被災自治体の変更を調整させていただくことがあります。

よくあるご質問

○国が運用するデータベース（災害対応車両検索システム）に登録を受けた車両や調整法人の
情報が記載されるため、車両を検索する手間が大幅に削減され、迅速な被災者支援等を実現で
きます。

災害対応車両検索システム（D-TRACE）を活用するメリット

災害対応車両登録制度が
始まります
災害対応車両登録制度が
始まります

令和7年

６月１日
登録開始

内閣総理大臣

D-TRACE上の車両情報の入力画面例

D-TRACE上の車両検索画面の表示例

※Disaster Trailers-containers-vehicles Registration And Coordination Engineの頭文字をとったもの
災害対応車両検索システム（D-TRACE）の詳細は
https://pr.d-trace.go.jpをご参照ください➡

お問い合わせ先
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当）付
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館
電話03-3503-9394（直通） FAX03-3502-6034
naikakuhubousai.d-trace@cao.go.jp

災害対応車両登録制度のイメージ

○発災後、車両の活用を検討する被災自治体は、災害対応車両検索システム（D-TRACE）上
でニーズに沿った車両の検索が可能です。
○被災自治体は、提供を希望する車両の所有者や調整法人との間で、車両提供の可否、
期間、費用等について、個別に調整します。

○調整の結果、車両の提供を受けた場合は、被災自治体は、その対価（車両のレンタル
費用等）を車両の所有者、又は、調整法人に直接支払います。

○国は、被災自治体が負担した費用について、災害救助法に基づき、最大９割を負担します。

発災時の手順は

災害対応車両登録システム災害対応車両登録システム
（D-TRACE（D-TRACE※）
災害対応車両登録システム
（D-TRACE※）

災害対応車両検索システム（D-TRACE）の詳細は
https://pr.d-trace.go.jpをご参照ください➡

車両の活用により、発災直後から良好な生活環境の確保が可能に

（1）災害対応車両又は（2）災害対応車両調整法人のいずれかです。それぞれ、
（1）災害対応車両の所有者又は（2）災害対応車両調整法人からの申請に基づき、
内閣総理大臣が登録します。
▶災害対応車両とは、発災時に、①避難所、②住まい、③トイレ、又は、④食事・⑤洗濯・⑥入浴の
ためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走型のほか、運搬又は牽引される形態の
もの（コンテナ型やトレーラー型）が対象となります（以下「車両」と略称）。
▶災害対応車両調整法人とは、発災時に、災害対応車両の配車調整等を行う法人です（以下「調整
法人」と略称）。

登録の対象は

○車両の所有者又は調整法人が、
　・発災時に被災自治体を支援する意思を有している、及び、
・一定の欠格事由に該当しない必要があります。
○また、車両を登録する際には、申請に係る車両が、一定の登録基準（下記
参照）に適合している必要があります。

登録の基準は

○災害対応車両検索システム（D-TRACE ）
に、登録を受けた車両等の情報が、
順次、蓄積されます。

○地方自治体は、D-TRACEを参照し、
ニーズに沿う車両を検索できます。

○国は、災害救助法に基づき、地方
自治体が支出した費用の最大９割
を負担します。

登録後・発災後の対応は

キッチンカー トレーラーハウス ムービングハウス トイレトレーラー キャンピングカー ランドリーカー シャワートレーラー

災害対応車両検索システム（D-TRACE）による車両検索の例

災害対応車両の例
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〇冷暖房、湯沸し、冷蔵庫、
 　照明、換気の各設備が
　 設けられていること等

〇 台所、洗面所、浴室、
　 便所及び物干し場が
 　設けられていること
〇 一定の広さ（20m²
　 以上等）が確保されて
 　いること等

両が、一定の登録基準（下る車申請に係る
ります。

両が、一定 下記登録基準（下

⑤洗濯 ⑥入浴③トイレ
〇 原則として便房が2以上
　 あること
〇 快適トイレ仕様（水洗、
 　臭い防止、照明、施錠等）
　 であること等

〇 洗濯機、乾燥機が
 　3つ以上あること等

〇 浴槽及びシャワー、又は、
 　シャワーが3つ以上ある
　 こと
〇 脱衣所、給湯、暖房、照明、
　 換気の各設備が設けら
 れていること等

④食事
〇 温冷環境に配慮した
 　食事の提供が可能で
　 あること
〇 一以上の都道府県から
 　営業許可を受けている
 こと等

※

お問い合わせ先
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当）付
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館
電話03-3503-9394（直通） FAX03-3502-6034
naikakuhubousai.d-trace@cao.go.jp



災害時のセントラルキッチン方式を中心とした食事支援の実施方法・

タイムラインの実際例（令和６年能登半島地震被災地３市町での

ヒアリング結果より） 

 

※以下でご紹介する実際例以外にもセントラルキッチンを実施したケースもあるかと思いますが、代表例として取り上げて

いますので、その点ご留意ください。 

 

１ 穴水町 
〇穴水町役場・ボランティア団体：セントラルキッチンを実施 

・令和６年 1月５日 
   ボランティア団体が穴水町に到着し、昼に炊き出しのカレーを提供。以降、継続的に実施。 
・令和６年２月２７日 
   林業センターの厨房でセントラルキッチンの稼働を開始。 
   ※セントラルキッチンは穴水町と飲食店組合が中心となって実施、サブキッチン（当初炊き出し拠点としていた施

設）としてボランティア団体と調理を担った関係事業者が中心となった取組も併せて実施。 
   セントラルキッチンで作った弁当は 200食程度で、残りの数百食は、サブキッチンで作っていた。サブキッチンでの調
理を担った関係事業者は、避難所以外の集落への配達も担っていた。 

   セントラルキッチンでは、食事の栄養面については、町の管理栄養士に献立を確認してもらい、不足している栄養
素を補うための献立を考えた。 
セントラルキッチンでは、食材の調達について、食材そのものは町で準備した。 
セントラルキッチンでは、食事の配送先は、３～５人程度の規模の避難所や住宅も含めて、約 30 か所に配達し 

ていた。また配送については、飲食店関係者に限らず、ボランティアに協力してもらった。 
・令和６年 5月末 
   活動を終了。水道の復旧や地元スーパーなどの営業再開、配食サービスの再開を受け、食事支援は目途がつい
たと判断した。 

 
 

 
 
 
 
 

 



２ 輪島市 
（１） ピースボート災害支援センター 
輪島市は輪島地区、門前地区、町野地区の３つの各地区でセントラルキッチン方式が実施された。 
輪島地区では（２）の飲食店を中心としたセントラルキッチン方式を実施。 
門前地区は３月以降、セントラルキッチンを開始。公民館の調理場がいくつか活用できる状態であったため、地元住

民がお互いに材料を持ち寄り、調理した。住民自身が疲弊していたが、完全に住民による調理をやめると住民の活力が
落ちてしまうため、お弁当と住民の調理を併用するよう呼びかけた。 
町野地区では地元の料理人が避難所の図工室を炊き出しの場所として確保し、避難者及び在宅の住民の食事を

作っており、一番多い時には朝昼晩で 1日約 2000食を作っていた。 
輪島市では数百の団体が 20万食以上の炊き出しを実施したが、1回限りの単発の炊き出しへ費用を支払うことは

事務的にも手が回らず、一定期間以上対応した場合にのみ費用の支払いが行われた。 
 

（２） 輪島地区飲食店︓セントラルキッチンを実施 
・令和６年１月３日 
   店のスタッフと近所の料理人に声をかけ、約８００人分の食事を作った。 
・令和６年１月６日 
   食事を配送するシステムができた。 
・令和６年１月７日 
   約 1,500人が避難している避難所に食事を提供開始。 
・令和６年１月 10日頃 
   地元飲食店のメンバーが 15～20人程度集まり、車の確保もできて 2,000人前の食事を準備できる体制が整
い、避難所に晩御飯を届けることにした。調理チーム、ご飯を炊くチーム、洗い物チーム、野菜を切るチーム、配送チー
ムという形で仕事を分担した。 
炊き出しを開始した当時は、プロパンガスと、20個のカセットコンロ・鍋を並べて調理していたが、専用機材を入手し

てから、たくさんの食事を提供できるようになった。 
当初は食材の確保が大変であったが、高齢者の避難者が多い中、カップラーメンやレトルト食品ばかり食べていたた

め、薄味や野菜多めの食事を意識した。また、できるだけカット野菜ではなく地元の野菜を使おうと意識していた。 
アレルギーの対応について配慮し、えびやかになどの甲殻類やナッツは使わないことを徹底していた。 
食材は、近隣の農家や商店から提供を受けた他は、関係事業者が毎日金沢から水と一緒に食材を持ってきてくれ

ており、前日に必要数を連絡していた。 
目の前にやるべきことがあったことで、自分たちも元気になるのが分かった。 

過酷な状況の中、食事が避難者の心の支えになっていた。あたたかいスープだけでもよいので、改めて食事は重要だと
思った。 

・令和６年 2月８日 
   消防署や市役所、小中学校、公民館など様々な地域の避難所の 23 か所に 1,670食を提供。 
・令和６年２月中旬 
   市が避難者への食事支援に対してお金を出せることになった。 



・令和６年６月 
   仮設住宅が完成し始め、食事の必要数が減っていき、大規模な配送は終了した。 
 
（３） （２）のセントラルキッチンに参加した飲食店 
・様々な分野の料理人が炊き出しに参加したため、材料さえあればメニューには困らなかった。 
・飲食店組合のもともとの知り合いや家族も誘い、一緒に活動した。みんな快く参加し、集まってみんなで仕事できること
を楽しんでいた。 
・食事の配達はすべての調理が終わってから３人程度で行い、配達が終われば翌日の仕込みをし、最後にまとめて洗い
物をした。 
・衛生管理については、肉は冷蔵庫で保存、野菜は常温保存していた。また山水は加熱してから使っていた。 
・活動初期は設備が整っておらず、約 200人前を作れる大きな鍋での調理を３～４回繰り返すなどしていた。設備が
一通りそろうには 1か月程度かかった。 
・水の調達は、調理用については支援で届いていたが、洗い物用については山に汲みに行っており 200 リットルを１日に
３回程度運んでいた。 
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３ 珠洲市 
（１）ピースボート災害支援センター（PBV）：セントラルキッチンを先行して実施 

・令和６年１月３日  
PBV が珠洲市入り。 

・令和６年１月６日  
食事の支援を開始。避難所の屋外にテントを張り、調理器具を並べて炊き出しと実施。当初は水

が出ず、調理、洗い物ができなかったため、パックのご飯、スープとおかずをメインに昼食を提供。 
・令和６年１月中旬 

デイサービスセンターの調理場でセントラルキッチン方式での支援を実施。１日に 300～400食の
食事を作り、避難所のほか、避難所となった学校に通う子どもへの給食、特別支援学校の給食、福
祉施設の食事としても提供。車で 15分程度の５か所へ届けており、温かいものを提供できるよう、現
地で温めてから配布した。 
受給者の年齢層が幅広かったため、レパートリーを増やしそれぞれの年代が楽しめるよう意識し、味

や食材の偏りがないように野菜多め、タンパク質がしっかり取れるなど栄養バランスにも考慮したメニュー
とした。また、寒い冬の時期のため温かい食事を届けることを大事にし、食中毒のないよう衛生面に気
を付けた。 
食料は、缶詰、災害備蓄食など長期保存できるものはある程度届いたが、米、野菜、調味料等は

自身で買いに行った。 
炊き出しに関わるメインのスタッフは１～２名で、1日３～７人のボランティアも参加し、調理や配

膳を実施した。 
珠洲市から依頼を受け、炊き出し団体の支援調整も実施。炊き出し支援窓口には１日に 50～

100件の問い合わせがあり、重複しないように調整。 
※支援調整は、令和 6年 1月～11月まで PBV で実施。その後は珠洲市福祉課へ引き継い

だ。 
市や社協に炊き出し支援を実施したい団体からの問い合わせがあったが、対応できる人員がいない 

状況であった。 
・令和６年３月 

３月中旬頃になると、行政での食事支援が整い、また４月以降には特別支援学校や福祉施設が
利用していた弁当業者の営業再開により、炊き出しを終了。合計で、18か所に約 13,000食を配
食した。 
資金は、団体独自で寄付を募っていたため、市への請求はしていない。ただし炊き出し支援も災害

救助法の対象となるため、炊き出し調整窓口として、申請の条件を満たしている団体には市への申請
が可能な旨を伝えた。 
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（２）珠洲市（珠洲市健康増進センター）︓市全体の配食（セントラルキッチン）を調整 
住民にバランスのとれた栄養のある食事を提供したい行政と店舗が使用できず生業をなんとかしたい

業者の官民連携で実現した。 

市内の弁当業者１者、市内の飲食店４者、その他弁当配送業者などと連携し、市健康増進セ
ンター２階や直売所の食堂で調理を行い、避難所への弁当配布を実施。一時は７万食を配布し
た。 

   令和６年３月には 50～56 か所の避難所に弁当を配布しており、在宅避難をしていて弁当が必
要な方には、申し出てもらい、在宅避難者は最寄りの避難所に取りに行く形としていた。 

 
（３）市の食事支援（セントラルキッチン）に参加した飲食店① 
・令和６年３月１４日～８月１９日 

被災して店舗が使えない飲食店主が集まって避難所用の食事を作るので、場所を提供してほしい
と珠洲市に申し入れたところ、珠洲市健康増進センター2 階の調理実習室を使う許可がおり、3月
14日からセントラルキッチンを実施することとなった 

   ８店舗の飲食店が参加し、また呼びかけにより集まった 20名程度が仕事として参加した。避難所
には、地震によって店が倒壊したり会社が再開しなかったりして仕事の無い人が多く、人集めは難しくな
かった。 

   人員は、調理担当と詰め込み担当に分かれ、調理担当は午前７時半から、詰め込み担当は午
前８時半から業務を開始。配達業務まで任されていたので、可能な人が自車で配達したほか、配達
用の人員を 1人雇っていた。避難所で避難者の年齢や健康状態、食べたいものの希望を聞き取り、
献立に反映させた。 

   食事を届ける避難所は１５～２０か所、提供数は 500食／日からスタートして、5月中旬まで
は 1400食／日で推移し、一時は 1700食／日まで増えた。 
 健康増進センターには学校の調理室程度の設備しかなかったため、ガス口炊飯器を８台、保温ジャ
ー、フライヤー、電気炊飯器など、それぞれの店から無事だった機材を集めて不足を補った。ガスの増設
も必要だったため業者を呼んで設置。当初、珠洲市全体で 2700食／日必要と聞いており、1,000 
食は引き受ける計算で準備した。 
 食材の仕入れは、１週間～10日分をまとめて行い、冷凍食品は食品メーカーから注文し、野菜は
参加した飲食店の友人である八百屋が集めて届けてくれた。冷凍ストッカーを持ち寄ったが、ストックで
きる量には限りがあるため、冷凍食材は配送業者に毎日分けて届けてもらうようにした。生ものの調理
は野菜に限り、肉は冷凍のものを一気に過熱して使うなど衛生面に配慮した。また、米は地元産を使
用した。 
 カロリー計算等、メニュー等は飲食店に任せてもらい、季節が感じられるもの、明るい気持ちになれる 
ものを意識して作った。濃い味や傷みやすいものは避け、ボリュームのあるものの提供を心掛けた。また 
献立表にはアレルギーを表示し、弁当と一緒に避難所へ配達した。食事の提供が 1か月続くと、献 
立のベースができたが、副菜は変えるようにした。 
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 市から、手洗いや消毒、弁当を運んだ先の保存場所などの指示があり、食中毒を防ぐため、服装に
注意し、あたたかいご飯とおかずは分ける、暑い時期は保冷剤の使用など、衛生面には充分気を使っ
た。 
 配送用の容器は市に手配してもらい、保冷剤はそれぞれの店から持ち寄り、弁当の容器は飲食店
で仕入れた。 
１人、配送専門の人員がおり、仕入の段ボール処理、外回りなどを担当。途中から保冷車（2 ト

ン車、軽自動車の 2台）のリースが受けられるようになり活用した。調理担当の 8名も適宜配送に
回り、人数が足りないときは２往復した。 
 提供する数量が急に変更になることもあったが、増えても 50食程度で、慣れもあり、対応できた。 
 費用については、５～10日、または 1 か月半程度に一度市へ請求し、5日後に入金があった。仕
入れ業者には半月毎に支払うなどして、信用関係を築いた。市と平時から協定を結ぶなど事前の取り
決めを行い、スムーズに取組が開始できればよかった。 
経理は 1人担当を置き、対応した。 
詰め込み作業を行う人員の人件費は、各店舗が雇用し、給料を支払うという形をとっていた 
「珠洲避難所弁当事業」という一つの事業に複数の飲食店が参加したので、売り上げに係る税金

の取り扱いが難しかった。組合などの形で事業を運営し、雇用の責任を取るかたちをとることができれば
簡単だったと思われる。 
８店舗の事業主が集まったが、個人が急に集まったことに特に難しさは感じなかった。 
需要（必要とされていること）に対して供給が無いのはいけないという使命感で活動した。 
調理できる施設の確保が最優先だと感じた。 

 
 
（４）宝立小中学校避難所運営責任者︓避難所での炊き出し等を実施 
・令和６年１月１日～ 
   １日に避難所が開設されたが、学校の調理室は排水不可となっていたため使用できず、駐輪場に
屋根を張りプロパンガスと机を設置して、３日までに調理の環境を整えた。避難者の中に学校給食の
担当者がいたためリーダーとし、１日約 600食を提供。１月１４日から自衛隊の炊き出しが行わ
れ、一日一食（ごはん、みそ汁）の配給により、炊き出し班の負担が軽減された。また、キッチンカー
の支援者と連携でき、主に昼食を提供してもらった。 

・令和６年３月 14日～ 
   市からの弁当の配布の開始。避難所では班長を据えており、毎朝のミーティングで班長から弁当の
必要数を聞き取っていた。市からは週の最初に報告した個数の弁当が１週間の間届いたので、過不
足が生じることがあった。 

   弁当の保管場所については、日の当たらないところ、夏場はエアコンのあるところとし、食中毒対策に
配慮した。 

   市によって栄養面も考慮された弁当が毎日１食配布されるのは安心感があった。 
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・令和６年８月下旬 
宝立小中学校を避難所閉鎖。残っていた 20人程度の避難者は公民館に移り、公民館には調

理場もあるので、朝食、昼食は自分たちで調理できる状況にあった。食事などできる限り避難者自身
で生活をしてもらった。（自分で調理できる状況にあるにも関わらず作りたくないという人が出てくる状
況は避けなければいけないと考えていた。）市からの弁当は避難所が閉鎖されるまで１日１食分は
支給された。 
避難所運営スタッフの中に調理師資格を持つ者がおり、避難所開設中は弁当以外の食事面で支

援してもらい、キッチンカーチームとともに食事全般に関わってくれた。 
 



プッシュ型支援における内閣府備蓄物資の分散備蓄整備

プッシュ型支援イメージ

概 要

大規模災害発災時に、被災自治体の要請を待たず国が物資を調達し被災自治体へ支援をする「プッシュ
型支援」について、より迅速かつ確実な物資支援を可能とするため、以下の事項に取り組んでまいります。

①発災後の避難生活ですぐに必要で、調達に時間を要する物資について、予め一定量を備蓄いたします。
対象物資：段ボールベッド、簡易ベッド、パーティション、簡易トイレ、入浴資機材、キッチン資機材

②全国８地域の各拠点に新たに必要物資を購入し、分散して備蓄を行います。
対象地域：北海道、東北、関東（立川防災合同庁舎）、中部、近畿・中国、四国、九州、沖縄

＜ 入浴資機材 ＞ ＜ キッチン資機材＞＜ 簡易トイレ ＞

＜ パーティション＞＜ 簡易ベッド ＞＜ 段ボールベッド＞

備蓄物資イメージ
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   事 務 連 絡 

令和５年６月 22日 

各都道府県消防防災主管課 

各都道府県・指定都市教育委員会学校給食主管課 御中 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（避難生活担当） 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

 

避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用について（依頼） 

 

 

平素より防災行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 近年、自然災害が激甚化・頻発化しているとともに、南海トラフ地震や首都直下

地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震も切迫しております。 

内閣府では、災害が発生した場合における避難所の良好な生活環境の確保に向け、

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（平成 25年８月（令和４

年４月改定）内閣府（防災担当））等を作成し、適切な避難所運営を行って頂くよう

依頼してきたところです。当該指針においては、食事の提供について、長期化に対応

してメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保等、質の確保についても

配慮することとしております。 

 

避難所の運営については、各自治体の防災担当部局等により行われるものですが、

避難所における食事の質の確保に当たっては、例えば、学校給食施設等の活用も有効

な手段の一つとなります。実際にも、一部自治体において、災害発生時において学校

給食施設等を活用した炊き出しや、学校給食施設等を活用することを想定した施設整

備・マニュアルの作成等の取組が行われている例もあります。 

 

つきましては、こういった自治体の例も参考にしつつ、防災部局の求めに応じて、

避難所における適切な食事の確保のため、学校給食施設等の活用を含めた災害時の対

応や協力体制等について関係部局間で事前に協議し、各地域における災害時の体制づ

くりを進めていただくようお願いいたします。 



その際、学校給食の実施を含む学校運営や教職員の業務に支障が生じることのな

いようにすることと併せて、学校給食施設等の貸し出しや炊き出しへの協力等のた

め調理従事者以外の者が使用した学校給食施設等について、学校環境衛生基準（平

成 21年文部科学省告示第 60号）及び学校給食衛生管理基準（平成 21年文部科学省

告示第 64号）を参考に、施設設備の洗浄や消毒の徹底に努めるなど、衛生管理にも

十分留意してください。 

 

貴都道府県においては、避難所における適切な食事の確保のための災害時の体制づ

くりが進むよう、管内市区町村に対して周知していただくようお願いいたします。 

 

 

（参考） 

〇内閣府「避難所における生活環境の改善および新型コロナ感染症対策等の取組事例

集」（令和４年７月） 

  https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/seikatsukankyou.pdf 

 

〇文部科学省「災害時における学校給食実施体制の構築に関する事例集」（令和３年

３月） 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/mext_01332.html 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当） 

 TEL 03-3501-5191（直通） 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課学校給食係 

 TEL 03-6734-2095（直通） 

 



   事 務 連 絡 

令和７年１月１６日 

各都道府県消防防災主管課 

各都道府県・指定都市教育委員会学校給食主管課 御中 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（避難生活担当）付  

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

避難所における適切な食事の提供のための学校給食施設等の活用の留意事項 

 

平素より防災行政・学校運営の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

災害が発生した場合における避難所の良好な生活環境の確保に向けては、食事の提

供も重要な事項の一つであり、メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確

保等、質の確保が求められます。 

 

「避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設等の活用について（依

頼）」（令和５年６月 22 日付き内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担

当）・文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課連名事務連絡）において、自治体

の例を参考に、学校給食施設等の活用を含めた災害時の対応や協力体制等について関

係部局間で事前に協議し、各地域における災害時の体制づくりを進めていただくよう

お願いしたところですが、実施に当たっての留意事項を下記に記載しますので、貴都

道府県・都道府県教育委員会においては、避難所における適切な食事の提供が進むよ

う、管内市区町村・市区町村教育委員会に対して周知していただくようお願いいたし

ます。 

記 

 

１．避難所運営時における学校給食施設等の活用について 

災害発生時における避難所の運営の際、食事の質の確保に当たっては、例え

ば、学校給食施設等の活用も有効な手段の一つとなることから、積極的な活用が

期待されます。その際、災害発生時にあっては、相当程度、混乱が生じることも

想定されることから、例えば以下の事項について、あらかじめ防災担当部局と教

育委員会との間で方針を定めることが重要です。 

 

 



（１）学校給食施設等を使用する際の安全面・衛生面について 

災害発生時における学校給食施設等の使用にあたっては、まず、当該施設が災

害により、損壊や汚染等していないか、電気やガス、水道等が 安全に使用でき

る状態にあるか、衛生面が確保されているか等を確認することが必要です。 

また、再度学校給食の調理目的で使用する場合においても、学校環境衛生基準

及び学校給食衛生管理基準を参考に施設設備の洗浄や消毒の徹底に努めるなど、

衛生管理に十分留意する必要があります。 

 

（２）避難所の食事を提供する目的で学校給食施設等を使用する場合における役割

分担・費用負担について 

避難所の食事を提供する目的で学校給食施設等を使用する際には、給食調理と

は別途 、防災担当部局等から新たな人員が派遣されることや、通常の学校給食

の調理に加えて、避難所に提供する食事の調理を行うこと等も想定されます。ま

た、そのことに伴い、人件費、原材料費、燃料費等が新たに発生することも想定

されます。 

先述のとおり、災害発生時においては相当程度の混乱が生じることも想定され

ることから、防災担当部局・教育委員会・当該施設の役割分担や、新たに発生す

る経費の取り扱い等についても、あらかじめ防災担当部局と教育委員会との間で

共通認識を持つことができるよう、平時から連携できる体制を整えておくことが

重要です。 

 

２．炊き出しに学校給食施設等を活用する場合の災害救助法の適用関係 

（１）災害救助法の適用 

災害救助法は、災害発生時に被災者を支援する自治体（自治体から事業者へ

弁当の製造を依頼する場合を含む）の活動に対して、国からの支援として災害

救助費を拠出する制度であり、炊き出しも対象となっています。 

（２）適用範囲 

炊き出しの場所に制限はなく、学校給食施設等に限らず、セントラルキッチ

ン方式やキッチンカーによる提供も含まれます。 

対象は、原材料費、燃料費、人件費等であり、これらから算出した１食あた

りの単価に提供食数を掛け合わせた額を弁当として買い上げることが考えられ

ますが、その他の方法の場合もあります。また、原状回復のための破損弁償費

も対象となります。 

調理の実施者は、支援のボランティア、地元調理人、被災者自身などが考え

られ、報酬を支払わない場合も含まれます。 

 



（３）その他留意事項 

災害時の炊き出しは、一般的には食品衛生法の営業許可の対象になりませ

ん。個別の適用については、態様などを総合的に判断されることになります。 

 

３．被災時における学校における昼食の確保について 

調理場の被災やライフラインが復旧しない等により、児童生徒への学校給食の

提供ができない学校においては、各自治体内の理解を得た上で、支援物資として

必要数量を発注し、仕分け時に学校に確実に届くような工夫をするなど支援物資

を活用した昼食提供も選択肢となります。 

また、被災時には、可能な範囲で都道府県教育委員会や各都道府県学校給食会

が中心となって、ニーズを踏まえた被災市区町村に対する各種支援を行うことが

不可欠であるほか、平時から、各自治体・給食会等で定期的に融通可能な物資情

報の更新を含む相互支援に係る連携協定の締結や体制整備を行うことが重要で

す。 

 

４．調整・検討状況の報告のお願い 

令和７年２月２８日（金）までに、域内の各市区町村防災担当課と所管の学校

（各市区町村教育員会）との学校給食施設等の活用に係る調整・検討状況を別紙の

書式に記入いただき、提出先まで、メールで御提出ください。 

＜提出先＞ 

 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付  

 hinanjochosa.d4c@cao.go.jp 

  

（参考） 

〇内閣府「避難所における生活環境の改善および新型コロナ感染症対策等の取組事例

集」（令和４年７月） 

  https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/seikatsukankyou.pdf 

 

〇文部科学省「災害時における学校給食実施体制の構築に関する事例集」（令和３年

３月） 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/mext_01332.html 

 

 
＜連絡先＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 

 TEL 03-3501-5191（直通） 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課学校給食・食育係 

 TEL 03-6734-2095（直通） 



   事 務 連 絡  

令和７年３月２７日 

各都道府県消防防災主管課 

各都道府県・指定都市教育委員会学校給食主管課 御中 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（避難生活担当） 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

避難所における適切な食事の提供のための 

学校給食施設等の活用推進のお願いについて 

 

平素より防災行政・学校運営の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「避難所における適切な食事の提供のための学校給食施設等の活用の留意事項」

（令和７年 1月 16日付き内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）・

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）に基づき、全国の避難所にお

ける学校給食施設等の活用状況に関する調査を実施し、調査結果について別紙のとお

り、とりまとめましたので、お知らせいたします。 

 

貴都道府県・都道府県教育委員会においては、上記事務連絡記１にあるとおり「災

害発生等における避難所の運営の際、食事の質の確保に当たっては、例えば、学校給

食施設等の活用も有効な手段の一つとなる」ことから、「あらかじめ防災担当部局と

教育委員会との間で方針を定めることが重要」であり、事前防災の検討を進め、避難

所における適切な食事の提供が進むよう、管内市区町村・市区町村教育委員会に対し

て周知していただくようお願いいたします。 

 

 

 
＜連絡先＞ 

（調査結果について） 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 

 TEL 03-3501-5191（直通） 

（学校給食について） 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課学校給食・食育係 

 TEL 03-6734-2095（直通） 



避難所における適切な食事の提供のための学校給食施設等の活用に関する検討状況

（１）避難所となる学校の給食施設

数 数 割合 (％) 数 割合 (％) 数 割合 (％)
1 北海道 1,275 602 47.2% 42 3.3% 212 16.6%
2 青森県 373 175 46.9% 30 8.0% 125 33.5%
3 岩手県 321 36 11.2% 26 8.1% 59 18.4%
4 宮城県 489 43 8.8% 31 6.3% 53 10.8%
5 秋田県 293 59 20.1% 37 12.6% 57 19.5%
6 山形県 249 47 18.9% 9 3.6% 77 30.9%
7 福島県 488 151 30.9% 19 3.9% 261 53.5%
8 茨城県 651 99 15.2% 37 5.7% 166 25.5%
9 栃木県 408 124 30.4% 20 4.9% 90 22.1%

10 群馬県 422 303 71.8% 9 2.1% 26 6.2%
11 埼玉県 1,271 413 32.5% 83 6.5% 310 24.4%
12 千葉県 1,097 216 19.7% 125 11.4% 206 18.8%
13 東京都 1,874 561 29.9% 61 3.3% 222 11.8%
14 神奈川県 1,312 203 15.5% 23 1.8% 129 9.8%
15 新潟県 512 105 20.5% 98 19.1% 59 11.5%
16 富山県 294 157 53.4% 24 8.2% 40 13.6%
17 石川県 285 119 41.8% 4 1.4% 2 0.7%
18 福井県 260 48 18.5% 7 2.7% 205 78.8%
19 山梨県 210 95 45.2% 0 0.0% 93 44.3%
20 長野県 511 127 24.9% 15 2.9% 81 15.9%
21 岐阜県 426 153 35.9% 25 5.9% 248 58.2%
22 静岡県 662 157 23.7% 51 7.7% 272 41.1%
23 愛知県 1,395 249 17.8% 185 13.3% 245 17.6%
24 三重県 374 218 58.3% 7 1.9% 41 11.0%
25 滋賀県 286 94 32.9% 43 15.0% 30 10.5%
26 京都府 408 320 78.4% 4 1.0% 39 9.6%
27 大阪府 1,526 131 8.6% 179 11.7% 1,026 67.2%
28 兵庫県 1,038 127 12.2% 58 5.6% 252 24.3%
29 奈良県 312 68 21.8% 19 6.1% 58 18.6%
30 和歌山県 329 78 23.7% 47 14.3% 70 21.3%
31 鳥取県 113 47 41.6% 41 36.3% 14 12.4%
32 島根県 268 30 11.2% 1 0.4% 25 9.3%
33 岡山県 519 124 23.9% 29 5.6% 96 18.5%
34 広島県 617 142 23.0% 122 19.8% 222 36.0%
35 山口県 310 107 34.5% 1 0.3% 36 11.6%
36 徳島県 263 42 16.0% 3 1.1% 156 59.3%
37 香川県 156 6 3.8% 6 3.8% 27 17.3%
38 愛媛県 435 210 48.3% 34 7.8% 58 13.3%
39 高知県 258 116 45.0% 38 14.7% 13 5.0%
40 福岡県 962 198 20.6% 173 18.0% 187 19.4%
41 佐賀県 222 23 10.4% 48 21.6% 1 0.5%
42 長崎県 449 136 30.3% 17 3.8% 95 21.2%
43 熊本県 350 57 16.3% 22 6.3% 55 15.7%
44 大分県 352 159 45.2% 9 2.6% 127 36.1%
45 宮崎県 317 75 23.7% 15 4.7% 26 8.2%
46 鹿児島県 385 54 14.0% 39 10.1% 189 49.1%
47 沖縄県 222 27 12.2% 22 9.9% 41 18.5%

合計 25,549 6,831 26.7% 1,938 7.6% 6,122 24.0%

（２）学校から独立した給食施設（共同調理場等）

数 数 割合 (％) 数 割合 (％) 数 割合 (％)
890 103 11.6% 132 6.5% 537 26.5%

全国合計

28,667

330
563
343

学校から独立した
給食施設数

（共同調理場等）
1.うち、活用に合意
している給食施設数

2. うち、活用の合意に向けて
打合せ中の給食施設数

3.うち、本通知を周知済の給食
施設数（1.及び2.を除く）

うち、避難者が調理を行うこと
を予定している給食施設数

数
2,026

457
447
355

267
1,090

272

264
235
448

561
675
396

127
307

1,526
1,144

313

510

557
796

1,399

331

539

294
318

459
356

339
561
722

272
243

1. うち、活用に合意している
学校数

2. うち、活用の合意に向けて
打合せ中の学校数

3.うち、本通知を周知済の学
校数（1.及び2.を除く）

都道府県
避難所となる

学校数
うち、食事の提供が
可能となる設備が備
わっている学校数

数

418

486
470

1,347

688

420
551
310

1,503

1,250
2,085
1,323



事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 1 1 月 １ 日 

各都道府県防災担当主管部（局） 

都道府県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 

特別区 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 

厚 生 労 働 省 健 康 ・ 生 活 衛 生 局 食 品 監 視 安 全 課 

災害時の避難所における炊き出しに関する取扱いについて 

平素より防災行政・食品安全行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

災害時の避難所において、キッチンカーを活用して食事を提供することについては、

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）及び消防庁国民保護・防災部

防災課長から「避難所におけるキッチンカーを活用した食事の提供について」（令和５

年 10 月２日付け事務連絡）、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課から「避難

所におけるキッチンカーを活用した食事の提供について（情報提供）」（令和６年７月

22 日付け事務連絡）等を示しているところですが、災害時の避難所における炊き出し

に関する取扱いについて、下記のとおり示しますので、御了知の上、防災担当主管部

局と衛生主管部局とで十分連携して対応いただくとともに、各都道府県防災担当主管

部局におかれましては、貴管内市町村の防災担当主管部局に対して、その旨周知して

いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 食品を調理し、客に提供する又は飲食させる営業については、食品衛生法（昭和

22 年法律第 233 号）により、都道府県知事等（都道府県知事、保健所を設置する市

の市長又は特別区の区長をいう。以下同じ。）の許可を受けなければならないと規定

されており、個々の行為が営業と見なされ得るか否かについては、規模、形態、反復

継続性等にかんがみ、許可の権限を有する都道府県知事等が総合的に判断している

こと。 

  災害時の避難所において、炊き出しのボランティア等として、事業者が被災者に

食事を提供する行為は、キッチンカーによるものを含め、一般には営業とは判断さ

れないと考えられること。 



 

２ 以下の事項についても御了知の上、有効な取り組みの検討を進めていただきたい

こと。 

 

(1) 内閣府では、災害が発生した場合における避難所の良好な生活環境の確保に向

け、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（平成 25 年８月

（令和４年４月改定）内閣府（防災担当））等を作成し、適切な避難所運営を行っ

ていただくよう依頼してきたところであり、当該指針においては、食事の提供に

ついて、長期化に対応してメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確

保等、質の確保についても配慮するようお願いしていること。 

食事の質の確保に当たっては、キッチンカーによるものを含め、炊き出しの活用

は、有効な手段の一つとなること。 

 

(2) 災害時は、食中毒が発生しやすい状況となることから、食事を提供する者、食

事を食べる者は、食中毒予防のための衛生管理に一層の注意が必要であること。 

  こうしたことから、自治体の取扱い例を示すので参考にしていただきたいこと。 

・炊き出し支援者向けのリーフレットを作成し、食中毒の予防の呼びかけを行

っている例（別添：事例１） 

・「炊き出しチェック表」を作成し、保健所や避難所の管理者とのやり取りも含

め、食中毒の予防の呼びかけを行っている例（別添：事例２） 

     

 

 

以上 

 
＜本件問い合わせ＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 

鈴木、前原、藤川、坂本 TEL 03-3501-5191（直通） 

 

厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課食品安全係 

飯塚、山元、後藤 TEL 03-3595-2337（直通） 

 

 

 

 





保健所への相談

　活動場所が決まったら、事前に、被災地を管轄する保健所へ連絡し、衛生面の注意点等について説

明を受けましょう。

炊き出しチェック表の作成

炊き出しをする方は、「炊き出しチェック表」を作成し、保健所に提出してください。

避難所等で炊き出しをする際は、事前に避難所等の管理者へ「炊き出しチェック表」を必ず提

出してください。

炊き出しチェック表（Wordファイル：20KB）

　＊＊＊＊　食中毒予防のため、次の点に注意しましょう。　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

調理や配膳をする方へ

下痢、発熱、腹痛、吐き気や手指にキズがある人は調理・配膳に従事できません。

身だしなみを清潔にしましょう。（指輪を外す。衣類は清潔なものを着用する。爪は短く切る。　

等）

調理の前や調理中も、こまめに手洗い、手指消毒を行いましょう。

材料の保管の仕方

冷蔵品や冷凍品は、クーラーボックス（保冷剤入り）に保管しましょう。

常温保存食品は、直射日光の当たらないところに保管しましょう。

食品の提供

加熱していない食品は、出さないようにしましょう。

ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康危機管理課 > 被災地で炊き出しボランティアをされる方へ現在地
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調理後、おおむね2時間以内に食べることができるように配食しましょう。

食物アレルギーへの対応

食物アレルギーをお持ちの方が、誤って喫食しないよう、正確な情報を提供しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

健康危機管理課 食品乳肉衛生班

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
Tel：096-333-2247  Fax：096-383-0607  メールでのお問い合わせはこちら

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/
https://www.pref.kumamoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=30&inq=05&lif_id=51395


炊き出しチェック表 
☑ 炊き出しをする方は、保健所に提出してください。 

☑ 避難所等で炊き出しをされる方は、調理開始前に避難所 

等管理者にも提出して下さい。 

団体名  

責任者  

連絡先  

提供日時 令和  年  月  日（  ）  時  分から   時  分まで 

提供メニュー（＊）  

調理・配膳従事者数      人 

＊提供するメニューは、全て記載すること。記載しないメニューは、提供できません。

  

調理配膳従事者の健康チェック 

点検項目 点検結果 

下痢、発熱の症状はありませんか（本人、同居家族） □なし   □あり（  人）※ 

手指に傷はありませんか □なし   □あり（  人）※ 

指輪は外していますか □外している   □外していない※ 

衣服は清潔ですか □清潔    □不清潔※ 

爪は短く切っていますか □短い    □長い※ 

※健康チェックで該当する方は、調理・配膳に従事できません。 

                                                

（避難所等管理者 記入欄）          避難所等名【               】 

チェック表 

健康チェックで問題のある人は

いませんか 
□いない  □いる（→調理や配膳はできません） 

提供食品は、全て加熱調理品か 
□加熱調理品のみ 

□加熱しない調理品あり（→提供できません） 

直接食品に接触する調理時には、

使い捨て手袋を使用しているか 

□使用している 

□使用していない（→調理や配膳はできません） 

令和  年  月  日  記入者（        ） 

市町村名：     （  －   －   ）・ 熊本県  保健所（  －   －   ） 

別添２ 



炊き出しをする皆様へ 
食中毒予防のため、以下のことを必ず守ってください。 

 

◆調理前 

□ 加熱していない食品は、出さないこと。 
＊生野菜（きゅうり、トマト、レタスなど）、刺身、生肉、カットフルーツは出

さないこと。 

□ 下痢、発熱、手指に傷のある方は調理、 

配膳を行わないこと。 
＊調理、配膳の前に、下痢、発熱、手指に傷がないか健康チェックをするこ
と。 
 

◆調理中 

□ 調理の前には、よく手を洗うこと。 
＊もし、水が十分確保できない場合は、ウエットティッシュでよく拭いた後、

アルコール消毒をすること。使い捨て手袋を着用すること。 

□ 調理中も、こまめに消毒すること。 

＊調理台にアルコール消毒薬をおくこと。 

□ 冷蔵品や冷凍品は、クーラーボックス（保冷剤入り）

に保管すること。 
＊常温保存食品は、直射日光の当たらないところに保管すること。 

□ 調理後、概ね 2時間以内に食べることができるように

配食すること。 
＊早めに食べるように伝えること。 
 
市町村名：     （  －   －   ）・ 熊本県  保健所（  －   －   ） 



事 務 連 絡  
令和７年 10月 31 日 

 
各都道府県消防防災主管部（局） 御中 

 
内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（食事支援担当）付 

 
災害時における温かい食事の提供可能数確認シートについて（周知） 

 
 平素より、防災行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
災害発生時には、良好な避難生活を確保することが極めて重要であり、「令和６年

能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」（令和６年 11 月）等を
踏まえ、令和 6 年 12 月に「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指
針」等を改定したところです。特に食事の質の確保のためには、ボランティア等によ
る炊き出しや飲食業協同組合による調理人の派遣、キッチンカー等の活用、特定給食
施設の利用等による多様な供給方法の確保に努めること、関係事業者と協定を締結す
るなど、平時からの連携体制を構築し、災害発生時には温かい食事を速やかに提供す
ることなどを示しております。 
今般、様々な災害時での想定避難者数に対して十分に温かい食事の提供が可能かど

うか把握するため、現時点での提供可能食数及び不足すると見込まれる食数を確認す
る等のための「災害時における温かい食事の提供可能数確認シート」（別添）を作成
しました。また、本シートの利用により、食事を提供する方法の検討にもご活用いた
だけますので、貴都道府県内の市区町村に周知いただきますよう、よろしくお願いし
ます。 
なお、本シートをご活用いただく中でお気づきの点等ありましたら以下問い合わせ

先まで随時ご共有ください。今後改定する際の参考にさせていただきます。 
 

 

 

【問合せ先】 

内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（食事支援担当）付   

尾崎、梅津（TEL：03-3502-6983（直通）） 



○○市

R●.●.●作成

想定避難者数
（車中泊避難者等を含む）

5000 人

提供方法 確保数 提供可能食数
（１単位当たり）

提供可能食数
（合計） 調理人員 食材調達

炊き出し用具（セット） 5 100食分 500食分 ボランティア等 協定

キッチン資機材（セット） 3 300食分 900食分 ボランティア等 協定

避難所設備
（利用可能調理設備）（箇
所数）

7 200食分 1,400食分 ボランティア等 協定

キッチンカー（台数） 4 100食分 400食分 事業者 事業者調達

飲食・弁当事業者
（事業者数） 3 100食分 300食分 事業者 事業者調達

その他 0食分

合計 3,500食分

1,500 ←判定（○ or不足数）

②発災時追加確保予定

名（法人名等） 連絡先 所在地

炊き出し用具 レンタル 10 100食分 1,000食分 危機管理課 株式会社○○ 03-0000-0000 東京都千代田区 ボランティア等 協定

キッチン資機材 レンタル 2 300食分 600食分 危機管理課 株式会社○○ 03-0000-0001 東京都千代田区 ボランティア等等 協定

キッチンカー D-TRACE 5 100食分 500食分 危機管理課 未定 事業者 事業者調達

0食分

0食分

0食分

0食分

0食分

合計 ー ー ー 2,100食分 ー ー ー ー ー ー

○ ←判定（○ or不足数）

※「①現在提供可能食数」における備蓄数・協定済数の詳細

提供方法 保管場所・事業所 電話番号

炊き出し用具

キッチン資機材

給食施設、避難所設備等

キッチンカー

飲食・弁当事業者

その他

必要食数

災害時における温かい食事の提供可能食数確認シート

本シートの目的
・本シートは、想定避難者数（食事の提供数）を推計し、そこから備蓄や協定により現状確保してい
る提供可能食数を差し引くことにより、追加で確保が必要な数を算定するものである。算定結果を基
に、実際にどのように食事の提供数を確保するかを検討すること。
・発災当初は避難者へ提供する食事は備蓄食料となるが、本シートは発災から数日経過し、調理した
食事を提供する際の活用を想定しているものである。
・なお、本シートは調理能力により提供可能食数を考えているため、食材の調達、調理の人員等につい
ては別途検討する必要があること。

塗りつぶしセルは要入力であるため、入力をすること。
（１）必要食数（想定避難者数）を入力する。
（２）①欄に各炊き出し用具等の想定提供食数、備蓄や協定による確保数を入力する。
（３）①欄の判定欄に、「○」または「不足している食数」が表示される。
（４）②欄の発災時追加確保予定を入力する。
（５）②欄の判定欄に、「○」または「不足している食数」が表示される。

本シートの記入方法

【参考】①現在の提供可能食数（詳細は下部※に記載）

調理人員 食材調達

参考

種類 確保方法 提供可能食数
（１単位あたり） 対応者・対応部局提供可能食数

（合計）

相手方
個数

製品・協定先の名称

※１回の食事当たりの提供可能食数を算出しているもの
なので、朝食、昼食、夕食それぞれで提供可能数が異なる
場合、シートをコピーして各時間帯の提供可能食数を算出
すること。
※想定している調理施設や事業者も被災することが想定さ
れることから、推計される必要数に限らず余裕を持った提供
可能食数を確保するのが望ましいこと。

※レンタル等で発災時に追加で確保する予定であったもの
でも、協定等により提供可能な目途がついたものについては、
「①現在提供可能食数」欄に転記すること。

記載例



○○市

R●.●.●作成

想定避難者数
（車中泊避難者等を含む）

人

提供方法 確保数 提供可能食数
（１単位当たり）

提供可能食数
（合計） 調理人員 食材調達

炊き出し用具（セット） 0食分

キッチン資機材（セット） 0食分

避難所設備
（利用可能調理設備）（箇
所数）

0食分

キッチンカー（台数） 0食分

飲食・弁当事業者
（事業者数） 0食分

その他 0食分

合計 食分

0 ←判定（○ or不足数）

②発災時追加確保予定

名（法人名等） 連絡先 所在地

0食分

0食分

0食分

0食分

0食分

0食分

0食分

0食分

合計 ー ー ー 0食分 ー ー ー ー ー ー

0 ←判定（○ or不足数）

※「①現在提供可能食数」における備蓄数・協定済数の詳細

提供方法 保管場所・事業所 電話番号

炊き出し用具

キッチン資機材

給食施設、避難所設備等

キッチンカー

飲食・弁当事業者

その他

災害時における温かい食事の提供可能食数確認シート

本シートの目的 本シートの記入方法
・本シートは、想定避難者数（食事の提供数）を推計し、そこから備蓄や協定により現状確保してい
る提供可能食数を差し引くことにより、追加で確保が必要な数を算定するものである。算定結果を基
に、実際にどのように食事の提供数を確保するかを検討すること。
・発災当初は避難者へ提供する食事は備蓄食料となるが、本シートは発災から数日経過し、調理した
食事を提供する際の活用を想定しているものである。
・なお、本シートは調理能力により提供可能食数を考えているため、食材の調達、調理の人員等につい
ては別途検討する必要があること。

塗りつぶしセルは要入力であるため、入力をすること。
（１）必要食数（想定避難者数）を入力する。
（２）①欄に各炊き出し用具等の想定提供可能食数、備蓄や協定による確保数を入力する。
（３）①欄の判定欄に、「○」または「不足している食数」が表示される。
（４）②欄の発災時追加確保予定を入力する。
（５）②欄の判定欄に、「○」または「不足している食数」が表示される。

参考

種類 確保方法 個数 提供可能食数
（１単位あたり）

提供可能食数
（合計）

相手方
調理人員 食材調達

必要食数

①現在の提供可能食数（詳細は下部※に記載） 【参考】

対応者・対応部局

製品・協定先の名称

※１回の食事当たりの提供可能食数を算出しているもの
なので、朝食、昼食、夕食それぞれで提供可能数が異なる
場合、シートをコピーして各時間帯の提供可能食数を算出
すること。
※想定している調理施設や事業者も被災することが想定さ
れることから、推計される必要数に限らず余裕を持った提供
可能食数を確保するのが望ましいこと。

※レンタル等で発災時に追加で確保する予定であったもの
でも、協定等により提供可能な目途がついたものについては、
「①現在提供可能食数」欄に転記すること。



事 務 連 絡 

令和４年４月５日 

 

 

 

都道府県防災担当主管部（局）長 殿 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（避難生活担当） 

 

 

避難所等における食物アレルギー疾患を有する被災者への対応について（依頼） 

 

 

 平素より防災行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 避難所における良好な生活環境の確保に当たり、食物アレルギーを有する避難者へ

の配慮は重要であり、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（平成

25年８月（平成 28年４月改定）、内閣府（防災担当））等の中で、食物アレルギーに対

応した食品の備蓄等について対応を求めてきたところです。 

 今般、「アレルギー疾患対策基本法」（平成 26 年法律第 98 号）に基づき策定された

「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」（平成 29 年厚生労働省告示第 76

号。以下「基本指針」という。）が改正されました。 

 厚生労働省から、別添のとおり、各都道府県・市町村・特別区衛生主管部（局）に対

して、基本指針の趣旨を御了知いただくとともに、災害時に食物アレルギー疾患を有す

る者を含む個別のニーズに応じた栄養・食生活の支援について適切に対応を行うため、

平時から各都道府県栄養士会等の関係団体及び都道府県内の連携体制の構築に努めて

いただくよう依頼がありましたので、貴都道府県内の市区町村に周知していただくよ

うお願いいたします。 

 また、貴都道府県においては、各市区町村が、本事務連絡を活用し、地域の特性や実

情を踏まえつつ、避難所における食物アレルギー対策に一層取り組むために、各市区町

村と十分連携し、必要な支援を行っていただくようお願いいたします。 

 

 

 

【連絡先】 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 

伊藤、内田、真鍋、毛利  TEL 03-3501-5191 



1 

事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ３ 月 18 日 

各           衛生主管部（局） 御中 

          

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

 健 康 課 

避難所等における食物アレルギー疾患を有する被災者への対応について（依頼） 

今般、アレルギー疾患対策基本法（平成 26 年法律第 98 号）に基づき策定されたアレル

ギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成 29 年厚生労働省告示第 76 号。以下「基

本指針」という。）を改正し、別紙のとおり都道府県知事等宛て通知しました。 

基本指針第５（３）イにおいて、「国は、平時から、避難所における食物アレルギー疾

患を有する者への適切な対応に資する取組を地方公共団体と連携して行うとともに、災害

時においては、乳アレルギーに対応したミルク等の確実な集積と適切な分配に資するため、

それらの確保及び輸送を行う。また、地方公共団体は、食物アレルギーに対応した食品等

を適切なタイミングで必要な者へ届けられるよう、防災担当部署等の被災者支援に関わる

部署とアレルギー疾患対策に関わる部署等が連携し、可能な場合には関係団体や専門的な

知識を有する関係職種の協力を得て、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズ

の把握やアセスメントの実施、国及び関係団体からの食料支援も活用した食物アレルギー

に配慮した食品の確保等に努める」こととされました。 

災害時においては、被災者の健康面への様々な悪影響が懸念されます。食事・栄養は健

康管理上、極めて重要な要素の一つであり、食物アレルギー疾患を有する者については、

避難所等においてそのニーズに応じた適切な対応を求められることが想定されます。 

公益社団法人日本栄養士会には、被災自治体と連携の下、被災地の状況に応じて「特殊

栄養食品ステーション」を設置し、アレルギー対応食を含む個別のニーズに応じた食品等

の提供に御協力いただいています。貴職におかれましては、基本指針の趣旨を御了知いた

だくとともに、災害時に食物アレルギー疾患を有する者を含む個別のニーズに応じた栄

養・食生活の支援について適切に対応を行うため、平時から各都道府県栄養士会等の関係

団体及び都道府県内の連携体制の構築に努めていただくよう御願いいたします。 

なお、本事務連絡の内容については内閣府政策統括官（防災担当）と調整済みであるこ

とを申し添えます。 

都 道 府 県 

市 町 村 

特 別 区 

（別添）
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<照会先> 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

       桑原・塚本・中神 

電話（代表）03-5253-1111(内)2291、2359 

 

厚生労働省健康局健康課 栄養指導室 

       齋藤・佐々木 

       電話（代表）03-5253-1111(内)2953、2951
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（参考）関係法令 

○アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号）

第 11 条 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレル

ギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（以下「アレルギー疾患対策基本指針」

という。）を策定しなければならない。 

○アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第76号）

第５（３）

ア 国及び地方公共団体は、平時において、関係学会等と連携体制を構築し、様々

な規模の災害を想定した対応の準備を行う。 

イ 国は、平時から、避難所における食物アレルギー疾患を有する者への適切な対

応に資する取組を地方公共団体と連携して行うとともに、災害時においては、乳

アレルギーに対応したミルク等の確実な集積と適切な分配に資するため、それら

の確保及び輸送を行う。また、地方公共団体は、食物アレルギーに対応した食品

等を適切なタイミングで必要な者へ届けられるよう、防災担当部署等の被災者支

援に関わる部署とアレルギー疾患対策に関わる部署等が連携し、可能な場合には

関係団体や専門的な知識を有する関係職種の協力を得て、避難所における食物ア

レルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、国及び関係団体から

の食料支援も活用した食物アレルギーに配慮した食品の確保等に努める。 
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健発０３１４第２号 

令和４年３月 14 日 

都道府県知事 

各 市 町 村 長 殿 

特 別 区 長 

厚生労働省健康局長 

（ 公 印 省 略 ） 

アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の一部を改正する件について

（通知） 

アレルギー疾患対策基本法（平成 26 年法律第 98 号。以下「法」という。）第

11 条第 1項に基づき策定された、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な

指針（平成 29 年厚生労働省告示第 76 号。以下「アレルギー疾患対策基本指針」

という。）については、同条第６項において、少なくとも５年ごとに検討を加え、

必要に応じて改正することとされている。 

 これを踏まえ、本日、アレルギー疾患対策基本指針の一部を下記の通り改正

し、告示の日（令和４年３月 14 日）から適用することとしたので、内容につい

て御了知の上、法第５条に規定する地方公共団体の責務にのっとり、地域の実

情に基づき、管内市区町村、医療関係者、アレルギー疾患患者等及びその他の

関係者と連携のうえ、より一層のアレルギー疾患対策の推進を図られるようお

願いする。また、管内の関係団体、関係機関等に対し、改正内容の周知徹底を

お願いする。 

記 

第一 改正の趣旨 

法第 11 条第６項の規定に基づき、アレルギー疾患対策基本指針の見直

しを行い、その一部を改正する。 

第二 改正の内容 

アレルギー疾患対策推進協議会の議論も踏まえ、

（別紙）
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・ アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及について、両親学級等の

機会を活用し、出生前から保護者等への適切な情報提供に取り組むこと

を明記する 

・ アレルギー疾患医療を提供する体制の確保について、医療従事者とし

て歯科医師及び管理栄養士を明記するほか、アレルギー疾患医療の専門

的な知識及び技能を有する医療従事者の育成等について中心拠点病院

及び都道府県拠点病院等の協力のもと推進すること、並びに「アレルギ

ー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」の検討結果に基づく体制

整備を行うことを明記する 

・ アレルギー疾患に関する調査及び研究について、「免疫アレルギー疾

患研究 10 か年戦略」に基づき、患者の視点に立った研究を推進するこ

とを明記する 

・ 地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進について、地方公共団

体が、都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会等を通じて実情を把握し

た上で、施策の策定及び実施に努めることを明記する 

等を内容とする改正その他所要の改正を行う。 

第三 適用日 

  告示の日（令和４年３月 14 日） 

以上 



（参考１）















事 務 連 絡 

令和７年10月27日 

                       

 

各 都道府県アレルギー疾患担当課 御中 

各 都道府県消防防災主管課    御中  

 

厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課 

  内閣府政策統括官（防災担当）付         

参事官（食事支援担当）付 

 

災害時の避難所等におけるアレルギー疾患を有する方への対応について 

 

アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成29年厚生労働省告示

第76号、令和４年３月一部改正。以下「指針」という。）において、国及び地

方公共団体は、平時において、関係学会等と連携体制を構築し、様々な規模の

災害を想定した対応の準備を行うこととされています。 

災害時においては、避難者の健康面への様々な悪影響が懸念され、特に避難

所では、多くの避難者に対して、限られた種類の食品を一律に提供せざるをえ

ないなど、通常時に比べ著しく制限された環境となります。避難者は、そのよ

うな環境で長期にわたり生活することを余儀なくされる可能性があり、アレル

ギー疾患を有する場合、特段の配慮が必要となります。 

そのため、平時から、保健師など避難所等で医療に携わる方にアレルギー疾

患を有する方への対応を理解いただくことや、各避難所にアレルギー疾患に関

する情報資材、アレルギー対応食品等を常備することなどの事前準備により、

災害時において未然の事故防止に協力いただける環境を構築できることが重要

となります。 

つきましては、アレルギーポータルの「災害時の対応」ページ（※１）に掲

載している「災害におけるアレルギー疾患の対応」（※２）や、「行政機関・

支援者の方向けQ＆A集」「患者さん・家族の方向けQ＆A集」（※３）などのパ

ンフレット等を活用した積極的な情報提供や事前準備、貴管内アレルギー疾患

担当部局、防災部局及び関係学会等との連携体制の構築に、平時から努めてい

ただくようお願いいたします。また、指針において「国及び地方公共団体は、

災害時において、関係団体等と協力し、アレルギー疾患を有する者、その家族

及び関係者並びに医療従事者向けの相談窓口の設置を速やかに行う。」と記載

されているとおり、相談窓口設置についてもご検討をいただくようお願いいた

します。 



 

（※１）アレルギーポータル「災害時の対応」 

https://allergyportal.jp/just-in-case/ 

（※２）災害におけるアレルギー疾患の対応 

https://allergyportal.jp/wp/wp-

content/themes/allergyportal/assets/pdf/00_Responding-to-

Allergic-Disease-in-Disasters.pdf 

（※３）「行政機関・支援者の方向けQ＆A集」「患者さん・家族の方向けQ＆A

集」 

 https://s3.ap-northeast-

1.amazonaws.com/2022.allergyportal/wp/wp-

content/uploads/2025/08/18155642/e5735681e9f63b14cfee0eeb438943e

3.pdf 

 

  

https://allergyportal.jp/just-in-case/
https://allergyportal.jp/wp/wp-content/themes/allergyportal/assets/pdf/00_Responding-to-Allergic-Disease-in-Disasters.pdf
https://allergyportal.jp/wp/wp-content/themes/allergyportal/assets/pdf/00_Responding-to-Allergic-Disease-in-Disasters.pdf
https://allergyportal.jp/wp/wp-content/themes/allergyportal/assets/pdf/00_Responding-to-Allergic-Disease-in-Disasters.pdf
https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/2022.allergyportal/wp/wp-content/uploads/2025/08/18155642/e5735681e9f63b14cfee0eeb438943e3.pdf
https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/2022.allergyportal/wp/wp-content/uploads/2025/08/18155642/e5735681e9f63b14cfee0eeb438943e3.pdf
https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/2022.allergyportal/wp/wp-content/uploads/2025/08/18155642/e5735681e9f63b14cfee0eeb438943e3.pdf
https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/2022.allergyportal/wp/wp-content/uploads/2025/08/18155642/e5735681e9f63b14cfee0eeb438943e3.pdf


（参考） 

 

○アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成29年厚生労働

省告示第76号、令和４年３月一部改正）（抄） 

 

第５（３） 

ア 国及び地方公共団体は、平時において、関係学会等と連携体制を構

築し、様々な規模の災害を想定した対応の準備を行う。 

イ 国は、平時から、避難所における食物アレルギー疾患を有する者へ

の適切な対応に資する取組を地方公共団体と連携して行うとともに、

災害時においては、乳アレルギーに対応したミルク等の確実な集積と

適切な分配に資するため、それらの確保及び輸送を行う。また、地方

公共団体は、食物アレルギーに対応した食品等を適切なタイミングで

必要な者へ届けられるよう、防災担当部署等の被災者支援に関わる部

署とアレルギー疾患対策に関わる部署等が連携し、可能な場合には関

係団体や専門的な知識を有する関係職種の協力を得て、避難所におけ

る食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、

国及び関係団体からの食料支援も活用した食物アレルギーに配慮した

食品の確保等に努める。 

ウ 国及び地方公共団体は、災害時において、関係学会等と連携し、ウ

ェブサイトやパンフレット等を用いた周知を行い、アナフィラキシー

等の重症化の予防に努める。 

エ 国及び地方公共団体は、災害時において、関係団体等と協力し、ア

レルギー疾患を有する者、その家族及び関係者並びに医療従事者向け

の相談窓口の設置を速やかに行う。 

 

 

 

【照会先】 

厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課 

担当：佐藤、茂呂、木村 

電話：03-5253-1111(内線2291) 

       内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（食事支援担当）付 

担当：尾崎、梅津 

電話：03-3502-6983(直通) 

 




